
令 和 元 年 第 ４ 回

名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録 目 次

第１号（１１月２６日）

……………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 １

………………………………………………………………………………………………………１．追加議事日程 １

…………………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 ２

……………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 ３

……………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 ３

……………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 ３

………………………………………………………………………………………………………………１．説明員 ３

………………………………………………………………………………………………１．開会宣告・開議宣告 ４

…………………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 ４

……………………………………………………………………………１．日程第２．会期の決定（２５日間） ４

………………………………………………………………………………１．日程第３．行政報告（加藤市長） ４

……………………………１．日程第４．議案第１号 名寄市基幹相談支援センター条例の制定について １５

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） １５

…………………………………………………………………………………………○質疑（川村幸栄議員） １６

………………………………………………………………………………………○市民福祉常任委員会付託 １６

１．日程第５．議案第２号 消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整

…………………………………………………備に関する条例の制定について １６

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） １６

…………………………………………………………………………………………○質疑（川村幸栄議員） １７

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １７

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １７

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 １７

１．日程第６．議案第３号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る

…………………………ための関係条例の整理に関する条例の制定について １８

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） １８

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 １８

１．日程第７．議案第４号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関す

……………………………………………………………る条例の制定について １８

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） １８

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 １９

１．日程第８．議案第５号 公益的法人等への名寄市職員の派遣等に関する条例の一部

………………………………………………………………………改正について １９



……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） １９

…………………………………………………………………………………………○質疑（倉澤 宏議員） １９

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２０

…………………………………………１．日程第９．議案第６号 名寄市公民館条例の一部改正について ２０

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２０

…………………………………………………………………………………………○質疑（川村幸栄議員） ２０

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２２

１．日程第１０．議案第７号 指定管理者の指定について（名寄市北国雪国ふるさと交

流館）

議案第８号 指定管理者の指定について（駅前交流プラザ「よろー

な」）

議案第９号 指定管理者の指定について（名寄市風連米乾燥調製施

設）

………………………………議案第１０号 指定管理者の指定について（名寄市牧場） ２２

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２２

…………………………………………………………………………………………○質疑（川村幸栄議員） ２２

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２３

…………………………１．日程第１１．議案第１１号 令和元年度名寄市一般会計補正予算（第６号） ２３

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２３

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２４

１．日程第１２．議案第１２号 令和元年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算（第

…………………………………………………………………………２号） ２４

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２４

…………………………………………………………………………………………○質疑（川村幸栄議員） ２４

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２５

１．日程第１３．議案第１３号 令和元年度名寄市介護保険特別会計補正予算（第３

……………………………………………………………………………号） ２５

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２５

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２５

１．日程第１４．議案第１４号 令和元年度名寄市下水道事業特別会計補正予算（第１

……………………………………………………………………………号） ２５

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２５

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２６

１．日程第１５．議案第１５号 令和元年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計

…………………………………………………………補正予算（第１号） ２６

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２６

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２６

１．日程第１６．議案第１６号 令和元年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算



……………………………………………………………………（第１号） ２６

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２６

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２７

…………………１．日程第１７．議案第１７号 令和元年度名寄市立大学特別会計補正予算（第２号） ２７

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２７

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２７

…………………………………１．日程第１８．議案第１８号 名寄市議会基本条例の一部改正について ２７

………………………………………………………………………………○提案理由説明（塩田昌彦議員） ２７

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２８

１．日程第１９．議案第１９号 名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部改正について

議案第２０号 名寄市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に

ついて

議案第２１号 名寄市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤

務条件に関する条例の一部改正について

……………………議案第２２号 名寄市職員の給与に関する条例の一部改正について ２８

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２８

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２８

……………………………………………１．日程第２０．報告第１号 専決処分した事件の報告について ２９

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２９

……………………………………………………………………………………………………………○報告済 ２９

……………………………………………１．日程第２１．報告第２号 専決処分した事件の報告について ２９

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２９

……………………………………………………………………………………………………………○報告済 ２９

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ２９

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ２９

………………………………………………………………………………………１．河合教育部長の訂正発言 ２９

…………………………………………………………………………………………１．日程の追加（東議長） ２９

………………………………………………………………………………………………………………○決定 ３０

１．追加日程第１．議案第２３号 名寄市都市計画マスタープランを定めることについ

て

…………………………議案第２４号 名寄市立地適正化計画を定めることについて ３０

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３０

…………………………………………………………………………………………………………○議事延期 ３０

………………………１．追加日程第２．議案第２５号 令和元年度名寄市一般会計補正予算（第７号） ３０

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ３０

……………………………………………………………○名寄振興公社のあり方に関する特別委員会付託 ３１

…………………………………………………………………………………………１．日程の追加（東議長） ３１



………………………………………………………………………………………………………………○決定 ３１

………………………………………………………………………………………１．追加日程第３．緊急質問 ３１

………………………………………………………………………………………○質問（山崎真由美議員） ３１

………………………………………………………………………………………………………１．休会の決定 ３４

…………………………………………………………………………………………………………１．散会宣告 ３４



第２号（１２月１７日）

…………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 ３７

………………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 ３７

…………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 ３７

…………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 ３７

…………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 ３７

……………………………………………………………………………………………………………１．説明員 ３７

…………………………………………………………………………………………………………１．開議宣告 ３８

………………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 ３８

……………………………………………………………………………………………１．日程第２．一般質問 ３８

…………………………………………………………………………………………○質問（東川孝義議員） ３８

…………………………………………………………………………………………○質問（今村芳彦議員） ４８

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ６０

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ６０

…………………………………………………………………………………………○質問（遠藤隆男議員） ６０

…………………………………………………………………………………………○質問（倉澤 宏議員） ６８

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ７９

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ７９

………………………………………………………………………………………○質問（五十嵐千絵議員） ７９

…………………………………………………………………………………………………………１．散会宣告 ９０



第３号（１２月１８日）

…………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 ９１

………………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 ９１

…………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 ９１

…………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 ９１

…………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 ９１

……………………………………………………………………………………………………………１．説明員 ９１

…………………………………………………………………………………………………………１．開議宣告 ９２

………………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 ９２

……………………………………………………………………………………………１．日程第２．一般質問 ９２

………………………………………………………………………………………○質問（佐久間 誠議員） ９２

………………………………………………………………………………………○質問（塩田昌彦議員） １０２

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １１４

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １１４

………………………………………………………………………………………○質問（三浦勝秀議員） １１４

………………………………………………………………………………………○質問（富岡達彦議員） １２４

………………………………………………………………………………………………………１．散会宣告 １３７



第４号（１２月１９日）

………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 １３９

……………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 １３９

………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 １３９

………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 １３９

………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 １３９

…………………………………………………………………………………………………………１．説明員 １３９

………………………………………………………………………………………………………１．開議宣告 １４０

……………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 １４０

…………………………………………………………………………………………１．日程第２．一般質問 １４０

………………………………………………………………………………………○質問（高橋伸典議員） １４０

……………………………………………………………………………………○質問（高野美枝子議員） １５１

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １６２

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １６２

……………………………………………………………………………………○質問（山崎真由美議員） １６２

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １７２

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １７２

………………………………………………………………………………………○質問（川村幸栄議員） １７４

………………………………………………………………………………………………………１．散会宣告 １８５



第５号（１２月２０日）

………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 １８７

……………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 １８７

………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 １８７

………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 １８８

………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 １８８

…………………………………………………………………………………………………………１．説明員 １８８

………………………………………………………………………………………………………１．開議宣告 １８９

……………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 １８９

…………………………１．日程第２．議案第２５号 令和元年度名寄市一般会計補正予算（第７号） １８９

…………………………………○名寄振興公社のあり方に関する特別委員長報告（東川孝義委員長） １８９

……………………………………………………………………………○原案可決（附帯決議を付して） １９５

………………………………………………………………………………………………１．加藤市長の発言 １９５

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １９６

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １９６

１．日程第３．議案第２３号 名寄市都市計画マスタープランを定めることについて

……………………………議案第２４号 名寄市立地適正化計画を定めることについて １９６

………………………………………………………………………………………○質疑（山田典幸議員） １９６

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ２０７

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ２０７

………………………………………………………………………………………○質疑（佐藤 靖議員） ２０７

………………………………………………………………………………………○質疑（川村幸栄議員） ２２１

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２２３

………………１．日程第４．議案第２６号 特別職の職員の給与の特例に関する条例の制定について ２２３

…………………………………………………………………………………○提案理由説明（加藤市長） ２２３

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２２３

１．日程第５．意見書案第１号 被災者生活再建支援法の改正を求める意見書

意見書案第２号 地域医療を守り公立病院等の維持・存続を求める意見

……………………………………………………………………………書 ２２３

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２２３

１．日程第６．決議案第１号 王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約の再考を求め

…………………………………………………………………………る決議 ２２４

……………………………………………………………………………○提案理由説明（塩田昌彦議員） ２２４

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ２２４

………………………………………………１．日程第７．報告第３号 例月現金出納検査報告について ２２４

…………………………………………………………………………………………………………○報告済 ２２４



…………………………………………………１．日程第８．閉会中継続審査（調査）の申し出について ２２５

……………………………………………………………………………………………………………○決定 ２２５

………………………………………………………………………１．日程第９．委員の派遣報告について ２２５

……………………………………………………………○総務文教常任委員長報告（高橋伸典委員長） ２２５

…………………………………………………………○市民福祉常任委員長報告（高野美枝子委員長） ２２７

……………………………………………………………○経済建設常任委員長報告（山田典幸委員長） ２２８

…………………………………………………………………………………………………………○報告済 ２３０

………………………………………………………………………………………………………１．閉会宣告 ２３０

……………………………………………………………………………………………………１．質問文書表 ２３１

……………………………………………………………………………………………………１．議決結果表 ２３６



－1－

令 和 元 年 第 ４ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開会 令和元年１１月２６日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市基幹相談支援セン

ター条例の制定について

日程第５ 議案第２号 消費税及び地方消費税の

税率の引上げに伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について

日程第６ 議案第３号 成年被後見人等の権利の

制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係条例の整理に関する条例の制定

について

日程第７ 議案第４号 会計年度任用職員制度の

導入に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定について

日程第８ 議案第５号 公益的法人等への名寄市

職員の派遣等に関する条例の一部改正

について

日程第９ 議案第６号 名寄市公民館条例の一部

改正について

日程第10 議案第７号 指定管理者の指定につい

て（名寄市北国雪国ふるさと交流館）

議案第８号 指定管理者の指定につい

て（駅前交流プラザ「よろーな」）

議案第９号 指定管理者の指定につい

て（名寄市風連米乾燥調製施設）

議案第１０号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市牧場）

日程第11 議案第１１号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第６号）

日程第12 議案第１２号 令和元年度名寄市国民

健康保険特別会計補正予算（第２号）

日程第13 議案第１３号 令和元年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第３号）

日程第14 議案第１４号 令和元年度名寄市下水

道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第15 議案第１５号 令和元年度名寄市個別

排水処理施設整備事業特別会計補正予

算（第１号）

日程第16 議案第１６号 令和元年度名寄市後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第17 議案第１７号 令和元年度名寄市立大

学特別会計補正予算（第２号）

日程第18 議案第１８号 名寄市議会基本条例の

一部改正について

日程第19 議案第１９号 名寄市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について

議案第２０号 名寄市特別職の職員の

給与に関する条例の一部改正について

議案第２１号 名寄市教育委員会教育

長の給与、勤務時間その他の勤務条件

に関する条例の一部改正について

議案第２２号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

日程第20 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第21 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

１．追加議事日程

追加日程第１ 議案第２３号 名寄市都市計画マ

スタープランを定めることについ

て

議案第２４号 名寄市立地適正化

令和元年１１月２６日（火曜日）第４回１２月定例会・第１号
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計画を定めることについて

追加日程第２ 議案第２５号 令和元年度名寄市

一般会計補正予算（第７号）

追加日程第３ 緊急質問

名寄市における喫緊の課題につい

て【山崎真由美議員】

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 議案第１号 名寄市基幹相談支援セン

ター条例の制定について

日程第５ 議案第２号 消費税及び地方消費税の

税率の引上げに伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について

日程第６ 議案第３号 成年被後見人等の権利の

制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係条例の整理に関する条例の制定

について

日程第７ 議案第４号 会計年度任用職員制度の

導入に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定について

日程第８ 議案第５号 公益的法人等への名寄市

職員の派遣等に関する条例の一部改正

について

日程第９ 議案第６号 名寄市公民館条例の一部

改正について

日程第10 議案第７号 指定管理者の指定につい

て（名寄市北国雪国ふるさと交流館）

議案第８号 指定管理者の指定につい

て（駅前交流プラザ「よろーな」）

議案第９号 指定管理者の指定につい

て（名寄市風連米乾燥調製施設）

議案第１０号 指定管理者の指定につ

いて（名寄市牧場）

日程第11 議案第１１号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第６号）

日程第12 議案第１２号 令和元年度名寄市国民

健康保険特別会計補正予算（第２号）

日程第13 議案第１３号 令和元年度名寄市介護

保険特別会計補正予算（第３号）

日程第14 議案第１４号 令和元年度名寄市下水

道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第15 議案第１５号 令和元年度名寄市個別

排水処理施設整備事業特別会計補正予

算（第１号）

日程第16 議案第１６号 令和元年度名寄市後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第17 議案第１７号 令和元年度名寄市立大

学特別会計補正予算（第２号）

日程第18 議案第１８号 名寄市議会基本条例の

一部改正について

日程第19 議案第１９号 名寄市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正について

議案第２０号 名寄市特別職の職員の

給与に関する条例の一部改正について

議案第２１号 名寄市教育委員会教育

長の給与、勤務時間その他の勤務条件

に関する条例の一部改正について

議案第２２号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

日程第20 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第21 報告第２号 専決処分した事件の報告

について

追加日程第１ 議案第２３号 名寄市都市計画マ

スタープランを定めることについ

て

議案第２４号 名寄市立地適正化

計画を定めることについて

追加日程第２ 議案第２５号 令和元年度名寄市

一般会計補正予算（第７号）

追加日程第３ 緊急質問

令和元年１１月２６日（火曜日）第４回１２月定例会・第１号
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名寄市における喫緊の課題につい

て【山崎真由美議員】

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 課 長 佐 々 木 紀 幸 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
渡 辺 博 史 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 鈴 木 康 寛 君

会 計 室 長 末 吉 ひ と み 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまより令和元年

第４回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１３番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より１２月２０日ま

での２５日間といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、今定例会の会期は、本日より１２月２

０日までの２５日間と決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第３ これより行

政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。本

日、令和元年第４回定例会の開会にあたり、これ

までの主な行政事項について、その概要を御報告

申し上げます。

はじめに、本年度の文化賞等、各種表彰につい

て申し上げます。

１１月３日文化の日に、名寄市文化賞条例に基

づき、「名寄市おもちゃライブラリー」と「名寄

・リンゼイ姉妹都市友好委員会」に文化奨励賞を

授与いたしました。

「福祉部門」、「地域福祉の充実」で受賞され

た「名寄市おもちゃライブラリー」は昭和６１年

度に創立され、以来３０年以上にわたり心身に障

がいのある子どもたちに、おもちゃを通じて夢と

希望を与え、機能訓練を助けながら「共に生きる

地域福祉の充実」に努めてこられた団体でありま

す。

「おもちゃ図書館」の開設をされながら、ふれ

あい広場やミニバリアフリーおもちゃ博ｉｎなよ

ろに参加するなど、子どもたちへの支援活動に積

極的に取り組まれており、本市の福祉文化、とり

わけ地域福祉の振興に多大なる功績を残されてお

ります。

また、近年では、利用する子どもたちの親が子

育てに関する情報を交換する場、親同士の交流親

睦の場としても利用されており、その活動は子育

て支援としても大きく貢献しているところです。

本市におきましても、障がいのあるなしに関わ

らず全ての人が地域社会を構成する一員として尊

重され、市民が共に支え合う取組を進め、誰もが

安心して暮らせるまちづくりを目指してまいりま

す。

「科学部門」、「国際親善交流」で受賞された

「名寄・リンゼイ姉妹都市友好委員会」は、本市

とカナダ国オンタリオ州リンゼイ市が姉妹都市宣

言をした翌年の昭和４５年度に設立され、以来４

９年にわたり姉妹都市との親善交流を目的に活動

されてきた団体であります。

道北地域において国際交流の先駆けとなったこ

の姉妹都市提携は、人的交流活動を中心に取り組

まれており、相互親善訪問ではこれまで３４２人

の方々がお互いの街を訪問し交流を深めてきてい

るとともに、交換学生事業では次代を担う８５人

の青少年がホームステイなどを通じて国際的視野

を身に付けてきております。

このように、本市における国際交流の文化発展

に多大なる功績を残されており、さらに本年にお

きましては姉妹都市提携５０周年となる節目の年

であることから、「なよろイングリッシュキャン
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プ」の開催や記念誌の発刊など記念事業を実施す

ることで、これまで以上に市民レベルでの友好親

善や相互理解が図られているところでございます。

本市といたしましても、これまで築き上げた友

好関係をさらに深め、両市の国際文化が発展する

よう努めてまいります。

次に、名寄市表彰条例に基づく各表彰について

は、自治、社会福祉、保健衛生、産業経済、労働、

教育文化、住民運動実践の各分野で市勢の発展に

寄与された２８個人に功労表彰を、多額の寄附を

いただいた６個人、２８団体に善行表彰を、芸術、

文化、スポーツなどの分野で輝かしい活躍をされ

た３個人、１団体に栄誉賞をそれぞれお贈りいた

しました。

受賞された皆さんには、今後とも本市の発展に

御尽力を賜りますとともに、より一層の御活躍と

御健勝を願っております。

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。

１１月１２日から２５日までの「女性に対する

暴力をなくす運動」の取組として、１１月９日開

催の市内イベント会場において、啓発グッズの配

布、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に関

する相談窓口の周知などを行いました。

１１月１６日には、男女共同参画の先進国であ

るフィンランドからの留学生を講師に「個人と家

族から見た仕事と余暇」をテーマに男女共同参画

セミナーを開催し、多くの市民の皆様に御来場い

ただきました。また、セミナーの前段に、名寄市

男女共同参画推進事業者等表彰式を行い、夜間・

休日預かりなどの一時保育を実施し、市民の仕事

と生活の調和を支援する取組をしている「一般社

団法人どろんこはうす」様を表彰し、広く市民に

周知しました。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

山形県鶴岡市との交流については、名寄・藤島

交流友の会が１０月１９日から２０日まで鶴岡市

小真木原公園で開催された「つるおか大産業まつ

り２０１９」に出展し、藤島・名寄交流友の会会

員や藤島庁舎職員などの協力を得て、ソフト大福

などの特産品を販売しました。

東京都杉並区との交流については、１０月２５

日から３日間にかけて、交流自治体協定締結３０

周年を記念した企画事業「ジャズと秋の大文化祭

を楽しむツアー」に参加のため、市民１６人が杉

並区を訪問しました。区内で開催中の音楽イベン

ト「阿佐谷ジャズストリート２０１９」の鑑賞や

文化施設の見学などを通じて、杉並区の魅力を体

験するとともに、６月に本市を訪れた区民ツアー

参加者との交流会などを通じ、杉並区民との交流

を深めました。

また、１１月２日から３日まで杉並区立桃井原

っぱ公園で開催された「すぎなみフェスタ２０１

９」において、杉並区職員などの協力もいただき

ながら、なよろ煮込みジンギスカンやソフト大福

などの販売を行いました。

ふるさと会の交流については、東京なよろ会の

総会が１０月２６日に東京都内において、会員を

はじめ約７０人の出席により開催され、創立３５

周年記念事業として、カーリングのジュニア育成

を目的に、カーリング用具を寄贈することや首都

圏での物産販売支援などの事業計画が承認されま

した。また、引き続き行われた「なよろを味わう

会」では、本市の農産物を使用した料理が振る舞

われ、出席者は懇親を深めました。

台湾との交流事業については、１０月３１日か

ら２日間、台湾の学校関係者６人をお招きし、教

育旅行先としての当地域の魅力をＰＲしました。

また、名寄日台親善協会が道北なよろ農業協同

組合と連携し、農業青年の国際的な視野を広める

とともに、台湾交流を担う人材の育成を図る目的

で、市内の農業青年４人を、１１月２５日から２

９日の日程で大保市に派遣しています。ホームス

テイや農業実習、國立嘉義大学の学生との意見交

換などを通じて、お互いの地域の文化や農業を肌

で感じるとともに、農業青年同士の交流を予定し
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ています。

次に、移住の推進について申し上げます。

移住ＰＲ事業については、札幌市で開催された

移住イベントを通じて、２人の方が本市との関係

性づくりのために来訪されました。市内の主要施

設の見学をはじめ、移住者や商店街の方々と意見

交換をするなど、地域を知っていただく機会を設

け、今後の移住や関係人口につながるよう交流を

深めました。

また、１１月９日には東京都内で子育て世代を

対象としたイベントを開催しました。本市にＵタ

ーンされ、子育てと仕事を両立しながら、趣味を

活かした生活を送っている方をゲストに、地域の

魅力や子育て環境を紹介し、参加者との交流を行

いました。また、翌日に開催された北海道移住イ

ベント「北海道暮らしフェア」にも出展し、移住

相談や情報発信に努めてまいりました。

お試し移住住宅については、１１月２０日現在、

道内外から６件１５人の利用があり、本市での生

活を体験されています。引き続き移住推進に向け

ＰＲ強化を図ってまいります。

次に、定住自立圏について申し上げます。

１１月５日に定住自立圏構成市町村長会議を本

市で開催し、結びつきやネットワークの強化を図

るため、効率的で持続可能な地域公共交通につい

て議論を深めていくことを確認するとともに、環

境省地球環境局地球温暖化対策課事業監理室長の

古来隆雄氏をお招きし、「エネルギー対策特別会

計を活用した地域の低炭素化に関連する施策」に

ついて御講演いただきました。

今後とも、新たな広域連携事業の研究などを進

めるとともに、定住自立圏共生ビジョンの着実な

推進を図ってまいります。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

天塩川周辺１１市町村で構成する「テッシ・オ

・ペッ賑わい創出協議会」では、１１月２４日に

「天塩川フォーラム」を開催し、北海道の名付け

親とされ、天塩川を踏査した幕末の探検家松浦武

四郎に関する紙芝居やドキュメンタリー番組の上

映、パネル展示などを通して、広く地域住民の皆

様に天塩川の歴史や魅力を知っていただく機会と

なりました。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

「第３２回なよろ健康まつり」については、１

１月９日に市民文化センターにおいて、名寄市立

大学や名寄保健所などと協働し、「みんなで広げ

よう健康の輪」をテーマに開催しました。骨密度

測定や簡易ストレスチェックなどの体験コーナー

と地場産食材を使った試食コーナーを設け、７６

６人の参加をいただき生活習慣の見直しや健康へ

の啓発を図りました。

多くの市民の集う場をつくるため、「２０１９

地産地消フェアｉｎなよろ」と同時開催し、１７

団体の出展のもと、名寄産農産物及び加工品の販

売や試食などの催しが行われ、多くの市民に足を

運んでいただきました。

さらに、「食育の小路」と題した食育と健康の

コラボレーション企画を実施をし、食品ロス削減

の啓発や清涼飲料水などに含まれる糖分量の展示

を行うとともに、カルビー株式会社食育チームの

御協力もいただき、食育と健康に対する関心を高

める機会づくりの場となりました。

次に、名寄市立総合病院の本年度上半期の運営

状況について申し上げます。

御報告が遅れましたが、７月２２日に厚生労働

省医政局長吉田学氏が当院を訪れ、救命救急セン

ターやヘリポートを視察をされました。

和泉事業管理者から「北北海道の地域医療の現

状と当院の役割」について説明を行い、地域医療

構想の実現に向けて、地方の中核病院の救急機能

の維持と連携、医師派遣機能、ＩＣＴの活用など

について有意義な意見交換をさせていただいたと

ころです。

本年７月に設立５年目を迎えた「名寄市立総合

病院サポートクラブ」様から、病院周辺の環境整

備の一環として、彩り豊かなフラワープランター
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とジャンボカボチャを玄関周りに設置をいただき、

来院者の心を癒やしていただきました。

ナースカフェの支援やロビーコンサートの開催、

病院情報や活動の様子を「サポートニュース」と

して広く市民の皆様に周知いただくなど、会員の

皆様にはこれまでのサポート活動に心から感謝い

たします。今後とも、市民と病院との懸け橋役と

して御支援くださいますようお願いいたします。

患者取扱状況は、入院患者数が延べ４万 ３３

４人で前年比 ２７２人の減となり、外来患者数

では延べ１１万 ７１１人で前年比 ３１０人の

増となっています。

収支の状況は、事業収益は４８億 ３９４万円

で前年比 ７０５万円増、事業費用は４８億 ８

６９万円で前年比 ０４７万円増となり、事業収

支は ４７５万円の純損失となりました。

今後も、医業収益の確保や経費の節減に努める

ことにより収支の改善を図り、経営の健全化に向

け、より一層努めてまいります。

次に、名寄東病院の本年度上半期の運営状況に

ついて申し上げます。

患者取扱状況は、入院患者数が延べ１万 １９

３人で前年比 ２４８人の減となり、外来患者数

では延べ １９３人で前年比３２人の減となりま

した。

また、収支状況では、事業収益は３億 ７３３

万円で前年比 ２７６万円増、事業費用は２億

８８８万円で前年比３２０万円減となり、事業収

支は ８４５万円の純利益となりました。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

国は、急速な少子化の進行並びに幼児期の教育

及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を

推進する一環として、子育ての経済的負担の軽減

を図ることを目的に、小学校就学前の幼児教育・

保育の無償化並びに発達支援の無償化を、１０月

から開始しました。本市内においては、認可外施

設を含む全ての幼児教育・保育施設が無償化の対

象施設となっています。

また、１１月より、ひとり親家庭の利便性の向

上及び家計の安定を図る観点から、児童扶養手当

の支給回数が現在の年３回から年６回に変更とな

りました。

今後も、市民のニーズや要望に対応し、子育て

支援のさらなる向上を図るため、国や道に対し制

度の拡充などについて要望を行いながら推進して

まいります。

次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

「長寿を祝う会」については、９月２１日に市

民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールにおいて、市

内関係団体と実行委員会を組織し開催しました。

長年にわたり本市の発展に御尽力いただいた、

男性１０１歳と女性１０９歳の最高齢者をはじめ、

白寿、米寿を迎えられた２３６人と金婚を迎えら

れた６０組の御夫婦をお招きし、お祝いを申し上

げ、記念品を贈呈しました。

併せて「名寄市生きがい作品展」を９月１８日

から２３日まで開催し、１２３点の力作の数々を

市民の皆様に御覧いただきました。

また、町内会など８１団体が敬老事業を実施し、

７５歳以上の １８８人が温かい祝福を受けまし

た。

１０月５日には、豊栄区町内会や株式会社エフ

エムなよろ、名寄警察署などの関係機関の協力を

得て、「名寄市徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク捜

索模擬訓練」を実施しました。訓練では、行方不

明者役が豊栄区町内会付近を徘徊し、「徘徊高齢

者ＳＯＳネットワーク」を用いて行方不明者役の

情報を発信し、地域の方に捜索協力の呼びかけを

行いました。町内会の方には、行方不明者役に声

かけをしながら、地域の中で面識のない高齢者に

対してどのように接すればよいのかを体験してい

ただきました。

１０月２６日には、名寄ひまわり基金法律事務

所の弁護士である菊地顕太氏を講師に迎え、「任

意後見制度」をテーマに権利擁護講演会を開催し

ました。講演会には、１００人を超える市民の皆
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様に参加をいただき、福祉寸劇と菊地氏の解説を

通して、楽しく学ぶ機会となりました。

次に、環境との共生について申し上げます。

１０月１２日に名寄消費者協会主催で行われた

「第５０回みんなの消費生活展」に出展し、節電

に関するクイズやパネル展、水素を燃料とする燃

料電池自動車の展示を行いました。クイズには約

１３０人の方に参加いただき、新エネルギーや省

エネルギーについての理解を深めてもらうことが

できました。

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

５年ごとに作成している一般廃棄物収集に係る

「ごみ分別ガイドブック」と「ごみ分別ポスタ

ー」を１０月に全戸配布しました。スプレー缶類

の収集区分の変更や、収集・処理方法を更新し、

より具体的で分かりやすい内容に見直しを行いま

した。

また、１０月１４日から２０日までの秋の清掃

週間では、２０日を一斉清掃日と定めて地域の清

掃活動を呼びかけました。期間中は多くの市民に

清掃作業など美化活動に取り組んでいただき、環

境美化と市民意識の醸成を図ることができました。

次に、消防事業について申し上げます。

１０月末現在までの火災及び救急・救助出動状

況については、火災件数は２件で前年比６件の減

で、死者が１人発生しています。また、救急出動

件数は８９１件で前年比３５件の減、救助出動件

数は３６件で前年比５件の増となりました。

住宅防火対策の推進は、１０月１５日から３１

日までの「秋の全道火災予防運動」期間中に一般

家庭や高齢者宅の防火訪問、防火対象物や危険物

施設の立入検査の実施、防火ポスターの配布、関

係機関の協力による大型店舗での火災予防広報な

ど、防火対策の啓発や火災予防のＰＲ活動を実施

しました。

次に、交通安全について申し上げます。

交通事故のない住みよいまちづくりに向け、９

月２１日から１０日間にわたって秋の交通安全運

動が実施されました。期間中、市民や関係団体の

御協力のもと街頭啓発などが取り組まれ、９月３

０日には西條デパート前において、市民や関係団

体２４０人が結集した「旗の波作戦」を実施し、

交通事故防止の啓発を行いました。

次に、住宅の整備について申し上げます。

公営住宅の建設事業については、昨年度に着工

した北斗団地１棟１２戸の建替工事が１０月に完

成し入居開始となっています。

環境整備事業として７月に着工した緑丘第１団

地４棟８戸の外部改修工事は、１１月に、緑丘第

１及び東光団地の高齢者向け住宅２９戸の緊急通

報装置改修工事は９月にそれぞれ完成しています。

また、風舞団地長寿命化改修工事の実施設計業

務は、来年１月の完了を予定しています。

今後も、公営住宅等長寿命化計画に基づき、改

善事業や修繕を行い、住宅を適正に管理してまい

ります。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

都市公園の長寿命化計画に基づく施設整備につ

いては、大橋公園は７月に、ナナカマド公園は１

１月に更新工事が完成しています。

また、現在施工中のカエデ公園とえんれい公園

については、来年２月の完成を予定しています。

名寄市都市計画マスタープラン見直し及び名寄

市立地適正化計画策定については、９月３０日に

都市計画審議会から答申をいただき、その素案を

１０月９日に開催した市民説明会にて説明をいた

しました。その際、策定委員会アドバイザーの北

海道大学森傑教授から御講評をいただき、計画の

確認と市民理解を深めてまいりました。また、１

０月１１日からはパブリックコメントを実施し、

いただいた御意見のほか、国や北海道からの助言

を計画へ反映させるとともに、２０年後も持続可

能なマチとなる計画として策定を進めてまいりま

した。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための老朽管更新工事
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については、東８号線（南１０丁目～南１２丁

目）老朽管更新工事ほか１路線、延長 ３１５メ

ートルを１１月に完成しています。

また、検定期間満了にともなう量水器の交換や、

給水管の漏水調査についても終了し、漏水個所に

ついては必要な修繕を完了しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

名寄下水終末処理場及び風連浄水管理センター

における機械設備と電気設備更新工事の進捗状況

は、来年３月の完成に向け、機器の工場製作や更

新機器の搬入据付に着手しています。

下水道汚水管渠については、公共下水道ストッ

クマネジメント計画基づき、管渠更生工事２路線、

延長１２５メートルを９月に完成しています。

また、個別排水処理施設整備事業については、

９基の合併浄化槽の設置に着手し、このうち８基

が１１月までに完成しています。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により整備を進めてい

る北１丁目通は９月に、南３丁目通については１

１月に工事が完成し、新規路線の豊栄西１２条仲

通については来年１月の完成を予定しています。

また、本市単独費により整備を進めていました

北西９条右仲通は８月に、西１条通は９月に改良

舗装工事が完成し、風連大沼線の舗装改築工事に

ついては１０月に工事が完成しています。

次に、橋梁整備について申し上げます。

名寄市橋梁長寿命化修繕計画に基づく整備につ

いては、東一号橋の修繕工事は９月に完成し、忠

烈布一線橋は１２月に完成を予定しています。

また、５６橋の近接目視点検は来年１月に、５

橋の実施設計については、来年３月の完了を予定

しています。

市道の維持補修にかかる防塵処理工事について

は、１８３路線、約２ ３キロメートルを完了し

ています。

次に、市道の除排雪について申し上げます。

本年度の除排雪対策については、除雪延長４３

４キロメートル、排雪延長１４９キロメートルを

実施する計画としています。

１０月２３日に除雪事業の契約を締結し、効率

的で効果的な除排雪体制の確立に努めてまいりま

す。また、安全な道路空間の確保を図るため、幹

線道路ではこれまで同様に複数回の排雪と積上げ

除雪を実施してまいります。

１２月中旬には除雪ドーザ１台の更新を予定し

ており、これまで以上に作業の効率性や運用性な

どが高まるものと期待しています。

次に、地域公共交通について申し上げます。

鉄路については、宗谷本線の利用促進に向けた

取組として、宗谷本線活性化推進協議会において、

昨年度御好評をいただきました「宗谷線フォトコ

ンテスト」を実施し道内外の８３人から１３２作

品の応募をいただくとともに、新たな取組として

宗谷本線の利用者を対象に、駅の概要や周辺の観

光地などを掲載した「宗谷線ステーションカー

ド」を、１１月上旬から名寄駅を含む１２の駅で

配布いたしました。

また、１１月１８日にはＪＲ北海道に対し、地

域住民・利用者ニーズが高く、利用促進につなが

ると考えられる稚内―札幌間の特急直通列車の増

便に向けた要望を行ってきています。

引き続き、関係機関と連携し、宗谷本線の維持

・存続に向けた取組を推進してまいります。

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

はじめに主要農作物の生育状況などについて申

し上げます。

水稲については、１０月１５日現在の農林水産

省の作況指数は、全国で９９の「平年並み」とな

ったものの、本市を含む北海道１０４、上川では

に１０５の「やや良」となりました。本市の１１

月１２日現在の出荷状況は概ね５割で、もち米１

３万５千俵、うるち米１万９千俵、合計１５万４

千俵となり、一等米比率は約９８パーセントで、

収量は平年よりやや良い状況となっています。

畑作については、秋小麦、春小麦、大豆は平年



－10－

令和元年１１月２６日（火曜日）第４回１２月定例会・第１号

並みとなりました。また馬鈴しょは平年よりやや

良、てんさいは平年並み、かぼちゃ、玉ねぎ、ス

イートコーンは平年をやや下回る見込みとなりま

した。

畜産については、９月末での過去１年間の生乳

生産量は１万 ４３８トン、乳代は補給金を含め

平均で１キログラムあたり１０１円と前年同水準

で推移しています。

次に、経営所得安定対策について申し上げます。

まず、転作関係では、対象農家５１４戸、対象

面積 ８７９ヘクタールで、水田活用の直接支払

交付金が５億 ８８７万円、産地交付金が８億９

１８万円となり、合わせて１３億 ８０５万円の

年内交付を予定しています。

畑作関係では、畑作物の直接支払交付金のうち、

既に営農継続払い３億 ８０３万円が交付されて

おり、今後は数量払いの交付を見込んでいます。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

１１月１３日現在のエゾシカ駆除については、

３５２頭を駆除し昨年よりやや減少しました。ま

た、アライグマ駆除についても、２１２頭と減少

しています。

ヒグマの対策については、本年度の捕獲許可期

間を１２月２７日までとしており、１１月１３日

現在の出没情報は、昨年度の総件数４３件に対し

６件多い４９件の出没報告件数となっています。

次に、畜産振興について申し上げます。

公共牧場については、名寄市営牧野では５月３

０日から１０月１８日まで、母子里地区共同牧場

では５月３１日から１０月１９日まで市内酪農家

１３戸から２５９頭を受け入れ、適正な飼養管理

により高い受胎率と個体の資質向上を図ってきま

した。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

本年度から譲与が開始された森林環境譲与税に

ついては、「基本方針」を１０月に公表し、現在、

次年度からの活用に向けて、林産業者の意向など

を踏まえ、具体的な使途について検討を進めてい

ます。

持続可能な森林管理と地域材のブランド化など

を目指す森林認証制度については、平成３０年度

から上川管内の市町村及び森林組合で構成する

「上川森林認証協議会」で取り組まれており、９

月５日付で、管内で約８万９千６百ヘクタール、

うち本市で約９千９百ヘクタールの森林が認証登

録されました。

次に、商工業の振興について申し上げます。

北海道が公表した令和元年７月期から９月期ま

での上川北部地域の地域別経済動向調査の結果で

は、公共工事の減少、資材価格の増加傾向、人材

不足、販路減少など地域景況は依然として厳しい

状況にあるものの、宿泊・飲食業などにおいては

例年並みに推移していることから、地域全体の業

況としては「普通」と判断されています。

昨年度までの名寄市住宅改修等推進事業に、新

たに雪対策工事などを拡充した名寄市ずっと住ま

いる応援事業については、９月２６日に本年度予

算額に達したことから、交付申請の受付を終了し

たところです。

本年度の申請件数は１７７件、交付決定額は

９９５万円であり、拡充した移住者加算は５件、

空き家加算は２件、雪対策に係る外構工事は４件

となっています。

今後も市民や事業者ニーズを調査・検証し、地

域経済の活性化と良質な住環境の整備に努めてま

いります。

名寄市プレミアム付商品券発行事業については、

対象と思われる住民税が非課税の方のうち、１０

月３１日時点で申請された方は ７８５世帯 ５

６８人、また、対象となる子が属する世帯は６４

６世帯で子どもの数は７１４人となりました。商

品券の販売については、９月２４日から名寄商工

会議所及び風連商工会で行っており、１１月１１

日時点での商品券取扱店舗数は１５３店舗となっ

ています。今後も地元紙や広報などを活用し、事
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業周知を図ってまいります。

王子マテリア株式会社名寄工場の生産品集約に

ついては、１０月４日に同社社長が来庁し報告を

受け、同日午後に発表されました。事前の報告は

なく突然の話であったことから、１０月９日に、

北海道産業振興局長、上川総合振興局長、道議会

議員、名寄商工会議所会頭とともに同社本社を訪

れ、社長に対して改めて再考を求めたのに続き、

１０月１５日には市、名寄商工会議所、風連商工

会で構成し、市議会と北海道をオブザーバーとす

る「王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に

関する名寄市緊急対策本部」を設置しました。こ

の対策本部を中心に、北海道と連携し市への影響

額の緊急調査を行い、影響額を定量化したうえで、

１０月３１日に北海道経済部長、道議会議員、市

議会議長、名寄商工会議所会頭、風連商工会会長

などとともに、同社本社において社長に対し、昭

和３５年の天塩川製紙設立以来６０年にわたる本

市との歴史や地域への影響の大きさを踏まえ、改

めて再考を求める要請書を提出してまいりました。

現在は、緊急対策本部が中心となって、撤退の

再考を求める署名活動が行われておりますが、こ

うした草の根の動きを通した市民の皆様の声を届

けるために、年内を目途に、王子ホールディング

ス株式会社に要請に行く予定です。本件について

は、まちづくり懇談会などを通じ市民の皆様にも

お知らせしておりますが、今後も、情報共有を図

り地域として取り組んでまいりたいと考えていま

す。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における９月末現在の月

間有効求人倍率は ５０倍で、８カ月連続で前年

同月を上回っており、依然として高い水準を維持

しています。

また、９月末現在の来春の管内新規高等学校卒

業予定者は６１１人で、このうち、学校・安定所

の紹介を希望する者は１４７人で前年同月比５人

の減、管内での就職希望者は８２人で前年同月比

５人の減、就職内定者数は４８人で前年同月比５

人の増加となっています。

次に、観光の振興について申し上げます。

道の駅「もち米の里☆なよろ」については、９

月末までの上半期における入込客数が２９万 １

９４人で、大型バスの立ち寄りの減少などにより、

前年度比１万 ４０３人の減少となりました。売

上額は昨年度並みで推移をしており、今後も指定

管理者と連携し地場特産品などの販売をはじめ、

地域のＰＲに努め多くの方に利用いただける魅力

ある施設づくりに取り組んでまいります。

名寄ピヤシリスキー場については、早期のオー

プンを目指し１１月上旬にリフトの整備を行いま

した。また１１月２２日にはピヤシリスキー場安

全祈願祭が行われ、シーズン中における安全と無

事故を祈願しました。

株式会社名寄振興公社については、市内唯一の

温浴施設であり、本市の重点プロジェクトである

冬季スポーツ拠点化の核となる施設の運営を止め

ないことを最優先に考え、公社の経営を立て直す

ため体制を刷新し、新たに橋本副市長が社長に就

任したことに加え、第三セクターである公社を指

導・監督・検証することを目的に、担当する市職

員をはじめ、会計・経理・法務コンプライアンス

などの専門家で構成する委員会を設置して、市と

して積極的に経営改善に向けて関わっていくこと

としました。まちづくり懇談会などを通じた市民

との情報共有や、市議会において第３回定例会最

終日に設置された特別委員会での審議などを踏ま

え、新たに提出させていただく経営改善計画とと

もに、必要な支援策として補正予算案及び公社の

体制強化に必要な特定団体への職員派遣に関する

条例の改正案を提出いたしますので、御審議のほ

どお願い申し上げます。

なお、なよろ温泉サンピラーについては、９月

６日に男性浴場の天井が落下する事案が発生し、

緊急的な修繕による安全対策と確認のため、９月

７日から２１日までの１５日間にわたり休業する
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こととなり、利用者の皆様には大変御迷惑をお掛

けしました。施設の安全対策や日々のチェック機

能を高め、利用者の皆様に安全・安心・快適に御

利用いただけるよう努めてまいります。

次に、物産振興事業について申し上げます。

１０月２５日から２６日まで、東京都杉並区役

所前などにおいて、「北海道名寄市物産展」を開

催し、生産者などが旬のかぼちゃやもち米、トマ

トジュースなどの販売とＰＲ活動を行いました。

１１月１日には札幌市内のホテルにおいて、な

よろ観光まちづくり協会主催による「なよろナイ

ト」が開催され、参加された本市に所縁のある方

々に対し、名寄産農産品などを使用した料理を提

供するとともに、名寄市物産展や特産品を景品と

する抽選会を実施し、本市のＰＲを図りました。

今後も、民間を主体とした地場産品の知名度の

向上や魅力を発信する機会を提供してまいります。

次に、学校教育について申し上げます。

確かな学力を育てる教育の推進については、１

１月１８日に名寄小学校と名寄東中学校を会場と

して名寄市教育研究大会を開催しました。名寄小

学校では、子どもたちの主体性を育てる授業づく

りの工夫をテーマに、指導過程に応じた板書の工

夫や主体性を育てるノート指導の方法について活

発な協議が行われました。

名寄東中学校では、互いに認め合い、落ち着い

て学び合うことができる生徒を育むため、国語、

数学、社会、理科、英語、体育及び道徳などの授

業が公開され、授業改善のあり方について研修を

深めました。

豊かな心を育てる教育の推進については、９月

１３日に智恵文中学校において、名寄市教育改善

プロジェクト委員会による「特別の教科 道徳

公開授業研修会」が開催されました。本市にゆか

りのある木原秀雄氏の生き方を題材とした中学生

向けの授業が公開され、子どもたちが自己の生き

方を考え深めることのできる道徳の指導のあり方

について、熱心な協議が行われました。

また、９月２５日には、市民文化センターＥＮ

―ＲＡＹホールを会場に、児童生徒の豊かな情操

を育むため、名寄市小中学校音楽発表会が開催さ

れました。

特別支援教育の推進については、１０月３日に

市民文化センターにおいて、名寄市立大学保健福

祉学部社会保育学科教授安永啓司氏を講師に迎え、

「通常の学級における特別支援教育推進の要点～

個別の指導計画を考える～」をテーマに、市内小

中学校の管理職などを対象とした研修会を行いま

した。本市はもとより、士別市や下川町、幌加内

町の教員など４１人が子どもたち一人一人の困り

感に応じた支援のあり方について学びました。

社会の変化に対応する力を育てる教育の推進に

ついては、１１月８日に名寄南小学校において名

寄市教育改善プロジェクト委員会と北海道立教育

研究所による連携研修講座が開催され、プログラ

ミング教材を用いた演習を通して、小学校で必修

となるプログラミング教育の指導方法について研

修を深めました。

学校における食育の推進については、児童生徒

が将来にわたり食に関する正しい知識や望ましい

食習慣を身に付けるため、栄養教諭を中心に食に

関する指導の充実に努めています。

学校給食で使用する食材は、安全な食材の選定

に注意を払いながら地場農産物の活用に努めてい

ます。１０月２日と２９日の両日に、名寄産食材

を中心とした「名寄給食の日」を実施し、児童生

徒が地場農産物に対しての理解を深めたところで

す。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

令和２年３月末で任期満了となる名寄市立大学

の学長選挙が去る１１月６日に行われ、野村陽子

氏が当選されました。

なお、任期は、令和２年４月１日から令和６年

３月３１日までの４年間となります。

１０月１日に名寄市立大学コミュニティケア教

育研究センター主催の市民公開講座を開催しまし
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た。北海道大学公共政策大学院客員教授で本学参

与会委員の石井吉春氏を講師にお迎えし、「総合

計画と大学の役割」と題して御講演をいただきま

した。講座には３８人が参加し、総合計画にて

「大学教育の充実」を掲げる本市において、大学

がどのような役割を果たすのかについて、本市の

人口動向を分析しながら一緒に考えました。

１０月１７日に岡山県の新見公立大学と学術交

流協定書を締結しました。本学と新見公立大学は、

いずれも保健福祉系の公立大学で大学の規模や学

科構成、設置経緯が類似しており、これまでも大

学運営や施設整備で情報交換を行ってきましたが、

今後はこの協定締結により、学生や教員の交流、

研究・教育の共同実施など様々な事業を計画的に

実施してまいります。

本年で１３年目となる名寄高校との高大連携事

業「研究室訪問・大学授業体験」を１０月９日に

実施しました。本年度は、高等学校学習指導要領

の改訂に伴う「総合的な探求の時間」の導入によ

り、生徒が主体的に課題を設定し、情報の収集や

整理分析を行ってまとめるといった能力の育成を

支援する場として行ってきました。

名寄高校１年生９９人が参加し、研究室訪問の

後、希望する各学科の模擬授業や学生との交流を

体験し、進路選択の一助としました。

今後も、地域に根ざした教育活動の展開と名寄

市立大学の特色と専門性を活かした地域貢献活動

の取組に努めてまいります。

次に、生涯学習社会の形成について申し上げま

す。

９月２９日に、市民文化センターを会場に「生

涯学習フェスティバル２０１９ｉｎなよろ」を開

催しました。出会いの広場には７団体が出演、ワ

ークショップブースには１４団体が出展し、その

うち１４団体が体験教室を実施しました。

１０月１０日には、市民講座「エンレイカレッ

ジ」を開講しました。受講者９人には５回の講座

を通じて、地域の活動を学び、まちづくりについ

て関心を深めていただく予定です。

１０月２３日には、市民文化センターを会場に

名寄ピヤシリ大学の大学祭を開催し、各学年やク

ラブによる芸能発表に約１４０人の来場がありま

した。また、１０月１５日から同会場で実施した

展示発表では、多くの市民が工夫を凝らした作品

を楽しみました。

次に、市立図書館について申し上げます。

地域住民が抱える医療・健康に関する課題を解

決する支援策として、１０月２日から「がん情報

コーナー」を設置しました。このコーナーは、国

立がん研究センターの科学的根拠に基づき作成さ

れている、各種がんに関する資料を展示したもの

です。がんに関する情報を気軽に得られる場の提

供に努めてまいります。

１０月２７日から１１月９日の読書週間には、

「雑誌リサイクル」や「ビブリオバトル」などを

行いました。子どもから大人まで多くの方の参加

をいただき好評を得たところです。ビブリオバト

ルは、知的書評合戦とも言われるゲーム性の高い

もので、自分が読んでおもしろいと思った本の感

想を伝え合い、チャンプ本を決めていきます。本

の楽しさを知り、それを共有することで生きる力

を育むきっかけづくりとなるよう、今後も取り組

んでまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

天文台は来年４月に開台１０周年を迎えること

から、開台を記念する企画として、１１月１日か

ら天文台のロゴマークを募集をしています。天文

台をより多くの方々に知っていただき、親しんで

もらうことをはじめ、プレスリリースなどの際に

も使用することを目的としており、来年１月末ま

で募集し、来春には公表の予定となっています。

９月１０日から１６日まで、中秋の名月である

十五夜に合わせ、お月見観望会を開催しました。

天候に恵まれ、スマートフォンでの月の撮影など、

２５８人の方に楽しんでいただくことができまし

た。
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１０月３１日から５日間、移動式天文台車ポラ

リスⅡを交流自治体である東京都杉並区へ派遣し

ました。小学校での理科の授業や、桃井原っぱ公

園などでの観望会に、延べ ４６２人の区民の皆

様に参加をいただきました。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

スポーツ施設の整備については、１０月２８日

から１１月１日にかけて、老朽化に伴う名寄市ス

ポーツセンターの高圧電源設備取替修繕を行い、

施設の長寿命化と安心してスポーツに取り組める

環境を提供しているところです。また、なよろ健

康の森クロスカントリーコースについては、本年

３月に開催したＪＯＣジュニアオリンピックカッ

プのスキー大会において、けが人が発生したこと

から、一部コースの安全対策として、名寄建設業

協会様の御協力により、支障木の伐採やコースの

改良を行っていただいたところです。名寄建設業

協会の皆様の御協力に、心から感謝申し上げます。

スポーツ振興事業については、Ｎスポーツコミ

ッションのジュニア育成事業の一環として、８月

１３日に２００８年北京オリンピック４×１００

メートルリレーで銀メダルを獲得をした高平慎士

氏をお招きして「かけっこ教室」を開催し、市内

外から参加した小学生７０人が、トップアスリー

トから走ることの楽しさや走り方のコツを学びま

した。

また、北海道との共催事業として、元プロ野球

選手の牧谷宇佐美氏をお招きし「スポーツチャレ

ンジ教室」を開催しました。スポーツセミナー、

少年野球教室、野球肘検査を実施し、８５人の選

手・指導者・保護者の御参加をいただいたところ

です。

障がい者スポーツの振興については、ボッチャ

競技の普及を目的として、８月３１日に「レク・

ボッチャ審判運営講習会」を開催するとともに、

名寄市社会福祉協議会との共催で「ボッチャ交流

大会」を開催し、市内外から約３００人の選手や

観客が訪れ、障がいの有無や年齢を問わず、幅広

く楽しむことができる競技であることを、多くの

方に知ってもらう機会となりました。

スポーツ合宿の誘致については、新たな団体と

して道内の高校サッカー部やバスケットボール部

が、夏休みを利用して本市で合宿を行いました。

また、道外からは国内有数の強豪校である阪南

大学高等学校トランポリン部が本市を訪れ、地元

トランポリン少年団と合同練習を実施をするなど、

交流人口の拡大だけではなく、ジュニア選手の競

技力向上が図られ、スポーツ合宿推進の効果が広

く表れたところです。

今後もＮスポーツコミッションや各競技団体の

ネットワークを活かして情報収集を行いながら、

夏季合宿の環境づくりを進めるとともに、その効

果が地元経済やジュニア選手の競技力向上に広く

反映されるよう、工夫を重ねながら事業に取り組

んでまいります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

１１月２３日に、スポーツセンターを会場に、

第１３回名寄市子ども会スポーツ大会「フットサ

ル」競技を開催しました。町内会の子ども会や小

中学校から過去最多となる３３チーム、２１９人

の児童生徒が参加し、スポーツを通して交流を深

めました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

１０月２４日に令和元年度名寄市青少年表彰式

を行い、学校や地域活動などにおいて顕著な功績

のある２個人を表彰しました。

また、小学生から高校生までを対象に、１０月

から名寄市青少年健全育成標語を募集し、１１月

２９日に最優秀作品の表彰を行う予定です｡

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

１１月２日から４日にかけて、市民文化センタ

ーを会場に、第６２回市民文化祭を開催しました。

展示発表は３０団体、１１個人から書道、写真、

絵画など ３００点を超える作品が出展され、来
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場者は３日間で延べ ８００人を超えました。ま

た、４日に市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホール

で開催した芸能発表には、楽器の演奏や舞踊、詩

吟など、２４団体が出演し、約８００人が鑑賞し

ました。

また、１１月２日から３日にかけて、ふうれん

地域交流センターを会場に風連文化祭を開催しま

した。会場には２０団体、５個人から７００点を

超える作品が展示されました。演芸発表では、小

学生から高齢者まで１９団体から１７２人が演奏

や踊り、歌などを披露し、会場いっぱいに集まっ

た延べ７００人の市民が大きな声援を送り、楽し

いひと時を過ごしていただきました。

１１月１１日には、市民文化センターＥＮ―Ｒ

ＡＹホールを会場に、名寄市民文化講演会が開催

されました。本市の交流自治体である東京都杉並

区の中学校で、義務教育初の民間校長を務めた藤

原和博氏から「人生１００年時代に向けての生き

方・子供の育て方」をテーマに御講演をいただき

ました。保護者、教育関係者など、約２００人の

来場者は、藤原氏のテンポ良く、全体を巻き込ん

だ情熱たっぷりの語りに引き込まれていました。

次に、北国博物館について申し上げます。

１０月４日から１１月３日まで企画展「藤倉英

幸展 私の中の北海道」を開催し、約４０点の貼

り絵による北海道の四季折々の風景や藤倉氏がデ

ザインをしたふうれん特産館のパッケージや名寄

ゆかりのポスターなどを展示し、期間中８６２人

の来館者がありました。１０月１９日には藤倉氏

を講師に迎え、取材旅行の思い出など「小さな旅

と風景」と題した講演会を開催し４２人が参加し

ました。

本市の指定文化財である名寄教会会堂の外壁の

塗装工事などについては、９月末日に完成し、明

治４２年に建立された市内最古の洋風木造建築物

の外観を保持することができました。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

なお、最後になりますが、１０月３０日に報道

されました名寄社協指定居宅介護支援事業所の介

護支援専門員の介護報酬にかかわる本市の指導及

び対応についての指摘がなされた件についてでご

ざいます。昨年名寄社協指定居宅介護支援事業所

が法令で定められている適正な業務を怠ったとい

う事案が発生をして、市が当該事業所に対しまし

て法令等に基づく適切な指導監査を行っていない

事態が報道されました。この事案に対しまして、

介護サービスの利用継続を優先した対応が必要と

の市の判断から、市が法令等に基づく適切な監査

を行っていなかったという報道がありましたが、

これは事実でありまして、改めて市民の皆様には

市政に対する不信感と御不安をおかけしておりま

すことに深くおわびを申し上げます。本定例会最

終日には、自身を含め責任の所在を明らかにさせ

ていただきたいと思います。本事案を深く受けと

めておりまして、現在は北海道に御助言もいただ

きながら、法令に基づく監査を１１月８日に実施

をし、現在も監査を継続し、調査を行っていると

ころでございます。今後におきましても北海道か

らの御助言もいただきながら法令等に基づく監査

を実施をし、その結果が出ましたら報告をさせて

いただきます。

以上、報告とおわびとさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

〇議長（東 千春議員） 日程第４ 議案第１号

名寄市基幹相談支援センター条例の制定につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市基幹

相談支援センター条例の制定について、提案の理

由を申し上げます。

本市では、平成２８年度より障がいに関する総

合相談を行う名寄市基幹相談支援センター事業を
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実施をしておりますが、その後国から障がい者の

重度化、高齢化を見据え緊急時の受け入れ対応等

の必要な機能を備えた体制の整備をする方向性が

示されたことから、地域生活支援拠点の取り組み

を進めているところでございます。本件は、地域

で障がい者が安心して生活できるために総合的な

相談体制や各種支援情報の提供、地域生活支援拠

点の整備などの取り組みが必要であり、本市にお

ける障がい福祉行政のさらなる強化に向けまして

名寄市基幹相談支援センターを設置をするために

本条例を制定しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 確認をさせていただ

きたいと思います。

第４条にセンターに所長その他必要な職員を置

くというふうにされています。この職員は、どの

ような職員を何名ほど置かれるのかお知らせをい

ただきたいと思います。

また、第５条に利用対象者が書かれているので

すが、本市に住所を有する障がい者、また本市が

援護の実施主体となる障がい者の方々というふう

になっているのですが、提案説明資料の中では広

域的なというふうな言葉があったかというふうに

思うのですが、広域的なところでいうと本市とい

うふうにここでは、条例の中ではなっているので

すが、それが３項にあるその他市長が特に必要と

認めた者というところにくくられるのかどうか、

ここを確認したいと思います。よろしくお願いし

ます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今御質問いただ

きましたまず第４条の職員に係る部分ですけれど

も、基幹相談センター事業につきましては既に実

施をしておりまして、その機能をより明確にして

いくということで今回設置条例を設けることであ

りまして、今いる障がい相談支援係の職員が基幹

相談センターの職員として担っていくというふう

になっています。そのためには責任者、管理者も

必要ですので、所長を置くということで考えてい

るところであります。

次に、対象者ですけれども、当然名寄市の設置

条例でありますから、市内の事業者、そしてグル

ープホーム等々、ほかの市町村の方が名寄市で生

活している方もいますので、そういった方を対象

にするとともに……を考えております。広域的な

部分につきましては、定住自立圏の中で士別が実

施をしていますけれども、そういった中での対応

も含めて、今後近隣町村の支援体制も含めてとっ

ていくようなことで考えています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

議案第１号は、市民福祉常任委員会へ付託いた

します。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 議案第２号

消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関

係条例の整備に関する条例の制定についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 消費税及び

地方消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について、提案の理由を申し

上げます。

本件は、社会保障の安定財源の確保等を図る税

制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を

改正する等の法律の一部が令和元年１０月１日に

施行されたことに伴い、消費税及び地方消費税の
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税率が変更となったことから、名寄市智恵文多目

的研修センター条例など計５２本の条例に規定を

する使用料等について消費税等相当額を加算する

ために所要の改正を行おうとするものでございま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） １点お伺いをいたし

ます。

条例が５２本一律に今回消費税の増税分が転嫁

されるということなのですが、例えば水道事業給

水条例も含めて一括してといったところでの転嫁

された、ここについての御説明をいただきたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） これ水道ではなくて、

一括で提出した理由ということですよね。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 休憩しますか。

暫時休憩します。

休憩 午前１１時０５分

再開 午前１１時０８分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

佐々木総務課長。

〇総務課長（佐々木紀幸君） 今回の名寄市水道

事業給水条例の改正について、今回の５２本の中

で一緒に改正をすることについてということで御

質問がございました。水道使用料につきましては、

既に改正の手続をさせていただきまして、水道料

金の値上げについては終えているところでありま

すけれども、今回につきましてはことしの１０月

に改正されました消費税の増税、これに伴いまし

てほかの使用料と同じように８％から１０％に引

き上げられたということに伴いまして、その分に

ついての料金をほかの使用料と同様にこの給水条

例に係る分についても値上げを同じように２％分

引き上げをさせていただくという内容でございま

す。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 水道料金が上げられ

たときに１０月１日から消費税が上がるやもしれ

ないということで、据え置きをしていただいた経

緯があります。この間大きな災害等の中でもこの

水の大切さが非常に大きく叫ばれてきたところで

あります。そうしたところの水道料金と、また貸

し館のところの料金の改定と一緒になったところ

にちょっといかがなものかというふうに感じてい

るところであります。しかし、消費税が１０％に

上げられたことで市民の皆さん方の暮らしも大変

になっているといったところで、本当に暮らしに

かかわる水道と、そして貸し館も非常にいろんな

ところの利用状況を見ましても多くの市民の皆さ

んが利用されている。ここに消費税１０％に上げ

られたということで２％足されるということは、

ますます暮らしにも大きく影響していく。私たち

日本共産党としても消費税については反対をして

いますし、まずは５％に引き下げというふうな訴

えもしているところでありますけれども、やっぱ

り今回この一律に引き上げるということに対して

同意できないということを申し上げて、終わりた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。
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（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議がありますので、

起立により採決をいたします。

議案第２号を原案のとおり決定することに賛成

の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（東 千春議員） 起立多数であります。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 議案第３号

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正

化等を図るための関係条例の整理に関する条例の

制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 成年被後見

人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係条例の整理に関する条例の制定について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、成年被後見人等の権利の制限に係る措

置の適正化等を図るための関係法律の整備に関す

る法律が公布をされ、成年被後見人等に係る欠格

条項等の権利を制限している規定が見直され、地

方公務員法及び児童福祉法の関係規定が改正をさ

れたことから、名寄市職員の分限及び懲戒に関す

る条例など計５本の条例について所要の改正を行

おうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 議案第４号

会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第４号 会計年度任

用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関する

条例の制定について、提案の理由を申し上げます。

平成２９年に地方公務員法及び地方自治法の一

部が改正をされ、会計年度任用職員制度が創設を

されたことに伴い、本市におきましても令和元年

第３回定例会におきまして関係条例が可決、公布

をされておりますが、その後国からフルタイム会

計年度任用職員の公務災害基準に関する全国的な

取り扱いに関する通知があったことから、会計年

度任用職員であって、給料を支給される職員の補

償基礎額について常勤職員の公務災害補償に係る

平均給与額の規定の例によることとする規定を追

加しようとするものでございます。

また、下水道事業の地方公営企業法の全部適用

に伴いまして、企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部改正が可決、公布をされており

ますが、同条例の改正案提案時においては会計年

度任用職員に関する給与及び報酬等の支給根拠と

なる条例が未決であったことから、新たに支給根

拠を追加するために本条例を制定しようとするも

のでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。
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〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第８ 議案第５号

公益的法人等への名寄市職員の派遣等に関する

条例の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 公益的法人

等への名寄市職員の派遣等に関する条例の一部改

正について、提案の理由を申し上げます。

本件は、市が出資をしている特定法人である株

式会社名寄振興公社において人的援助が必要とな

ったことから、当該法人に対して市職員を派遣す

るために本条例の一部を改正しようとするもので

ございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

倉澤宏議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 本条例の改正について、

改正に至った経過、あわせて改正後の運用の関係

で何点か御質問させていただきたいというふうに

思います。

この改正により条例が運用されますと、当該職

員が地方公務員を退職して派遣ということが可能

になるということになると認識しておりますけれ

ども、提案に当たって職員組合との協議等が行わ

れたのかどうなのか。あわせて、運用に当たって

任命権者より退職辞令の交付を受けての派遣とい

うことになると思いますけれども、これは当該職

員との同意を持っての派遣となるのかどうなのか

というところ、また派遣先での処遇、例えば公務

員でいた場合の生涯賃金等の影響がないのかどう

なのか、３点についてお伺いをしたいというふう

に思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 前段の職員団体との協

議においてということでありますけれども、あく

まで人事権の中でありますので、職員団体との協

議についてはしていないところでありますが、退

職しての派遣ということでありますので、行く職

員については当然仕事の内容も含め大変な状況だ

ということは認識しておりますので、そのあたり

につきましてはさまざまな形で職員の不安も払拭

しながら派遣させていただきたいと思っておりま

す。

あと、生涯賃金等については、退職するという

ことでありますから、そこが減らないという形で

の確認はしつつこの作業を行っているところであ

ります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 職員組合との協議は行

っていないということで今お話がありましたけれ

ども、こちら一般職員、管理職以外の職員も含め

て退職辞令を出しての職員派遣が可能というとこ

ろではしっかりとやっぱり職員組合、処遇も含め

て協議は必要なのではないかなというふうには考

えておりますけれども、その辺の考え方もう一度

お伺いをしたいと思います。

派遣する職員の同意を得て、しっかり不安のな
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いようにということで当たっていきたいというこ

とだというふうに思いますけれども、これ同意が

得られなかった場合、その当該職員にその後不利

な扱いは行われないかどうなのかというところも

あわせて確認をさせていただきたいというふうに

思っております。

生涯賃金等に影響がないというところでは理解

をさせていただきました。２点についてよろしく

お願いをいたします。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 職員団体との協議につ

きましては、本日条例提案ということでございま

すので、本当に大きな問題でありますから、今後

さまざまな形で少しお話をさせていただければと

思います。あくまでも人事権の執行の範囲内とい

うことはありますので、そこを逸脱しない形での

対応になるかと思っております。

また、派遣の職員については、同意を得る、得

ないという話もありますけれども、これ同意を得

なかったからといってその方が不利益をこうむる

ということはこれは当然あってはならないことで

すので、あくまでも私どもの公社に対する派遣と

いうことでありますから、そこの目的をしっかり

と考えた上で、この作業に人選も含めて当たらさ

せていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 改正後の運用に当たっ

てについては職員団体とは、組合とはさまざまな

形で協議をしていくというところとお答えがあり

ましたけれども、そのあたりをしっかり行ってい

ただきたいというふうに思っております。不利な

扱いが行われない、同意を得なかった場合当該職

員の不利な扱いはないということは理解をさせて

いただきました。その辺の運営をしっかり行って

いただきたいということを申し上げて、終わりた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第９ 議案第６号

名寄市公民館条例の一部改正についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 名寄市公民

館条例の一部改正について、提案の理由を申し上

げます。

名寄市公民館は、昭和５８年に名寄市民文化セ

ンターが建設をされて以来文化センターと一体と

なった施設としてこれまで多くの皆様に使用され

てきました。本件は、本条例に公民館の事業など

を規定することで社会教育法にとらわれない文化

センターの貸し館を柔軟に行い、今まで以上に多

くの皆様に使用していただくために本条例の一部

を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今回公民館条例の一

部改正ということですが、今御説明もありました
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ように社会教育法にとらわれない名寄市民文化セ

ンターの貸し館を柔軟に行うというふうにあるの

ですが、例えばこの使用の許可、また使用の不許

可、ここでは法の第２３条の規定に該当すること、

これは社会教育法第２３条のことだというふうに

思います。これに該当することというふうに書か

れていて、それが社会教育法にとらわれない法の

運営というふうになると、ちょっとどういうこと

を言われているのか理解できないでおります、私。

市民の皆さん方にとっても使いやすいということ

は、使いやすくしていただくというのは歓迎され

るものだとは思うのですけれども、内容について

何かよくわかりやすいような、そういう説明をし

ていただきたいというふうに思うのですが。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今御質問をいただき

ましたけれども、名寄市民文化センターですね、

西館、東館、ＥＮ―ＲＡＹホールができて、新し

く西館がオープンしましたけれども、もともと市

民文化センター、あの建物については名寄市民文

化センター条例という条例の中で貸し館をできる

ことになっております。その条例とあわせて名寄

市公民館条例で二重で管理しているというような

ことでお考えをいただければと思います。公民館

条例の中では、施設を住民の集会、その他の公共

的利用に供することができるということで、社会

教育法第２２条の中で公民館法の中でも貸し館等

をできることになっているのですけれども、公民

館法を用いますと、今ＥＮ―ＲＡＹホールができ

て、全道大会、全道規模の大会等が多くやられる

ようなことになってきているのですけれども、例

えばそこで物販をしたいと。名寄の特産品をぜひ

全道の皆さんにお知らせしたいというような形で

物販等をしたいということになると、公民館法の

中で営利を目的とした物販等ができないという縛

りがございますので、あくまでもそういう縛りを

今回公民館法のほうを一部改正をさせていただい

て、縛りをなくすることによってあくまでも市民

文化センター、東館、西館の貸し館業については

市民文化センター条例を用いて行うように公民館

法を一部改正をさせていただいて、市民の方々が

より多く使いやすく借りることができるように改

正をするということを目的に今回一部改正をさせ

ていただいているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 先ほども言いました

けれども、使用の不許可のところで第７条の１項

に社会教育法の第２３条の規定に該当するとき、

この第２３条のところでは専ら営利を目的として

事業を行いというふうに書かれていて、今おっし

ゃったのは専らでないからいいというふうに理解

していいのかどうか。非常に理解しづらいかなと

いうふうに思うのですが。済みません、何か。も

う一度御説明お願いします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 社会教育法第２３条

では専ら営利をということで、先ほど私もちょっ

と説明が足りなかったのかもしれませんけれども、

公民館の事業の中で、社会教育法第２２条で公民

館でやる事業というのが定められていまして、６

項目ございますけれども、その一つの項目に貸し

館といいましょうか、ができるということになっ

ていますけれども、そこを改正させていただいて、

行うことができるというような形にさせていただ

いて、公民館法で貸し館をする、しないという縛

りを外すということで、そうすると社会教育法の

２３条の専ら営利を目的としたものというような、

先ほど言ったとおり、名寄市の特産品等を販売す

るというようなことも今後できるようにしたいと

いうことで改正をさせていただきたいというふう

に思っています。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 目的の趣旨は理解を

するところでありますけれども、やはりこの社会

教育法見せていただく中では、この２２条、６項

目でも定期的にというようなことはあってはなら
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ないともろもろ書かれているのですが、こういっ

たことが利用したいと思っている皆さん方にすぐ

に伝わるかどうかというのが私だけがわからない

のかどうかわからないのですが、非常に複雑かな

というふうに思います。ぜひわかりやすいような

利用者の皆さん方に御説明をいただくことを求め

て、終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（東 千春議員） 日程第１０ 議案第７

号 指定管理者の指定について（名寄市北国雪国

ふるさと交流館）、議案第８号 指定管理者の指

定について（駅前交流プラザ「よろーな」）、議

案第９号 指定管理者の指定について（名寄市風

連米乾燥調製施設）、議案第１０号 指定管理者

の指定について（名寄市牧場）、以上４件を一括

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号から議案第１

０号までの指定管理者の指定について、一括して

提案の理由を申し上げます。

議案第７号及び議案第８号の名寄市北国雪国ふ

るさと交流館、駅前交流プラザ「よろーな」２施

設につきましては、名寄市公の施設に係る指定管

理者の指定手続に関する条例第２条による公募に

よる施設であり、議案第９号及び議案第１０号の

名寄市風連米乾燥調製施設、名寄市牧場２施設に

つきましては同条例第５条第１項第１号による公

募によらない施設でございます。

本件は、名寄市公の施設に係る指定管理者候補

者選定委員会の報告を踏まえ、指定管理者の候補

者の選定を行いましたので、指定管理者の指定を

いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により議会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、議案第７号

外３件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今回３件の指定管理

が示されたところでありますけれども、今公社問

題もある中で指定管理ということに対するいろい

ろな市民の皆さんの関心も高い中であります。総

務省のほうからも、今自治体のこの指定管理制度

利用状況を見ると、昨年度この指定管理について

の全国調査も行っています、総務省で。その中で

利用状況を見ると、コストカットのツールとして

使ってきた嫌いがあると総務省自身が言われてい

るところであります。また、制度の運用、また再

点検も必要かというようなことも示されていると

ころであります。今後やはりこの３者に対しても

必要な点検、支援等も含めて今回のことを踏まえ

ながら進めていただくことが必要かというふうに

思いますが、この点についてお考えをお聞かせく

ださい。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 指定管理者制度そのも

のについては、議員おっしゃるとおり、総務省の

ほうからもコメントが出ております。指定管理者
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制度のそもそもの導入のところをさかのぼって考

えますと、やはり専門性を持っている方ならでは

の部分を発揮していただく、これが一番大事だと

いうことで、総務省のコメントを読みますと、や

やもすれば丸投げみたいな形になっているのでは

ないかという危惧は多少あるところであります。

この間のさまざまな出来事も踏まえまして、選定

委員会の中でももう少し専門的な知識を持ったほ

うからの議論も必要でないかという御意見もいた

だいております。改めて時期を踏まえながら指定

管理に沿った形になっているか、お金の使い方は

どうなのか、ポイント、ポイントでこれは検証し

ながら、また次の作業もありますので、それはや

っていかなければならない問題だと思っておりま

すので、改めて担当課のほうと進め方についてさ

まざまな研究させていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号外３件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号外３件は原案のとおり可決

されました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１１ 議案第１

１号 令和元年度名寄市一般会計補正予算（第６

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 令和元年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでございまして、歳入

歳出それぞれに ２１４万 ０００円を減額し、

予算総額を２０９億８１３万 ０００円にしよう

とするものでございます。

補正の主な内容を歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして風連庁舎維持管理事業費２８

３万円の追加は、非常時の停電に備え、風連庁舎

執務室などに停電用電源配線工事を実施をしよう

とするものでございまして、財源には北海道市町

村振興協会からの特別支援事業交付金を活用しよ

うとするものでございます。

３款民生費におきまして医療介護連携情報共有

ＩＣＴ事業費 ５７３万 ０００円の減額は、本

事業に欠かすことのできない名寄市立総合病院の

ポラリスネットワークを先行して改修をし、その

改修後に改めて本事業を実施をすべきとの判断に

より事業費の全額を減額しようとするものでござ

います。財源につきましても、国庫支出金にて減

額の予算を計上しております。

４款衛生費におきまして子育て世代包括支援セ

ンター事業費１８６万 ０００円の追加は、妊娠

期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実

を図る子育て世代包括支援センター事業の準備経

費について追加しようとするものでございまして、

財源につきましても、国及び道支出金に予算を計

上してございます。

７款商工費におきまして王子マテリア名寄工場

生産品集約に関する緊急対策事業費４５万円の追

加は、名寄工場の生産品集約の撤回要請などに係

る旅費について補正しようとするものでございま

す。

１０款教育費におきまして冬季スポーツ拠点化

事業費 ２９８万円の減額は、地方創生推進交付

金の採択状況を踏まえ、各事業における負担金の
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減額または追加をしようとするものでございまし

て、本事業の財源である地方創生推進交付金につ

きましても減額の予算を計上しております。

次に、歳入につきまして申し上げます。１９款

寄附金３４万 ０００円の追加は、既に予算化し

たものを除き、いただいた寄附金について予算を

計上しようとするものでございます。

また、このほかに各事業費の追加及び確定に伴

う国庫支出金、道支出金、市債などの特定財源の

調整を図ったほか、収支の調整については前年度

繰越金にて調整しようとするものでございます。

次に、第２表、債務負担行為補正では、名寄庁

舎環境衛生管理業務委託料ほか１９件を追加しよ

うとするものでございます。

次に、第３表、地方債補正では、ピヤシリスキ

ー場整備事業ほか２件について限度額の変更をし

ようとするものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１２ 議案第１

２号 令和元年度名寄市国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 令和元年

度名寄市国民健康保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、直診勘定におきまして歳入歳出

それぞれ４２４万円を追加をし、予算総額を２億

００２万 ０００円にしようとするものでござ

います。

補正の内容を歳出から申し上げます。２款医業

費におきまして、予防接種ワクチン及び高額薬剤

の増加により４２４万円追加しようとするもので

ございます。

次に、歳入について申し上げます。１款診療収

入におきまして外来収入で７４万円、その他診療

収入で３５０万円それぞれ追加しようとするもの

でございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） １点確認をさせてい

ただきたいと思います。

医療費、ワクチンなどの材料費のことなのです

が、今インフルエンザも例年よりかなり早い時期

から始まっている。そして、ワクチンも不足ぎみ

というようなことも言われているところです。そ

れと、あと名寄では水ぼうそうも非常に流行がし

ているということで、このワクチンがどういった

対応を今準備されているのかについてお聞きをし

たいと思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私のほうから直診勘

定の部分でのお答えとなりますけれども、今回の

補正につきまして、ことしからロタウイルスのワ

クチンの接種が診療所のほうでもできるようにな
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ったということで、それに関連しまして、同日に

あわせてほかの公的な予防接種もできるというこ

とで、件数が急にふえた状況となっております。

また、インフルエンザ等、先ほどおっしゃられて

いましたワクチン等につきましては、これまでと

同様に件数などを踏まえた上で購入するような形

となりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今いろいろなことが、

予期しないようなことがあるかなというふうに思

うのですか、インフルエンザもそうですし、今言

った水ぼうそうも非常にふえているということで

すので、徹底した対策、準備をしていただくこと

を強く求めて、終わります。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１３ 議案第１

３号 令和元年度名寄市介護保険特別会計補正予

算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 令和元年

度名寄市介護保険特別会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきましては歳

入歳出それぞれ２１万 ０００円を追加し、予算

総額を２６億 ２６５万 ０００円にしようとす

るものでございます。

補正の主な内容につきまして保険事業勘定の歳

出から申し上げます。１款総務費、２款保険給付

費、３款地域支援事業費におきましてはそれぞれ

歳出予算の調整を行い、６款諸支出金では所得更

正等による平成３０年度分介護保険料の還付金に

ついて２１万 ０００円を追加しようとするもの

でございます。

次に、歳入について申し上げます。９款繰越金

におきまして２１万 ０００円を追加し、収支の

調整を図ろうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１４ 議案第１

４号 令和元年度名寄市下水道事業特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。
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〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 令和元年

度名寄市下水道事業特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、損害賠償額の決定について専決

処分を行ったことに伴い歳入歳出それぞれ６万円

を追加し、予算総額を１１億 ０４３万 ０００

円にしようとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款下水

道事業費におきまして、賠償金を６万円追加しよ

うとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。５款諸収入

におきまして６万円を追加し、収支の調整を図ろ

うとするものでございます。

次に、第３表、債務負担行為補正では、風連浄

水管理センター等維持運転管理業務委託料を追加

し、限度額を １２３万 ０００円にしようとす

るものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１５ 議案第１

５号 令和元年度名寄市個別排水処理施設整備事

業特別会計補正予算（第１号）を議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１５号 令和元年

度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、債務負担行為の追加を行うもの

で、個別排水処理施設保守点検清掃業務委託料を

追加をし、限度額を ０７０万 ０００円にしよ

うとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１６ 議案第１

６号 令和元年度名寄市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１６号 令和元年

度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれに １９９万

０００円を追加をし、予算総額を４億８７０万
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円にしようとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。２款後期

高齢者医療広域連合納付金におきまして保険料増

収の見込み及び事務費負担金の額の確定により、

総額 １９９万 ０００円を追加しようとするも

のでございます。

次に、歳入について申し上げます。１款後期高

齢者医療保険料におきまして保険料増収の見込み

から、 ３５０万 ０００円を追加しようとする

ものでございます。

また、事務費負担金の確定に伴い、２款繰入金

では１５１万 ０００円を減額しようとするもの

でございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１７ 議案第１

７号 令和元年度名寄市立大学特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１７号 令和元年

度名寄市立大学特別会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、債務負担行為の追加を行うもの

で、大学学校用務・大学公園管理業務委託料の限

度額を７５０万円に、大学学生寮管理業務委託料

の限度額を３３０万円にしようとするものでござ

います。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１８ 議案第１

８号 名寄市議会基本条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

塩田昌彦議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 議案第１８号 名寄

市議会基本条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

地方自治法第９６条第２項の規定に基づき、本

市議会におきましては名寄市議会基本条例におい

て規定を定めているところであります。これまで

第１４条において名寄市の将来を大きく決定する

計画として総合計画の基本構想及び基本計画、定

住自立圏形成協定の締結及び変更または廃止を求
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める旨の通知等の２件を議決事件として定めてお

りましたが、改選後の議会運営委員会におきまし

て議論を進めてきた結果、新たに名寄市都市計画

マスタープラン及び名寄市立地適正化計画の２件

を追加することとなったため、所要の改正を行お

うとするものであります。

以上、提案理由の説明とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第１９ 議案第１

９号 名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部改正について、議案第２０号

名寄市特別職の職員の給与に関する条例の一部

改正について、議案第２１号 名寄市教育委員会

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関す

る条例の一部改正について、議案第２２号 名寄

市職員の給与に関する条例の一部改正について、

以上４件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１９号 名寄市議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正について、議案第２０号 名寄市特別職

の職員の給与に関する条例の一部改正について、

議案第２１号 名寄市教育委員会教育長の給与、

勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改

正について、議案第２２号 名寄市職員の給与に

関する条例の一部改正について、一括して提案の

理由を申し上げます。

本件は、本年８月７日付人事院勧告に基づき、

国家公務員の給与改定が実施をされることに伴い、

名寄市職員の給与及び議員、特別職の期末手当の

額について同様の措置を講ずるために関係条例を

改正しようとするものでございます。

なお、議員報酬及び特別職の給与額を改定する

際には、名寄市特別職報酬等審議会の意見を聞く

こととされておりますが、平成２６年５月１日に

同審議会から出された答申により、期末手当の額

の取り扱いについては、人事院勧告等により一般

職員に改定があった場合にはその改定に準じるこ

とが適当であるとされており、今回の人事院勧告

に関して同審議会の各委員に確認をし、人事院勧

告どおりに改定を行うべきとの意見を受けまして、

今回の改正を行おうとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、議案第１９

号外３件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１９号外３件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号外３件は原案のとおり可

決されました。
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〇議長（東 千春議員） 日程第２０ 報告第１

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

事件の内容は、本年９月２日午後３時４５分ご

ろ、名寄市字徳田３１番地４、住宅型有料老人ホ

ームほしぞらの家におきまして健康福祉部所管の

公用車が施設利用者を送り届けるために玄関先に

車両を後退させた際、車両後部が屋根を支える柱

に接触をし、破損したものでございます。過失割

合は本市が１００％であり、施設の修理代として

１１万 ２３６円を負担することで示談が成立し、

和解をしたところでございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２１ 報告第２

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第２号 専決処分し

た事件の報告について申し上げます。

本件は、本年７月３１日午後２時ごろ、名寄下

水終末処理場隣接地におきまして草刈り作業中の

飛び石により、相手方住宅の窓ガラスを破損させ

たものでございます。過失割合は本市が１００％

であり、相手方住宅の窓ガラスの修理代といたし

まして市が５万 ９９４円を負担をすることで示

談が成立をし、和解をしたところでございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第２号を終結いたします。

ここで先ほど議決いたしました名寄市議会基本

条例の一部改正により、新たに議決事件として名

寄市都市計画マスタープラン及び名寄市立地適正

化計画が追加されましたので、議会の運営につい

て議会運営委員会で協議をお願いいたします。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

ここで河合教育部長より発言を求められており

ますので、これを許可いたします。

河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 貴重なお時間をいた

だき、申しわけございません。先ほど川村議員か

ら名寄市公民館条例の一部改正について御質問を

いただきましたけれども、その答弁の中で何度か

公民館法という表現をしてしまいましたが、正し

くは公民館条例の間違いですので、訂正し、おわ

びを申し上げます。申しわけございませんでした。

〇議長（東 千春議員） 休憩中に市長より議案

第２３号 名寄市都市計画マスタープランを定め
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ることについて、議案第２４号 名寄市立地適正

化計画を定めることについて、議案第２５号 令

和元年度名寄市一般会計補正予算（第７号）が提

出されました。これについては、さきに行われた

議会運営委員会にて日程に追加し、議題とするこ

とと決定しています。

お諮りいたします。お手元に配付の追加日程第

１号のとおり日程に追加をし、議題とすることに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

議案第２３号から議案第２５号を日程に追加し、

議題とすることに決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 追加日程第１ 議案第

２３号 名寄市都市計画マスタープランを定める

ことについて、議案第２４号 名寄市立地適正化

計画を定めることについて、以上２件を一括議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２３号 名寄市都

市計画マスタープランを定めることについて及び

議案第２４号 名寄市立地適正化計画を定めるこ

とについて、一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、現在の名寄市都市計画マスタープラン

が計画目標をおおむね２０年間として設定をし、

１０年が経過をした際には定時見直しを図ること

としていたことから、都市計画法第１８条の２に

基づき本計画を見直し、また都市計画マスタープ

ランの高度化版である立地適正化計画の策定が可

能となったことから、改正都市再生特別措置法第

８１条の１に基づき本計画を策定しようとするも

のでございます。

本計画の策定に当たりましては、市民アンケー

トや市民シンポジウム、市民説明会の開催など市

民の皆様の御意見を初め、有識者で構成をされる

名寄市都市計画マスタープラン見直し及び名寄市

立地適正化計画策定委員会におきまして策定作業

を進め、その後名寄市都市計画審議会で素案を審

議をいただきました。本年９月３０日に同審議会

からいただいた答申をもとにパブリックコメント

で意見を募集をしたほか、国や北海道との協議、

調整を行い、本計画の最終案が整いましたので、

名寄市議会基本条例第１４条の規定に基づき、議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議案第２３号外１件については、質疑から採決

までの議事を１２月２０日に延期したいと思いま

すが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２３号外１件については質疑か

ら採決までの議事を１２月２０日に延期すること

に決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 追加日程第２ 議案第

２５号 令和元年度名寄市一般会計補正予算（第

７号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２５号 令和元年

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、株式会社名寄振興公社の経営安

定化を図るため運営資金の不足、経営改善に伴う

資金が必要なことから、歳入歳出それぞれ７３１

万 ０００円を追加をし、予算総額を２０９億

５４４万 ０００円にしようとするものでござい

ます。

補正の理由を歳出から申し上げます。７款商工

費におきまして名寄日進地区利用促進補助金１５

０万円の追加は、日進地区の公共施設の利活用を

図るために日進ピヤシリ線のバス料金無料化に係
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る名寄振興公社負担分を本市が負担しようとする

ものでございます。

同じく７款商工費におきまして名寄温泉整備事

業費 ５１８万 ０００円の減額は、なよろ温泉

サンピラーの管理運営を行う名寄振興公社が経営

及び体制が整わないことから、本年度進めてきた

研修施設改修実施設計について現況調査や測量な

ど既に履行された分を除き、業務委託契約を解除

することに伴う研修施設改修実施設計委託料を減

額しようとするものでございます。同じく７款商

工費におきまして名寄振興公社経営改善事業費

１００万円の追加は、名寄振興公社経営状況等指

導・監督・検証委員会の外部委員の報償費１００

万円、名寄市振興公社経営改善に必要な資金とし

て名寄振興公社経営改善補助金 ０００万円を追

加しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。２０款繰入

金におきまして財政調整基金繰入金７３１万 ０

００円を追加し、収支の調整を図ろうとするもの

でございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第２５号は、名寄振興

公社のあり方に関する特別委員会に付託をいたし

ます。

ただいま付託いたしました議案第２５号につい

ては、１２月２０日までに審査を終了するように

期限をつけることにしたいと思いますが、これに

御異議はございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２５号は、名寄振興公社のあり

方に関する特別委員会に付託の上、１２月２０日

までに審査を終了するように期限をつけることに

決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

名寄市における喫緊の課題について、山崎真由

美議員から緊急質問の申し出がありました。これ

については、さきの議会運営委員会にて日程に追

加し、発言を許すことと決定しています。

お手元に配付の追加日程第２号のとおり山崎真

由美議員の緊急質問に同意し、日程に追加の上、

直ちに発言を許可することに御異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

日程に追加し、発言を許すことにいたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） ただいま議長より発

言のお許しをいただきました。正副議長を初め議

会運営委員会委員の皆様に緊急質問の機会を与え

ていただきましたことに心から感謝申し上げます。

その上で、１点質問させていただきます。先ほ

ど市長の行政報告でも発言がありましたが、名寄

市においてはここ半年間かつてない事案が立て続

けに発生し、市民は大きな不安を抱えることとな

りました。また、市内にとどまらず、全道、全国

に深刻な行政不信を印象づける事態ともなってい

ます。特に社会福祉協議会指定居宅介護支援事業

所における不正受給に対しての行政対応について

は、法令違反についてどのような理由があったに

せよ許されざることであります。市長が法令違反

を認めたこの責任は重大であります。誤った判断

についての謝罪及びこの後の処分について先ほど

の発言はありましたが、最も法令遵守が求められ

る行政内部においてなぜにこのような判断をする

事態が生じたのか、細部にわたる説明を求めます。

現在北海道及び上川総合振興局の指導のもと不

正受給額返還に向けた監査が進んでいるとのこと

です。市役所内部の立て直しについては、どのよ
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うに進んでいるのか。今日の問題について、市民

からはさまざまな声が届いています。中には市役

所内部の人事交流に端を発する緩い関係が慣例化

しているとの怒りの声も届いています。経験値の

高さに主眼を置き、成果を期待できるはずの人事

派遣が信頼関係の名のもとにいつの間にか楽な関

係へと変容してしまった。そのことに気づかない

ばかりか、気づいたとしても修正への発言がため

らわれるような空気感が流れていたということで

あれば、到底市民の期待に応えることはできませ

ん。二度とこのような事案が起きないよう行政の

トップとして再発防止策をどのように講じるのか。

市民への信頼をどのように回復されようとしてい

るのか。令和元年の師走を目前に一刻も早い信頼

回復を強く望むものでありますことから、緊急の

質問とさせていただきます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今山崎議員から

緊急の質問がありましたけれども、答弁に入る前

に、私の立場からも市民の皆様におわびを含めて

お話をさせてもらうことをお許し願いたいという

ふうに思っております。

このたびの名寄社協指定居宅介護支援事業所の

介護支援専門員、ケアマネージャー業務にかかわ

る市としての指導及び対応について、介護サービ

ス利用者へのサービス提供の継続を優先するとい

うことから、法令等に基づく対応をしなかったこ

とにより、市民の皆様、特に介護サービス等を利

用されております皆様に御不安と動揺を与え、さ

らには名寄市政への不信感、名寄市の不名誉な発

信をしたことに対しまして担当部長といたしまし

て深くおわびを申し上げたいというふうに思いま

す。今後このようなことが起きないように理事者

との協議を慎重に行うとともに、北海道を初め関

係機関からの御助言をいただきながら、市民の皆

様が住みなれたこの地域で末永く安心して暮らす

ことができる環境を整えていくとともに、市政へ

の信頼回復に向け、各種事業を取り組んでまいり

ますので、議員皆様におかれましても御理解と御

協力のほどよろしく申し上げます。大変申しわけ

ありませんでした。

それで、今山崎議員からありました質問に対し

て答弁をさせていただきたいというふうに思いま

す。まず初めに、法令遵守に基づいた対応しなか

ったという点でありますけれども、昨年の６月の

状況でありますけれども、名寄市の居宅支援事業

所については６事業所ありまして、ケアマネージ

ャーが１６名という状況であります。その中で社

協指定居宅介護支援事業所が６名在籍しておりま

して、担当していました要介護認定者につきまし

ては１５８人ですけれども、万が一法的対応によ

って取り消し等になった場合にこのサービス利用

者がほかの事業所で対応できないという状況があ

ったことから、速やかな改善を求め対応を図った

ということでは、法令に基づいた対応を怠ったと

いうことでは事実であります。しかしながら、介

護サービスを優先するということで、利用者が心

身の機能を維持していくために必要な手段だとい

うふうに考えておりましたが、議員から指摘あり

ましたとおり、法的な対応しなかったということ

については十分反省をしているところであります。

次に、今の監査の状況ですけれども、１１月８

日の日に北海道から自治法に基づく技術的助言を

いただきながら、当該事業所のほうに監査に入り

ました。その後関係資料の複写、出力を行いまし

て、それが終わりまして、現在当市において精査

作業に入っているところになります。随時精査し

たものを道のほうにも郵送しながら、北海道にお

いても同様に確認作業を行っている状況でありま

す。

社協との関係ですけれども、当然地域福祉の向

上を目指すためには両輪になって、やっぱり名寄

市と社協がともに取り組みを進めることが重要な

ことだというふうに今考えております。御指摘に

あったような社協に市から職員を派遣していると
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か、そういった状況の中で、今回社協に対して緩

やかな対応したのでないかという御指摘ありまし

たけれども、私はそういう対応はしてはいないと

いうふうに思っています。先ほど申し上げました

ように、あくまでも介護サービス利用者の継続利

用、そこを優先した形での対応ということで行っ

たということで御理解をいただきたいというふう

に思っております。

信頼回復についてですけれども、当然これはす

ぐに回復されるものではないというふうに思って

いますけれども、名寄市、私ども含め各種事業を

しっかり市民の目線に立って、市民の要望等も伝

えながら、先ほど申し上げました市民の皆さんが

この地域で安心して暮らしていける、そうした環

境をつくっていく、そのことが信頼回復につなが

っていくというふうに考えておりますので、今後

においても部内においてもしっかり職員に対して

もそういったことを説明をしながら、そういった

意識を持って業務に当たるように対応してまいり

たいというふうに思っているところであります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 改めて私からもおわびを

申し上げますが、今小川部長からもお話がござい

ました今回の当該居宅介護支援事業所の不正事案

に対しての監査が不行き届きだったという件であ

りまして、部長からもお話があったとおり、現場

としては現場の混乱を最小限に防ぐということを

目途というか、それによりまして速やかな指導と

いうこと、その対応を私も了としたわけでありま

して、改めて法令をしっかりと守っていく、その

ことを指導、監督しなければならない立場である

わけでありまして、こうした判断をしてしまった

ことはひとえに私の認識不足というか、でござい

ます。改めておわびを申し上げたいと思います。

先ほどもお話をしたとおり、このことを含めて

今現在北海道の御協力もいただきながら、しっか

りと今監査をしているところでありますけれども、

できるだけ早い段階でこの結果を明らかにさせて

いただいて、しっかりと、法令にのっとった対応

をしていくことと同時に、こうした事案に至った

みずからの責任の所在も議会最終までには明らか

にしていきたいというふうに考えております。そ

れぞれ今大変な事案が起きている中で、一つ一つ

しっかりと前向きに市民の皆さんとともに全力で

この問題、それぞれの問題にこのことも含めて対

応していくことで市民の皆さんの信頼を回復をし

ていくということに尽きると思っております。よ

ろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 御答弁を聞かせてい

ただきました。介護サービスを優先するというこ

とが緩い関係から招いたことではないということ

については、その言葉をそのまま信じたいという

ふうには思いますし、現場の混乱を招かないこと

を最優先に考えたということも言葉としては何度

も伺っているところではありますけれども、やは

り今現在これだけ大きな混乱を招いている、この

事実については紛れもない事実でありまして、大

変残念としか言いようがないばかりか、この後の

対応がよほど大きな対応でなければ信頼回復に届

かないのではないかという不安を持っているとこ

ろであります。

本日の発言につきましては、山崎個人の発言で

はなく、多くの市民からこのことについての声を

届けてほしいということがありましたし、私の所

属する市民ネットの会派の意向ということも私の

中では踏まえさせていただいております。その上

で、これから対応していただきます監査について

は粛々と進めていただけると信じておりますが、

名寄市役所の内部の状況について一体市長のとこ

ろにどのような報告や連絡や相談があって、この

事態になったのか、そこについては先ほどから御

説明はいただいているということでしょうけれど

も、この後庁内会議ですとかそれぞれの担当部署

の具体的なところについて再構築というところが
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どのような形で進められていくのか。信頼回復に

努力しますという言葉は、もちろんそのまま受け

とめさせていただきます。しかし、見えてこない

ものについての不安は拭い去ることができません。

これは、介護サービスを受けておられる高齢者の

方たち、声を上げることがなかなかできない方た

ちの悲痛な叫びでもあります。このことについて

は、詳細について再度御答弁を求めたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 対応につきましては、先

ほどからお話をしているとおり、今現在北海道に

御助言をいただきながら法令に基づく監査をしっ

かりと行っておりまして、粛々と法令に基づいた

調査、監査をさせていただきたいと思います。で

きるだけ早い段階でその結果についても御報告を

させていただきます。この事案が起きて２日後か

３日後かでしたか、庁舎の職員を全員集合させま

して、私のほうから今回の問題に対して私の法令

の認識の甘さに対してこういった事態が起きたと

いうことに対しての、そのことについて謝罪もし

ながら、しかしこうした事案が起きたということ

は、それぞれやはり特にいろんなことが積み重な

ってきたことが報告が逐次出されていなかった。

特に都合の悪いというか、そうした問題の芽が起

きやすいものに対してひょっとしたら報告を怠っ

てきた可能性があるのでないかという指摘もさせ

ていただいたところであります。できるだけ、当

たり前のことですけれども、仕事を行うに当たっ

て組織の報告、連絡、相談というのを改めて徹底

をさせていただき、特に何かちょっとイレギュラ

ーな事案がある場合に関しては速やかにできるだ

けその直属の上司に相談をし、そして私にも積極

的にそうした悪いことを報告するようにというこ

とを改めて徹底をさせていただいたところであり

ます。加えて、このことによっていろんな形で外

部から市に対してのいろんな不信感等もいただい

ているのも事実でありますが、一方でこうした今

たくさんのいろんな事案が起きているからこそ今

頑張らなければならないときだというふうにお話

をさせていただいたところであります。どういう

ふうに変わったかというのは、それは一つ一つの

やはりこれからの仕事を見ていただくしか市民の

皆さんには発信できないというふうにも思ってい

まして、これからそれぞれの一つ一つの業務に対

して誠心誠意市民の目線に立って、市民の皆さん

と一緒になって考えて、行動していくということ

を改めて徹底をさせていただく、そのことをぜひ

結果を見ていただくということに尽きるのでない

かというふうに思います。よろしくお願いいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） ただいまの市長の御

発言をしっかりと受けとめさせていただきたいと

思いますが、やはり逐一市民に見える形で情報を

提供していただきたい。そして、市民が安心でき

るこの名寄市、新しく進んでいく都市に向けてと

にかく一刻も早い対応について市民みんなが望ん

でいるということについて強く申し上げて、緊急

質問を閉じさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 以上で緊急質問を終結

いたします。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日１１月２７日から１２

月１６日までの２０日間を休会としたいと思いま

すが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、明日１１月２７日から１２月１６日ま

での２０日間を休会とすることに決定しました。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。
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散会 午後 １時２５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 高 橋 伸 典

署名議員 山 田 典 幸
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１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
渡 辺 博 史 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 鈴 木 康 寛 君

会 計 室 長 末 吉 ひ と み 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君

令和元年１２月１７日（火曜日）第４回１２月定例会・第２号
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１２番 高 野 美枝子 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に関

する対応について外１件を、東川孝義議員。

〇１５番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告に従い

まして、順次質問してまいります。

大項目の１番目、王子マテリア株式会社名寄工

場生産品集約に関する対応について伺います。王

子マテリア名寄工場は、前身の天塩川製紙として

１９６０年、昭和３５年に設立されて以降１９７

９年、昭和５４年には当時紋別市に工場のあった

北見パルプ株式会社と合併し、社名を北陽製紙株

式会社と改め、昭和５８年には紋別工場を閉鎖し、

マシン１台を名寄工場に移設して、３台マシン体

制で操業を続けておりました。２００１年、平成

１３年５月には王子製紙、高崎製紙、中央板紙、

北陽製紙の営業部門が統合し、板紙共同販売会社

として王子板紙株式会社が設立され、翌年の平成

１４年１０月には王子製紙紙製造部門と高崎製紙、

中央板紙、北陽製紙が合併し、王子板紙株式会社

として板紙の生産、販売を一元化する取り組みが

進められてきました。また、２０１２年、平成２

４年１０月には王子製紙より白板紙販売、包装用

紙、製造販売事業を受け入れ、社名を王子マテリ

ア株式会社に変更し、現在に至っております。王

子マテリア株式会社の工場は、北は北海道の名寄

工場から南は九州の佐賀工場まで全国１２地区の

拠点で生産された原紙を国内５つの営業所で販売

をされております。このように王子マテリア株式

会社名寄工場は、板紙業界の厳しい環境の中で幾

度かの合併、統合を繰り返しながら現在に至って

おります。

そこで、小項目の１番目、生産品集約の発表を

受けてからの対応について伺います。去る１０月

４日、王子マテリア株式会社本社の小関社長が名

寄庁舎を訪問され、段ボール原紙と特殊板紙の生

産を行っている王子マテリア名寄工場の製造設備

の停機及び王子製紙株式会社苫小牧工場への移設

決定の通知がされました。具体的には特殊ライナ

ー、特殊板紙製造の２号マシンは２０２１年９月

操業停止、苫小牧工場へ移設し、２０２２年４月

稼働、中芯専抄の３号マシンは２０２１年１２月

に停機し、苫小牧工場で転換されるマシンで生産

するとの内容でありました。この発表を受け、名

寄工場で働く従業員はもとより、関連する企業の

方並びに名寄市内でも寝耳に水とのことで驚きの

声が上がり、私もＯＢの一人として大きな衝撃を

受けました。この発表を受けてから名寄市及び関

連する組織を含めての対応について改めて伺いま

す。

次に、小項目の２番目、製紙業界の現状と動向

について伺います。製紙業界の紙製品は、大きく

２種類に分けられます。紙と板紙を区別する基準

としては、軽くて薄く、柔軟性のあるものが紙、

厚くて重く、腰が強いほうが板紙と言われていま

す。紙は、大きく分けると新聞巻き取り紙、印刷

情報用紙、包装用紙、衛生用紙、雑種紙の５項目

に分けられます。板紙は、段ボール原紙、敷き用

原紙、建材原資、紙管原紙、ワンプ原紙、その他

板紙と表現をされております。名寄工場の生産集

約について、改めて製紙業界の現状と今後の動向

について確認をする必要があると思います。製紙
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業界の過去の業界規模を見ると、２００７年から

若干の減少に転じ、２００９年から２０１２年は

横ばいで推移、２０１７年には若干の増加に転じ

ています。製紙業界の動向を見ると、デジタル化

の影響で新聞や雑誌、書籍が低迷し、用紙、いわ

ゆる紙の需要が低迷をしております。一方、近年

はインターネット通販の拡大に伴い、名寄工場で

生産をしている段ボールの需要は急増、今後もネ

ット通販の拡大は見込まれ、段ボール材料となる

板紙の需要は堅調に推移するとの見通しでありま

す。紙の国内需要見通しですが、新聞用紙は２０

１８年度から２０２３年度の５年間で約３０万ト

ンの減少、印刷情報用紙は１７０万トンとそれぞ

れ年率５％の需要減が見込まれております。国内

での需要が頭打ち、もしくは減少している製紙業

界の動向について行政としてどのように理解をさ

れているのか伺います。

次に、小項目の３番目、今後の対応について伺

います。生産集約の発表を受けて以降現在対応さ

れていることは非常に重要な取り組みであると認

識をしております。しかし、企業の施策変更は厳

しいとの見方も必要であると考えます。そこで、

広大な敷地及び倉庫などの利活用について現状で

の考え方を伺います。

次に、大項目の２番目、スポーツ交流イノベー

ション事業推進に向けて伺います。小項目の１番

目、組織体制について伺います。市民の健康づく

りと地域活性化に向けて、地域資源を活用したス

ポーツ交流イノベーションプロジェクト事業がこ

としの８月に採択をされております。具体的な事

業の概要と事業推進に向けてことし３月に発足し

たＮスポーツコミッションとの関連及び地域の団

体を含めたメンバー構成はどのように構築をされ

ているのか伺います。

次に、小項目の２番目、事業期間の主な取り組

みについて伺います。事業期間は、ことしの９月

から２０２２年３月までの３カ年と認識をしてお

ります。具体的な事業推進に向けて総合計画第２

次の重点プロジェクト事業の一つである冬季スポ

ーツ拠点化事業との位置づけ並びにまち・ひと・

しごと総合戦略プロジェクトの関連も含めて伺い

ます。

次に、小項目の３番目、事業にかかわる庁内、

庁外との横断連携について伺います。事業目的が

地域資源を活用したスポーツ交流イノベーション

プロジェクトであると認識をしております。今年

度の継続事業である冬季スポーツ拠点化事業では、

名寄の自然環境、競技施設、人材といった地域資

源を組み合わせ、スポーツを通じた人を育て、人

が集まるまちづくりを進めるためにＮスポーツコ

ミッションにかかわる経費、具体的な事業にかか

わる費用が計上されております。市民を対象とし

た健康づくりを初め地域経済活性化、そしてスポ

ーツ合宿、スポーツツーリズムなどではなよろ健

康の森、ピヤシリスキー場などの施設を活用しな

がら、交流人口、関係人口の拡大を進めていくと

されております。具体的推進に向けて庁内各部門

との連携及び庁外における各団体との横断的な連

携をどのように進めていくのか伺います。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） おはようござい

ます。東川議員からは大項目で２点にわたり御質

問をいただきました。大項目１の小項目１、３及

び大項目２は私から、大項目１の小項目２は産業

振興室長からの答弁となりますので、よろしくお

願いいたします。

大項目１、王子マテリア名寄工場生産品集約に

関する対応について、小項目１、生産品集約の発

表を受けてからの対応について申し上げます。議

員お話しのとおり、事前説明もないまま、１０月

４日に王子マテリア、小関社長が来庁され、名寄

工場生産品集約の通告を受けました。同日午後に

はプレスリリースも行われ、地域に甚大な影響を

与える事案であることから、市長は北海道経済産

業局及び北海道経済部へ緊急訪問し、経済産業局
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からは速やかに道と連携し、再考、撤回の要請を、

北海道からは道庁経済部産業振興課及び上川総合

振興局産業振興部商工労働観光課が連携、協力す

る旨の助言をいただきました。１０月９日には市

長、商工会議所会頭、道庁産業振興局長、上川総

合振興局長による王子マテリア株式会社への緊急

要請を行いましたが、会社としての機関決定事項

である旨の回答しか得ることができませんでした。

１０月１５日には、市民の皆様へ向けて記者会見

を開き、市長メッセージを発信させていただきま

した。同日、生産品集約の再考を求めるとともに、

風評による名寄市経済及び市民生活への影響を最

小限にとどめることを目的とし、王子マテリア株

式会社名寄工場生産品集約に関する名寄市緊急対

策本部を設置したところです。１０月３１日には

緊急アンケートにより調査し、積み上げた影響額

なども示した再考を求める要望書を作成し、緊急

対策本部による王子マテリア株式会社への再要請

を行ってきております。１１月７日には緊急対策

本部を開催し、今後の活動方針について議論され、

署名活動を展開、年内に署名を携え、王子ホール

ディングスへの要請活動を目指すことが確認され

ました。この方針を受けて署名活動の準備を進め、

協賛団体は３５にも上り、１１月１８日から１２

月９日までの期間取り組んできたところですが、

この間１１月３０日には議員の皆様方の最大限の

御協力もいただきながら署名活動を実施してきて

おります。今月２５日には王子ホールディングス

へ署名を携え、緊急対策本部として要請活動を行

うことになっております。今後も引き続き緊急対

策本部を中心に影響を最小限にとどめることがで

きるよう活動してまいります。

次に、小項目３、今後の対応について申し上げ

ます。現在緊急対策本部を中心とする一連の取り

組みでは、撤回要請を行い、影響を最小限にとど

めることを目的に活動しております。御指摘のと

おり、企業の機関決定事項の変更は難しいかもし

れませんが、まずは協議のテーブルに着いていた

だくところから始めなければなりません。今後そ

ういった場面をつくっていけるよう取り組みを進

めてまいります。

次に、大項目２、スポーツ交流イノベーション

事業推進に向けて、小項目１、組織体制について

申し上げます。本年８月に国に採択された地域資

源を活用したスポーツ交流イノベーションプロジ

ェクトは、２０１９年第２回目の地方創生交付金

事業として令和元年度から令和３年度までの３年

間交付金対象事業経費の総額が ０３０万円、う

ち予定している交付金総額が ０５０万円とする

計画となっています。プロジェクトの主な内容で

すが、スポーツで稼ぐ力をキーワードに４つの事

業を実施していきます。１つ目は、本市が交流を

推進している台湾などをターゲットとしたサイク

リング事業に取り組み、新たな交流の拡大を目指

すとともに、本市を含む道北エリアの魅力を発信

するスポーツツーリズムの商品開発に取り組んで

います。また、ピヤシリ山や九度山周辺エリアを

モデルとしたバックカントリースキーによるイン

バウンド事業の可能性も探っており、ウインター

スポーツとパウダースノーで名寄のブランディン

グが図れる商品開発も進めていきます。２つ目は、

スポーツと食をテーマにモチ米などの農産品を使

ったスポーツヘルシーフードの商品開発に取り組

みます。３つ目は、農業分野の労働力不足とこの

地域を訪れ、ウインタースポーツを楽しむ愛好家

とのスポーツ移住のマッチングを検討しており、

本市が抱えている社会課題の解決にも取り組んで

まいります。４つ目の事業は、スポーツによる健

康づくりと中心市街地の活性化をテーマにした街

なか活性化事業に取り組み、スポーツを通じたコ

ミュニティーの形成を目指しており、今後スポー

ツ交流イノベーションプロジェクトが幅広く市民

に還元される取り組みになるよう努めてまいりま

す。

次に、本年３月に設立したＮスポーツコミッシ

ョンと本プロジェクトとの関連ですけれども、市
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内の金融機関、企業、大学、観光協会、行政など

１８団体、２８名で構成されたコミッションが事

業の実施主体となります。コミッションは、現在

青少年教育・人材育成部会、市民健康増進・いき

がい・福祉振興部会、さらには地域経済活性化部

会の３つの部会に分かれており、プロジェクトの

４つの事業をそれぞれが担当して実施していきま

す。

次に、小項目２、事業期間の主な取り組みにつ

いて申し上げます。冬季スポーツ拠点化事業は、

人口減少対策の一環として平成２８年度から平成

３０年度まで総合戦略の位置づけで事業を進めて

きました。また、平成２９年度から１０年間の計

画で進められている第２次総合計画中期基本計画

では、総合計画の重点プロジェクトとして位置づ

けており、本市の自然や施設の強みなどを生かし

て、冬季スポーツ合宿、大会の誘致やジュニア選

手の育成を中心に事業を推進し、スポーツによる

地域づくりに取り組んできているところです。地

域資源を活用したスポーツ交流イノベーションプ

ロジェクトについては、総合戦略の位置づけで、

先ほども答弁したとおり、令和元年度から令和３

年度までの３年間で事業を実施していきます。本

プロジェクトについては、さきの総合戦略事業の

冬季スポーツ拠点化事業における取り組みの中で

浮上した課題をもとに事業設計をしており、特に

スポーツで稼ぐ力をキーワードに交流人口、関係

人口の拡大を図りながら、地域経済に寄与する取

り組みを推進していきたいと考えています。

次に、小項目３、事業にかかわる庁内外との横

断的連携について申し上げます。事業の具体的な

連携ですが、Ｎスポーツコミッションそのものが

多種多様な１８団体で構成されていることから、

横断的な連携につながるものと考えています。青

少年教育・人材育成部会ではジュニア育成に関す

る事業に取り組んでいますが、名寄市体育協会や

風連スポーツクラブ、名寄青年会議所の皆さんが

中心となって事業を組み立てています。市民健康

増進・いきがい・福祉振興部会では、名寄市立大

学や陽だまりの会、道北健幸人会などが中心とな

って、親子参加型のスポーツイベントの実施やス

ポーツによる健康づくり、さらにはパラスポーツ

の普及にも取り組んでいます。地域経済活性化部

会では、風連商工会、名寄商工会議所青年部、ふ

うれん特産館、ＪＡ道北なよろ、なよろ観光まち

づくり協会が中心となってスポーツフード開発や

スポーツツーリズムに取り組んでおり、スキー場

やジャンプ台の新たな活用も検討しています。庁

内においても、スポーツによる健康づくりでは健

康福祉部とスポーツによる経済活性化事業や移住

事業について産業振興課や総合政策部の移住担当

と連携を図りながら事業を実施していますが、ピ

ヤシリスキー場を含む日進ヘルシーゾーンのスポ

ーツ施設は総合計画の重点プロジェクトである冬

季スポーツ拠点化事業の推進には欠かせない施設

でありますので、庁内外の連携を図りながら将来

に向けて市民の皆さんに喜んでもらえる事業を展

開していきたいと考えています。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から大項目１、

王子マテリア名寄工場生産品集約に関する対応に

ついての小項目２、製紙業界の現状と動向につい

て申し上げます。

日本製紙連合会が本年１月に公表した紙、板紙

の内需に関する報告書によりますと、議員御指摘

のとおり、紙、板紙の合計で２０００年をピーク

に２００７年から減少傾向に転じ、リーマンショ

ック後の２００９年に大きく減少して以降減少基

調は続いております。その内訳として、まず紙に

分類される新聞、印刷情報用紙などから成るグラ

フィック用紙はデジタル化の影響で情報収集手段

の多様化に伴い若年層を中心に新聞離れが進んで

いることなどから、２００６年をピークに減少を

続けております。同じく紙に分類されるトイレッ

トペーパーなどの衛生用紙は、人口減少などの構
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造的マイナス要因はあるものの、生活必需品とし

ての需要やインバウンド需要などにより底がたく

増加基調で推移しております。王子マテリア名寄

工場で生産されている段ボール原紙などから成る

板紙につきましては、需要の４割を占める飲料な

ど加工食品包装向けのほか、通販、宅配分野を中

心に堅調に推移しております。紙、板紙の今後の

見通しにつきましては、景気が緩やかな回復基調

にあり、インバウンド効果の継続などプラス要因

がある一方で、人口減少や電子化の影響、包装の

合理化など構造的なマイナス要因がある中で、衛

生用紙はプラスが期待され、通販、宅配分野につ

いては引き続き拡大するものの、電子化やペーパ

ーレス化などによるグラフィック用紙の減少継続

や簡易包装化の進展により伸びの鈍化が予想され、

紙、板紙の内需合計では減少基調に変化はないと

されているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） それぞれ答弁をいた

だきました。改めて再度質問させていただきたい

と思います。

１点目の王子マテリア名寄工場生産品集約に関

する対応についてということで答弁をいただきま

した。それぞれ今進めているこれまでの経過等に

ついては、お話をいただいた形の中で理解をさせ

ていただきます。

それで、署名活動ですけれども、協賛団体が３

５というふうなことで、参加団体、名寄市内ある

いは名寄市外の団体も参加をしているというふう

に認識をしております。目標が１万人というふう

なことで、先日の経済建設常任委員会で一定程度

の数字の部分報告をされて、２万 ８２５筆とい

うふうなことでお聞きをしておりますけれども、

実際にそれ以降ふえているのか、あるいはその内

訳が名寄市内、名寄市外というふうな集約経過が

もしわかればその内容についてもお聞かせをいた

だきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 署名の数の御確

認ということですけれども、常任委員会で報告を

させていただいた後、やはり日々寄せられており

まして、王子ホールディングスへ携えていく署名

を昨日まとめましたけれども、合計筆数が２万

１６１筆という形でまた若干ふえた状態で、皆さ

んの署名を携えて訪問したいというふうに考えて

おります。

それから、市内外といった部分でのはっきりし

た、きちっとした数というのはなかなか厳しいと

ころもあるのですけれども、それぞれの団体から

報告いただいた数の種類でいいますと、名寄市外

の団体から寄せられた筆数でいうと ６４６筆が

名寄市外の団体から寄せられた署名数となってい

るところであります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 目標１万筆というこ

とで、先日１２日以降４日間でまたさらに ８０

０ぐらいふえているというふうなことで、最終的

には２万 １６１筆、特に名寄市外がこの中で

６４６、正式な分析は別としてもというふうな御

答弁ございました。特に王子マテリア名寄工場に

関しては、紋別あるいは留萌、ここについては輸

入石炭の値上げというふうなことで、夏場は紋別、

冬場は留萌というふうな形の中で、あるいは隣町

の士別、ここは運送業だとか鉄鋼業だとかいうふ

うな部分で、こちらの関係からの署名が多いのか

なというふうに思っております。実際これだけ地

域を含めて市内、恐らくトータルすると名寄市の

人口ぐらいの署名というのはこの名寄工場の生産

品集約に対する影響が非常に甚大だというふうな

ことで関心の高さ、あるいは今後の危機感、不安

感というものがこの署名の数にあらわれているの

かなというふうに感じております。実は、この署

名活動の期間に工場で働く従業員の方の数名から

自分たちはこの提案を受けて厳しい現実を直視し
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ながらも、この活動については勇気づけられる、

あるいは励まされるというふうなお言葉を聞いて

おりますので、２５日にホールディング訪問の際

にはぜひそのこともお伝えをいただきたいなとい

うふうに思っております。

先ほど、次に製紙業界の現状ということで御答

弁をいただきました。製紙連合会、内需の動向と

いうようなことも含めて御説明をいただいたとこ

ろであります。改めてもう少し私のほうで内容に

ついて生産という視点の中でお話をちょっとさせ

ていただきたいというふうに思っております。先

ほどお話をさせていただいたように、新聞用紙、

ここは２０１８年から２０２３年度の５年間で約

６０万トンの生産量が減少するというお話をさせ

ていただきました。もうちょっとさかのぼると、

新聞用紙の生産数量、２００７年が ８００トン、

２０１８年が ６１３万トン、この１１年間で

１８７万トン減少している状況にあります。特に

２０１３年は ２４７万トンの生産数量であった

のですけれども、２０１８年は ６１３万トンと

この５年間で４２０万トンの減少と。年間平均８

４万トン生産が減少しているというふうな状況に

あります。これらの背景によりまして、王子ホー

ルディングスだけでなくて、日本製紙グループで

も相次いで新聞マシンを停止を、あるいは印刷マ

シンも停機をしているという内容の発表がされて

おります。日本製紙グループでは、２０１８年５

月８日に用紙事業における生産体制の再編成につ

いて発表が行われております。そのうち道内工場

では、釧路工場がことしの７月に年間１４万 ０

００トンの新聞マシンを停機をしております。ま

た、北海道工場勇払事業所、年間１１万 ０００

トンの新聞マシンに加えて、上質紙、敷き及び工

程紙など４台のマシンで全体で２５万 ０００ト

ンの生産をことしの１２月２０日から順次停機を

して、来年１月末には全ての機械を完全に停止す

るとされております。日本製紙北海道工場勇払工

場の従業員の数は２４０人、協力会社の人員は２

６０人で、全体で５００名近くなります。勇払地

区の人口、住人ですけれども、約 ０００人と言

われております。勇払事業所で働いている方が従

業員、協力会社で５００人でありますので、家族

を含めると最低でも ０００人以上となり、勇払

地区へ与える影響、これははかり知れないものが

あるのかなというふうに思います。一方、王子ホ

ールディングスも王子製紙苫小牧工場の新聞用紙、

年間２０万トンの生産マシンを２０２０年度上期

停止、富岡工場の印刷情報用紙１３万トンの生産

マシンを２０１９年度末に停止、王子エフテック

ス江別工場の印刷情報用紙、年間４万 ０００ト

ンの生産マシン、特殊紙、年間１万 ０００トン

のマシン２台を２０２０年度上期に停止をすると

ことしの５月２２日に発表されております。この

ように新聞用紙並びに情報用紙の国内需要の構造

的な変化に対応した施策が進められている現状も

改めて認識をする必要があるのかなというふうに

思っております。

一方、王子マテリア名寄工場で生産をされてい

る板紙の需要は、先ほどもお話しさせてもらった

ように、インターネット通販の拡大が見込まれ、

段ボール材料となる板紙の需要は堅調に推移する

との見方であります。王子マテリア名寄工場で生

産をされております国内で原紙から段ボールを加

工、生産している全国ベースでは、２０１１年比

較、２０１８年は ５％の伸び率となっておりま

す。地域別で見ると、２０１８年の実績では関東

地区が圧倒的に多く、全体の４ ４％で、２０１

１年比較では １％の伸びとなっています。一方、

北海道内ですけれども、２０１１年が全国シェア

の ２％、あくまでも段ボールです。２０１８年

には ９％まで落ち込んでおり、２０１９年の見

込みでは ８％まで減少するというふうに見込ま

れております。全国ベースの段ボールの生産量が

２０１１年から７年間で ５％増加をしておりま

すが、道内に限って見ると減少傾向になっている

というのが実情であります。なぜこのような現象
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になっているのか主要用途別に分析をしてみまし

た。先ほど答弁でもありましたように、段ボール

加工されたシートで一番多く使われているのは飲

料を含む加工食品であります。全国ベースで全体

の４ ９％、これは２０１１年度が４ ８％で、

ほぼ変わっておりません。次に多いのが青果物で

す。２０１８年が全体の１ ３％で、２０１１年

が１ １％、若干の微増となっております。北海

道ですけれども、北海道は農産物を含めて青果物

の生産量自体は減少はしておりません。ただし、

輸送形態が以前は段ボールケースで輸送されてい

たものを折り畳み式コンテナ輸送に変わったこと

によって、実際には商品に近い場所で箱詰めされ

ている状況に変わってきております。一方、通販、

宅配便の需要、これは全国ベースで見ると２０１

１年が全体の ５％だったのが２０１８年は ４

％と着実に伸びてきております。

なぜこのようなお話をさせていただくのかとい

うと、王子マテリア名寄工場で生産する段ボール

原紙の道内需要が減少しているという背景、それ

と全体的には伸びているという中で王子マテリア

名寄工場ではほぼ３号マシンの段原紙はフル生産

に近い操業を行っております。しかし、道内での

需要が減少しているということは、全体の不足分

を、できた製品を道外にどんどん持っていってい

るという今実態にあるというふうな状況にありま

す。道内で使われないで、道外に持っていくとい

うことになればコストも当然上がってきますし、

収益についても厳しくなってくるのかなと。やは

りこの辺の現状についても一方では理解をする必

要があるのかなというふうに思います。

製紙業界の動向と、それから王子マテリア名寄

工場の現状ということで改めてお話をさせていた

だきました。これについて改めて答弁を求めるつ

もりありません。現状の理解を深めていただけれ

ばなというふうに思います。

王子マテリアに関して、今後の対応を含めて全

体を通して加藤市長にお伺いをしたいというふう

に思います。先ほど今後の対応ということで跡地

を含めての質問の中で協議のテーブルに着いても

らうということが大切であるというふうなお話を

いただきました。２５日には２万 １６１筆の署

名を持って王子ホールディングスを訪問されて、

地域の実情をしっかりと訴えてこられるというふ

うに思っております。しかし、一方２度にわたる

再考、撤回要請の中では王子ホールディングスと

して機関決定事項とのことで過度の期待を持たせ

ることは言えないとも説明もされておりますし、

先ほどの答弁の中でもございました。現在王子マ

テリア名寄工場、北陽王子紙業、北陽紙工で働い

ている従業員は２００名を超えます。名寄工場で

は、生産品集約の発表があって以降従業員のアン

ケート調査、そして１２月初旬には本社人事部よ

り１回目の面接が行われたというふうに聞いてお

ります。これから転出先への具体的な協議が行わ

れるのかなというふうにも思います。私も３６年

前に紋別工場より名寄へ転勤してきた一人として

今後の対応については非常に心配をしております。

ホールディング訪問の際は、現状の厳しさを訴え

ると同時に、今後の雇用確保に向けて、名寄工場

の敷地は２２万 ０００平米、６万 ９７０坪、

余りにも広大で、どれぐらいの大きさかなという

ふうにちょっと調べてみたら、東京ドーム約 ７

２倍というふうな広さであります。加えて、利用

可能な大きな倉庫もあります。再考、撤回の要請

を行いながら、この利活用の協議は難しい一面も

ありますけれども、並行した対応が必要なのかな

というふうに思います。改めて現段階での加藤市

長の考え方をお伺いをしたいというふうに思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 東川議員から業界の分析

等とそれを受けて今、今後どうしていくのかとい

うことで御質問がございました。業界の動きが大

きく変化をしていて、大消費地立地、あるいは原

料が大きく変わってきた中で大消費地に非常に遠
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い、あるいは内陸である我々の立地が紙パルプ業

としては非常に不利な状況に追い込まれていると

いうのは十分承知をしているところであります。

一方で、昭和３５年に設立をされておりまして、

地域の地場企業と言ってもいいのではないかとい

うふうに思うこの工場がやはりなくなってしまう

かもしれないということは本当に大きな影響であ

り、今お話あったとおり、大変名寄市外の多くの

皆さんからの声あるいは御署名もいただいている

中で、この影響の大きさをぜひ王子さんにはわか

っていただきたいという思いをしっかり届けてい

きたいと思います。

一方で、そういったことでできるだけ地域に対

する影響を最小限に食いとめてほしいということ

で、まずは前向きにお互い協議をさせていただく

ところをしっかりとやっていくことが重要ではな

いかというふうに思います。工場の中にたくさん

の倉庫等もあって、物流のお話の提言もいただき

ました。貴重な御提言ありがとうございます。名

寄商工会議所からも名寄の俯瞰した交通の要衝、

拠点の立地を生かした物流拠点化の交通に関して

は以前も御提案をいただいているところでありま

すし、また地元の民間経済団体等からもこの問題

を契機に新たな産業の構築や誘致の提案もしてい

きたいというような旨のお話もいただいていると

ころでございます。

また、市外からも多くの皆様からさまざまな御

提案もいただいているところであります。今のと

ころ予断を持ってどうするというお話をすること

はできませんけれども、これを契機にあらゆる可

能性を模索をしつつ、この影響を最小限に食いと

める、そしてまたこのことを契機に新しい動きを

つくっていけるように、いろんな方を巻き込んで、

前に進めていきたいというふうに考えております。

東川議員におかれましても、これまでの培ってき

た経験の中からまたさまざまな御提案や御示唆を

いただければというふうに思います。よろしくお

願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） ありがとうございま

した。王子マテリア名寄工場、影響額というふう

なことで上川管内、２７億円というふうな数字も

出されておりますし、名寄市に与える影響も大き

いというふうなことでも数字で出されております。

今市長からお話あったように、影響の大きさは甚

大であるのですけれども、やっぱり最小限に食い

とめていくというふうな展開が今後も必要になっ

てくるのかなというふうに思います。特に今もお

話出ていたように王子マテリア名寄工場の話が出

る前から物流拠点というお話は以前から出ており、

私もその中で何回かお話もさせていただいている

のですけれども、今後跡地あるいは倉庫なり、雇

用の問題等考えると、新しい今市長がお話あった

動きに関してやっぱりそれぞれの立場でしっかり

と汗をかいて、知恵を出してということも一方で

は大切なのかなというふうに思います。その点に

ついては私もできる限り協力もしていきたいし、

進めていきたいなというふうに思っておりますの

で、２５日、王子ホールディングス本社に行かれ

たときにはその辺の対応、非常に難しい一面、並

行している部分あるとは思いますけれども、よろ

しくお願いをしたいというふうに思います。

それでは、続いて２番目のスポーツ交流イノベ

ーション事業推進に向けて改めてお聞きをしたい

というふうに思います。先ほど組織体制というふ

うなことで御説明をいただきました。１８団体、

２８名というふうなことで組織体制、今進められ

ているというふうなことで御答弁があったかとい

うふうに思います。具体的な事業も４つの事業と

いうふうなことで御説明があったかと思います。

その中で実際に ０３０万円の予算に対して交付

金 ０３０万円、サイクリング事業、台湾のスポ

ーツツーリズムというふうなことで、項目の部分

で御説明をいただいたのですけれども、もう少し

具体的な部分がわかれば改めてちょっと説明を、

答弁を求めたいというふうに思います。
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〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） サイクルツーリ

ズムの部分の具体的な取り組みというお問い合わ

せかなというふうに思いますけれども、台湾人の

サイクリストを名寄のほうに招聘いたしまして、

実際にこの地を走っていただきました。そこの感

想を聞かせていただく研修的なものを開催してき

ましたけれども、台湾人の目から見ても名寄周辺、

名寄を中心とした、出発点としたこのコースにつ

いては非常に魅力があるコースであるという評価

をいただいておりますので、このことについては

今後Ｎスポーツコミッションが中心となってしっ

かりと周知活動を展開して、ぜひともインバウン

ドの増加につなげていきたいというふうに考えて

おります。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今御説明をいただき

ました。今回のスポーツ交流イノベーション事業

推進に向けては、事業期間の主な取り組みという

中ではスポーツで稼ぐ力、人口減少対策というふ

うな部分でいろんな大会を誘致をしていきたいと。

特に今回のこの事業の中で非常に商品開発という

部分がこの中に盛り込まれているというふうに思

うのですけれども、具体的に今回ことしの８月に

事業が採択されてから今も周知をしながらという

ふうなことで石橋部長のほうから答弁があったの

ですけれども、やはりどうも市民への周知という

部分ではいま一つ不足なのかなと。実際にこれだ

けの大きな事業、Ｎスポーツコミッションを含め

たいろんな団体を巻き込んで進めていくという内

容の割には情報を知ってもらう手段、広報だとか

広告、いろんな手段があると思うのですけれども、

どうも今の段階では余りその部分が伝わっていな

いような気がするのですけれども、今後これを進

めていくやっぱり広報の手段、あるいはその仕掛

けづくりというふうに非常に大切な部分だと思う

のですけれども、この辺を現在どのようにお考え

になっているのかお伺いをしたいというふうに思

います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 周知活動、どの

ように市民の皆さんにこの活動を浸透させていく

かというところの御質問だったと思います。この

冬季スポーツ拠点化事業、推進役でありますＮス

ポーツコミッションですけれども、設立直後から

情報についてはホームページを開設させていただ

いたりとか、ＳＮＳを活用してイベント情報、あ

とはブログを随時更新させていただいて、スポー

ツ情報の一元化を図りながら周知活動をしてきた

ところでございます。議員おっしゃるとおり、い

ろいろ手段は駆使しておりますけれども、いかに

皆さんに浸透させていくかというところがまさに

今課題となっておりまして、ＳＮＳの関係でもフ

ォロワーの数がなかなかその先ふえていかないと

いうような課題も今実際挙げられているところで

あります。また、広報なよろでもいろいろな開催

のイベントについてはコーナーを設けさせていた

だいて、周知をさせていただいているところであ

りますので、しっかりと活用できるツールについ

ては活用させていただいておりますので、今後い

かにもっと広がっていくかというところについて

は、いろいろな団体で組織しておりますので、ま

たいろいろ御意見いただきながら、効率的な周知

活動につながっていくように努力していきたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） スポーツ情報の一元

化というふうなことで浸透させていく、非常に課

題も多いというふうなことで今答弁をいただきま

した。この今回の地域資源を活用したスポーツ交

流イノベーション、行政はどこの管轄で進められ

ていくのか改めてちょっとお伺いをしたいという

ふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 管轄ということですけ
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れども、石橋部長のところの総合政策部の中で進

めているところです。まだ若干進めるに当たって

はいろんな課題が見えてきておりまして、今御議

論いただいた中で情報発信の部分は非常に大事な

ところでありますけれども、ここは今広報そのも

のは企画のほうで持っておりますから、改めてど

ういう形がいいのか、これは早急にしなければな

らないということで、内部の議論も今進めている

ところです。冬季スポーツの拠点化に当たりまし

ては、なかなかやっていることがすっと伝わらな

い、あるいは先ほど来お話ありましたサイクリン

グの部分についても今どういう状況でこの名寄に

台湾からのお客様来られているのか、これはさま

ざまな観光協会さんとのタイアップ、いろんなこ

とがあると思います。一応ここは整理しなければ

ならない時期に来ておりますので、総合政策部を

軸にしてどういうふうに展開していくか、これら

の中でまた議論させていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） あえてここどこが所

管をされているのかというのをお聞きをしたのは、

当然この今回の事業については冬季スポーツの拠

点化事業、先ほどもお話あったように、庁内横断

的に進めている、それぞれの部門があるというふ

うに認識をしております。その中で、情報発信と

いう形の中ではやはり今副市長からお話ありまし

たように広報は企画課で進めるにしても、やっぱ

りそれぞれの部門でその情報をいかに発信をして

いくかというのも非常に大切なことなのかなとい

うふうなこともあって、あえてお聞きをさせてい

ただきました。ある面では、この情報発信の仕掛

けづくりというのがスタートの部分なのかなとい

うふうにも思いますので、今お話があったように、

せっかく官民連携でこれだけ大きな事業を進めて

いかれるということなので、ぜひきっかけづくり

の部分を重点的に早急な体制づくりをお願いをし

たいというふうに思っております。

次に、今回のこの事業の中では非常に多くの内

容が盛り込まれております。どれも重要だという

ふうには思うのですけれども、今回の地域資源を

活用した交流イノベーション、具体的事業で特に、

先ほどもちょっとお話しした関連商品開発事業、

それからスポーツ移住事業、スポーツ健康・街な

か活性化事業というふうないろんな企画をされて

おりますけれども、今言ったようにどの事業も重

要ではあると。その中で具体的に今これに、スタ

ートは恐らく３年間の中でそれぞれ目標、この水

準に置かれてこの事業はこの内容というふうなこ

とで企画をされていると思いますけれども、改め

てその内容の進め方についてお伺いをしたいとい

うふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） プロジェクトの

中で４つの事業、どれも大切な事業ということで

御説明をさせていただいて、また議員のほうから

もそういったお言葉をいただきましたけれども、

受けとめとしては同じような大切な事業で進めて

いきますけれども、その４つの事業の相乗効果と

いう部分でいうと、本市が地方創生として目指す

人口減少対策、それから交流人口、関係人口の拡

大にこれはつながっていくものだというふうに考

えているところであります。この取り組みの中で

可能性を秘めているものとすれば、スポーツツー

リズム、インバウンドの事業というのが今までよ

りもやはりまだ発展的な伸び代のある部分だとい

うふうに考えておりますので、そういった部分も

しっかり推し進めて、この４つの事業の関連の中

で推し進めていければというふうに考えておりま

す。

〇議長（東 千春議員） 東川議員。

〇１５番（東川孝義議員） 今お話しいただいた

ように、どれも重要であるし、相乗効果という面

は十分理解をして、その中で力点を置くといいま

すか、当面進めていくのはスポーツツーリズムと

いうふうなことで、それぞれの部門、非常に活動

をやっている、最初の広報、仕掛け、案内をする
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というのも非常に重要な役割だし、大切なことだ

と思うのですけれども、やはり実際に事業を行っ

た内容、これをどういうふうに周知をしていくの

かと、あるいはそれを次のステップにどうつなげ

ていくのかという部分、非常に担当されている方

それぞれの部門で御苦労はされていると思うので

す。例えばこのスポーツツーリズムあるいはサイ

クリングにしてもただ来て、ここから行くという

形ではなくて、いろんなかかわりを持った中で、

当然サイクリングといっても普通のママチャリに

乗っているような自転車ではない形だとも思いま

すし、そういうやった結果の部分、スタートで御

苦労されて、企画をつくって、人に来ていただい

て、ではその結果がどうだったという部分、やっ

ぱりいつも私何かの折にはお話をさせていただく

のですけれども、ＰＤＣＡの取り組み、ここの部

分というのがいろんな事業の中でも大切なのかな

と。ですから、今４つの事業というふうなことで

相乗効果を上げていくというふうな答弁もいただ

きました。ぜひその部分については、それぞれの

部門、最終的な窓口が総合政策部ということで非

常に多忙だとは思うのですけれども、ぜひその辺

の取り組みの成果もその都度表に出していただき

ながら、またそれを皆さんで補強して、次の今お

話のあった相乗効果につなげていくというふうな

形に結びつけていただければありがたいなという

ふうに思います。

もう時間がなくなったので、最後にもう１点だ

けお聞きをしたいというふうに思います。今、今

回のこの事業についてはＫＰＩを用いてそれぞれ

評価をする形になっております。非常に数字的に

も厳しい部分もあるのかなというふうに思います

けれども、今回ＫＰＩの設定された数値の考え方

についてお聞きをして、私の質問を終わらせてい

ただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今回の地方創生

交付金の設定させていただいたＫＰＩですけれど

も、ＫＰＩは４つ設定をさせていただいておりま

す。１つ目は、スポーツフードなどの商品の売り

上げなのですけれども、こちらはスタート、ゼロ

円から３年間で ０５０万円、こちらを目標にし

て取り組んでいきたいというふうに設定しており

ます。それから、冬季スポーツの拠点化事業でも

ＫＰＩのほうは設定させていただいているのです

が、これが合宿の受け入れ人数を設定させていた

だいておりまして、スタート ０００人というこ

とを基準値を置いているのですけれども、こちら

を３年間で ０００人増加させて、１万人を目指

していくというＫＰＩを設定してございます。そ

れから、３つ目にはスポーツによる移住者の取り

組みもお話をさせていただきましたけれども、そ

のスポーツによる移住者を基準値ゼロ人からこの

３年間で６人を目指していくということで取り組

みをさせていただきたいというふうに考えており

ます。それから、最後、４つ目ですけれども、イ

ンバウンドの受け入れ人数ですが、基準値、これ

１００人から３年間で ９００人ふえた ００

０人を目標として取り組んでいくと。

以上、４つのＫＰＩを設定して、取り組んでい

こうというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

不祥事に対するマネジメントについて外２件を、

今村芳彦議員。

〇６番（今村芳彦議員） おはようございます。

議長により指名をいただきましたので、通告順に

従い、質問してまいります。よろしくお願いいた

します。

大項目の１番、不祥事に対するマネジメントに

ついて２点お伺いをいたします。小項目の１番、

名寄市に対するマイナスイメージの払拭について

お伺いをいたします。既に御承知のとおり、こと

しに入ってから名寄市では多くの不祥事が発生し

ております。このことは、名寄市民以外にも近隣

市町村を初め民間での取引先業者など広範囲から



－49－

令和元年１２月１７日（火曜日）第４回１２月定例会・第２号

の関心を集めることとなり、大変多くの方から名

寄市は大丈夫なのかといった心配の声が上がって

おります。このことは、今後の市内での取引や就

業、就労はもちろん、定住などについても大きな

不安要素となる可能性が大変高いと考えておりま

す。

そこで、今回の事件に対するマイナスイメージ

をどう払拭し、今後の市政に反映するのかお伺い

をいたします。また、今後人為的な事故等を未然

に防ぐべき手段の構築方法や考え方、人為的ある

いは自然的な事件、事故などが発生した場合の早

急に解決を求められる事案についてどう対処する

のかお伺いをいたします。

続いて、小項目の２番、市政執行方針における

市民とのかかわりについてお伺いをいたします。

都市計画マスタープランや立地適正化計画など本

市の骨格をなす長期計画はもちろん、名寄市が立

案をしている各種計画についても市民の関心度を

はかる一定の基準としてパブリックコメントがあ

ると考えております。また、計画策定時や市政へ

のパブリックコメントが反映された事例について

お伺いをいたします。

続いて、大項目の２番、働きたい若者向けの就

業支援についてお伺いをいたします。王子マテリ

アの生産品集約の報道を受け、その影響の大きさ

から、名寄市としても対応に全力を傾注しており

ますが、かなり厳しい状況にあることは周知の事

実でございます。

そこで、小項目の１番、平時からの骨太な就業

対策についてお伺いをいたします。名寄市へ就業

を希望する高卒あるいは大卒といった若者が地元

に定着をし、就業していただくことは名寄市内の

産業としてはもちろん、市としての地域コミュニ

ティーを初めとした将来的な骨格そのものである

と考えております。働きたい若者が将来を見据え

ることが可能な就業対策を名寄市としてどう推進

していくのかお伺いをいたします。

また、小項目の２点目として、万が一に今後大

規模な企業撤退や工場の閉鎖など市内経済の影響

が大きな事案が発生した場合の対処について質問

いたします。これまで以上にしっかりと状況を吟

味し、かつ関係機関との強力な連携体制を構築す

ることで市内就業者が安心して働ける環境の提供

になると考えております。名寄市のお考えをお伺

いいたします。

大項目の３、学校教育に新しい流れを求める質

問であります。小項目の１、ｅスポーツの推進に

ついてお伺いをいたします。現在注目がされてい

ますｅスポーツとは、平たく言えばインターネッ

トを経由したゲーム大会であり、競技人口は年々

増加をしております。今や国際大会も開催をされ

る競技として認知をされてきているところであり

ます。このことは、競技者にとって今後の成長分

野への興味誘導と得意分野での成功体験の醸成に

非常に有用でありますし、現在は若年者のみなら

ず、福祉分野での有用性についても理解が進んで

おります。名寄市としての取り組みについてお伺

いをいたします。

小項目２番、名寄市立大学でのスポーツ関連学

習についてお伺いいたします。名寄市立大学が得

意とする医療、福祉、保育といった専門教育へ運

動の要素を取り入れることは健康寿命の増進はも

ちろん、スポーツそのものの振興や少年団活動な

どへの応援指導など子供たちの育成を含め広く市

民へ寄与すると考えられます。名寄市立大学での

スポーツ関連学習の現状についてお伺いをいたし

ます。

以上、大項目３点にわたり質問をいたしました。

発生してしまった事件を早急に解決し、また再発

防止策を市民と協働でとり行える体制の構築、柔

軟かつ確実な計画策定を行うことで若者に対し魅

力のある名寄であることをしっかり伝えることが

急務であり、このことが市民への信頼回復と将来

に希望を抱いている若者への応援につながると考

えております。ぜひ前向きかつ建設的な御答弁を

いただけるよう期待をして、壇上からの質問とさ
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せていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今村議員から大きく

３点にわたり御質問いただきました。大項目１に

ついては私から、大項目２は産業振興室長から、

大項目３、小項目１については総合政策部長から、

小項目２は大学事務局長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いをいたします。

初めに、大項目１、不祥事に対するマネジメン

トについて、小項目１、名寄市に対するマイナス

イメージの払拭について申し上げます。まず、議

員御指摘のとおり、本年度幾つかの事案が発生し、

議員の皆様初め多くの市民の皆様に御心配と不安

を与えていることについて改めておわびを申し上

げます。議員の御質問のとおり、名寄振興公社と

名寄市社会福祉協議会の問題など新聞、テレビを

初めとしたマスコミで大きく報道されたこともあ

り、市民の皆様に大きな不安を与えるだけではな

く、本市の対外的なイメージが大きく毀損された

ことは否めないものと考えております。今後のマ

イナスイメージの払拭でございますが、これまで

も本市では名寄市職員行動指針を策定し、執務室

での掲示を行う各種職員研修を通じて職員の規範

意識の向上に努めてきたところでございます。改

めてこれらの取り組みを確認、強化し、さらに職

員に浸透させるとともに、市の業務を適正に推し

進め、市民の皆さんに対しこれまで以上に名寄市

役所が市民のために業務を進めている姿を組織と

して、また一人一人の職員が市民対応などを通じ

てお見せすることが市への信頼回復とマイナスイ

メージからの回復につながるものと考えていると

ころです。

また、今後の人為的な事故を未然に防ぐための

取り組みでございますが、地方公務員法による職

員の服務制限などの法規範による義務づけなど、

これまでも職員の規範意識の養成に努めてきたと

ころであります。しかしながら、今回の事案を踏

まえ、改めてコンプライアンスに関する専門家に

よる研修の実施や職域ごとの研修で再度規範意識

の浸透を図るよう努めてまいります。また、組織

での情報共有を積極的に行うことにより、相互に

業務が適正に行われているか、また市民の皆さん

により迅速、正確な情報提供することが可能にな

ると考えております。そのため、これからも管理

職会議などで情報共有の重要性について伝え、さ

らに情報共有を進めるよう努めてまいります。

次に、小項目２、市政執行における市民とのか

かわりについて申し上げます。本市においては、

市民主体のまちづくりを推進する上での基本的ル

ールである名寄市自治基本条例第２５条の規定に

基づき市の重要な政策決定の過程において市民参

加の機会を設け、市政運営の公平性や透明性の向

上を図り、もって市民と連携、協力したまちづく

りの推進に資することを目的に名寄市パブリック

・コメント手続条例を平成２３年４月１日より施

行しております。本条例に基づきパブリックコメ

ント手続の対象となった政策等々、提出された意

見の過去３年間の件数といたしましては、平成２

８年度は対象１０件に対し意見７１件、平成２９

年度は対象１１件に対し意見が６件、平成３０年

度は対象４件に対し意見はゼロ件となっておりま

す。このうちパブリックコメントが計画などの案

に反映された事例につきましては、平成２８年度

における名寄市総合計画（第２次）、新名寄市病

院事業改革プラン、第２次名寄市農業・農村振興

計画の計３件となっております。今後も広報紙や

ホームページ、ＦＭラジオによる意見等募集の周

知を行い、市民の皆さんが市政へ関心を持ち、意

見を応募しやすい環境整備に努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から大項目２、

働きたい若者向けの就業支援についての小項目１、

平時からの骨太な就業対策についてお答えいたし

ます。

本市では、名寄市中小企業振興条例に基づく支
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援では店舗または事業所の新築や増改築、設備投

資に係る事業費の一部を補助する事業や商業地域

内の空き地、空き店舗の活用を促す支援など事業

者や創業者の支援に取り組んでおります。また、

新規学卒者の地元定着や人材確保対策として、介

護職員の研修受講費助成や就職支度金、市立大学

の就職支度金や就学金返還支援及び給付型奨学金、

市立病院の看護師、助産師学資金、保育士へは就

職支度金や宿舎借り上げ支援などを行っており、

それぞれ実績を上げております。若年層に対して

は、インターンシップ制度による行政を含めた市

内事業所での受け入れ、高校生への資格取得に係

る助成制度、市内青年団体による市内事業所の職

業体験など本市の職業を知る機会と興味を持って

いただく取り組みも行っております。これ以外に

も若者に特化しておりませんが、就職後の研修な

どを通じたスキルアップへの支援や勤労者共済会

などを通じた勤労者福祉の向上など平時からの就

業対策として幅広く取り組んでいるところでござ

います。

次に、小項目の２、大規模企業などの撤退に関

する対応策についてお答えいたします。市内経済

に大きな影響を及ぼすような大規模な企業撤退や

工場の閉鎖など大量離職者の発生が懸念される場

合、ハローワークによる地域大量雇用変動等対策

本部や北海道による緊急雇用対策プログラムなど

関係機関と連携しながら総合的な相談窓口の開設

など、再就職などの支援をしてまいります。具体

的な事例といたしましては、西武旭川店撤退の際

には旭川市、旭川商工会議所、旭川平和通商店街

振興組合、上川総合振興局による対策会議が設置

され、旭川市及び近隣地域における経済、雇用な

どに係る対策の一体的な推進が図られており、本

市においても関係する市民の皆様の不安を解消で

きるよう一体的な対応に努めてまいります。特に

近年は、有効求人倍率に顕著にあらわされるよう

に、人材確保が喫緊の課題でありますことからも

地域で働く意思ある者の再就職支援も重要である

と認識しているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目３、スポーツにおける新しい流れを求めて、小

項目１、ｅスポーツの推進について申し上げます。

本市におけるｅスポーツに関する動きについて

は、ことし２月に市内の若者を中心に名寄ｅ―Ｓ

ｐｏｒｔｓ協会が設立され、名寄では初となるｅ

スポーツイベント、Ｓｎｏｗｂａｌｌが名寄市民

文化センターで開催され、２００人を超えるｅス

ポーツファンが集まり、会場は熱気に包まれてい

ました。また、先月１１月には市内にｅスポーツ

施設、Ｎａｙｏｒｏ ｅ―Ｓｐｏｒｔｓ Ｓｔｕ

ｄｉｏがオープンするなど本市でも若者を中心に

ｅスポーツが広がりを見せています。スポーツ行

政を担当する立場でｅスポーツを推進していくに

は、ゲーム障害、いわゆるゲーム依存症に対する

懸念、アスリートとゲーマーの境目が曖昧なこと

など課題も多いことも事実ですが、ｅスポーツそ

のものを否定するものではありません。先月１１

月２６日には、地方創生推進交付金を活用して健

康福祉部の地域包括支援センターや本市と地方創

生に関する包括協定を締結している北洋銀行名寄

支店様、株式会社北海道二十一世紀総合研究所、

凸版印刷株式会社と連携して、駅前交流プラザよ

ろーなにおいてゲームを使って体を動かす健康づ

くり講座を実施したところ、健康づくりのツール

として大きな可能性を秘めていると感じています。

スポーツによる健康づくりと中心市街地に人の流

れをつくる新たな試みとして実施しましたが、今

後はアンケート調査をもとに健康づくりやコミュ

ニティー形成にｅスポーツの活用を検討していき

たいと考えています。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 渡辺大学事務局長。

〇市立大学事務局長（渡辺博史君） 私からは、

大項目３の小項目２、名寄市立大学でのスポーツ
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関連教育について申し上げます。

市立大学では、正課科目として全学生を対象に

スポーツ理論とスポーツ実技Ⅰ及びⅡの３科目を

開講しております。また、管理栄養士を目指す学

生を対象に運動生理学及びスポーツと栄養の２科

目を開講しております。スポーツ理論では、運動

と栄養や休養の捉え方、生活習慣とスポーツの捉

え方などスポーツを通した観点から基本的な保健

知識を理解するとともに、それぞれ専攻する学科

の講義内容との関連性を持たせた内容となってお

ります。また、実技では多くの学生がこれまでの

体育授業で経験してきたバドミントン、バレーボ

ールを取り入れ、自己の役割の理解と他者との協

力の展開について学ぶ授業を行っております。こ

のほか、本市の環境生かし、スキーやカーリング

を実技科目として取り入れ、生涯スポーツとして

親しむことのできるウインタースポーツを習得し

ながら、生涯を通じて豊かな活力ある生活を営む

ための方法論などを学んでおります。

次に、地域におけるスポーツ関連の取り組みと

しては、東風連町内会で開催している夏と冬の運

動会や風連スポーツクラブと風連町スポーツ少年

団連絡協議会が主催し、毎年体育の日に行ってい

る体力テスト会におきまして、本学教職員が血圧

測定などの健康チェックや骨、関節、筋肉などの

運動器の衰え、いわゆるロコモティブシンドロー

ムの予防啓発などを行っております。また、平成

２９年度から障がいや年齢にかかわらず誰もが参

加できるパラリンピック競技のボッチャの市民交

流大会を名寄市社会福祉協議会やＮスポーツコミ

ッションとの共催により開催し、名寄市内や近隣

市町村から集まった多くの参加者とともに本学教

職員及び学生が運営協力と競技参加を行っており

ます。ボッチャにつきましては、今年度チャレン

ジデーの特別企画として市立大学２号館、多目的

ホールを会場にチャレンジボッチャ交流会も開催

しております。今後も地域貢献の一つとして、コ

ミュニティケア教育研究センターを窓口に市内関

係団体との共催や協力によりまして福祉や健康づ

くりの視点からスポーツ関連行事への参画を行っ

てまいります。

以上、私からの答弁とします。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） それでは、再質問させ

ていただきます。

まず、大項目の１番、不祥事に対するマネジメ

ントということで、実際現在進行形の問題に対し

てどう動くかということもあると思うのですけれ

ども、何か事件が起こってから対処をするという

現状の対処方法であるように感じております。ぜ

ひ未然に防ぐような活動、あるいはそういう事故

が起こる前から起こりそうなら何とかしようとい

うような方向についてお考えがないのかどうかお

聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今、今村議員のほう

から事件が、事件といいますか、発生をしてから

ではなくて、もう少し未然に何か取り組みができ

ないのかというような御質問だったかというふう

に思っています。先ほども少し申し上げましたけ

れども、私ども職員における行動指針ということ

で、これ平成２４年に策定をした内容でありまし

て、実はなかなか職員の皆さんに浸透はしていな

いという一面もありますけれども、一定程度、７

項目にわたる職員としての指針を定めさせていた

だきまして、職員、公務員としての考え方をこの

中に盛り込んで、指針という形で出させていただ

いているということが１点あります。あわせて、

この指針については、先ほども申し上げましたけ

れども、各職場、執務室には掲示をさせていただ

いておりますし、さらに市民の皆さんに見ていた

だく、目につくような場所にも掲示をさせていた

だいているというのが状況になってございます。

ただ、議員が御指摘のとおり、もっと未然に何か

するというところの部分についてはなかなか取り

組みとしてはされていないのが実態としてござい
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ます。少し今後は市の職員、公務員としての研修

会、コンプライアンスにかかわる研修会等も行い

ながら未然に対応できるような体制、少しずつに

なるかと思いますけれども、研究させていただき

たいというふうには考えています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 確かにそのコンプライ

アンス、ガバナンスといったものを徹底するとい

うのは今までも引き続き行われているというのは

私も認識をしっかりと持っているわけなのですけ

れども、その中でも起こってしまったことに対し

て早急に結論を導き出せるような体制といったら

いいのでしょうか。問題解決までのそのプロセス

を明確にしておく必要性についてどうお考えなの

かお伺いします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 事案というのはいろ

いろ実はあるかというふうに思っています。これ

は少し乱暴な言い方かもしれません。ある意味で

は、職員個々人が起こす問題であったり、あるい

は組織的な機構上の問題であったり、各現場にお

けるお客さんとの、市民の皆さんとのトラブルで

あったりといろんな事象がある中で、具体的にど

う対応するかというところについてはなかなか今

統一的な取り扱いについて規定はしていないとい

う状況になっておりまして、大変、実態としては

いろいろな事案が起こったときには担当の職員の

ほうからそれぞれ管理者のほうに報告が来て、し

っかりと事実確認、認識をしながら、では早急な

対応が必要なのか、あるいは少し庁舎、職員全体

で改めてこの事案について認識をしながら今後の

対応を考えなければならないのか、そういったと

ころについては事案、事案で少し違ってくるかな

というふうに思っていまして、今のところそうい

った事案全てに対する対応の統一的なものという

のは実は持っていません。これについてもぜひ今

後研究はさせていただきたいと思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 実際にその行動が行わ

れたかどうかというところを例えば書類で残して

おくというようなことはコンプライアンスなりガ

バナンスなりという観点からすると、ある程度の

効果があるというふうに言われていると思うので

すけれども、その書類にかかる時間というのは、

本来何もなければ今後の市政執行あるいはふだん

の業務に使われるべき時間であると考えておりま

す。今後しっかりとしたコンプライアンスをとり

行ってきて、マネジメントを行うという意思につ

いてしっかりと把握はしていますけれども、事後

処理ばかりに時間をとられてしまって、本当にや

りたいことができなくなってしまうのは大変名寄

市としてもロスになるのかなと思いますが、そこ

ら辺どうお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来組織のあり方に

ついての御提言というか、いただいているところ

であります。当然のことながら、事案が何か問題

が発生をすると、それは対応しなければならない。

その対応する時間がそれロスでないかと、全くそ

のとおりであって、問題が起きないにこしたこと

ありません。なので、できるだけこの問題を未然

に防ぐということでしっかりしていかなければな

らないというのは当然我々も感じています。今回

の不祥事等を受けて、先般も全職員を集めて、最

終的にはいろんな法令違反があった部分に関して

は、私が最高の責任者なので、そこについて率直

に私はおわびをしました。加えて、やはり何とい

ってもその都度、都度の職場の意思疎通、報連相、

当たり前のことだけれども、こういったことがし

っかりなされていたのかということをしっかりと

皆さんには改めて問うたところであります。毎日

課長、課ごとのミーティングをやったり、あるい

は定期的な係や課の会議やっていますが、そこが

しっかりと情報共有をされているのかということ
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改めてしっかりとお話をさせていただいたし、特

にやはりこれ悪いかもしれないという情報に関し

てはそういった情報こそ速やかに上司に相談をし

て、しっかりと速やかに対応するということが求

められていくのだろうというふうに思っておりま

して、上下左右風通しのいい職場環境をさらに構

築していくためにこの間もお話をさせていただき

ましたし、改めてそれぞれの立場においての仕事

のあり方等の研修等もさらに積まなければならな

いのかなというふうに思っています。事案が起き

てから対応するのはこれもしようがないことであ

りますが、まずは大事なことは何か起きてからそ

のことをできるだけ速やかに公開をしていくと、

報道していくということも大事だと思っていて、

そこで現時点でこういったことで改めてそこで対

応していくという、そうした包み隠さずやっぱり

できる限り速やかにお話をして、そこで対応して

いくということも重要だなということを今回の事

案も通じて感じているところであり、特に公社の

問題に関してはしっかりとうみを出すべくさまざ

まな問題を速やかに出すように改めてこれは指示

もしてきたし、そうした対応もしてきたところで

あります。今後とも引き続きしっかりとそれぞれ

の問題を前向きに解決をしていくということをお

約束をしていきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 大変前向きな答弁をい

ただいたと思います。先ほどのお話にもありまし

たように、情報公開し、市民との連携をとってい

くということが非常に重要だというお話だったと

思うのですけれども、まず情報共有という点でこ

の小項目の２番目になるのですけれども、今回パ

ブリックコメントを例にとって挙げさせていただ

きましたけれども、そのパブリックコメントを過

去３年間にわたり行った結果、パブリックコメン

トとして少ないのかなというちょっと率直な感想

を抱いてしまっております。これなよろ温泉サン

ピラー等研修施設改修基本設計案での、ことしの

２月でしたでしょうか、あった説明会では市民４

名から１５件、そして名寄市のホームページなど

から意見提出という形で３名から２５件が提出を

されているというところで、パブリックコメント

にしてもこの市民意見にしてもそれなりの数字は

出てきてはいるなと思いますが、やはり少ないの

ではないかなと思いますが、どうお考えでしょう

か。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今議員のほうから私

ども行政が執行するいろんな施策、あるいは条例、

計画等に対する市民に情報の提供、あるいは市民

の皆さんから御意見をいただく、その機会として

パブリックコメントを実施をしておりますけれど

も、その件数が少し少ないのではないかという御

質問だったというふうに思いますが、なかなかい

ろいろな内容がありますので、市民の皆さんに情

報提供、パブリックコメントの内容を周知をする

際に市民の皆さんが十分内容を受けとめていらっ

しゃるのか、少し内容が難しいのか、これまでも

いろいろと議員の皆さんからも例えば各公共施設

で掲示をしている案内方法についてですとか、広

く市民の皆さんが意見を応募しやすい環境をぜひ

つくっていただきたいというような御意見があっ

たり、いろいろとこの間も私どもとしては工夫を

しながら取り組みをしてきているというふうには

思ってございますが、議員言われたように、状況

的には件数ということでいえば、何件出ればでは

というのがあるかというふうに思いますけれども、

件数でいえば少し少ないかなというふうには感じ

ているところですが、例えば先ほど言いましたけ

れども、総合計画の関係でいえば、非常に意見が

多かったというふうに記憶をしているところであ

りますし、市民の皆さんの、あるいは関心事、内

容にもやはりよるのかなというふうに私自身考え

ていますけれども、これは先ほど冒頭言いました

ように、広く市民の皆さんに意見をいただきたい

と、市としてはこういう方針でやるのですという
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内容を示すといういい機会ですので、これはでき

るだけ市民の皆さんが意見を出しやすいような環

境について改めて考えていきたいというふうに思

っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 確かにコメントの多い、

少ないで判断をするべきものではないと思います

けれども、今回の振興公社のあり方に関する特別

委員会の中でもやはり市民への説明が不足してい

るという御意見かなりあったかなと思います。平

常時から、日ごろから市民に向けた情報公開、発

信などをしっかりと行うこと、それから市民との

信頼関係がしっかりできてくるのかなというふう

に思います。例えばニセコ町ですと町の理事者側

が出向いて説明をするという、わざわざ足を運ぶ

ということをやっているそうなのですけれども、

そういう前例も踏まえて、今後またしっかりと市

民との距離を近くとっていくというようなやり方、

方策について何かいい案がないのかお聞かせいた

だきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） パブリックコメント

を初め、私どもとしてはいろんな機会に行政とし

ての情報については出させていただいております。

まちづくり懇談会であったり、あるいは町内会長

さんとの意見交換会であったりと。さらには、個

別の案件では昨今水道事業にかかわっては水道料

金のお話をさせていただいたりということでやっ

ているところです。まだまだ不十分な点はあるか

と思いますけれども、今後も、議員先ほど言われ

ましたように、他自治体においてもいろんな手法

で市民の皆さんに多くの情報を提供しながら、情

報共有の中でどうまちづくりにかかわっていただ

くのかという視点でいろいろと工夫されていると

いうふうに思っておりますので、まだまだ足りな

い面はあるのだというふうに議員のほうから言わ

れたというふうに認識をしておりますので、改め

てこの辺については現在のいろんな情報提供の方

法について少し全体的に見直しをしながら、どう

いう方向がいいのか考えさせていただきたいと思

っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 少しでも市民との距離

を近くしてやはり情報公開を早急に行えるような

体制を整えていっていただきたいというふうに思

います。

続きまして、大項目の２番目、働きたい若者に

対する就業支援ということで、大項目の１番の質

問でも、今までのあれもそうなのですけれども、

今回でついてしまったマイナスイメージというの

が就業あるいは進学などこの名寄市を選択し得る

若者についても敏感な問題だったのではないかな

というように考えております。特に高校生や大学

生の親御さんですとか、そういう名寄市にこれか

ら期待をしたいという皆さんに向けた問題解決へ

の取り組みなどのお考えについてお伺いをいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 若者の地元定着

ということについての御質問だったと思います。

若者地元定着に関しましては、私ども市内の高校

に対して新規学卒者の就職状況などに関するヒア

リングを行っております。このヒアリングにより

ますと、名寄出身者の市内就職者は４割強でござ

いまして、本人が希望して就職しているケースが

多いということがわかりました。一方で、希望す

る就職先を求めて市外に出るケースもあるという

ことですので、議員おっしゃりますとおり、地元

の若者に対して名寄で働き、住み続けていただく

ためのより効果的な取り組みが課題であると認識

しているところでございます。今後本市における

商工業振興に係る基本的な理念や役割などを定め

る基本計画を検討する中で、時代のニーズに合っ

た支援制度の改定などを含めまして、本市に住む



－56－

令和元年１２月１７日（火曜日）第４回１２月定例会・第２号

若者にとって働き、住み続けたいまちとなるよう

に努めてまいりたいと考えているところでござい

ます。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 確かにいろいろな介護

職員の研修制度ですとか、市立大学の奨学金等の

施策も含めて市の定着について向かっているとい

うお話を聞いておりますので、これについて抜か

りなく始めていっていただきたいというように考

えております。

続いて、小項目の２番目でございます。万が一

に今後大規模な企業の撤退があった場合、あるい

はその工場の閉鎖などというところでありまして、

例えばですけれども、自衛隊ですとか農協等の組

織が再編されて、市外へ流出をされてしまうとい

うような状況が想定されないわけではないなと考

えております。もちろん対応部局によって専門チ

ームや特別組織の編成がされることは十分に考え

られるのですけれども、これ先ほども言ったとお

り、まさに人の手による、なせるわざであるなと

いうふうに思いますので、事態が発生してから対

処するのではなく、事前に押さえられるべき情報

は押さえておくようなことができるのかどうかお

聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 大きなリスクを避け

るために事前の対応が必要だろうという貴重な御

意見だというふうに思っています。これは、当然

我々も市長を先頭に関係するところの情報につい

ては収集しなければいけないと思っていますし、

行政だけということでなくて、やはり地域として

どうそことかかわっていくのかというのももう一

方で必要なのだと思います。王子についても名寄

のマテリア会ができて、地域で支えるという体制

ができています。自衛隊についても同様に名寄市

だけではなくて、広域的な組織も含めて自衛隊と

いい関係をつくっていこうという形で組織なども

つくってきているのがありますので、これは行政

として必要な情報を事前から収集するというのも

ありますけれども、そういった地域の皆さんの力

もかりながらよりよい環境をつくって、名寄に長

く存続する、うまくいけばそれを増強する、ふや

していくことも含めて取り組みをしていかなけれ

ばいけないと考えておりますので、御理解いただ

ければと思います。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） なかなか具体的などう

やっていくというところが正直見えない話でもあ

りますし、これ小項目の１番にもありますけれど

も、若者たちがしっかりとここで働きたいという

中で、働いた企業が、あるいは団体、職場が名寄

市としてずっと残っていくのだよというのをこの

名寄市が牽引をしていく、あるいはしっかり守っ

ていくというような考え方に私はなってくるとい

うよりもしていただきたいなという気持ちであり

ます。これから人口が少なくなっていく道外、あ

るいはほかの地域へ本当に流出してしまうという

ことを踏まえ、いろんな企業あるいは団体との連

携というのが必要になってくると思いますので、

今回のマテリアの件では本当に事件が起こってか

ら対処をし始めたというところですので、そうな

る前の事前の情報収集等しっかりと行っていただ

きたいという要望で今の質問を終わらせていただ

きたいと思います。

続きまして、大項目の３番目、学校教育に新し

い流れを求める質問であります。小項目の１番、

ｅスポーツの推進ということで、市内でもようや

く認知をされてきている、取り組みがされている

というところでありましたけれども、まずその中

で学校教育で部活動としての導入についてどうお

考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 中学校の部活動での

ｅスポーツの導入の考え方ということですけれど

も、中学校におきます部活動、スポーツ、文化及

び科学等に親しむということを目的としています
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し、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養、好

ましい人間関係の形成等に資するものと考えてお

ります。そのため、学校教育活動の一環として教

育、家庭との関連を図ることが部活動が求められ

ているところでございます。部活動を設置する場

合、生徒のニーズ、動向です。考え方ですね、や

安全性の問題、また指導内容や教師の、最近問題

になってございますけれども、長時間勤務の解消

との観点なども総合的に検討しながら決定するこ

とが必要となっておりますから、部活動へのｅス

ポーツの導入につきましては各学校の判断に委ね

られるものと考えてございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 各学校での判断という

ことでありました。正直私もそれほど運動が得意

でなくて、ｅスポーツ、自分の時代にこういう部

活動があればぜひやってみたいなという一人であ

りまして、確かに長時間のゲームすることが本当

にいいのか悪いのかというそもそも論も含めてま

だまだ駆け出しの分野でもありますので、ぜひこ

のｅスポーツという観点についてしっかり考えて

いっていただきたいなというふうに思います。

また、ｅスポーツ、ちょっとコンピューター関

連ということで、続いてプログラミング学習とい

うものが昨今話題になっておりますけれども、こ

れの取り組みについても教えていただきます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） ｅスポーツをプログ

ラミング教育の、プログラミング授業との関連に

ついてという御質問でございます。コンピュータ

ーを理解し、上手に活用していく力を身につけて

いくことは、これからの子供たちにとって重要な

ことになってくると考えております。そのため、

新学習指導要領の中でも小中高等学校を通じてプ

ログラミング教育を充実することとしておりまし

て、２０２０年度から小学校においてもプログラ

ミング教育を導入することとなっております。小

学校においては、算数や理科など既にある教科の

中でプログラミングを体験しながら、コンピュー

ターに意図した処理を行わせるなどの学習活動を

行っていくこととなっています。また、中学校に

おいては２０２１年度から技術、家庭科の技術分

野において計測、制御のプログラミングに加えて、

ネットワークを利用した双方向性のあるコンテン

ツのプログラミング等について学ぶことになって

おりまして、プログラミングに関する内容がさら

に充実されることになってございます。このよう

に小中学校の授業で行われる予定のプログラミン

グ教育とｅスポーツにつきましては、コンピュー

ター等を活用するという点については共通する部

分もあるとは思っておりますけれども、実質内容

的には関連はないというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 確かに関係性について

はちょっと離れてしまうのかなと思いますが、ゲ

ームについてはこれをプレーする側ではなく、つ

くってみたいという、そういう将来的なきっかけ

に変わるのもそういうｅスポーツがスタートにな

ってもよろしいのかなと。また、それを支援する

という形でプログラミング学習についても支援を

するということで、名寄市内の産業高校ですとか、

あるいは大学ですとか、そういったところでのま

たさらなる専門的な学習についても今後深めてい

っていただければというふうに思います。

それでは、最後小項目の２点目、名寄市立大学

でのスポーツ関連教育についてということであり

まして、まち・ひと・しごと創生総合戦略、平成

３１年４月に改定されておりまして、この中では

ジュニア世代の育成強化と冬季スポーツ拠点化の

推進という項目がございます。ページ数２３ペー

ジなのですけれども、その中で基本的方向という

ところの枠の中で市立大学、市立総合病院と連携

したスポーツ医科学を活用した育成システムを確

立しという文言が入っているわけで、これは本当
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にそのとおりだなというふうに感じているわけな

のですけれども、それからこの同じ総合戦略の大

学部分でしょうか、３８ページからになるのです

けれども、そこをひもといてみますと、スポーツ

という文言が一切登場しないというところで、な

かなか一つの計画の中でも方向性にそごが発生し

てしまっているのかなという私は認識をしている

のですけれども、どうお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺大学事務局長。

〇市立大学事務局長（渡辺博史君） 本学、大学

とスポーツのかかわりという部分でございますけ

れども、この総合戦略、冬季スポーツ拠点化事業

が始まるときにスポーツ担当の市の職員が本学の

教授会に来ていただきまして、その事業の実施に

当たって概要ですとか方針については御説明して

いただきました。全学的には理解したというとこ

ろであります。その後コミュニティケア教育研究

センターを窓口にしまして、かかわっているとこ

ろでございますけれども、この間の経過を申し上

げますと、平成２８年度から３年間事業ありまし

たウインタースポーツコンソーシアム事業ですと

かそのコンソーシアムにあわせて実施された上川

北部のジュニア選手を対象とした子供スポーツカ

レッジ、この部分につきまして本学の教員ですと

か、あと市立総合病院の先生方だと思うのですけ

れども、かかわって、実施したというところでご

ざいます。また、現在のＮスポーツコミッション

にも本学教員、コミュニティケア教育研究センタ

ーのセンター長を初め３人の教員が今の中でかか

わっているというところでありまして、今後も教

員を通じて、本学がその事業にかかわれる部分が

あれば可能な範囲でかかわっていきたいというふ

うに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 確かに活動を行ってい

るというところで理解はいたしました。しかしな

がら、名寄市が推進をするという特に冬季スポー

ツを中心としてこの名寄市の施策というのが回っ

ている。そして、経済的にもかつ産業、あるいは

地域といったところからも冬のスポーツの拠点化

というのがとても大きなキーワードになってきて

いるというふうに考えております。これをまたさ

らに本当に進めていく、例えば子供たちの少年団

活動とかあるいは部活動とかのそういう応援も今

度可能になってくることが考えられますので、ず

ばりスポーツ関連の学部を大学に設けてはいかが

かなという提言を少ししてみたいなと思うのです

けれども、どうお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺大学事務局長。

〇市立大学事務局長（渡辺博史君） スポーツを

学べるような学部の新設ということで御提言いた

だきまして、ありがとうございます。手続的に言

いますと、現状の学部、学科と性格が異なるよう

なものを新設するということになりますと当然文

科省への手続が膨大なものになりまして、当然コ

ンサルに委託しても基本的に教職員の作業量もか

なりあるという部分と、あと校舎、例えば１学年

５０人だとすると４学年で２００人ふえるという

ふうになりますと校舎ですとか、そういう建築物

といいますか、そういう部分も増設しなければな

らぬですとか、あと当然スポーツ関連になります

といろんなマシンですとか設備が必要になるとい

うことなのだろうと思います。また、教員を当然

確保しなければならないということとこの少子化

の中で学生の確保も必要になるということで、文

科省の手続の中には学生の確保の方策ですとか、

卒業した後、就職先の関係なんかも当然考えてい

かなければならないという部分あります。そうい

う財政面ですとか人材確保、さまざまな面で課題

があるという部分で考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 大変難しそうな話であ

ると理解をいたしました。

以上、項目３点なのですけれども、大変建設的
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な答弁がいただけたような気がしております。私

は農業をなりわいとしておりますけれども、何か

が起こってしまったときの対処がおくれてしまえ

ばおくれてしまうほどその年というのが正直対処

し切れない、対処ができないことになってくると

いうのが我々の世界の常でありまして、今回の不

祥事や企業の撤退の表明についての考察、残務処

理については速やかに終結させて、きょうよりあ

したより来年の話をどんどんしていただけるよう

にお願いをしたいなというふうに思います。

最後になりますけれども、市内の学生あるいは

若者、名寄市内にこれから未来を、住みたいなと

思う若者に対してしっかりと希望を持てるような

発言を市長からお聞かせいただきまして、発言を

終わらせていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今回の事案に関しまして、

さまざまな事案に対しましてさまざまな御提言を

いただきまして、ありがとうございます。名寄市

のブランドのイメージが損なわれて、いろんな影

響があるのでないかという御心配もいただいてお

りますけれども、そうした具体的な影響は我々は

今のところ承知していませんし、直近、名寄市立

大学の推薦入学が行われましたけれども、倍率も

昨年度も非常に募集が殺到したというような結果

になっているところであります。今回の事案で私

もさまざまな厳しい御提言を確かにいただいてお

りますが、それをはるかに上回る皆さんからいろ

んな励ましの言葉や、あるいはピヤシリスキー場

を初めとするウインタースポーツの関係、さらに

王子マテリアの問題に関してその利活用だとか、

あるいは新たなビジネスモデル、非常に前向きな

御提案も実は内外からいただいておりまして、あ

る意味ではこの問題が発生したことを大きなチャ

ンスというふうにも捉えているところであります。

子供たちということで、ちょっと話長くなりま

すけれども、この間１２日に名寄中学校でふるさ

と未来トークがありまして、中学校２年生の子た

ち、すごく的確な提言をいただいて、本当にいい

機会でありました。その子たち、名寄が好きだと

いう子たちが９割なのだけれども、将来名寄に住

みたいと思う子たちが４割ということで、住みた

いという子供たちをたくさん引き上げるというこ

とがやっぱり大きな我々の市政の課題だなと思っ

ていました。その住みたくない、住めないという

理由の一つにやっぱり買い物や遊ぶ場所がない、

それと働く場所がないという御意見も結構あった

のです。当然働きたいという人もいるけれども、

やっぱり働きたいと思える環境を、それはもちろ

ん企業の問題でもあるし、地域でどうやってつく

っていくかということもすごく大事だなというふ

うに思いました。あと、私のほうから名寄市って

すごく安全、安心で、自然が豊かで、病院がこん

なに近くにあって、これだけ住みやすいまちはな

い、安心、安全だよということをなかなか小中学

生の子供たちというのは十分に理解できないとこ

ろもあって、こういったところをしっかりとやっ

ぱりＰＲしていくのも大事だなと思いました。

もう一つは、まちづくり、イベントにもっと参

画したいという子たちが６割ぐらいいるというこ

とで、日ごろから私が行って、ああいうトークデ

ィスカッションするのも大事だし、子供たちが、

子供たちだけでなくて、地域の皆さん全てがやっ

ぱりこういうイベントやまちづくりに参画をして

いくということの重要性、そのことによってみず

からのまちを主体的に考えて、そこの地域に愛着

を持って、その地域でいろんな挑戦をしていこう

という機運を醸成していくことも大事だなという

ふうに思っています。今こそ非常に厳しい状況の

中で市民が一丸となってこの問題を突破していく

大事なときだというふうに思っていて、そのため

にはどうしても若い力も必要でありまして、ぜひ

ともこの名寄市をさらに盛り上げていくために若

い人たちの力もかりて、まちづくりを進めていき

たいというふうに考えております。よろしくお願

いいたします。
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〇議長（東 千春議員） 今村議員。

〇６番（今村芳彦議員） 雨降って地固めるよう

にしっかりとよろしくお願いします。

以上で質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で今村芳彦議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

若年性認知症への支援、理解について外１件を、

遠藤隆男議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い、順次質問をさせ

ていただきます。

まず、大項目の１、若年性認知症の支援、理解

について４点、最初に小項目の１、認知症の現状

と今後の推移について。認知症は今後も増加して

いき、２０２５年には日本全国で７００万人に達

し、６５歳以上の高齢者の約５人に１人が認知症

になるということが見込まれています。また、６

５歳未満で発症する若年性認知症患者数は全国で

４万人弱、女性より男性が多く、発病年齢の平均

は５１歳と推定され、脳血管性認知症とアルツハ

イマー病が多いと言われております。さらに、２

０から４０代という特に若い年代で発症し、遺伝

的な素因が推測される家族性アルツハイマー病と

呼ばれる疾患もあると言われ、認知症は年齢に関

係なく誰しもなり得る可能性がある病気です。

そこで、名寄市における６５歳以降に発症した

高齢期の認知症及び６５歳未満で発症した若年性

認知症の現状と今後の患者数はどのように推移し

ていくと考えているのかをお伺いします。

次に、小項目の２、若年性認知症への支援につ

いて。若年性認知症を発症した方はまだ心も体も

若く、元気な年代であり、仕事を持ち、一家の大

黒柱だったり、子育ての真っ最中だったり、両親

の介護をしている方もいるかもしれません。現状

としては、若年性認知症の方が働き続けることは

難しく、経済的な打撃は深刻だと思います。また、

家族が介護離職をせざるを得なくなり、経済的困

難を抱えることが多いとも聞きます。名寄市にお

いて高齢者の認知症に対する支援は充実している

と思いますが、若年性認知症への支援体制及び御

家族を含んだ支援内容についての現状をお伺いい

たします。

次に、小項目の３、介護施設の整備状況と課題

について。介護施設については、厳しい状況の中、

逐次整備が進められていると思いますが、名寄市

の認知症対応型介護施設の整備状況についてお伺

いをします。

また、介護業界で人材が不足する状況の中、介

護支援専門員及び介護職員の勤務体制、勤務環境

等の現状及び課題等についてお聞かせください。

次に、小項目の４、若年性認知症への理解の促

進について。現在名寄市においては、ノーマライ

ゼーションとソーシャルインクルージョンの理念

のもと各種計画事業において認知症や障がい者に

対する理解の促進のため、正しい知識の普及に努

められていると思います。若年性認知症の場合、

仕事上でのミスが重なったり、家事や交友がうま

くいかなくなったりしても年齢が若いためか、認

知症のせいだとは思わないことがあり、疲れや更

年期障害、あるいは鬱状態などほかの病気と思わ

れやすく、正しく理解してもらうことが今後の課

題であると考えます。名寄市では、「名寄市認知

症ケアパス～知って安心認知症～」という冊子を

健康福祉部こども・高齢者支援室から出されてい

ると思いますが、その冊子には６５歳以上で発症

する認知症の部分しか記載がなく、そこに若年性

認知症のことについても記載をすればさらにいい

ものになるのではないかと考えます。また、地域

包括支援センターにおいて、さまざまな相談支援

等業務がされていると思いますが、地域包括支援
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センターについてよくわからないといった方がい

るのも現状であります。それらを含め若年性認知

症への理解の促進に向けた今後の普及啓発につい

てどのようにお考えかをお聞かせください。

次に、大項目の２、成年後見制度について２点

お伺いします。まず、小項目の１、成年後見セン

ターの支援体制及び現状と課題について。平成１

２年の民法改正により新しい成年後見制度が始ま

って以来、成年後見制度において成年後見制度の

利用者数の伸び悩み、近年親族が後見人に選任さ

れにくくなっている、また本人の意思がより尊重

されやすい補助や任意後見の利用率の低さ、市民

後見人の選任数の少なさや関連機関の取り組みの

あり方、身寄りのない高齢者等の増加と各自治体

における財源や人員などの制約、後見人の申し立

て件数や市町村長申し立て件数の格差、さらには

根絶できない後見人による不祥事、本人の財産を

本人のために使うことが難しくなっている状況等、

さまざまな課題があると言われていますが、名寄

市における成年後見センターの支援体制及び現状

と課題についてお伺いします。

次に、小項目の２、成年後見制度の課題対策及

び考え方について。認知症には成年後見だけを考

えるのではなく、家族信託をという記事を読んだ

ことがあります。成年後見制度にはメリットがあ

る反面、デメリットもあると感じております。今

後ますます増加すると推計されている認知症高齢

者とひとり暮らしの高齢者の成年後見制度のニー

ズはかなりあるのではないかと考えます。また、

自立支援法の成立により知的障がい者、精神障が

い者の制度利用も推進していく必要がありますが、

実際のところなかなか制度の利用には至っていな

いということが今後の課題であると考えますが、

名寄市の今後の課題対策及び考え方についてお聞

かせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 遠藤

議員から２点にわたり御質問がございました。大

項目１及び大項目２、ともに私から答弁とさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、若年性認知症への支援、理

解について、小項目１、認知症の現状と今後の推

移についてお答えいたします。本市において把握

しております認知症の人数は、要支援、要介護認

定者における認知症の人数になりますが、ことし

１１月末現在で ７３６人が要支援、要介護認定

を受けております。そのうち目安として買い物や

金銭管理などこれまでできていたことにミスが目

立つなどの状態である認知症高齢者の日常生活自

立度のランクがⅡａ以上の方が １１１人と認定

者全体の約６４％となっております。今後の認知

症の人数推移についてですが、国の推計による２

０２５年の認知症の人数が６５歳以上の５人に１

人となっていることから、本市における認知症の

人数はおよそ ７００人にふえると見込んでおり

ます。若年性認知症の人については、現在地域包

括支援センターではお二人を支援しております。

これまでも若年性認知症に関しては随時相談を受

け、その人が必要としているサービスや制度に結

びつけるなどの支援を関係部署や関連する機関と

連携して行ってきております。認知症の人数は、

高齢者の増加に伴いふえることが見込まれますが、

若年性認知症の人数については厚生労働省の調査

では横ばいで推移すると見込んでおり、本市にお

いても今後の人口推計から国と同様横ばいで推移

していくものと見込んでおります。

次に、小項目２、若年性認知症への支援につい

てお答えいたします。名寄市内の認知症に特化し

た介護保険サービスとしては、認知症対応型通所

介護事業所が４カ所、認知症対応型共同生活介護

事業所、いわゆるグループホームですけれども、

これが３カ所整備されております。地域包括支援

センターでは、総合相談窓口として若年性認知症

の人やその家族からの相談についても随時受け付
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けており、高齢者同様に認知症の人や家族への支

援を行っております。平成２９年度からは認知症

の方やその家族、専門職が集まり、気軽に情報を

共有し、相談ができる認知症カフェを実施してお

り、若年性認知症の人や家族がカフェを利用し、

他の参加者からのお話から介護サービス等の利用

につながっているケースや障がいサービスの就労

支援事業を利用されていたケースなど若年性認知

症の当事者やその家族のニーズに沿って支援を実

施してきております。また、若年性認知症の人が

発症初期の段階からその症状、社会的立場や生活

環境等の特徴を踏まえ、認知機能が低下してもで

きることを可能な限り続けながら、適切な支援を

受けられることが必要です。このことから、国で

は若年性認知症のハンドブックの配布、都道府県

ごとの専門相談窓口設置と若年性認知症支援コー

ディネーターの配置、電話相談を受けるための若

年性認知症コールセンターの運営といった施策が

推進されております。当市においては、障がい相

談支援係で若年性認知症についての相談を受ける

ことができます。若年性認知症は、障がいサービ

スで対応できることもありますので、御家族、企

業問わず御相談をいただければと思います。今後

におきましても、本市の各種事業の中で利用可能

な支援とあわせて、国や道による施策の利用を進

めながらできる限りその人が自分らしく暮らして

いけるよう取り組んでまいります。

続きまして、小項目３、介護施設の整備状況と

課題等についてお答えいたします。市内の認知症

対応型共同生活介護事業所は３カ所あり、入居定

員は４５人となっております。認知症対応型共同

生活介護事業所には、利用者の心身の状況などを

踏まえて、援助の目標や具体的なサービスの内容

等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作

成する介護支援専門員等がユニットごとに１名配

置されております。介護職員の人員につきまして

は、各施設とも人員基準を満たしている状況では

ありますが、介護職員の補充等のための募集をし

ても応募がないといった声もあり、介護職員の確

保に苦慮している状況が続いている事業所もござ

います。介護職員の不足につきましては、認知症

対応型共同生活介護事業所に限らず、介護サービ

ス事業所の全体的な問題であり、市では介護人材

確保を目的とした介護人材就労定着支援事業を実

施してきております。また、市内介護サービス事

業者で構成する名寄市介護サービス事業者連絡協

議会では、介護人材発掘のためのイベントや介護

職員向け研修会の開催など介護人材確保に向けた

取り組みを行っております。今後も市内事業所と

連携を図りながら、介護職員の確保について取り

組んでまいります。

次に、小項目４、若年性認知症への理解の促進

についてお答えいたします。これまで本市は広く

市民に普及啓発することを目的に認知症の専門職

を講師に迎え、認知症の正しい理解や適切な対応

方法などをテーマとした市民向け講演会や講座の

開催をしてきました。平成２９年度には、認知症

の様態に応じ認知症の人やその家族が受けられる

支援や適切な医療や介護サービスの提供の流れを

示した認知症ケアパスを作成し、配布等を実施し

てまいりました。また、平成２０年からは認知症

の見守り体制の構築を目的とした認知症サポータ

ーの養成を行っており、昨年は陸上自衛隊名寄駐

屯地や小学校でも開催をし、これまでに ９００

人を超えるサポーターを養成してまいりました。

さらに、発展的な取り組みを目指し、認知症サポ

ーターの会を立ち上げ、５１名のサポーターに登

録いただき、先ほど説明いたしました認知症カフ

ェの運営ボランティアとしての活動を担っていた

だいております。また、関係する機関との連携づ

くりや認知症ケアパス、認知症カフェなどの地域

支援体制づくり、認知症の人やその家族を支援す

る相談業務等を担う認知症地域支援推進員を地域

包括支援センターに配置し、医療や介護の専門職

が認知症を疑われる人や認知症の人及びその家族

を訪問し、適切な医療や介護サービスに結びつく
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よう初期の支援を行う認知症初期集中支援チーム

の配置など認知症施策を実施し、広報やホームペ

ージ等による周知にも取り組んでまいりました。

今後におきましても、年齢を問わず認知症の人が

できる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続

けることができる地域づくりを目指し、認知症に

かかわる各種事業に取り組んでまいります。

次に、大項目２、成年後見制度についてお答え

いたします。小項目１と小項目２は関連がござい

ますので、あわせてお答えいたします。認知症や

知的障がい、精神障がいなどにより十分な判断を

することができない方は、自分で財産を管理した

り、福祉サービスを利用する際などに契約手続が

難しい場合があります。また、そのような状態に

ある場合、自分に不利な契約ということがわから

ずに契約をし、悪徳商法などの被害につながるお

それも考えられます。このように十分な判断をす

ることができない方を支援するのが成年後見制度

です。成年後見制度には、大きく分けて法定後見

制度と任意後見制度の２つの制度があります。１

つ目の法定後見制度は、既に判断能力が低下して

いる方が利用する制度です。家庭裁判所に申し立

てをし、適任とされる成年後見人を選任してもら

います。また、法定後見制度は本人の判断能力に

より後見、保佐、補助の３つの種類に分けられる

ことになります。２つ目の任意後見制度は、まだ

判断能力が低下していない方が利用する制度です。

将来自分の判断能力が低下したときに備えて、あ

らかじめ任意後見人を自分で決め、どのような支

援をしてもらうのかを契約で決めておくものです。

本市の成年後見センターは、平成３０年１月から

名寄市社会福祉協議会へ業務を委託して実施して

きております。窓口は総合福祉センター内にあり、

成年後見センターの担当職員は４人で対応してお

ります。相談の対応につきましては、社会福祉士

の有資格者が業務に当たっております。

次に、成年後見センターで行っている主な業務

ですが、相談の受け付けにつきましては電話や窓

口において判断能力に不安のある方の生活や財産

管理などについての相談に応じております。相談

の内容によりまして成年後見制度の説明を行い、

必要な関係機関と連携し、支援を行ってきており

ます。申請手続の支援につきましては、成年後見

制度の利用が必要な方やその家族が制度を利用し

やすくなるように、法律に関する関係機関と連携

を図りながら支援をしております。普及啓発につ

きましては、成年後見制度に対する理解を深めて

いただけるよう市民向け講演会などを開催し、成

年後見制度の利用促進のため成年後見支援センタ

ーの役割等を広く周知しております。成年後見人

の業務につきましては、法人で後見人を引き受け

る法人後見という形で実施しており、具体的には

身上監護と財産の管理を行っています。身上監護

とは、直接身体的な介護をするということではな

く、本人のために福祉サービスや施設利用などの

契約を行い、本人の生活を支えることです。財産

の管理は、文字どおり本人の財産を管理すること

であります。平成３０年度における相談件数など

の実績ですが、新規の相談件数が３０件あり、相

談内容で一番多かったのは成年後見制度の制度に

関する問い合わせが２０件でした。

次に、日常生活自立支援事業に関する問い合わ

せが多くありました。この日常生活自立支援事業

とは、認知症や知的障がい、精神障がいがある方

のうち本人一人で判断することに不安がある方の

日常生活を支援するため、本人との契約に基づい

て福祉サービスの利用手続や日常的な金銭の管理

の手伝いを行う事業になります。成年後見制度と

似ている制度ですが、この日常生活自立支援事業

は、本人との契約に基づいて福祉サービスの利用

援助や日常的な金銭の管理に限定していることに

対して、成年後見制度は福祉サービスや施設利用

などの契約等の法律行為や財産を管理するなど幅

広く援助をすることができます。日常生活自立支

援事業は、成年後見センターを開始する前から社

会福祉協議会で行われてきた取り組みです。本人
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一人で判断することに不安が出てきたときにまず

は日常生活自立支援事業の活用を検討し、その後

十分な判断をすることができない状況になってき

たら、成年後見制度の活用を考えていくというこ

ともできますので、この２つの制度があることで

いろいろなケースに対応することができています。

現在市が把握しております成年後見制度を活用

されている方は４人の方で、全員が社会福祉協議

会から法人後見の支援を受けております。ただ、

弁護士の方などが成年後見人となって支援を受け

られている方もおられますが、全てを把握できな

い状況にございます。

このほかにも現在成年後見に関する問い合わせ

が数件来ておりますので、今後も成年後見制度を

利用する市民が少しずつ増加していくものと考え

ております。以前はこの地域で成年後見人のなり

手がいない状況があり、遠方の専門職の方に成年

後見人の依頼をする状況もございましたが、現在

は成年後見センター事業を受託している社会福祉

協議会が法人後見を受けていただいていることか

ら、日常的なかかわりも含め、さまざまな支援を

行うことができるようになっております。今後に

おきましても成年後見制度の周知を継続的に行う

ことが重要でありますので、広報なよろ、各種講

演会や会議などの機会を通して取り組んでいきま

すとともに、市民の皆様が安心して暮らすことが

できるようにさまざまな相談に対する支援をして

まいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたが、何点か質問させていただきます。

まず、若年性認知症の支援、理解についてから

お伺いをいたします。先ほどの御答弁で名寄市に

おける認知症の現状、今後の患者数の推移、若年

性認知症の支援体制、支援内容の現状、認知症対

応型介護施設の整備状況、介護支援専門員及び現

場職員の、介護員の勤務体制及び勤務状況の現状

と課題、若年性認知症への理解促進に向けた今後

の普及活動の考え方についてはおおむね理解、認

識をさせていただきました。新オレンジプランに

おいて認知症の人の意思が尊重され、できる限り

住みなれた地域のよい環境で自分らしく暮らし続

けることができる社会の実現を目指すという考え

のもと７つの柱が示され、その中に若年性認知症

施策の強化についても示されております。また、

若年性認知症施策の強化において、都道府県に若

年性認知症支援コーディネーターが配置されるよ

うになっておりますが、そこで名寄市の就労への

継続支援と介護サービスへのスムーズな移行につ

いてお伺いをいたします。

年金や貯蓄等で生活しているときに発症する高

齢者の認知症と比べて、若年性認知症は住宅ロー

ンや子供の進学など多くのお金が必要なときに発

症いたします。また、認知症によって仕事が続け

られず、休職や退職する方が多く、若年性認知症

を発症した方が就労継続しているのは約１割程度

と言われております。個人差はあると思いますが、

認知症は発症しても急激に進行するものではなく、

企業側等の御理解のもと配置がえ等により若年性

認知症支援コーディネーター及び名寄市にあるジ

ョブコーチや認知症サポーターの支援を受けなが

ら、一日でも長い現職場での就労の継続、また病

状の進行状況により休職に入る時期の話し合いや

本人家族と行政、ケアマネージャーとの連携、介

護保険の申請、休職と同時には介護サービスや就

労継続支援Ａ、Ｂへの移行へと段階的にできるの

ではないかというふうに考えますが、若年性認知

症の方への就労の継続支援から介護サービスへの

スムーズな移行についての考えについてお聞かせ

ください。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 議員

のほうから若年性認知症への就労の継続支援、そ

れから介護サービスへのスムーズな移行について
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ということで、お考えをということで御質問いた

だきました。若年性認知症の方の就労支援につき

ましては、勤められている就労先での相談のほか、

再就職するに当たって、ハローワークでも相談を

受け付けているところでございます。また、勤め

ておられる一般企業での就労が困難な場合につい

ては、障がい福祉サービスの就労継続支援事業の

利用についても相談を現在受け付けております。

名寄市では、障がい者相談支援係において就労継

続の支援に係る相談ですとか、それからジョブコ

ーチの取り組みを実施しておりまして、今後も就

労に関する相談などに対する対応がスムーズにで

きるよう障がい者相談支援係との密な連携、それ

から市内の就労支援事業所、ハローワークとの連

携を図るよう取り組んでまいりたいというふうに

考えております。

また、２点目の介護サービスへの移行について

でございますが、地域包括支援センターで行って

いる総合相談ですとか、それから認知症カフェの

中でも相談を受け付けておりまして、サービスの

利用が困難な場合については、先ほど答弁をさせ

ていただきましたが、認知症初期集中支援チーム

による支援なども行いながら、認知症の早期発見、

早期支援につながるよう今後努めてまいりたいと

いうふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 若年性認知症の場合は、

本当本人や家族のショックも大きく、経済的打撃

というものがかなり大きいと思います。また、高

齢者の認知症の場合には子が親を介護することが

多いと思いますけれども、若年性認知症では配偶

者が介護者となることが多く、時には親の介護と

も重なり、複数介護となることもあると思います。

さらには、経済的理由から配偶者が働きに行く場

合、配偶者がいない場合においては高齢の親が介

護者となるケースもあります。就労への継続支援

と介護サービスへのスムーズな移行というものは、

介護者も仕事をやめることなく、生活のリズムの

変化も必要最小限にすることができると考えます

ので、やっぱりしっかりとして支援体制の確立に

向けて検討をこれからもしていっていただきたい

なというふうに思います。

また、４０歳以上であれば介護保険で認知症専

門のデイサービスやグループホームなどを利用で

きると思いますが、４０歳未満の方については介

護保険の適用対象外であり、医療保険等を使って

各病院等が実施するサービスを受けるしかないの

かなというふうに思いますので、今後４０歳未満

で発症する若年性認知症への支援等についてもあ

わせて検討をお願いをしたいというふうに思いま

す。

次に、若年性認知症対応型通所介護サービスに

ついてお伺いをします。介護職員にとって通常サ

ービスを利用している高齢者と若年性認知症の方

では相当乖離があると。若年性認知症の方は、高

齢者の方と一緒に介護サービスを受けることに抵

抗がある人が多い。また、高齢者の方も若年性認

知症の方が入ってくると動揺が見られることがあ

るという、そういう現状からも若年性認知症の人

には専門のスペースが望ましいというふうにも言

われております。しかし、専門のスペースを設け

るということは、若年性認知症の人の数と経営上

の課題などがあると思います。現在民家を一部改

修して利用している高齢者の認知症に対応したデ

イサービスはあると思うのですけれども、今後は

若年性認知症の方も余り抵抗感がなく利用ができ

る、そういった空き家だったり、民家ですね、を

利用した若年性認知症専門のデイサービスの開設

が必要ではないかなというふうに考えるところで

ありますが、市としての可能性を含め今後の考え

方についてお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 若年

性認知症の方に対応したデイサービスの施設の開

設についての考え方ということで御質問いただき
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ました。先ほどの答弁の中にも御説明させていた

だきましたが、認知症の対応型の通所介護につき

ましては現在４カ所市内にございまして、そのう

ち認知症グループホームを併設している事業所が

２カ所ということで、もう２カ所は一般の家を改

修したつくりになっておりまして、そういった一

般の家だったところを改修しているということで

利用されております。若年認知症の方が介護サー

ビスを利用するに当たっては、高齢者と一緒に、

現在でいうと専門の施設はございませんけれども、

一緒に利用する場合は利用に対する抵抗感が出な

いように若年性認知症の利用者が職員と一緒にな

って高齢者の支援を行うといったようなことをし

ながら、抵抗感を少なくするような努力をされて

いるということを聞いております。今のところ若

年性認知症の専門のサービスについては、新設の

計画とか予定はないということなのですけれども、

現在の通所介護の利用、先ほど言いました利用時

の工夫ですとか就労継続支援事業所の利用なども

含めまして、利用される方の希望にできるだけ沿

った支援ができるように今後も努めてまいりたい

というふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 今現在は高齢者の認知

症の方が利用するその施設を工夫して使用すれば、

若年性認知症の方を受け入れることが可能という

ことでありますが、やはり一人一人のニーズに応

じた介護支援、サービスを重視する名寄市として、

今後は若年性認知症の専門のデイサービスについ

ても前向きに検討していただきたいなというふう

に思います。

それでは次に、介護支援のあり方についてお伺

いをいたします。利用者の方が一人一人のニーズ

に応じた満足にいく切れ目のない介護支援を受け

るためには、支援をする介護支援専門員と現場の

介護員との情報共有、介護支援専門員及び現場で

勤務をする介護員の方が負担等を感じない、やり

がいを持って勤務できる勤務体制、勤務環境がし

っかりと確立されていることが重要であると私は

考えます。利用する方に満足をしていただければ、

その御家族の方にも安心していただけるものと考

えます。利用する側だけでなく、支援する側の勤

務体制、勤務環境もしっかりと把握をし、逐次改

善していかなければ満足にいく支援もできないの

ではないかと考えますが、介護の人材が不足する

中、名寄市の今後の介護支援のあり方についての

考え方をお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 支援

する側の事業所の勤務体系、それから勤務環境の

整備ということで、先ほど小項目３でも説明をさ

せていただきましたが、市内の介護サービス事業

者で構成されております名寄市介護サービス事業

者連絡協議会、こちらで各事業所からの意見等を

把握させていただいておりまして、その中で介護

職員の人材発掘に係る取り組みですとか、今働い

ております、勤務されております介護職員を対象

とした研修の取り組みを現在行っておりまして、

これも継続しております。介護事業所に勤められ

ている介護職員が意欲的に働けるよう今後とも支

援してまいりたいと思います。

それと、あわせて市で行っております介護人材

確保を目的とした介護人材就労定着支援事業につ

きましては、事業所等に広く周知を図っておりま

して、事業所からの意見をいただきながら人材確

保につながる効果的な取り組みとなるよう今後も

改善しながら取り組んでまいりたいというふうに

考えておりますので、御理解いただきたいと思い

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 今御答弁いただきまし

たけれども、やはり現場を把握しない、また情報

共有ができていない組織というのは弱体化してい
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くものと私は考えております。あらゆる分野にお

いて現場を把握することは本当に重要なことであ

り、問題等が発生するのは現場だと思っておりま

す。情報共有等によりそれらの問題等を把握、改

善していくことが組織の強靱化にもつながってい

くというふうに考えております。支援する方がや

りがいの感じる、また利用する方が満足する支援

サービスへぜひつなげていただきたいというふう

に思います。

次に、成年後見制度についてお伺いいたします。

先ほどの御答弁で名寄市の成年後見センターの支

援体制、現状、成年後見制度の課題、考え方につ

いては理解、認識をさせていただきました。

そこで、まず初めに地域連携ネットワークにつ

いてお伺いをいたします。制度の広報、制度利用

の相談、制度利用促進、後見人支援等の機能整備

のための地域ネットワークづくりにおいて本人を

見守るチームだったり、地域の専門職団体の協力

体制、協議会であったり、コーディネートを行う

ための中核機関の整備、地域連携ネットワークの

整備に向けた取り組みの推進がされていると思い

ますが、名寄市おける地域連携ネットワークの整

備状況についてお伺いをいたします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） ただいま地域連

携ネットワークについての御質問がありました。

本市におきましては、福祉、医療、教育、弁護士

などの関係する方が日常的な業務や会議等におい

てつながりを持っているところであります。ふだ

んから連携がとれる関係にあることから、成年後

見制度が必要な方の情報などもそれぞれ提供を受

けながら随時対応することができている、そうい

った面では地域のネットワークができつつあると

いうふうに考えているところであります。現在成

年後見センターができていますので、そういった

成年後見に関する情報につきましてはセンターに

すぐに集約されながら、必要に応じて速やかな対

応を行っている状況にあります。議員からありま

した、国では成年後見制度の利用促進に向け、地

域連携ネットワークの中核となる機関である中間

機関の整備の方向性が示されているところであり

ます。本市では、国が示しています関係者が集ま

り、協議するための協議会は設置をしておりませ

んけれども、成年後見センターの運営委員会につ

いては弁護士、司法書士、社会福祉士、民生委員

の方々が委員を担い、それぞれの立場からそうい

う視点で専門的な御意見をいただきながら、その

方に合った適切な対応をしているところでありま

す。先ほど説明したように、本市については福祉、

医療などの連携ネットワークもありますので、成

年後見制度の利用促進に向けた制度についてはで

きつつあるというふうに思っていますので、さら

にこういったネットワークを充実させながら今後

も取り組みを進めてまいりたいというふうに考え

ているところであります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） 現在違った形で連携が

しっかりととれているということですので、安心

もしているところですけれども、やはりこの地域

連携ネットワークについては非常に継続した連携

が大事だと思いますので、引き続きお願いをした

いというふうに思います。

次に、広報、啓発についてお伺いをします。成

年後見制度、日常生活自立支援事業について聞い

たことはあるが、内容がよくわからない、また成

年後見センターを知らないといった方もいること

は承知をされていると思いますが、私も実際余り

知られていないのが現状かなというふうには感じ

ております。そこで、市としてさらに周知促進を

図るための施策として現在行われていることを含

めて、今後の広報及び啓発活動についてお聞かせ

ください。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 成年後見制度の

周知啓発活動ということでありますけれども、平
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成３０年１月から専用の窓口として先ほどから言

っています成年後見センターを社会福祉協議会に

事業委託を行いながら、広報なよろや講演会など

通して市民への周知活動を進めております。今後

においても継続した周知啓発活動を行うことは大

変重要だというふうに私どもも考えているところ

であります。平成３０年の実績といたしましては、

成年後見制度の普及、啓発の活動として出前講座

を２４回、これ町内会の民生委員児童委員の定例

会議等で行っております。研修会を３回、相談会

を１０回開催しているところであります。議員お

っしゃるように、１回周知すればいいというもの

でなくて、定期的に周知啓発活動することが大変

重要だというふうに思っていますし、やっぱり自

分に成年後見の必要性がないとなかなか頭にも乗

らない状況があるというふうに思いますので、今

後においても定期的にしっかり市民に伝わるよう

な形で、そういう工夫しながら周知啓発活動に取

り組んでまいりたいというふうに考えているとこ

ろであります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 遠藤議員。

〇８番（遠藤隆男議員） さまざまな取り組み等

により周知促進は図られていることはわかりまし

た。しかし、周知、理解をしてもらうということ

は本当に時間がかかると思います。引き続き諦め

ずに前向きによろしくお願いをいたします。

今回の一般質問において、私が特に強調して申

し上げたことは２点あります。１点目は、若年性

認知症及び成年後見センターの部分で、支援体制

について質問をさせていただきました。これは、

子供、障がい者、高齢者を対象としたさまざまな

支援体制、また、防災等含めあらゆる分野におい

ての支援体制についても言えることであり、ニー

ズの高い、低いではなく、支援体制をしっかり整

備しておくことは市民からいつ相談を受けても、

またいつ何が起きてもすぐに対応が可能であり、

本来のあるべき姿というふうに考えていますので、

あらゆるところから見直し、改善を含めふだんか

らの支援体制というものを再度見つめていただき

たいというふうに思います。

２点目に介護支援のあり方について質問させて

いただきましたが、支援のあり方についてはこれ

も同様に子供に対する教育支援、障がい者、高齢

者に対する支援サービス、市民の皆さんに対する

サービスにおいても言えることであり、各施設等

において充実した支援、サービスを受けるために

は現場で勤務される方々も満足のいく支援、サー

ビスができる、またやりがいを持って勤務ができ

る勤務体制、勤務環境が重要であると考えますの

で、あわせてお願いをしたいというふうに思いま

す。この点についてあえて答弁は求めませんが、

今後さらに市民の信頼を裏切るような事案が起き

ないようしっかりと支援体制、組織体制、支援の

あり方等を含め確認をしていただきたいというふ

うに思います。

最後に、福祉とは全ての人の幸福を意味するも

のであり、市民と行政が連携、協力し、福祉のま

ちづくりがさらに推進され、これからも住み続け

たいと思える優しいまちづくりにつながる計画事

業になることを願い、質問を終わらせていただき

ます。

〇議長（東 千春議員） 以上で遠藤隆男議員の

質問を終わります。

令和２年度予算編成について外２件を、倉澤宏

議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 議長より御指名をいた

だきました。通告順に従い、大項目で３点につい

て市のお考えをお聞きしてまいります。

初めに、大項目１、令和２年度予算編成につい

てお伺いをいたします。令和元年１１月１日付で

令和２年度予算編成に係る市長訓示が示されまし

た。その中では、普通交付税における合併算定が

え特例措置分の減額、社会保障施策に要する額の

増加、老朽化している公共施設、インフラへの対

応など財政運営には多くの課題が山積しており、
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楽観視できる状況ではないこと、また王子マテリ

ア名寄工場の生産停止についても触れられ、それ

らを踏まえた上で市民ニーズの的確な把握、限ら

れた財源の有効活用、効果的な事業の推進を念頭

に総合計画、総合戦略の具現化、事業の選択と集

中、持続可能な財政運営の維持を基本的な考えと

して予算編成に当たるよう指示を出されたと思い

ますが、それらを踏まえ、小項目１、予算要求額

における上限の設定についてお伺いをいたします。

市長訓示では、厳しい財政状況であることを踏ま

え、要求額に一定の上限を設けた予算枠配分の手

法が示されました。この具体的な指示の内容と予

算要求ベースで前年との要求額の比較についてお

知らせをください。

小項目２、本年度予算から見る事業の選択と集

中についてお伺いをいたします。予算編成におけ

る基本的な考えとして、事業の選択と集中につい

て指示がこれまでの予算編成においても出されて

おりますが、編成後における選択と集中の具体的

な内容が見えにくいと感じますけれども、今年度

予算におけるこの指示に対する効果と令和２年度

予算要求段階における対象とした主な事業につい

てお知らせをください。

小項目３、市民ニーズの的確な把握についてお

伺いをいたします。例年この時期になると、各団

体から新年度施策に係る要望などが提出され、本

年においても各団体から要望書の提出があったと

ころだというふうに思っております。今回の予算

維持に当たり考慮すべき点として、市民ニーズの

的確な把握についての指示が出されておりますけ

れども、それら要望とは別に個々の市民ニーズを

把握するために位置づけている機会と各要望内容

について、また施策への反映プロセス、各部局に

は具体的にどのような指示が出されたのかお知ら

せをください。

次に、大項目２、公共施設の整備と管理状況に

ついてお伺いをいたします。これからの本市が進

める各種都市計画やまちづくりの方向性を定める

名寄市都市計画マスタープラン及び名寄市立地適

正化計画が追加議案として本定例会に提出されて

おりますけれども、これまでもそれぞれの計画の

内容についてはパブリックコメントの募集や素案

の説明会など市民に向けた内容が行われてきてお

ります。これらの計画が議決された後は、各計画

に基づき将来に向けた名寄市のまちづくりが行わ

れていくという期待感が持たれるところです。と

りわけ名寄市立地適正化計画ではコンパクトなま

ちづくりを基本として、老朽化している公共施設

の移転、建てかえにおいて一定の区域に都市機能

を集約するという方針のもと名寄市公共施設等総

合管理計画とも整合性を図りながら、立地場所を

含めた各施設の整備計画が今後加速度的に作成さ

れていくものとの認識のもとお伺いをしてまいり

ます。

小項目１、老朽化施設への整備計画についてお

伺いいたします。これまで老朽化施設の建てかえ

等の改築整備に対する考えについては、立地適正

化計画との整合性を理由として具体的な整備計画

が示されない状況が続いてきておりましたが、計

画の素案の市民説明等と並行して建てかえが必要

とされる各施設については、総合計画（第２次）

中期実施計画見直しのローリングでも議論がされ、

整備の優先順位についても協議があったと思いま

すが、その状況についてお知らせをください。

小項目２、既存施設の維持保全に関する診断に

ついてお伺いをいたします。現在使用している公

共施設については、これまでも計画的な修繕工事

を実施しながら活用を図っていることと思います

けれども、本年９月６日のサンピラー温泉浴場の

天井部材の落下、また９月２４日には名寄庁舎屋

上において中央部に一部せり出している本会議場

外壁タイルの崩落など、幸いけが人は出ませんで

したが、一つ間違えると取り返しがつかない施設

の管理不全による事故が発生しております。今後

降雪、積雪期を迎え、施設管理を担当する職員は

改めて施設の維持管理について神経を使う季節に
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入ると思いますけれども、市民や利用者はもとよ

り、職員の安全確保のためにも日々の点検以外に

リスクマネジメントの観点で既存公共施設の維持

保全に関する診断など集中的な点検が必要と考え

ますが、見解についてお伺いをいたします。

小項目３、未使用施設の維持管理についてお伺

いをいたします。本来の役割を終え、行政財産や

教育財産から普通財産に移管された施設について

一部適正な管理がなされず、景観、衛生、防犯面

で問題があるものも見受けられますけれども、そ

れら未使用施設の管理の状況についてお知らせく

ださい。

最後に、大項目３、労働人口減少下における人

材の確保についてお伺いをいたします。行政報告

にありましたが、９月末の名寄ハローワーク管内

の有効求人倍率は ５０倍と求人が求職を大きく

上回る状況が続いており、さまざまな職種におい

て人材の確保に苦慮をしているという状況がうか

がえるところです。国内の労働力人口が減少して

いる中、地方においては人口減少も重なり、人材

確保に関する環境は大変厳しいと考えております。

そこで、小項目１、現状の認識と分析について

お伺いをいたします。本市における人口減と労働

力人口の現状、今後の推移についてどのように分

析されているのかお知らせをください。

小項目２、人材確保が困難な職種への対策につ

いてお伺いをいたします。北海道労働局のデータ

を見ますと、全道的に技術的職業では建築、土木

測量、サービスでは介護や医療、医療助手、警備

や建設、採掘等の職種の求人倍率が高く、人材確

保が厳しい状況がうかがえます。本市管内の状況

とそれらの職種に対する人材確保対策に対する今

後の施策について見解をお知らせください。

小項目３、人材の育成についてお伺いをいたし

ます。今後介護、除雪、ごみ収集など委託事業者

の人材確保支援も含め、公共サービスを維持して

いくためにも専門職種を含めた人材の育成と地元

定着を促す施策が必要と考えます。また、４月に

施行された改正入管法を受け、今後は外国人労働

者の雇用受け入れについても本格的な対策が求め

られると考えますけれども、御見解についてお伺

いをいたします。

以上、この場からの発言とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 倉澤議員から大きく

３点にわたり御質問いただきました。大項目１は

私から、大項目２は総合政策部長から、大項目３

は産業振興室長からの答弁となりますので、よろ

しくお願いいたします。

初めに、大項目１、小項目１、予算要求額にお

ける上限の設定についてお答えいたします。令和

２年度の予算編成については、１１月１日付で各

部局に市長訓令及び予算編成資料の提出について

事務連絡を周知いたしました。今回予算編成に当

たり、厳しい財政状況を踏まえ、各部からの予算

要求額には一定の上限額を設定をした予算要求配

分枠を示したところです。本市の平成３０年度決

算は、一般会計で約３億 ０００万円の実質収支

となったものの、実質単年度収支は約４億６００

万円と昨年度に引き続きマイナスとなっており、

収支の調整に財政調整基金を取り崩したことから、

基金残高も減少しております。また、歳入におい

ては人口減少や王子マテリアの影響に伴う市税収

入の減少の懸念、歳入の約４割を占める地方交付

税では人口減少や合併算定がえの優遇措置の終了

など今後大きな伸びは見込めない状況であること

から、さらに歳出においても人件費、扶助費、公

債費の義務的経費の増加や公共施設の老朽化への

対応など多くの財政課題を抱えており、決して楽

観視できない状況となっております。こうした一

般財源収入の減少を十分に考慮し予算編成する必

要があることから、各課における今年度の各事業

別予算から義務的経費や繰出金、普通建設事業、

単年度で終了する事業などを控除するとともに、

特定財源を把握し、一般財源を算出、その合計約

３４億 ４００万円から３％削減、約１億円です
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けれども、３３億 ０００万円を各部に割り振ら

させていただいたところです。

次に、小項目２、今年度予算から見る事業の選

択と集中についてお答えいたします。普通交付税

の合併算定がえの縮減など今まで以上に一般財源

収入の減少が進むことから、大変厳しい財政状況

であることを踏まえ、より一層事業の選択と集中

の徹底に取り組む必要があります。今年度におい

ても、事業の選択では例えば老朽化した施設の対

応や改めて事業のあり方や手法について協議が必

要となるものについては、ゼロ査定とさせていた

だいております。一方、事業の集中では、名寄文

化講演会市民実行委員会への負担金においては事

業の継続性とその効果的な運営のため予算を隔年

ではありますが、増額して対応することといたし

ました。また、ずっと住まいる応援事業では、こ

れまでの市民ニーズの状況を踏まえ、当初予算か

ら ０００万円の予算を計上させていただいたと

ころです。また、総合計画の重点プロジェクトを

初め緊急度、優先度の高い事業についてはしっか

りと予算を計上し、市民生活の向上に十分寄与で

きるよう努めてきております。先月の議員協議会

で説明いたしました中期財政計画のとおり、今後

の財政運営においては少なからず基金に依存した

財政運営になるものと考えており、そのためにも

引き続き限られた財源を重点的かつ効果的に活用

するよう令和２年度の予算編成においても事業の

選択と集中の徹底を念頭に進めていく必要がある

と考えております。

なお、令和２年度予算に係る事業につきまして

は、現在財政課のヒアリング中であり、現段階で

は申し上げることはできませんが、年明けからの

上部査定における議論によりしっかりと精査して

まいりますので、御理解をお願いいたします。

次に、小項目３、市民ニーズの的確な把握につ

いてお答えいたします。市民と行政との協働のま

ちづくりを進めていくためには、市政に関する情

報の共有を図るとともに、市民の声にしっかりと

耳を傾け、今まさに必要とされる事業や喫緊の課

題解決に向けスピード感を持って取り組んでいく

必要があります。そのため、新年度予算編成に向

けた市長訓令や事務連絡においても多種多様化す

る市民ニーズを的確に把握し、予算要求に向けて

検討するよう指示しているところです。市民サー

ビスの向上を目指し、各団体等からの要望はもち

ろんのこと、まちづくり懇談会やさまざまな会議、

委員会等でいただいた御意見を初め各種アンケー

ト調査の回答なども参考にするとともに、職員一

人一人が日常の業務において多くの市民の皆さん

と接して得た意見やニーズの把握に努め、真に必

要となる事業や施策についてはしっかりと予算要

求するよう各部において周知徹底しているところ

でございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目２、公共施設の整備計画及び管理状況について

お答えいたします。

小項目１、老朽化施設の整備計画についてです

が、さきの議員協議会でも御報告させていただき

ましたが、本年度ローリング調整の結果、名寄市

総合計画第２次中期実施計画で地域事業５事業を

含めた計１７５事業について協議を行い、その中

で老朽化した施設の今後整備のあり方についてそ

れぞれ議論をさせていただきました。協議におい

ては、長寿命化を含めた整備の必要とされる施設

のうち建てかえの必要な施設として市内各公立保

育所、老朽化した学校教育施設、公営住宅、図書

館や児童センターなどの生涯学習施設について現

在策定中の名寄市立地適正化計画を念頭に置きつ

つ、民間活力の活用を含めた整備のあり方や手法、

整備の規模や事業費などについて検討を行ったと

ころであります。そのうち公立保育所については、

老朽化の度合いや事業者の安全性などの確保を踏

まえ、令和２年度に基本計画、基本設計に関する

事業費を登載し、既存保育所の今後の整備のあり
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方を含めて具体的な検討に着手することといたし

ました。そのほかの施設については、整備の必要

性については認識しつつ、整備の規模や手法、事

業費等についてさらなる精査が必要であり、また

財政規律の観点から同時に多数の施設の整備を並

行することは困難であると判断したことから、具

体的な整備年次及び事業費については計画に登載

せず、さらに精査を進め、今後の予算査定やロー

リングの中で事業の実施を判断することといたし

ました。本市においては、今後厳しい財政運営が

想定される一方、市民の利便性や安全性の確保か

ら、老朽化施設の早期の対応が必要であることも

事実であり、名寄市立地適正化計画を踏まえつつ

限られた財源を有効に活用し、最大限の効果を発

揮する手法について今後も検討してまいります。

次に、小項目２、既存施設の維持、保全に関す

る診断について申し上げます。現在各公共施設に

ついては、所管する担当部署において市民の皆さ

んが安全、安心に御利用いただけるよう日ごろか

ら適切な維持管理に心がけております。そのため、

施設において何かふぐあいや危険な箇所が見受け

られたときは、まずは専門知識を有する建築課の

技師に相談し、適宜対応するなど速やかな措置を

講じ、施設の維持、保全管理に努めているところ

であります。しかしながら、今回議員御指摘のと

おり、老朽化が原因と思われる事故も発生してい

ることから、改めて確認や点検作業の必要性につ

いて考えていく必要があるものと認識しておりま

す。これから策定していく個別施設計画の記載事

項の中には個別施設の状態を記すこととなってお

り、点検、診断によって得られた個別施設の状態

について施設ごとに整理する必要があります。つ

いては、各施設の状態について次年度所管する担

当部署と建築課の技師を中心に点検を実施し、そ

の状態を明らかにすることで、今後の対応につい

て検討してまいりたいと考えております。

次に、小項目３、未使用施設の維持管理と今後

について申し上げます。本市においても本来の役

割を終えた、未使用となっているものの、解体に

は多くの財源が伴うため、解体できず、現在も残

っている施設があります。日ごろから公共施設に

おいては担当部署において見回りや点検など安全

確認を実施し、しっかりと適切な保全や維持管理

に努めているところです。しかしながら、現在未

使用の施設については全てには行き届いていない

部分もあり、市民の皆様から御意見いただくこと

もあります。そのため、臨時対応を含めながら引

き続き少しでもきめ細かな対応に努めてまいりた

いと考えておりますので、御理解をお願いいたし

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から大項目３、

労働人口減少下における人材確保について申し上

げます。

まず、小項目１、現状の認識と分析についてで

ございますが、国勢調査結果によりますと、直近

の平成２７年調査と平成２２年調査を比較します

と本市の人口は３万５９１人から２万 ０４８人

と ５４３人減少し、１５歳から６４歳までの生

産年齢人口は１万 ５９７人から１万 ７５５人

と ８４２人減少しており、減少率では人口の

０％に対し生産年齢人口は ９％とほぼ倍となっ

ております。住民基本台帳における直近のデータ

でも本年１月から１０月末までで人口の減少２５

２人に対して６５歳以上が２８人減少しており、

本年１年間では６４歳までの人口が３００人規模

の減少が見込まれており、生産年齢人口の減少が

深刻となっております。今後の推移につきまして

は、名寄市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

において将来人口の減少と生産年齢人口比率の低

下が示されておりまして、議員御指摘のとおり、

有効求人倍率も高い状況が続いておりますことか

ら、人材の確保に向けた取り組みが必要と認識し

ております。

次に、小項目２、人材確保困難職種対策及び小
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項目３、人材育成対策について一括して申し上げ

ます。ハローワーク名寄管内の本年９月の業種別

有効求人倍率では、建築、土木、測量技術者が１

６０、大工、左官が１ ００など建設関連が高

く、作業員の高齢化や現場代理人の不足により多

くの現場を請け負うことができないなどの声があ

り、市内事業所では対応できない専門工事につい

て下請契約にて対応するなどの影響があらわれて

おりますほか、介護助手、歯科助手などが ５０、

ホームヘルパー、ケアワーカーが ２７など看護、

介護分野も高い状況でございます。本市では、現

在新規学卒者の地元定着や人材確保対策として、

介護職員の研修受講費助成や就職支度金、市立大

学の就職支度金や奨学金返還支援及び給付型奨学

金、市立総合病院の看護師、助産師学資金、保育

士へは就職支度金や宿舎借り上げ支援などを行っ

ております。また、商工業の人材育成に関しまし

ては、経済情勢が大きく変化し、事業者数の減少

や人材不足が続く中、平成２８年度の名寄市中小

企業振興条例に基づく商工業振興策の見直しの際

には、人材確保養成事業の見直しを行い、事業所

における人材育成の機会や資格取得などを後押し

しておりますほか、人材開発センターへの支援を

通じて技術の向上や資格取得などの機会を確保し

ております。また、商工会議所の取り組みに対し

ても支援を行っております。しかしながら、人口

減少下において人手不足、人材確保が喫緊の課題

となる中、市民サービスを維持するためには、議

員が言われますように、人材育成と地元定着を促

す施策が必要と受けとめております。今後専門職

種を含めた人材の育成と地元定着に関して、商工

業の分野では本市における商工業振興に係る基本

的な理念や役割などを定める基本計画の策定に当

たり、より時代のニーズに合った支援制度の改定

を含め検討してまいります。また、そのほかの分

野につきましても、先ほど申し上げましたように、

既に先行して取り組んでいる施策もありますが、

並行して庁内横断的な検討を進めていく必要があ

ると考えております。

本年４月に施行された改正入管法を受けた外国

人受け入れに関して、新たな在留資格である特定

技能では同一の業務分野内での転勤が可能であり

まして、よりよい条件を求めて大都市圏に集中す

る懸念がありますことから、北海道においては本

年３月、外国人に選ばれ、働き暮らしやすい北海

道を目指す姿として掲げた外国人材の受入拡大・

共生に向けた対応方向をまとめました。経済の地

域循環を促し、地域経済を活性化するためには生

産年齢人口の増加が有効であり、そのための方策

として国内の、とりわけ地方の人口減少を抑える

ことが厳しい現状において、外国人材の受け入れ

は有効な手段と認識しております。そうした中、

名寄市立大学や上川北部地域人材開発センターを

有する本市の優位性を考慮し、外国人材の受け入

れに関しては市内事業所などの人材確保対策とし

てはもちろんのこと、より広域な地域経済活性化

に資する方策を含め研究していくことは重要では

ないかと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、改めて御質問させていただきた

いというふうに思います。

大項目１、小項目１の予算要求における上限額

の設定について御答弁をいただきましたけれども、

中村部長の御説明では一般財源において前年比１

億円減の上限枠を、上限の設定をして、各部に予

算配分をしたというような御説明があったと思い

ます。これを受けて、今年度予算要求段階での一

般会計歳入歳出予算総額、幾らに積み上がったか

お知らせをいただきたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 一般会計についての

総額ということで、今回１１月末までに取りまと

めをした内容ということの御質問かというふうに

思います。一般会計ベースで各部局から上がって
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きた要求額ですけれども、歳入が１９４億８５７

万円、歳出が２１０億 ５９２万 ０００円とい

うことで、差し引き１６億 ７３５万 ０００円

という状況になってございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ありがとうございます。

当初予算要求段階で歳入歳出１６億円足りないと

いったような状況が今年度の予算要求であったと

いうことで確認をさせていただきました。一般財

源ベースで１億円当初予算段階での減額というこ

とで、この１億円減額要求をさせたということで、

市民サービスに具体的に出てくる影響という、考

えられる部分でもしございましたら、お知らせを

いただきたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今回各部局に割り振

りをさせていただきました予算要求の配分枠につ

きましては、基本的に義務的経費といいますか、

旅費ですとか需用費あるいは物件費が多いという

ことで、目標額１億円ということで各部のほうに

調整をするようにということの指示をさせていた

だきましたが、いただいたところということで、

議員御質問のように、それぞれ市民生活に、ある

いは市民サービスに影響が生じないかというとこ

ろについては、今お話ししましたように、直接市

民サービスに影響するような減額の内容ではない

ということで御承知をお願いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 直接市民サービスには

影響ないという部分でお答えありましたけれども、

間接的には何かしら出てくるという部分も含まれ

ているということでいいのかどうなのか。また、

具体的な各団体の一般財源を財源としている補助

金であったり負担金、こちらについては予算枠配

分の対象としていないのかどうなのか改めてお聞

きをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。私の言

い方も悪いかなというふうに思いますけれども、

間接的にと言われたらどこまでということはちょ

っとなかなか言えないのですけれども、今議員が

御質問をしてございます補助金ですとか負担金、

そこの部分については今回特に予算編成の中で削

減をというような指示は出していないということ

で御理解をいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） ありがとうございます。

いずれにしても、要求段階で１６億円歳入歳出を

比較すると不足しているといった状況ですので、

この小項目２でもお聞きをしましたけれども、選

択と集中というところで予算編成に当たっていか

れるのかなというふうに考えております。この間

恒常的に継続されてきている事業であったり、ま

たイベント的なもの、数多くあると思うのですけ

れども、今回の予算編成に当たって中村総務部長

の事務連絡の中でも一般財源、収入の減少を職員

一人一人が十分意識をし、であったり年度途中で

一般財源が増額しないよう、また既存事務事業の

見直しを図って一般財源を確保することといった

指示が出されて、その中で一般財源という言葉が

非常に多く使われている状況にあります。スクラ

ップ・アンド・ビルドの観点で事務事業の見直し

を行うといった部分で、改めて今後の予算編成に

おいて重点的に考えられる部分、過程の中でもし

お考えがあれば、お知らせをいただきたいなとい

うふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 済みません。私の段

階ということで今お話があったのですけれども、

まだ私の段階では各部局から上がってきた部分に

ついて予算査定とかということではやっておりま

せんので、内容について今後どういうふうにした

らいいかということについてはこれからというこ

とになりますが、スケジュール的には１２月まで

に今財政課におけるヒアリングを終了し、来年１
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月から市長、副市長査定ということになるかと思

っていまして、そこの中では特に建設事業初め多

くの事業について改めて市長、副市長の査定の中

で今後名寄市が将来に向けたどんな事業が必要な

のか、その辺も含めて十分協議がされるものとい

うふうに思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 予算編成に向けての取

り組み、年明けの上部査定の中でまた改めて編成

作業に当たっていくという部分で今お話ありまし

たけれども、小項目３の市民ニーズの的確な把握

についてということでお答えもいただきましたけ

れども、ニーズの把握についてまちづくり懇談会

であったり、また現場の職員が市民と接する中で

あったりというようなお答えがございました。実

際このまちづくり懇談会、私９カ所実施した中で

８カ所出席させていただきました。実際これ町連

さんの事業でということで認識はしておりますけ

れども、現実的に事務局が、企画課の職員がされ

ているといったところでありますけれども、この

まちづくり懇談会のあり方、前段名寄市からの説

明、それに対する質疑で全体で大体１時間半の部

分で、１時間近くを費やして、なかなか市民の率

直な意見であったり、ニーズの把握につながって

いないような印象を受けた部分がございます。そ

ちらについて、町連さんの事業ですけれども、実

際事務局を持たれている企画課、総務部長の所管

でありますけれども、そちらについて今後町連さ

んと協議しながらあり方について見直しも含めて

検討していく余地があるのかどうなのかお伺いを

したいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今まちづくり懇談会

ということで、ほぼ、８回も参加をいただいてい

るということでお礼を申し上げたいというふうに

思いますが、倉澤議員は昨年もきっと参加をいた

だいているのかなというふうに思っています。そ

れで、昨年とことしとまち懇が随分説明の時間に

費やしたという状況は議員も御承知かなというふ

うに実は思っておりまして、今回午前中の質問の

中にもありましたいろんな案件がございまして、

公社だったりというようなところでちょっと説明

の時間が確かに長かったなというふうには思って

ございます。まちづくり懇談会については、アン

ケートなどもとらさせていただいて、参加した皆

さんからの意見集約、これからまたさせていただ

くということで、その辺については町連のほうと

また協議をさせていただければというふうに思っ

ているところです。私どもは、このまちづくり懇

談会、新年度予算に向けては大変重要な市民の皆

さんの意見を聞く場ということで認識をしており

ますので、今後とも町連と連携をしながらやって

まいりたいというふうに思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） まちづくり懇談会にお

いては非常に重要な機会だというふうに捉えてい

るというようなお話がありました。なかなか独自

にああいう場をつくっていくというのは非常に大

変な作業だというふうに思いますので、そうした

事業をしっかり利用しながら市民ニーズの把握に

取り組んでいただきたいなというふうに思ってお

ります。また、各種要望の部分で、先ほどもお話

をさせていただきましたけれども、私どもの議会

のほうでも東議長名で９月６日付で市議会と市民

の意見交換会のいただいた中での内容を精査した

上で、市長に見解をお伺いしたということで経過

がございます。内容については、地域公共交通、

町内会活動と地域コミュニティー、空き地対策、

スポーツ施設の整備、難病支援体制、ＪＲ名寄高

校駅新設、６点について精査した中で市長のほう

の見解をお伺いしたところですけれども、いただ

いた回答内容、改めて拝見をさせていただきまし

た。当然各所管に質問内容、要望内容を割り振り

をされて、回答をいただいているところだという
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ふうに思いますけれども、中身ちょっと拝見する

となかなか前向きな回答が得られていないといっ

た部分がございます。この中に市長の思いも含め

て入っているのかどうなのかというところの確認

とあわせて、今お話しした６点の中で新年度の中

で具体的に予算編成の中でも協議は必要だという

ふうに思われるところ、市長のもしお考えあれば

お聞きをしたいなというふうに思っております。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 本年７月の市民との意見

交換会、市議会の主催で多くの貴重な市民の皆さ

んの声の拾い上げとその中から６点にわたり御提

言をいただきました。名寄市としても真摯に受け

とめさせていただいています。今回の市議会から

の要望を初め各種団体等から要望、意見をたくさ

んいただいております。これらの内容については、

当然担当部署で精査をし、状況に応じて現場も確

認をしながら、あるいは総合計画や各種施策との

調査、関係機関との協議などを行いまして、市民

ニーズ、事業効果、優先度など予算化を含めて事

業の必要性を慎重に検討して回答いたしていると

ころであります。限られた財源の中で最大の効果

を出せるように予算査定でも指示をしております。

今後も予算策定の中で引き続きこれらの協議に努

めてまいります。よろしくお願いをいたします。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 事業の必要性、優先順

位をつけてというような内容だというふうに思う

のですけれども、新年度予算編成の中で各所管と

もしっかりとした議論しながら予算編成に当たっ

ていただければというふうにお願いをして、次に

移りたいというふうに思います。

大項目の２番目、公共施設の整備と管理状況に

ついてお伺いをしてまいります。１点目、老朽化

施設の整備計画についてということで、先ほど石

橋部長の御答弁にもありましたけれども、ローリ

ングが実施されたと。総合計画第２次の中で具体

的な話が出てきました５事業、保育所、学校、大

学、公住等、社会教育施設も含めて検討を行った

というところでございました。具体的な部分とし

て、保育所についてはこちらの議員協議会でも説

明のあったローリング調整後の資料の中で具体的

に令和２年度において ４３７万円の予算という

か、金額が計上されているといった状況がありま

して、先ほどの御説明では基本構想、基本計画、

基本設計について入っていきたいというようなお

話でしたけれども、これも来年度の事業なのです

けれども、具体的にこれ建てかえの場所というの

はもう決定しているということで考えてよろしい

のですか。よろしいかどうかお伺いをいたしたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今回は令和２年

度で予算をローリングの中で計上させていただい

ておりますけれども、来年度の想定としては、今

おっしゃったように、基本計画、基本構想といっ

た部分に着手する上で場所も含めて検討に入ると

いったようなことになります。どのような、今公

立では３公立保育所があって、南、東、西と、そ

の３つが老朽化施設としてありまして、その部分

をどういった配置にしていくのかといった部分含

めて、建てる場所も含めての構想というふうにな

っております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 場所の選定も含めて令

和２年度の事業予定ということで今御説明ありま

したけれども、これ今のお話だとかなりスピード

感を持っていかないと令和２年度の事業に場所の

選定、基本構想、基本設計をおさめるということ

かなり難しいのかなというふうにちょっと感じる

ところなのですけれども、そちらについてはどの

ようにお考えになって、スケジュール感的には考

えているのか、もしわかればお知らせをいただき

たいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。
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〇総合政策部長（石橋 毅君） スケジュール感

という部分での具体的にお示しする、御説明する

ものちょっとないのですけれども、基本的に今申

し上げたような建てる場所等も含めて、今後の公

立保育所のあり方を含めた構想を１年間でしっか

りと練らせていただきたいということで、そこの

一定の方向性が見出された段階で当然議員の皆様、

それから住民や保護者の皆様にも説明をしながら

進めさせていただきたいというふうに考えており

ます。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 統合も含めて建設場所

の協議をしていくということで、もちろん今お話

ありました保護者、また地域の方、それぞれの意

見を聞きながら構想のほう策定をしていっていた

だければというふうに考えております。

また、これローリングの中では具体的に出てき

ていないのですけれども、こちらも老朽化が進ん

でいて、新たな設置に向けた協議の話もあるのか

なというふうに思いますけれども、大学教育の充

実には出てきておりませんけれども、大学の学生

寮、こちらについて何かローリングの中で協議経

過があれば、お知らせをいただきたいなというふ

うに考えております。

〇議長（東 千春議員） 渡辺大学事務局長。

〇市立大学事務局長（渡辺博史君） 学生寮の関

係で御質問いただきました。学生寮につきまして

は、近隣市の状況を踏まえて、学生確保の面も含

めましてローリングの中でも市長から指示があっ

たというところもございます。ただ、まだ今のと

ころ具体的な議論は進んでいないところでありま

すが、今回名寄市立地適正化計画の中で町中への

誘導策として学生寮にかかわるような内容もあり

ましたので、この名寄市立地適正化計画につきま

して、大学の管理職会議であります部局長会議で

共有させていただきまして、意見交換したという

ところであります。学生寮整備の議論の中で建設

場所ですとかかなり重要な部分でもございます。

大学の近くなのか、それともアルバイトの学生も

いたり、地域との連携なんかも考えながら、町中

がよろしいのか、あと町中でした場合に冬場の大

学までの足の確保をどうするかだとか、講義時間

に合わせたようなバスの運行は可能かだとか、そ

のようなことがその部局長会議の中で意見が出て

おります。今後は学内、そして学外でさまざまな

意見交換をしながら学生寮整備の議論を深めてい

きたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） いずれにしても、老朽

化が、今既存の学生寮、進んでいるということで、

職員も維持管理、なかなか苦労されているような

話もありますので、こちらも当然限られた財源の

中での施設整備ということで優先順位をつけての

中にはなってくると思うのですけれども、先送り

なかなかできない部分なのかなとも考えておりま

すので、ぜひともスピード感を持った協議をお願

いをしたいなというふうに思っております。

続いて、先ほどちょっとお話をさせていただい

た庁舎の壁の崩落であったり、サンピラー温泉の

天井の部材落下のお話しさせていただきましたけ

れども、施設の維持管理を行っていく中で、９月

の決算委員会の中でもお話ししましたけれども、

集中的な点検といった部分では本当に市民、職員

も含めた安全対策という中では、今後老朽化して

きている施設が多い中では必要なのかなというふ

うに考えております。名寄市公共施設整備等総合

管理計画の中にも管理の基本的な考えの中でこう

した集中的な点検が必要だというようなことも記

載されております。新年度、大きな公共事業が、

建築事業に関しては今のところ予定がはっきりと

見えていない状況ですので、一定程度建築団体等

に依頼をして、予算も確保しながら、公共施設の

部分、老朽化しているところを一斉点検というよ

うな事業が新年度の予算編成の中であってもいい

のかなと。これについては、人材の確保、育成も
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含めてですけれども、あわせて企業の技術的な部

分の向上を図る意味合いからでもこうした取り組

み、検討してもいいのではないかというふうに考

えておりますけれども、こちらについての御見解

をお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 施設管理において現

状老朽化をしている施設がふえてきているという

ことで、少し一斉点検といいますか、そういう取

り組みをしたらいかがという御意見だと思います

が、率直に申し上げまして、公共施設の整備計画、

個別計画がありますけれども、その中でも確かに

議員言われるように老朽度合いについては把握を

するようにということになってございまして、令

和２年度に計画をつくるということでありまして、

それにつきましては基本的にそれぞれ担当の部署

でやはりしっかりと自分の施設を点検するという

のを基本に、なおかつなかなか専門的な見地、見

方もできないかなというふうには思いますから、

そこは建築課との連携の中で現状は点検をさせて

いただきたいというふうに考えているところです。

なお、議員のほうからございました公共事業の

関係につきましては、なかなかその年度によりま

して公共事業、前年よりも少ないというような状

況も確かにあろうかというふうに思っているとこ

ろでございます。この後要望などもいただけるよ

うな日程にもなっているというふうに思っていま

して、またその中で意見交換などをしていければ

というふうに思っているところです。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 施設の点検、建築課の

職員とも連携をしながらというところでございま

したけれども、なかなか職員の部分でも限られた

人数の中でやられているといったところでござい

ます。建築事業がない中でそうした公共事業の創

出するといった部分でもまだ予算編成の中で協議

の余地があるのであれば、そうした、一斉点検と

いっても一遍にということではなく、年次計画立

てながら建築団体、建設業団体含めてそうした事

業を創出できないのかといったところ、要望等も

実際受けている経過もありますので、御検討いた

だければというふうに思っております。

続きまして、未使用施設の維持管理についてと

いうことで、具体的な部分でお話をさせていただ

きますと、旧公設卸売市場、競り場の跡の部分、

こちらについては未使用状態結構長くなっており

まして、窓ガラス等も割れたままの状況になって

いるといったところがあります。あわせて今回の

定例会、補正予算として４款衛生費、塵芥収集処

理事業費の中で補正が８５万 ０００円上がりま

した防水工事ですけれども、旧風連町農産廃棄物

処理場、こちらについても屋根が破損していたと

いった部分での補正予算でしたけれども、こちら

も長い間使われていないといった部分、こちらそ

れぞれ今後解体含めた整備の予定と跡地の活用に

ついて議論経過があればお知らせをいただきたい

なというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 公設卸売市場の関係

についてまず申し上げたいと思いますけれども、

議員御指摘のとおり、一部卸売、競り場ですか、

の施設の窓ガラスが割れているというような状況

も確かにあるところでございます。現状維持管理

については夏に施設内の草刈りを行っているとい

うことで、所管のほうでそれぞれ対応をしている

ところでございます。議員のほうは特に解体です

とか跡地利用についてということで御質問だった

かなと思いますので、現状あそこの施設、敷地に

ついては一部株式会社道北藤田生鮮さんですか、

貸しているところがございますし、そのほかの競

り場の部分については今特に使っていないという

ことで、年々老朽化が増してきているということ

で維持管理も大変になっているというのが正直な

ところでございます。御承知のとおり、平成３０

年に自衛隊名寄駐屯地のほうから隊員の宿舎とし
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てこの土地の利用できないかということで、可能

性についてということでお話がございました。私

どもとしてはぜひ、名寄市、人口減少の中で一定

の自衛隊の皆さんの人口の確保ですとか、経済に

も波及をするというようなことも含めまして、市

長の定例の記者会見の中で前向きに検討させてい

ただきたいということでお話をさせていただいた

ところでございます。それ以降少し自衛隊のほう

とも協議をさせていただいてきましたけれども、

現段階ではまだ確実に防衛省のほうで予算づけが

できるかどうかというようなところまではちょっ

と確認ができていないということで、そこの協議

がしっかりと調えば既存の施設の解体費用につい

て予算化をしていきたいというふうに考えている

ところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私から旧風連町で使

用しておりましたごみの処理施設であります風連

町農産廃棄物処理施設の部分についてお話しさせ

ていただきます。

本施設につきましては、現地調査によりまして

屋根が大きく破損している状況が確認されました

ので、ダイオキシンの流出を防止するために本年

度につきましてはシートや工作物によります被膜

や保護を行いまして、雨や雪が焼却炉に浸入しな

いような防止対策をとっております。また、あわ

せまして対策箇所の破損を予防するために屋根の

撤去を行っている状況となっています。本施設に

つきましては、できるだけ早期に解体の必要があ

る施設と考えておりますけれども、解体に当たり

ましては初年度にダイオキシンなどの調査や解体

計画を策定し、翌年度に工事を行うといいます複

数年の事業となりますことから、今後の予算協議

の中で検討を進めてまいりたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 倉澤議員。

〇２番（倉澤 宏議員） 先ほどもお話ししまし

たとおり、なかなか建築事業が当面の部分で見え

てこない中、解体も含めて計画的な事業の部分、

予算確保もお願いをして、時間となりましたので、

これで質問を終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で倉澤宏議員の質

問を終わります。

１５時まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時４４分

再開 午後 ３時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

地域で取り組む部活動のこれからについて外１

件を、五十嵐千絵議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い、大項目２点を

順次質問させていただきます。

まず初めに、大項目１、地域で取り組む部活動

のこれからについて、小項目１、市内各中学校に

おける部活動の現状と課題についてお伺いいたし

ます。本市には名寄中学校、名寄東中学校、風連

中学校、智恵文中学校があり、それぞれが部活動

を設置していますが、生徒数など違いもあり、各

校ごとに取り組まれている部活動もさまざまです。

現状と課題についてお知らせください。

次に、小項目２、市内各団体や少年団との連携

についてお伺いいたします。部活動は、主に教職

員の方々が顧問となり、支えられて活動していま

すが、教職員の負担軽減、昨今の働き方改革の観

点からも各関係団体、少年団、外部指導者との連

携が不可欠となっています。現在の取り組みにつ

いてお伺いいたします。

次に、小項目３、地域で支える部活動運営のこ

れからについてであります。本市においても近い

将来、特に団体競技種目の部活動が存続困難にな

り、休部、廃部になることが予想されます。先日

地域経済を支えてきた王子マテリア名寄工場の生

産停止の発表は、本市の経済のみならず、人口減
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少と少子化による生徒数減少にも多大なる影響を

及ぼすものと思われます。今後ますます１校だけ

で団体競技のチーム編成ができなくなるなど、部

活の選択肢が減っていく可能性が加速の一途をた

どるでしょう。そのようなことからも学校単位の

活動にとどまらず、より広域的な取り組みが必要

となってくるのではないでしょうか。日本中学校

体育連盟の調査によりますと、単独の中学校では

部員数が少ないため複数校で試合や練習を行って

いる部活動の合同チームが全国で既に ０００を

超えたとのことです。また、平成３０年３月にス

ポーツ庁が運動部活動のあり方に関する総合的な

ガイドラインを策定しており、その中で外部指導

者の協力、確保、総合型地域スポーツクラブとの

連携、複数校による合同部活動、またシーズン制

などによる複数種目実施などの取り組みによって

子供たちがよりよい環境で運動できる機会の確保、

充実を挙げているところであります。時代の流れ

とともに変わりつつある部活動運営のあり方とし

て、自治体主導の部活動へ移行していくなど合同

部活動や総合型地域スポーツクラブの展望につい

て伺います。また、風連地区や智恵文地区などの

地域から参加できる取り組みとして、スクールバ

スを活用した合同部活動の可能性についてお伺い

します。

次に、大項目２、子供、子育て支援について、

小項目１、子育て世代の労働実態についてお伺い

いたします。本年１０月より施行された３歳児か

らの幼児教育無償化に伴い、子供が３歳になるの

を機に働きに出る女性がふえると予想されます。

本市の子育て世代の母親の就労状況についてお伺

いいたします。

男女共同参画が叫ばれている中、本市において

も女性の社会進出や地位向上のため男女共同参画

セミナーを開催し、また男女共同参画に積極的に

取り組んでいる事業者、個人及び市民団体を表彰

するなど女性活躍の推進を図っているところであ

ります。保育の面においても認定こども園、保育

所、幼稚園、認可外保育施設、さらにはファミリ

ー・サポート・センター事業など子育てをしなが

らでも働けるよう支援を行っていることと思いま

す。ですが、いざ社会進出を試みても資格や経験

がないこと、一旦仕事から離れていたことなどか

ら、就職先の選択肢が狭まってしまうのが現実で

す。そこで、子育て中の母親のための資格取得講

習や職業訓練環境と実態についてお伺いします。

子育て中の女性も生き生きと働ける基盤づくりが

重要であり、また昨今の人口減少による労働人材

不足の観点からも市が主催、または上川北部人材

開発センターとの共催や協力のもと託児サービス

つきの職業訓練を行うことについて提案し、見解

をお伺いいたします。

次に、小項目２、保健センターの役割について

であります。現在子育てに関するさまざまな支援

が保健センターで行われています。横断的な包括

支援として今後の役割及び具体的な運営について

お聞かせ願います。

次に、小項目３、子供、子育てに関する情報の

取得についてお伺いいたします。現在の予防接種、

健診等の各種案内や情報共有についての現状とあ

り方、また今後の課題についてお伺いいたします。

本市では、健診等の案内は郵送で各家庭に送られ

ております。また、子育てに関する情報は広報な

よろを通して知るか、または市のホームページに

アクセスすることになるのですが、育児や家事、

仕事で忙しい母親がスムーズに情報を利用できる

よう母子手帳アプリの導入を提案させていただき

ます。ＩＣＴを活用した新たな子育て支援策とし

て、妊娠中から出産、子育てまで切れ目のないサ

ポートができ、また自治体からの案内やニュース

の発信もできることから、母子保健サービスの向

上が期待できます。考え方についてお伺いいたし

ます。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 改めましてこんにち
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は。五十嵐議員からは、大項目２点にわたり御質

問をいただきました。大項目１は私から、大項目

２は健康福祉部長からの答弁となりますので、よ

ろしくお願いいたします。

まず、大項目１、地域で取り組む部活動のこれ

からについて、小項目１、市内各中学校における

部活動の現状と課題についてお答えをいたします。

中学校における部活動は、スポーツや文化及び科

学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯

感の涵養、好ましい人間関係の形成等に資するも

のであり、学校教育活動の一環として教育課程と

の関連を図ることが求められております。そのた

め、本市の各中学校においては校内組織に部活動

委員会を位置づけ、指導方針や活動の決まり等に

ついて共同理解を図ったり、定期的に顧問会議を

開催して、各部の活動状況等を確認するなど学校

全体で組織的に活動の充実に努めてきております。

部活動を実施するに当たっては、家庭、地域との

連携、協力が不可欠でありますから、地域や学校

の実態に応じ、地域の人々の協力を得たり、関係

団体等と連携をしながら進めております。また、

保護者会等を設置し、指導方針や活動状況等につ

いて理解と協力を求めるなど、学校と家庭が一体

となって部活動の充実に努めております。具体的

に今年度名寄中学校では野球、バスケット、バレ

ーボール、ソフトテニス、バドミントン、スキー

の運動部と吹奏楽、美術、パソコンの文化部が設

置され、加入率は８ ４％となっております。名

寄東中学校は野球、バスケット、バレーボール、

ソフトテニス、サッカー、バドミントン、スキー

の運動部と吹奏楽、美術、ボランティアの文化部

が設置され、加入率は８ ２％となっております。

風連中学校は野球、卓球、ソフトテニス、剣道の

運動部と吹奏楽の文化部が設置され、加入率は８

５％となっております。智恵文中学校はバドミ

ントン部のみの設置で、加入率は４ １％となっ

ております。市内全体では、全生徒の８ ３％が

部活動に加入している状況となってございます。

部活動の課題といたしましては、少子化や教員の

減少に伴い部活動の数が減り、希望する部活動が

設置されていないなど選択肢が少なくなってきて

いることが挙げられます。また、教員が放課後の

部活動指導に時間を過度に費やすと授業準備や教

育相談、生徒指導などの公務に支障を来すこと、

土日に開催される大会等への引率は教員が行って

いることから、指導に当たる教員の負担が大きい

ことなどが挙げられております。このため、各中

学校では定期的に部活動休止日を設定したり、で

きる限り複数の教員が指導する体制を整えたりし

ております。

次に、市内各関係団体や少年団との連携につい

てお答えします。部活動を実施するに当たっては、

地域、家庭との連携、協力が不可欠であることか

ら、地域や学校の実態に応じ、地域の人々の協力

を得たり、各種団体等と連携しながら進めており

ます。例えば運動部活動においては、各種スポー

ツ団体の指導者から指導を受けたり、そのスポー

ツ団体が主催する大会に出場している種目があり

ます。また、各種スポーツ団体と連携を図りなが

ら活動している種目もございます。教員とともに

部活動の指導に当たる外部指導者につきましては、

現在３校、４つの種目で１７名の方に活躍してい

ただいております。教職員の負担軽減につきまし

ては、各中学校において生徒や指導者に過度の負

担をかけることがないよう北海道教育委員会の北

海道の部活動のあり方に関する方針を活用するな

どして、学校全体での組織的な部活動の指導体制

をつくるとともに、学校と家庭、地域が連携を深

めた効果的な部活動運営を推進するようお願いし

てまいります。

次に、地域で支える部活動運営のこれからにつ

いてお答えをいたします。御質問にありました総

合型地域スポーツクラブは、地域住民により自主

的、主体的に運営されるスポーツクラブで、子供

から高齢者までさまざまなスポーツを愛好する人

々が初心者からトップレベルまでそれぞれの志向、
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レベルに合わせて参加するものです。一方、中学

校の部活動は、先ほども述べましたとおり、スポ

ーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向

上や責任感、連帯感の涵養、好ましい人間関係の

形成等に資するものであり、学校教育活動の一環

として教育課程との関連を図ることが求められて

おります。また、生徒の自主的、自発的な参加に

より行われるもので、生徒のニーズや安全の確保、

指導内容、教師の長時間勤務の解消等の観点など

を踏まえながら校長が設置するものです。地域全

体でスポーツや芸術、文化等の活動ができる環境

を整備していくことについては、学校と地域が協

力、連携しながら、ともに子供を育てるという観

点からも重要なことであり、今後は教員の負担軽

減や部活動指導員等の協力、生徒の自主的、自発

的な活動の場の充実の観点から地域のスポーツク

ラブなどとの連携も必要になってくると考えられ

ます。

次に、合同部活動についてお答えをいたします。

近年生徒数の減少や運動以外の活動への興味、関

心の高まりなどにより運動部活動への参加生徒数

が減少し、学校単位では運動部の活動を組織し、

継続することが困難な事例が起きてきています。

このため、少人数の運動部にも大会参加の機会を

与え、スポーツをやりたいという生徒の願いに応

えるという趣旨から複数校での合同運動部活動を

実施する学校が増加してきております。日本中学

校体育連盟による令和元年９月の調査においては、

１チームの選手数が多いサッカーや野球などの団

体競技を中心に全国で１９競技、 ０７４チーム

の合同部活動が設置されました。北海道において

は１８５チームが設置されております。北海道中

学校体育連盟においては、北海道中学校体育大会

にかかわる複数校合同チーム編成規定が定められ

ております。規定によりますと、複数校合同チー

ムは日常において学校の部活動として監督が指導

し、各学校の教員が引率して合同チームの練習が

計画的に実施されていること、対象種目ごとで大

会出場に必要な最低人数を満たしていないチーム

であること、さらに地区大会の範囲内にそれぞれ

の学校があることが編成の条件となっております。

学校は、これらの編成の条件を満たし、教育上合

同でのチーム編成が必要であると学校間で合意さ

れた場合、地区中体連の承認を得て、複数校によ

る合同部活動を編成することができています。本

市においては、風連中学校と下川中学校の野球部

が合同チームを編成し、日常の活動や大会に参加

しております。合同部活動における移動について

は現在保護者が対応しておりますが、スクールバ

スの利用については児童生徒の送迎という本来業

務との兼ね合いもあり、厳しい状況にあると考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、大項

目２、子供、子育て支援についてお答えいたしま

す。

初めに、小項目１の子育て世代の労働実態につ

いてですが、本年１０月から実施されました３歳

以上児の幼児教育、保育の無償化に伴い、これま

で就労していなかった母親の就労状況に変化が生

じ、就労を希望する母親がふえると予想されてい

るところです。名寄市においては、本年１月に実

施した子ども・子育て支援事業計画策定に向けた

アンケート調査において母親の就労状況を調査し

ておりますが、就学前児童の保護者においては６

割弱の就労状況であり、小学生の保護者において

は８割弱の母親が就労している状況にあります。

本年１１月には、市内幼児教育、保育施設を利用

している全世帯に無償化がスタートしたことによ

る環境の変化に対する意識調査を実施してきてお

ります。調査結果の状況としましては、３歳以上

児の家庭においての就労状況は本年１月のアンケ

ート調査時点より若干の増加があるものの、おお

むね同様の就労率であり、現在母親が就労してい

ない家庭のうちすぐにでも就労したいと回答して
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いる母親が２割程度という結果で、大きな変化は

ありませんでした。このことから、当市の母親の

就労状況として、無償化に限らず就労を希望して

いる家庭が多く、子供を預け、働く家庭が増加し

ていくものと分析しております。こうした状況に

おいて、母親が就労するためハローワークでの職

業紹介のほか、上川北部地域人材開発センターに

おける職業訓練が行われております。職業訓練で

は、全体的には土木などの作業講習が多い状況で

すが、ＯＡに関する講習や介護にかかわる講習も

開催されております。名寄市といたしましては、

就労に伴い子供を預けなければならない家庭がふ

えてきている状況において、その預かり先を確保

するため次期子ども・子育て支援事業計画におい

て必要な施策を計画していけるよう取り組んでま

いります。

次に、小項目２の保健センターの役割について

ですが、全国的に少子化が進行するとともに、地

域のつながりが希薄化する中、本市におきまして

は母子健康手帳交付時の転勤者割合が４割以上を

占めている状況にあることから、地域的な特徴と

して身近に子育ての相談やサポートを受ける知り

合いなどがいないなど子育てに対する負担や不安、

孤立感が高まりやすい環境にあると考えておりま

す。そのため、保健センターにおきましては、子

供が健やかに生まれ育ち、安心して子育てができ

るよう、妊産婦健康診査や、産後ケア事業など妊

娠、出産の初期段階における支援の強化を図りな

がら、乳幼児健診や子育て支援のための教室及び

相談、家庭訪問などのきめ細やかな母子保健事業

を展開し、切れ目のない支援体制の充実に向けた

取り組みを進めてきております。国は、妊娠期か

ら子育て期までを通して関係機関が連携して、切

れ目のない支援を実施する仕組みが必要であると

して、令和２年度末までに子育て世代包括支援セ

ンターの全国展開を目指し、推進しております。

本市におきましても、令和２年３月から保健セン

ター内に子育て世代包括支援センター事業として

開始に向けた準備を進めているところであります。

本市の子育て世代包括支援センター事業は、現行

の母子保健事業を基盤とし、保健センターに子育

ての総合相談窓口としての機能を付加しようとす

るものです。具体的には、母子健康手帳交付時に

保健師が子育て応援プランを作成し、その人に合

った子育てができるような情報提供や一体的な支

援をしてまいります。また、子供の発達や家庭の

状況に応じて母子保健コーディネーターである保

健師と本年４月から開始しているこども未来課の

子ども家庭総合支援拠点事業の相談員などが一体

的に支援してまいります。さらに、医療機関や基

幹相談支援センター事業ぽっけ、子育て支援サー

ビス機関、教育委員会、児童相談所等の関係機関

との横断的で包括的な連携によりさらなる強化を

図り、一人一人の子育てに寄り添った切れ目のな

い支援に努めてまいります。

次に、小項目３の子供、子育てに関する情報の

取得についてですが、現在予防接種や健診等の母

子保健事業に関する情報発信は個別通知を基本に

母子カレンダー、子育てガイドブック、ホームペ

ージ、電話、訪問等を通じてきめ細やかな周知に

努めてきております。現行の各種周知により、予

防接種の接種率は接種期間を終えるまでには流行

を免れることができる９５％程度で推移しており

ます。乳幼児健診の受診率については、いずれも

９９％以上となっていることからも既存の周知方

法は一定の成果があると考えております。未受診

や未接種となっている方は、情報が届いていない

というよりは仕事の都合や体調不良によることが

多くあります。中にはお子さんへの関心がなかな

か向けられないなど支援が必要な状況を抱えなが

ら子育てをされている場合も見受けられておりま

す。そのために、一方的な通知ではなく、電話や

訪問などの対話による個別性を重視した丁寧な対

応に努めているところであります。母子手帳アプ

リについては、現行さまざまな無料アプリがあり、

関心のある方は自分の好きなアプリ活用して情報
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の管理を行っている姿も見受けられますが、現在

のところ保護者からは母子手帳アプリの導入に関

する要望は寄せられておりません。一方、アプリ

への通知は多数送られてくるため見逃すこともあ

るようで、郵送での案内は確実に手元に届き、確

認できることから、現時点では母子手帳アプリの

導入予定はございませんので、御理解をお願いい

たします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） それぞれ御答弁いた

だきまして、ありがとうございます。

それではまず、大項目１、部活動に関するとこ

ろの小項目１のほうから。当市内各中学校におけ

る部活動の現状と課題についてのところなのです

が、市内４つの中学校に設置されている部活動の

種類と加入率についてはお話をいただきました。

その中で今後廃部や休部になる可能性や懸念のあ

る部活動があればお知らせしてください。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） さきの質問でもお答

えいたしましたけれども、風連中学校の野球部に

ついては、部員数が確保できないということで、

現在下川中学校と合同で行っているということで

ございます。もしこれが合同で行えない場合はや

はり休部か廃部になっていくということだという

ふうに考えておりますし、またクラブ、部活動に

よっては例えば３年生が中体連で引退した後に１、

２年生だけでは数というのでしょうか、参加する

人数に達しないで、大会に出れないという状況も

あるというふうに学校のほうからは聞いておりま

す。ただ、その部活動につきましては４月の新年

度に新しく１年生が入ってくればまた再活動でき

るということで、そこまで地道に部員の中で活動

しているというような状況もお聞きしております。

いずれにいたしましても、五十嵐議員からもござ

いましたけれども、いわゆる団体競技と言われる

部活動については少子化等も含めてさまざまな要

因があって、今後も１つの学校できちっと部活が

成立するのかなということに関しましてはちょっ

と予断を許さない状況にあるのかなというふうに

考えてございます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 部活動の課題として、

もちろん生徒が少なくなるということで部活動が

継続できないという心配もあるのですが、あとは

部活動の担当の顧問の先生方の負担がやはり大き

いということで今お伺いしたのですが、日々の業

務の中で授業の準備をしながら、また部活動も見

ているとのことだと思います。実際には教職員に

とって負担が大きいことから、どのような方策、

また対策をとられているのかについてお伺いした

いです。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 部活動の指導につき

ましては、教員が占めるウエートがかなり多くな

ってきてございます。また、その弊害といたしま

して、指導したことがない競技ですとか、その競

技をやったことのない教員の方というのもやはり

どうしても全体の枠の中で各部に割り振ると言っ

たら失礼な言い方かもしれませんけれども、担当

していただいているということで、特に複数教諭

の配置ということも大事なことですから、そうい

う経験のない先生の方にも部活の顧問になってい

ただくというような状況もあるというのが現状で

ございます。それとまた、これからの部活動の課

題といたしましては、そのような課題を受けまし

て、国においては平成３０年度に運動部活動、文

化部活動のあり方に関する総合的なガイドライン

というのを作成をしております。本市におきまし

ても、そのガイドラインに基づきまして名寄市立

学校の部活動に関するガイドラインというのを今

年度作成しております。これは、部活動が地域や

学校、競技種目や分野、活動目的などの多様性が

ある中において、部活動が今後も最適に実施され

ていくことを目指してガイドラインを作成してい
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るものでございますけれども、具体的には各部に

おいて年間活動計画を作成をすると。教師や生徒

の負担が過度とならないような年間計画にすると

いうことが１点と、さらに平日１日、週末１日、

平日というのが月曜日から金曜日なのですけれど

も、そのうちの１日、また週末、土日、祝日等に

１日以上の休養日を設けると。また、活動時間に

つきましても、平日につきましては２時間以内、

週休日につきましても３時間程度の設定としてい

るというようなガイドライン的なものをつくりな

がら、部活動が今後も持続的に運営できるような

ことを考えながらガイドラインを策定しておりま

すし、教職員の負担軽減にもつながるのかなとい

うふうに考えているところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 年間計画を作成して

いるということなのですが、そちらのほうを後で

チェックをするような体制はとられているのでし

ょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） この年間計画につき

ましては、年度当初に学校長に提出をすると。学

校長は毎月計画どおりきちっとその部活が進んで

いるかというチェックをしなさいというようなこ

とで、ガイドラインの中でも触れさせていただい

ているところでございます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） そのような体制がと

られているということで、働き方改革のほうも進

んでいくのではないかなと思います。

次に、小項目２、市内各団体や少年団との連携

についてのところなのですが、市内中心地区であ

る名寄中学校や東中学校では、部活動も一定程度

の数があると考えられます。また、少年団等の活

動にも参加しやすい環境にあるのではないかなと

感じるところでありますが、特に風連地区や智恵

文地区においては部活動も限られているところな

どから、地域の各種団体等とどのような連携が図

られており、また効果等お伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 特に風連地区、智恵

文地区ということではございませんけれども、そ

れぞれ、智恵文地区につきましては部活動がバド

ミントン１つしかないということで、それ以外に

野球をやりたいというような生徒がいるというよ

うなお話も聞いております。ただ、名寄の風連、

智恵文に限らず、名寄市内、名寄の中学校、名中、

東中も含めてやはりかなり少年団時代からのつな

がりが多いというか、つながりで指導していただ

いているケースが多いのかなというふうに思って

おります。これにつきましては、外部指導者につ

きましても少年団を指導していただいている方が

そのまま中学生も見ていただいているというよう

な状況もあります。特に、先ほど各学校の部活の

種類を言いましたけれども、常設で配置していな

い部活について、例えば名寄中学校の剣道ですと

か名寄東中学校の剣道、柔道、卓球などは常設の

部としてはなっていないのですけれども、やはり

少年団の時代からのつながりというのでしょうか、

そのような中で、少年団を指導していただいてい

る方にあわせて指導していただいて、中体連にも

出ているというような形で連携をしてやっていた

だいているという状況もございます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） やはり外部指導者の

支援があって続いていけるものではないかなと思

っております。

小項目３番目なのですが、合同部活動導入につ

いての考え方と導入実績についてお伺いしたとこ

ろではありますが、直近の課題に対する解決策と

しては、合同部活動が一定の手段ではないかなと

思います。ですが、将来的には、地域総合型スポ

ーツクラブなどになっていくのが形ではないかな

と。今後１０年、２０年先を見据えても、部活動

というのは日本独特の文化でもあり、学校単位で
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の部活動がこの今の人口減少の中では機能しなく

なっていくのではないかなと感じているところで

あります。このことからも地域のスポーツクラブ

の活動と１つになっていくことが大事なことでは

ないかなと思っております。最近の学生さんです

と、今までですと部活を真剣に、プロを目指すよ

うな、真剣に取り組む、そういった部活をされる

方もいれば、少しフランクな感じといいますか、

運動不足を解消する目的のような、そういう気持

ちで取り組みたいなと思っている、そういったニ

ーズがさまざまになってきていると思うのです。

それで、地域によっては軽運動部という部活を創

設しているところもありまして、軽運動部という

のはその日によってきょうはバドミントンするで

すとか、バスケットをするですとか、ヨガをする

ですとか、そういった軽くいろいろな運動を経験

して、それを通して運動不足を解消できるような、

そういった取り組みもされているところもありま

すので、今子供たちのニーズもさまざまで、人口

も減っているところから、１つのものに固執しな

いようなスポーツに取り組むことも必要ではない

かなと思います。

では、次の質問に……

（「聞かないの」と呼ぶ者あり）

〇７番（五十嵐千絵議員） 教育部長の御意見を、

御見解をお願いします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） うまくまとめていた

だいたのかなと思ったのですけれども。御承知の

とおり、少年団活動については社会教育という枠

組みで、中学校の部活動については教育課程にも

明記されていますので、学校教育ということでな

ってございますけれども、やはり先ほど議員から

あったとおり、合同部活動、中体連等でも認めら

れておりますけれども、お互いがその人数に達し

なければ合同部活動を設置できるということです

けれども、例えば一方の学校がそれをクリアして

いると、合同ではできないという状況も今、例え

ば野球でいうとこっちの中学校が９人いますと。

こっちは５人しかいませんといったら、こっちは

単独でいけると。そしたら、こっちが野球をやり

たくてもやれないというような状況もございます

ので、今後、何年後ということは明言はできませ

んけれども、やはり全体の枠組みの中でさまざま

なスポーツを楽しむといいましょうか、競技スポ

ーツ、あとは楽しむスポーツ、先ほど午前中にも

今村議員からもございましたけれども、ｅスポー

ツとか、いろんなその多種多様なかかわり方が出

てくるのかなというふうに考えております。それ

がいつだということではないのですけれども、今

後はやはりそういう形のほうに向かっていくので

はないかと、社会教育の範疇の中に入ってくるの

ではないかなというふうな見方もできるのではな

いかなというふうに考えております。貴重な御提

言をいただきました。ありがとうございます。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 大変ありがとうござ

いました。近い未来に期待をして、終わりたいと

思います。

次の大項目に移らせていただきます。大項目２、

子供、子育て支援について、小項目１、子育て世

代の労働実態について再質問をさせていただきま

す。託児サービスがない職業訓練に関しては先ほ

ど御説明をいただきましたが、現在名寄市のほう

で人材開発センターがございますが、そちらのほ

うでは託児スペースもなく、子供を預けながらと

いうサービスには至っていないというふうに認識

しております。現在旭川ですとかちょっと地方の

ほうに行かれると、子供の託児サービスつきの職

業訓練なども行っている自治体もございます。市

が共催ですとかしていただいて、一緒に取り組め

るような、例えば１日で済むような講習もありま

すので、そういう面では少し託児もセットにして

やっていただけないかなと思ったので、質問させ

ていただいた次第でございます。そちらのほうの

可能性としてはいかがでしょうか。
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〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 職業訓練等に係

る託児サービスという御質問ですけれども、今あ

る制度をちょっと説明させてもらいますけれども、

保育の認定において、就職活動中においては３カ

月間保育所へ入所が可能な状況もありまして、現

在も利用されている方もいるということと、あと

東保育所と風連幼稚園、どろんこはうすにおいて

は一時預かり保育、あとほかにもファミリー・サ

ポート・センターもあり、就職に向けた活動中の

サポートも含めて取り組みを進めているところで

あります。市としましては、こういったサービス

をしっかり充実させていくことが大事だというふ

うに思っています。議員御承知のとおり、保育士

含めた人材確保が大変厳しい中で、しっかり人材

確保しながら、市のサービスついては滞らないよ

うに体制を整えていきたいというふうに思ってい

るところでありますし、先ほど申し上げました次

期の子ども・子育て支援事業計画においてもいろ

んなアンケート結果も分析しながら、そして会議

の委員の皆さんから御意見いただきながら、さら

に充実できることがあるのかないのか、どこまで

できるのかも含めて協議をしながらよりよい子育

て支援、就労支援に向けて取り組みを進めてまい

りたいというふうに考えているところであります。

先ほどありました人材開発センターでの講習会、

当然市としては派遣にかかわる要綱を持っていま

して、これにつきましては市が主催、共催する場

合については派遣を行うことができることになっ

ております。ただ、先ほど言いましたように、人

材の確保も必要でありまして、余り長期間であっ

たり、ちょっと難しいところありますけれども、

１日とか、そういった部分であれば、調整の中で

できる可能性があるというふうに思いますけれど

も、そういった事業、人材開発センターと共催で

きるような中身であれば可能であるというふうに

考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） １日ですとかですと

可能だということで今お伺いしたのですが、人材

開発センターでやられている講習の中でもパソコ

ンの住民講座などもやっておりまして、パソコン

のですと２時間で３日間という講習もあれば、１

日で完結するようなエクセルなどの関数などを勉

強するような講習もやっているとのことでありま

した。そういう女性が再就職をするためのお手伝

いをできるというのも市のほうでやっていただけ

ないかなということからこの質問なのですが、１

週間とか２週間かかるような講習もありまして、

そういうのは、市の保育のほうで一時預かりです

とか、ファミリーサポートですとかいろいろあり

ますので、できると思うのですが、１日、２日で

したら託児を使うという可能性もありなのかなと

思ったのですが、いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今就労、職業訓

練等に含めて支援ということで御意見をいただき

ましたので、私は人材開発センターが行っている

講習の性質といいますか、どういった受託を受け

てやっているか承知しない部分がありますので、

先ほど申し上げました市が主催だったり共催であ

れば派遣することは可能という状況もありますの

で、そういった面ではちょっとそういった人材開

発センターの事業内容も検証しながら、そういっ

た対応ができるかどうかも検証していきたいとい

うふうに考えておりますが、いずれにいたしまし

ても市としては先ほど申し上げました一時預かり

だったり、ファミリー・サポート・センターの利

用、そういったものをしっかり活用していただき

ながら子育ての支援ということに努めてまいりた

いというふうに考えておりますので、御理解をお

願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） では、子育てサポー

トの件で、保健センターのほうで次回から子育て
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世代包括支援センター事業をなさるということな

のですが、横断的な支援をしていただけるとのこ

とで、保健師さんの御負担もふえるのではないか

と懸念されますが、人材の確保や新たな業務への

準備は済んでいることと思います。その中で、今

まであったひまわりらんどの子育てコンシェルジ

ュのような役割を果たすのかなとは思いますが、

これは違いとかあるのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 保健センターに

おきましても１名専任の保健師を配置しながら子

供の成長であったり、これ先ほど言いましたよう

に、妊娠から含めて対応をしていくということで、

今言いました子育てコンシェルジュと重なる部分

も多くあるかというふうに思います。それぞれの

立場から見て、子供たちの育ちであったり、成長

状況というのは保健であったりの立場であったり、

保育所の立場、お互いの立場からこれ見て、やっ

ぱりきちんと検証しながらどういったプランを立

てて、助言をしたらいいかという、そういったこ

とを包括的にやっていく、そういった取り組みを

していきたいというふうに考えているところであ

ります。先ほど申し上げましたけれども、ことし

できましたこども未来課の子ども家庭総合支援拠

点事業も含めて、今虐待もふえている状況であり

ますので、あらゆる子育てにかかわる人たちが連

携を密にとれる、そういったシステムを構築しな

がら、いろんな人がかかわりながら、いろんな視

点で子供を見て、情報共有しながら進めていく、

そういった役割を担っていきたいというふうに考

えているところであります。保育士については、

ことしの４月に１名採用して、入っていますので、

人員的にはそういった中で対応できますし、今回

の定例会の冒頭で補正予算もつきましたので、そ

れと施設の整備、そういったものも含めて今進め

ていますので、３月のスタートに向けて準備を進

めていますし、スタート後もさらに先ほど言いま

したそれぞれの関係機関との連携をより一層充実

していく、そういったことも含めながら取り組み

をしていきたいというふうに考えておりますので、

御理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 子育て世代の包括支

援センターということでまたもう一度質問なので

すが、質問というか、包括的な支援で横断的な支

援ということなので、ちょっとしつこくはなるの

ですが、先ほどの職業訓練に関してもし可能でし

たら人材開発とかでやるような職業訓練のパンフ

レットですとか、または求人情報なども保健セン

ターに行ったときにお母さんたちの目に触れられ

たらまたそれはそれで違うのではないかなと思い

ますので、今人材不足もありまして、子育て中の

お母さんでも働いてはいると先ほどおっしゃって

いましたが、資格を持っていない方も資格を取り

たいと思っている方がたくさんいらっしゃると思

うのです。それで、職業訓練のできる環境がとい

うことがあったのですが、そういった面からも保

健センターのほうに何か案内などを掲示していた

だけないかなという提言なのですが、御見解お願

いします。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今の職業訓練に

関しての情報を保健センターに置けないかという

話というのは、先ほど申し上げましたとおり、名

寄市は転勤する方多いということで、約４割ぐら

いの人が転勤族ということで、そういった人材開

発センターの情報とかもやっぱりなかなか知らな

い、知り得る場所がないという状況があるという

ふうに思いますので、今議員から貴重な御意見を

いただきましたので、保健センターに必要なパン

フレット、どのようなものがある、私も承知して

いませんけれども、ちょっと確認をしながら配置

をしていきたいと思いますし、多分就労していな

い保護者の方というのは幼稚園とか保育園に行か

れていない方が多いかなというふうに思います。

子供の健診時は必ず来るかというふうに思います
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ので、そういった面では保健センターに設置をし

ながらそういった情報も周知するようにしていき

たいと考えておりますので、御理解お願いします。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） ありがとうございま

す。

次に、では小項目３のほうに移らせていただき

ます。現在の情報共有のあり方として、保健セン

ターさんのほうで郵送でしたり、訪問でしたりと

きめ細やかなサービスがされているということで、

母子手帳アプリのほうは必要ないだろうというお

話がありました。母子手帳アプリに関しては、そ

れぞれ見解が違うところではあるかなと思うので

すが、時代の流れといいましょうか、必要な情報

を、必要なものを自分の手の中で管理する今の子

育て世代の方にとっては必要なのかなという思い

がありました。現在導入する予定はないというこ

となのですが、例えば子育てに関する情報を調べ

ようと思ったときに市のホームページを検索する

のですが、なかなか探したい情報にたどり着くの

に時間がかかる状況が今ありまして、私も例えば

イベントなどを調べようと思ったときにインター

ネットのエクスプローラーなどから飛ぶと、フェ

イスブックにまず飛んでしまったりすることが多

々あるのです。市のフェイスブックなのですけれ

ども、そうなりますと最新のこれからの予定では

なくて、去年、おととしの終わったときのポスタ

ーの情報が出てきたりですとか、少し混乱してし

まうようなこともありまして、ホームページが正

直ちょっと使いづらいのかなという思いもあった

のですが、例えば今ラインのアカウントなど市町

村でもとっているところもあると思うのですが、

ラインのニュースなどを利用して、最新の情報を

ラインで送って、そこにＵＲＬなどのリンクを張

っていただいたら、そこから見たい人は飛べばい

いと思うのですけれども、そういった情報の共有

の仕方というお考えはございませんか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） アプリとかライ

ンとかという話しされましたけれども、ちょっと

私余り活用していなくて、理解が少なくて申しわ

けないのですが、今議員がおっしゃられるように、

ホームページを見て、自分が見たい情報を見ると

いうのは、私から言うのもなんですけれども、本

当に探しづらいホームページであるというのは一

つ課題だというふうに思っています。これ私が言

うと市長が、そういった面では、先ほど言いまし

たけれども、多くの転勤族が来る中でやっぱり名

寄市がどういったことやっているか調べたときに

本当に一瞬で見られるかというとなかなか難しい

状況もあって、そういった面ではアプリという話

だというふうに思っていますけれども、ただホー

ムページと例えばアプリとかラインとか管理する

となると、ちょっと大変というか、それぞれに全

てが同時期に更新しなければなりませんし、片手

落ちではだめだという状況がありますので、そう

いった意味では私は情報を発信するツールという

のは１つがやっぱりベストかなというふうに思っ

ています。そして、ホームページから情報をアプ

リから入れるかわからないのですけれども、そう

いったことができるかどうかちょっとわかりませ

んけれども、情報管理は１つにしながら、そこか

らいろんなところに発信できるような、そういっ

た、これは私が言う立場ではないですけれども、

市全体の情報管理といいますか、情報発信のツー

ルも含めてやっぱり検証するときに来ているのか

なというふうに考えているところであります。

先ほど言いました母子手帳アプリにつきまして

は、今の郵送から全てをそっちに移りかえるので

あればよろしいかなというふうに思っています。

両方でやりますと、それだけ人的なあれもかかり

ますし、お金もかかりますから、そういった意味

では今の方法でいって、先ほど言いましたように、

予防接種については９５％、健診率については９

９％というラインにいっていますので、今の中で

進めていくのが効果的だというふうに考えている
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ところであります。そういった面では、今後将来

的に向かってアプリやラインの活用というのは本

当に必要だというふうに思っていますので、他自

治体の状況見ながら、これちょっと母子保健事業

に限らず、市全体の課題として捉えて進めていく

のがいいのかなというふうに今考えているところ

であります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 五十嵐議員。

〇７番（五十嵐千絵議員） 検討いただけるとい

うことで、市全体の意見ということでお伺いさせ

ていただきました。楽しみにしております。

以上で質問を終わります。ありがとうございま

す。

〇議長（東 千春議員） 以上で五十嵐千絵議員

の質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ３時５８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 高 野 美枝子

署名議員 山 田 典 幸
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１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
渡 辺 博 史 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 鈴 木 康 寛 君

会 計 室 長 末 吉 ひ と み 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君

令和元年１２月１８日（水曜日）第４回１２月定例会・第３号
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１０番 川 村 幸 栄 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

市政運営におけるコンプライアンスの推進につ

いて外２件を、佐久間誠議員。

〇４番（佐久間 誠議員） おはようございます。

議長から御指名いただきましたので、通告順に従

い、大項目３点について質問いたします。

まず、大項目の１、市政運営におけるコンプラ

イアンスの推進について、小項目の１、行動指針

の確立に向けた考え方について。名寄市は、これ

まで地方自治法に基づき条例や規則、要綱を定め、

そのもとでコンプライアンス、法令遵守の風土を

職場の中で醸成してきたと考えています。しかし、

このたびの一連の不祥事の発生は、市民からの信

頼を一気に失い、市政運営全般が不安視されるな

ど、さまざまな支障が生じてくることを全ての職

員が共通の認識とするとともに、組織としてコン

プライアンスの推進に一丸となって取り組んでい

くのだという新たな決意を市民の前にあらわすこ

とが大事ではないでしょうか。

そこで、①、コンプライアンスにかかわる本市

のこれまでの取り組みについてどのような取り組

みをしてきたかについてお伺いいたします。

さらに、全ての職員が共通の認識を持ってコン

プライアンス行動を実践することにより、市役所

が再び市民から信頼される組織となることを目指

し、②としてこれまで各部各課等で取り組んでき

たコンプライアンスに関する重要な事項を取りま

とめ、職員が常に意識すべき市政運営における行

動指針として改めて体系的に定めることが重要だ

と考えますが、理事者の御見解についてお知らせ

ください。

小項目の２、高い規範意識の保持をどのように

醸成するか。市政運営における高い規範意識の保

持、遵法精神、あるいはルールや決まりを守る社

会性、倫理感は、部や課での職場での日常のかか

わりや経験、職員研修などを通じて醸成されると

思いますが、本市の取り組みはどのようになって

いるかお伺いいたします。

小項目（３）、市民への誠実、公正な対応の徹

底について。市民と接するときは、みずからの対

応が市役所全体の評価となることを常に意識し、

誠実かつ公平、公正な対応が不断に求められてお

ります。このあたりの指導などで工夫されている

点などについてお伺いしたいと思います。

次に、大項目２、大雨、洪水からの被害を防ぐ

ために、小項目（１）、北海道が管理する河川に

関して、①、忠烈布貯水池下流の忠烈布川改修計

画について。北海道で管理する忠烈布貯水池下流

の忠烈布川改修計画が進んでいると聞いておりま

すが、現在担当課が把握している工事計画の概況

についてお知らせください。

②、本市にかかわる排水路、橋、頭首工、取水

堰など関連構造物について。工事が始まれば、市

が管理する関連構造物などの取りつけなど附帯工

事も行われることになると思いますが、そのあた

りは一括して北海道が行うこととなるのかどうか、

そのあたりの御見解についてお伺いいたします。

③、会議等への参加案内は、本市に対してどの

ようになっているか。忠烈布川は、北海道が管理

し、士別土現が直接担当しているわけですが、こ

の間関係する会議等への参加案内は本市に対して

来ていたかどうかについてお伺いいたします。

令和元年１２月１８日（水曜日）第４回１２月定例会・第３号
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④、北海道管理河川等の本市としての調査につ

いて。忠烈布川が流れ込む先の風連別川、この風

連別川の雑木の繁茂や、中州などもでき、ここに

も草や雑木が生い茂っているため、順調に流れる

かとの不安の声も地元の市民から届いております。

道が管理する河川等の場合、本市としての調査は

どのように行い、要請等に生かしているかについ

てお伺いいたします。

小項目（２）、環境アセスメント等に関する市

のかかわりは。環境アセスメントについて意見を

求められたり、現地同行など、これまでの対応等

の状況についてお伺いいたします。

大項目の３、道路の安全確保について、小項目

（１）、狭隘な道路の安全対策について、①、幅

員が狭く、通行者に危険な道路の改善策について。

市内には、道路を挟んで両側に住宅が建つことな

どによって道路に幅員がなく、狭隘で危険な箇所

が幾つか見受けられます。特に交通量が多く、車

が交差する際に歩行者、自転車が通るときなど、

通行者のふらつきによる接触の危険を感じること

があります。こうした狭隘な道路の中には、そも

そも住宅を移動させるしか手法を講じられない箇

所の場合もありますが、道路の横に素掘り側溝が

敷設されている箇所なども見受けられ、こうした

ところはふたつきの側溝にすることで通行の際の

幅員確保が可能になると考えているところですが、

通行者に危険な道路の改善策について考え方をお

伺いいたします。

②、大型化する農業用機械に支障のある路肩の

雑木等の処理について。近年は、農地の集約化に

伴い大規模化が進み、農業用機械も大型化してお

ります。この大型農業用機械が道路を通行する際

に雑木にぶつかり、困るとの指摘を農業者の方か

ら受けております。市道の側溝に生えているとい

うことから、一度市内農村地区を対象として支障

のある路肩の雑木等に関する全体的な調査につい

て取り組むことはできないか。また、支障木の処

理についての対処方についてお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） おはようございます。

佐久間議員から大きく３点にわたり御質問いただ

きました。大項目１については私から、大項目２

及び大項目３は建設水道部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、市政運営におけるコンプラ

イアンスの推進について、小項目１、行動指針の

確立に向けた考え方について申し上げます。議員

御質問のコンプライアンスに関するこれまでの取

り組みでございますが、地方公務員全般に関する

制度として、地方公務員法において法令遵守義務

のほか各種の服務規程を定めるとともに、国家公

務員倫理法第４３条で地方においても国家公務員

の倫理保持に準ずるよう定めているところであり

ます。名寄市では、名寄市職員倫理規程で職員に

対して全体の奉仕者としての自覚を促すとともに、

名寄市職員行動指針を定め、高い倫理感と公正な

執務の執行や公務員としての自覚の保持、市民視

点での行政サービスの提供、行政の透明性の確保

を掲げております。また、名寄市職員等からの公

益通報に関する要綱を定め、本市職員のほか出資

団体や業務受託者、指定管理者の従業員等が違法、

不当な事案の通報を不利益をこうむることなく行

うことができるものとして、さきに述べた各種義

務の遂行が可能となるよう担保しているところで

あります。

一方で市政運営に関するコンプライアンスに関

する行動指針ですが、現在市政運営全般に関する

指針は定めておりませんが、職員それぞれの行動

に関する指針はさきに述べたとおり策定しており、

また制度を担保する公益通報制度も設けているこ

とから、改めて行動指針等の内容が十分であるか

を見直した上で、これらの制度が連携して機能す

るよう職員周知等努めてまいりますので、御理解

をお願いいたします。

次に、小項目２、高い規範意識の保持をどのよ
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うに醸成するかについて申し上げます。小項目１

で申し上げましたが、職員の行動規範となるべき

名寄市職員行動指針は、各執務室に掲示するとと

もに、市民の皆さんにも理念を共有いただくため

１階市民部のフロアにおいても掲示しているとこ

ろです。また、コンプライアンスに関する研修に

ついても新規採用や若手の研修、係長や課長職昇

任時に実施する職域別の各研修において地方公務

員法における服務規程や名寄市で規定している業

務遂行における遵守すべき事項などの服務に関す

る考え方を伝えてきたところであります。

今回の一連の事案を受け、市長から直接職員に

対して訓示を行いました。これまでの対応に対し

て率直な反省を示し、職員各自が規範意識を持っ

て行政運営に取り組むよう指示を行ったところで

あります。

一方でコンプライアンスを目的とした職員全体

に対する働きかけとしては、定期的な形で実施で

きていたとは言いがたいことから、改めて専門家

による職員研修を実施させていただくとともに、

間もなく導入予定のｅラーニング研修で民間企業

とも共通した研修メニューを取り組み、管理職研

修などの受講機会を拡大し、高い規範意識の醸成

に努めてまいります。

次に、小項目３、市民への誠実、公正な対応の

徹底について申し上げます。市民と接する際の対

応に関する工夫についてでございますが、まず採

用前と採用後１年が経過した際に接遇に関する研

修を職員向けに実施し、社会人として基本的な接

遇マナーを身につけるよう取り組みを行っており

ます。また、特に窓口対応については、自身や周

辺の係の業務に対する知識や基本的な業務フロー

を習得することにより、お客様を待たせることな

く正確な対応が可能であると考えております。そ

のため各専門研修等について積極的な受講を推進

するとともに、各所属長に対して市長、副市長か

ら折に触れ、担当課係内の情報共有に努めるよう

指示を行ってきたところであります。単一の課、

係で終了しない手続で、足が不自由など移動が困

難な方に対しては、職員が手続を行う方のところ

まで出向いて手続を完結するなど、それぞれの方

の状態に応じて柔軟に対応するよう努めていると

ころでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、まず

大項目の２、大雨、洪水からの被害を防ぐために、

答弁をさせていただきます。

小項目１、北海道が管理する河川に関しての①、

忠烈布貯水池下流の忠烈布川改修工事についてで

ございますが、名寄市風連町字東風連を流れる忠

烈布川は、天塩川水系風連別川の支流であり、北

海道の管理する１級河川でございます。本河川は、

大雨による氾濫により平成２６年８月の大雨時に

は １ヘクタール、平成２８年８月の大雨時には

１ヘクタールの農地が浸水被害を受けました。

そのため本市では、平成２６年から継続して忠烈

布川の河川管理者である北海道に改修工事の要望

を行ったところです。このたびこの要望が令和２

年度の新規要望事業として取り上げられ、その採

択を期待するものであります。

計画では、初年度には調査設計を進め、２年目

以降には用地買収や本工事に着手する予定で進め

られ、おおむね５年で完了する予定と聞き及んで

いるところでございます。事業概要としましては、

市道風連東風連線にかかる智烈布橋上流から道道

パンケ風連線にかかる田代橋下流までの約 ７キ

ロにおいて地形や流量に応じ、川幅を１０メート

ルから２０メートルに拡幅し、構造物周りや河川

流水の当たりやすい箇所に護岸を整備する予定と

なってございます。

次に、②、本市にかかわる排水路、橋、頭首工

などの関連構造物についてでございますが、本事

業の施行に伴い、本市管理の関連構造物には忠烈

布川に係る智烈布橋、山端橋、忠烈布一線橋の３

橋と忠烈布川につながる道路排水の放流口がござ
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います。また、頭首工については、本市の管理施

設は持ち合わせておらず、天塩川土地改良区もし

くは地元市民の管理施設となります。橋梁につき

ましては、事業化後の調査設計後となりますが、

現段階ではかけかえる予定はないと伺っておりま

す。議員御指摘の本市管理の関連構造物が支障に

なる場合においては、機能補償として改築をしま

すが、施工や費用負担については今後北海道と管

理者との協議により決定していくこととなってご

ざいます。

次に、③、本市に対する会議等への参加案内に

ついてでございますが、北海道では本事業化に向

けた会議としまして、今年度河川法に基づく河川

や環境などの学識経験者、地元住民の代表を構成

員とします天塩川上流圏域河川整備計画流域懇談

会を９月３０日に、また地元住民に対する天塩川

上流圏域河川整備計画原案住民説明会を１０月１

５日にそれぞれ開催をしてございます。各会議へ

の案内については本市にも通知をされており、そ

れぞれオブザーバーとして出席をするとともに、

その他の事業の進捗状況や地元との調整について

は適宜打ち合わせを行い、情報提供を受けている

ところでございます。今後におきましても事業化

の実現とともに、早期事業完了に向けて地域の声

を聞きながら、北海道に対して引き続き要望して

まいります。

次に、④、北海道管理河川の本市としての調査

についてですが、本市としましては、この間市内

の見回りや市民からの要望をもとに現地を目視確

認し、北海道への要望を取りまとめ、毎年開催さ

れます社会資本整備推進会議において要望をして

きており、風連別川を初めとした北海道管理の河

川や、雑木処理や土砂しゅんせつについても同様

に要望をしてございます。近年の河川事業では、

平成２９年と３０年には智恵文川、有利里川、豊

栄川などの雑木処理や土砂しゅんせつを北海道に

実施いただいており、今年度においても智恵文川

の土砂しゅんせつを予定していると伺っておりま

す。

議員御指摘の事前調査につきましては、管理者

が北海道であるため、本市としての詳細な調査に

ついては現状どおりの目視調査や地域の方々の御

意見から状況把握に努め、北海道への要望に意見

反映してまいりたいと考えております。今後にお

きましても北海道や地域の方々と協議や意見交換

を進め、大雨災害による被害を最小限に抑制する

ことに努めるとともに、市民の皆様が安全、安心

な生活を過ごせるよう防災力の向上に努めてまい

ります。

続いて小項目２の環境アセスメント等に関する

市のかかわりについてでございますが、このたび

の本事業は環境アセスメント制度の対象外の事業

であり、また事業者が北海道となるため、これま

で本市で対応するような案件については相談、対

応とした事例はございません。引き続き対応し得

る状況があらわれた場合には、適宜情報交換して

まいりたいと考えているところでございます。

次に、大項目の３、道路の安全確保について、

小項目１、狭隘な道路の安全対策について、①、

幅員が狭く、通行者に危険な道路の改善策につい

てでございますが、本市においては現在排水未整

備路線の新設や既設排水路が機能低下をしている

路線の改修を中心に、年間３路線程度の排水整備

工事を実施をしており、今年度も排水整備工事に

ついては排水未処理整備路線を２路線、排水改修

整備を１路線実施いたしました。議員御指摘の素

掘り側溝箇所にふたの側溝を敷設することについ

ては、段差が解消され、歩行空間の確保を図るこ

とが可能になり、そのことが安全対策にもつなが

るものと認識をしております。しかし、排水整備

においては、道路整備とあわせて実施することが

施工性、経済性の面からも有利となることから、

道路の整備計画を考慮した上で総体的に判断をす

ることとしてございます。

今後におきましても交付金事業を活用した道路

整備とともに、効果的な排水整備に引き続き努め
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てまいりますので、御理解いただきますようお願

いいたします。

次に、②、大型化する農業機械に支障のある路

肩の雑木等の処理についてでございます。本市で

は、この間市民の皆様からの情報提供や町内会か

らの道路、河川修繕箇所の要望調書、職員の見回

りをもとに道路の凹凸や陥没箇所、河岸の決壊箇

所などを確認し、緊急性の高いところから補修を

実施しております。また、市道敷地に育成してい

る雑木につきましても、現地確認により車両や歩

行者の通行に支障になると判断した場合には撤去、

または剪定を行い、安全な道路空間を確保してき

ているところです。

議員御指摘の農村地を対象とした全体的な調査

についてですが、全ての道路状況を調査、把握す

ることは難しいと考えておりますが、地先の方々

などからの情報提供をいただきながら、現地確認

の上、適宜対応させていただきたいと考えており

ます。今後におきましても職員による見回りや市

民の皆様からの情報提供をもとに適切な対応を行

い、安全、安心な道路空間確保に努めてまいりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきましたから、再質問させていただきます。

まず、大項目の１のコンプライアンスの推進に

かかわる質問の関係であります。それぞれ答弁い

ただきましたように、名寄の中では職員倫理規程

あるいは行動指針も定めていると。そのほかさま

ざまな地公法、服務規程、さらには公益通報の制

度などを活用してやっておりますということなの

ですが、そこでそれぞれ取り組んで、決められた

ことはあると。きのうの今村議員に対するお答え

なんかも名寄市の職員の行動指針は７項目定めて

あるけれども、なかなか浸透していないというお

答えでもありました。それで、私この行動指針が

形だけにならないために、コンプライアンスにか

かわる定期的なミーティングの推進、最近は多く

なってきていると思うのですけれども、それを具

体的に推進することが必要ではないかと思ってい

ます、定期的に。

それと、あわせてそのミーティングの際にチェ

ックリストをつくって、具体的に推進する体制で

実のあるものにしていかなければならないという

ふうに思いますが、こうしたことをもう少し現状

どのようにこれらについて確認されてきたのかお

伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今佐久間議員のほう

からお話がございました。１点ちょっと答弁の前

にお話ししたいのですけれども、昨日職員の行動

指針、私７項目あると言ったというふうに思うの

ですけれども、改めて見ましたら６項目というこ

とでございます。高い倫理感を保持し、公正な職

務の執行しますから明るい挨拶、正確、迅速、親

切丁寧な対応を心がけますということで６項目、

このほかに冒頭に法令、社会規範を遵守し、市民

全体の奉仕者としての誇りと自覚を持って行動し

ますという内容の行動指針となっていることにつ

いてお話をさせていただきました。

今佐久間議員のほうから行動指針等を持ってい

るけれども、定期的なミーティングですとか、あ

るいはチェックリストなどを使いながら、少し具

体的なものにしていくということの考え方につい

てということだったかなというふうに思います。

まず、定期的なミーティングの推進ということに

つきましてどういう手法がいいのかということで

考えますと、現在各部署におきまして毎朝早朝の

ミーティングを行うように指示をさせていただい

ているところでございます。これは、課単位ある

いは係単位ですとか、それぞれ職場のほうで工夫

をした中で実施をしているという中身になってい

ます。内容的にはそれぞれ職員がその日の１日の

スケジュール、あるいは課として、係としてどう

連携をとりながら業務を推進するのだということ
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での打ち合わせをしているということで、定期的

にということのお話でございましたら、こういっ

た場を利用するのがあろうかなというふうに思っ

ていますし、また月１回の部長会議あるいは課長

会議、そしてそれぞれ各部の中においても部の管

理職会議、さらに課長会議、あるいは課によって

は係会議も含めて会議を持っていますから、その

際にそれぞれの所属長のほうからしっかりとコン

プライアンスにかかわる事案についてお話をする

という機会を設けることができるかなというふう

に考えているところです。

さらに、チェックリストの関係なのですけれど

も、私もちょっとイメージが余り浮かばないので

すけれども、チェックリストというのは個人のチ

ェックなのか、それとも職員として一般的な業務

の中におけるコンプライアンスのチェックリスト

なのか、その辺が十分私も把握できていなくて、

ひょっとすると道内で、あるいは全国的にそうい

ったチェックリストを設けながら、コンプライア

ンスに向けた取り組みを進めているというところ

もあろうかと思いますので、この点につきまして

はぜひ今後そういった自治体を参考に取り組みの

ほうを研究させていただきたいというふうに思っ

ています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 今それぞれ早朝ミー

ティング定期的にやっているけれども、コンプラ

イアンスにかかわるところをそうした場を活用し

ていきたいとか前向きな御答弁いただきました。

それであと、私先ほどの最初の御答弁の中で公

益通報者保護者法に基づく、これは２００６年施

行されておりますけれども、既存の公益通報の窓

口、それから委員会の関係ちょっと見てみました

ら、本市においては現状総務部、中村総務部長を

筆頭にして部課長、それからさらには大学、病院、

あるいは組合などで公益通報の委員会を設けてい

るということで出ておりまして、それでちょっと

近年の開催状況をお知らせいただきたいと思うの

ですが、この公益通報も含めたコンプライアンス

総体の名寄市の仕事も含めてなのですけれども、

そういったものにかかわるものを一つのものにま

とめてはどうかと思うのですが、まずは公益通報

の委員会などの開催状況が近年どのように行われ

てきたかについてお知らせいただきたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今お話しのとおり公

益通報にかかわる要綱を定めているということで、

これは委員会の設置、あわせて相談員ということ

で、これは総務部の職員が当たるということにな

っているところでございます。

御質問の開催状況ということでありますけれど

も、近年この公益通報にかかわっての委員会の実

施というのは私の範囲ではやってございませんし、

過去については十分調べてはいないところですけ

れども、その都度事案があれば開催をするという

ことでなっているということでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） わかりました。

近年は、公益通報に係る事案がなかったという

ことで開催されていないということなのですが、

それで先ほど来一つの体系化したコンプライアン

ス、あるいは公益通報制度に係る問題、取り扱い

などもどうしていくかというもので、職員の方が

見てわかるように、実は私も先ほど７項目と６項

目のもの、私自身も直接じっくり眺めたことなく

てちょっとあれだったのですが、余り浸透されて

いないということなのですが、やっぱりこのたび

の事案を受けて、しっかり職員一人一人に一番最

初に採用されて新入職員となられたときから手渡

されるようなもの、例えばガイドブックの作成、

あるいは手引という形での作成、これは他の自治

体でも事例がございまして、ガイドブックなんか

は兵庫県三田市で作成しておりますし、手引につ
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いてもこれまた兵庫県、これは倫理意識が高いな

と思うのですが、神戸市、こんなところでやられ

ております。それと、三田市におけるガイドブッ

ク見てみましたら、担当弁護士も顔写真入りで、

電話番号も含めてそのガイドブックに載せている、

網羅されているようなものもありました。あるい

は、コンプライアンスの特別強化月間ということ

で鳥取市などでも取り組まれております。それで、

こういう強化月間だとか、忙しい職務の合間です

からたびたび多くの時間とることは難しいと思い

ますが、毎日コンプライアンス常に意識しながら、

定期的には強化月間みたいな形でしっかりどうい

うふうになっているかチェックも含めてやってい

くのがよろしいのではないかというふうに思って

います。

それとあと、こういうコンプライアンスという

ことを余り上から強烈にやると、例えば萎縮して

しまうということも考えられるというふうに思い

ますから、そうではなくて行うべきこととやって

はならないこと、行わないことの両面の視点から

こういうものを取りまとめてはいかがかというふ

うに思っております。

それと、コンプライアンス推進のための環境づ

くりということで、これは公益通報者保護法の中

には委員会というのがつくられておりますが、こ

のコンプライアンスの推進委員会は、本市におい

てはどのような形になっているのでしょうか。各

部各課に担当の者がいるということなのでしょう

か。その位置づけみたいなものを教えていただき

たい。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 最後に御質問いただ

いた推進委員会ですか、コンプライアンスに関す

る推進委員会という位置づけの組織というのは持

ってはおりません。先ほど言いましたように公益

通報の関係で委員会を設置をしているということ

で、各職場からそれぞれ代表を選出をする中で、

事案が発生した場合にその中で審議をするという

内容になっているということで御理解をいただき

たいというふうに思います。

そのほか何点か御質問いただいたのですけれど

も、先ほど三田市ということで事例を出して、ガ

イドブックというような話があったかというふう

に思います。これも先ほどのチェックリストと同

様、今十分見解というか、考え方を述べるまでい

かないのですが、チェックリスト同様そういった

ガイドブックも含めて、他自治体の取り組みなど

も参考にしながら今後進めてまいりたいというふ

うに思っておりますが、なかなかそのコンプライ

アンスにかかわる取り組みについていろいろな手

法がありますし、コンプライアンスということで

いってもいろんな事例がありますし、事案によっ

てもやはり違うでしょうし、それを大くくりで公

益通報だけという、通報制度の中でということに

もならないかなというふうにもちょっと思ってい

るところでございます。議員のほうから他自治体

の事例なども含めて提案をいただきましたので、

その点踏まえましてしっかりと今後私どもの行動

指針の内容も含め、全体的なコンプライスについ

て確立をしていきたいというふうに考えていると

ころです。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） いろんな事案、事例

を抱えるところでありますから、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。

それと、あわせて一人一人の職員は市民と直接

対応するわけで、さまざまな悩みも抱えているの

ではないかと。ちょっと参考に見てみましたら、

住民対応のときにかなり厳しい指摘というか、受

け答えに困るような、過度に、そのときはこれは

こういうふうに対応するのだよという、そういう

事例も引用して、職員そのものが困らないような、

対応を正確にやれるようなことも書かれておりま

すから、少しそういうことも含めて盛り込んでみ

てはどうかというふうに思っています。いずれに



－99－

令和元年１２月１８日（水曜日）第４回１２月定例会・第３号

しても、風通しのよい職場づくりに努めていただ

きたいというふうに思っています。

それと、時間もありませんから、１つ、現状に

合わない法令もあると思うのです。現状に合わな

い法令、国や道に問題点の解消について積極的な

提言をしてほしいということで私考えております。

自治体の現場段階では、先ほど少し触れたように

生きた事例を扱うわけでありますから、現状に合

わないことも多分に起きる、そういうふうにも考

えられます。そのときはこれまでどういうふうに、

これまでそうした事例なかったのかもしれません

が、あったときにぜひ国や道に問題点、改善を積

極的に提言してほしいと。そして、この法律が本

当に現場段階で生きたものに、使えるものにして

いくというのは、改良、改善を重ねて法改正にま

で持っていくということになりますから、ぜひそ

のことについてはお願いしておきたいと思います。

それで、コンプライアンスにかかわって最後に

市長から御答弁いただきたいのですが、行政は間

違えない、間違えてはいけないのだという行政の

無謬性という言葉について以前私触れたことあり

ますが、これはかくあってほしいという思いを込

めてのものでありました。しかし、人は過ちを犯

すものだという事象を前にしたときに、再びかか

る事態を繰り返さない、法令違反を繰り返さない

という強い決意のもとに立って、コンプライアン

スの推進についてしっかり市政運営における行動

指針を確立して市民の前に示す決意を市長の言葉

でお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 改めまして、今回さまざ

まな事案が発生したことに対しまして、多くの市

民の皆様に御不安、御心配をおかけしておりまし

た。本議会初日にも述べさせていただきましたが、

改めてこの場をおかりしておわびを申し上げたい

と思います。

職員の前でいろんな訓示をさせていただいたと

きに、議員もおっしゃいましたが、風通しのよい

職場ということと、これを機会にぜひ萎縮しない

でほしいという話もさせていただいたのです。コ

ンプライアンスというのは、当然法令を遵守して

行政運営していくということは基本中の基本であ

りますけれども、一方で中村部長がお話ししたと

おり、法令だけ守っていればいいのだという観点

でいくと、場合によっては市民の皆さんの利益を

損なう対応にもなりかねないということで、また

法律も全てが全て完璧なわけではないわけであり

まして、その中で我々は現場の中でいつもそこの

法令の本質を理解しつつ、どういった対応を市民

の皆さんにしていかなければならないのだという

現場の中でそれぞれの職員が悩み苦しみながら、

それぞれの事案に対応しているという現実があり

ます。その中で、高い倫理感でありますとか、あ

るいは深い知識、そうしたものが我々にはより求

められていくのだろうというふうに思います。今

回それぞれの事案も決して職員それぞれが法令を

違反しようとかというようなことでやったわけで

はなくて、そうした中に立ってやった結果だけれ

ども、結果として法令に違反したということでこ

のような事態になってしまったということであり

ます。改めて今いろんな議員からも御提言をいた

だきましたので、名寄市には倫理規程や行動指針

がありますけれども、今回の事案を契機に改めて

これを見直すということもしっかりと検討してい

きたいと思いますし、何といってもコンプライア

ンス意識を高めていくということがこの組織の質

を高めていき、そのことは市民の皆さんへの信頼

につながっていくというふうに思いますので、そ

の意味での研修というのをこれからもかなりやっ

ていくことが大事なのではないかというふうに思

います。

それと、改めて会議等でそうしたチェックをし

ていくというお話をいただきましたけれども、常

に会議の中でそれぞれの職員の情報を共有して、

特に悪い情報というか、悩みをみんなで共有して

解決していくという、そうした風通しのいい組織
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づくりもこれからさらに必要となってくるという

ふうに考えております。しっかりと議員からいた

だいた御提言を受けとめて、改善するところは改

善し、市民への信頼の回復を図っていきたいとい

うふうに思いますので、今後とも御指導をよろし

くお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 今市長のほうから強

い決意をいただきましたので、ぜひコンプライア

ンスに基づく行動指針の体系化みたいなものにつ

いて御検討、そして実践をお願いしたいというふ

うに思います。

それで、時間もなくなってきましたので、大雨、

洪水からの被害を防ぐためにの忠烈布川の改修計

画について再質問させていただきたいと思います。

先ほど天野部長のほうから詳しく御説明ありまし

て、あらかたのところはわかりました。予算が大

体通るのかなというふうに期待しておりますが、

実行されることを地元の方々も強く望んでおりま

すし、それから私もあそこ、あの地区の春先だと

かいろんな大雨が降った際に冠水するのを見て心

を痛めておりましたから、しっかり早く何とか直

せるような手はずぐらいまでたどり着いたという

ことでうれしく思っているのですが、先ほど計画

については大体概要についてお聞きしたのですが、

想定される予算規模について、この辺押さえられ

ていますか、大体概要で。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 当初先ほど申し

上げましたように私どもの市では５年間の事業予

定ということで、ただこれ事業採択が今年度中の

結論ということでございますので、間違いないか

どうかというのはまだそこまで至っていないとい

うこと前提でございますけれども、道の関係、ま

たは一部建設関係の情報紙等々の中では５年間で

９億円から１０億円の間ぐらいだというふうに私

ども理解しているところでございますので、よろ

しくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） ９億円、１０億円と

いうことで、かなり大規模な工事になろうかとい

うことなのですが、わかりました。

それで、再質問の関係なのですが、特に北海道

の管轄する河川ということで、しかもあそこは士

別土現が窓口ということで、地区は東風連という

ことで、どこに相談したらいいかなというのが地

元の人は何かすごく名寄市民なのだけれどもとい

う寂しい思いをされているのかなと思うのですが、

忠烈布川が氾濫しますと徳田地区にも被害が及ん

でくるということもありまして、それで先ほど来

およそ間違いないのではなかろうかということで

期待できる形だと思いますが、予算がついて、よ

り精度を高めた測量なんかが始まった場合に、ぜ

ひ住民要望などの窓口として担当課のほうで相談

に乗ってほしいという地元の方の希望を聞いてい

るところですが、このあたりについてお考えをお

伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員御自身が現

地含めまして地域の皆様の声ということでお聞き

をしてございます。当然地域にとっては、大雨の

被害のあった後での心配の上の声を受けとめての、

私どもその声を受けとめてしっかり北海道のほう

へ要望を毎年のように積み重ねさせていただきま

した。この間本当に当然地域の皆様の声をという

ことで、担当者、そして北海道側も誠意を持って

声を聞き取っていただいたなというのが今日の現

状だというふうに思っています。いよいよ事業が

始まりますれば当然調査等々も詳細に行われてい

く中だと思いますし、北海道側も地域の皆様の声

を全く無視するということでは当然ございません

し、地域の皆様への説明される機会、そして事務

所が士別でございますし、北海道の場合そうでご

ざいます。先ほど申し上げましたように私どもも

機会あれば、さまざまな形で御協力やアドバイス

や地域の皆様の声をまたしっかり受けとめながら、
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必要な対応については誠意を持って取り組んでい

くというのが当然我々の役目だというふうに理解

しているところでございますので、具体的にこう

こうということにはなりませんけれども、事業が

採択をされ、前進する場合には私どもも地元自治

体の立場で全力尽くしていきたいなというふうに

思ってございますので、御理解いただければと思

ってございます。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 今の部長の力強い言

葉、現地の人喜ぶのではないかというふうに思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

それで、まだ現地のほうに具体的な期成会みた

いなものはできていなかったのです、これまで。

それで、恐らく具体的な予算がはっきりした段階

では、これはまた期成会などいわゆる地域の方を

一つにまとめて、代表を決めて、さまざまな要望

を集約する、そういったものができてくるのでは

なかろうかというふうに思うのですが、結構本市

にかかわる関連構造物もあって、とりわけ忠烈布

貯水池から下流に流れてくるわけですが、あそこ

は真ん中の道路を挟んで南北に蛇行した川という

非常に特徴のあるうねるというか、そういう川で

ありまして、それから直角に曲がった箇所なんか

もありまして、そこは流れた水がぶつかってオー

バーフローするということなんかも指摘されてお

りますし、それから頭首工のところにいわゆる取

水堰といいますか、そこに上流から流れてきた木

の枝なんかがたまって、そして川の水をせきとめ

るというようなことで、そこもまたあふれるとか、

そうすると何せ先ほど説明しているように管理主

体が入り組んでおりまして、どこを窓口にして、

どういう相談の仕方したらそういった対応をして

くれるのかというところが非常に地元の方は困っ

ているのです。そこら辺の改善策について何かお

考えありましたらお伺いしたいのですが。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員御指摘のと

おり、忠烈布川は道路をまたいでいるといいます

か、左右に大きくうねる形でございますし、田畑

も含めて隣接している中でのかなりそういうデリ

ケートな課題というのは大変多くあるのだろうと

いうふうに承知をしてございます。ただ、先ほど

も言ったように調査が入って、そういった中で必

要な措置、必要な箇所というのが絞られていく形

になろうかというふうに思いますので、繰り返し

になりますけれども、あくまで北海道の事業調査

の中で、私どもも当然そこは慎重な対応をしてい

ただけるものだというふうに期待をしてございま

すし、地域の皆さんの心配の声なども当然ござい

ますし、新年度に向けてまた北海道のほうとも協

議する機会などもございますので、議員からお話

あった点も含めて地域の声、大変事業としては前

向きに御理解いただいているかと思いますけれど

も、要所要所の心配事というのは本当に尽きない

のだろうというふうに思っておりますので、しっ

かりその声は私どもからも御配慮いただけるよう

努めてまいりたいというふうに思っていますので、

今の時点では御理解いただければと思ってござい

ます。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） わかりました。

それであと、風連別川の雑木等の繁茂対策につ

いての調査ということなのですけれども、風連別

川はそれぞれ粘り強く要望を上げていただいて、

節々にピンポイントで改修、改善はされていると

いうふうに思うのですけれども、ぜひ川幅を拡幅

して、忠烈布川が流れ込む先というのは風連別川

でありますから、かなり春先の水量も多いという

ことで、その周りの地域の住民の皆さん心配され

ているのです。だから、流れ込む先の風連別川、

具体的な工事が始まった段階で、合わせわざでは

ないですけれども、少しこの繁茂の処理、中州に

も生えてくるそうしたものの改善について何とか

この工事を機に、どちらかというと上流よりも受

け口の下流のほうから先に工事始まると思います
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から、先にそこら辺をまずやっていただくみたい

な御要望についても働きかけをお願いしたいと思

うのですが、時間ないので、その辺は要望にとど

めて、心にとめていただきたいと。

環境アセスメント関係はわかりました。先ほど

の御答弁で環境アセスでの対応はないということ

でありますから、それはわかりました。

最後になりますけれども、道路の安全確保につ

いての関係、狭隘な道路の安全対策についてであ

ります。これやっぱり予算です。全て予算がその

工事をやるのに必要なだけ入ってくればいいので

すけれども、しかしきのうの答弁では総務部長は

次年度予算について特に極端に減らしたわけでは

ないという感じでおっしゃられていたように私記

憶しておりますから、ぜひこの狭隘な道路、特に

私が気になっているのは狭い道路の周辺の住宅、

そこが若い子育て世代なのです。そうすると、小

さな子供が庭先で遊んでいるわけです。私は、そ

こを見て、車近いし、道路すぐそばだし、これち

ょっと怖いなと、事故にでも遭ったらと思うと気

が気でないのですけれども、交通事故については

加害者になっても被害者になっても大変不幸なこ

とでありますから、ぜひ道路環境について、整備

についてしっかりやっていただきたいと。

それと、農業者の農業用機械に支障のある路肩

の雑木等、これについても処理についても農業者

の作業環境をしっかり下支えするという側面から

もぜひ全体的な調査含めて対処に向けてやってい

ただきたいということで、最後に再度天野部長の

決意をお伺いいたしまして、私の質問を終わりた

いと。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） いろいろ御指導

いただきましてありがとうございます。

議員の言われるとおり、本来でありますと排水

の関係は道路の整備をしっかりとやるべきだとい

う御指摘だというふうに思ってございます。当然

いろいろ予算も含めて課題はございますけれども、

私どもできる限り有効かつ急ぎ必要なところから

の対応ということで考えてまいりたいと思います

し、なかなか道路の整備がままならぬ状況がある

場合は、申し上げましたように排水などの整備な

どにできるだけ努め、少しでも道路環境をよいも

のにというふうには考え協議しながら、この予算

の中でも十分検討していきたいなというふうに思

ってございます。

また、雑木処理だとか剪定等々、当然私どもも

できる限りの情報等を把握させていただければ、

できるだけ速やかに現地確認をして、すぐできる

ものの対応というのは決して揺るがない形でやっ

ていきたいなというふうに思ってございます。た

だ、どうしても郊外地区になりますと広いエリア

になりますので、職員がそこを探して歩くという

のはちょっとロスも多いので、できる限り地域の

皆様から御一報だとか、関係者通してでも結構で

ございますので、できる限り情報を寄せていただ

ければ対応等も速やかになるのではないかという

ふうに思っております。鋭意努力させていただき

たいなというふうに思ってございますので、御理

解を賜ればと思っています。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

介護事業にかかわる名寄市の実情と対応につい

て外２件を、塩田昌彦議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い、順次質問して

まいります。

大項目の１、介護事業にかかわる名寄市の実情

と対応についてお伺いをいたします。名寄市にお

いても高齢化が進み、高齢者が可能な限り住みな

れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けるこ

とができるよう介護保険制度を活用し、介護サー

ビスを必要とする方に必要なサービスが受けられ

る体制が構築されております。そこで、小項目３

点についてお伺いをいたします。
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小項目の１、介護保険法に基づく事務の権限移

譲についてお聞きをいたします。北海道から権限

移譲された委任事務について、介護保険法に基づ

き権限移譲された事務について内容をお知らせい

ただきたいと思います。

また、移譲された権限について、北海道からの

引き継ぎなど名寄市として権限に係る認識や確認

をどのようにされたのかお知らせください。

小項目の２、介護サービスの基盤についてお聞

きをいたします。１つはケアマネジメント支援業

務について、２つ目は一般的にケアマネージャー

が行う業務と兼務する業務について、また担当す

るケースでは介護度の重軽に伴う負担の認識につ

いて、３つ目は介護相談員等の派遣状況と効果に

ついて、４つ目は市内にある６カ所の居宅介護支

援事業所への訪問など行政と事業所の連携及び相

談対応についてお知らせください。

小項目の３、介護給付適正化事業の推進につい

てお聞きをいたします。介護給付、予防給付につ

いて必要な介護サービス以外の不要なサービスが

提供されていないかの検証、居宅介護支援及び介

護サービスの提供が適正に行われているかの検証

を行い、必要に応じて指導、助言を実施すること

としておりますが、利用者に対する適切な介護サ

ービスの確保と費用の効率化など、介護保険制度

の信頼を高める取り組みを進めていると思います

が、要介護認定の更新、変更に係る認定調査や審

査の点検状況及び変更があった場合の対応につい

てお知らせください。

また、マネジャーが作成した居宅介護サービス

計画、介護予防サービス計画の記載内容について

市町村職員が行う第三者の点検支援、ケアプラン

の点検の現状についてお知らせください。

次に、大項目の２、なよろ市立天文台きたすば

る開台から１０年を迎えて、天文台きたすばるが

果たしてきた１０年の歩みについてお伺いをいた

します。名寄市の天文天体観測の歴史は、木原秀

雄氏が礼文島での金環日食の観測を成功させたこ

とや太陽黒点の長年の観測活動が挙げられ、私設

の天文台を建設、現在のなよろ市立天文台きたす

ばるの基礎をつくられました。木原秀雄先生に敬

意を表するものであります。そこで、４点にわた

ってお伺いをいたします。

小項目の１、天文台設置に関する当初の目的達

成についてお聞きをいたします。天文台は、条例

において天体観測や自然科学に関する知識の普及、

木原秀雄氏の天文研究の功績を継承し、人間、地

球及び宇宙のつながりについて市民の理解を深め

ることを目的として設置をしておりますが、天文

観測はもとより市民周知など市民とともに歩んで

きたこの１０年を振り返って、取り組んできた成

果についてお知らせいただきたいと思います。

小項目の２、教育における天文台の役割につい

てお聞きをいたします。全国的に理科離れが進み、

危機感を覚えるところでありますが、市内小中学

校への理科授業へのかかわりと現状について、理

科学における天文現象時での対応状況について、

また高校生や大学生に向けての発信など、その対

応についてお知らせください。

小項目の３、天文台が果たす観光への役割につ

いてお聞きをいたします。この１０年で天文台を

訪れた来館者の状況及び市内外の比率についてお

知らせいただきたいと思います。名寄市は、空気

がとても澄んでいて、夜空も暗く、星を見る環境

は全国でトップクラスであり、星は夜に見るもの

であることから滞在型の観光スポットとして観光

の一翼を担う施設だと思っております。お考えを

お聞かせください。

小項目の４、今後の天文台が担う方向について

お聞きをいたします。天文台は、この１０年観測

や研究のさまざまな場面で、その存在をメディア

を通して日本、そして世界へ発信しております。

なよろ市立天文台きたすばるの存在価値を名寄市

の有形財産をどのように生かし、名寄市の宝とし

ていくのかお知らせください。

次に、大項目の３、行財政改革についてお伺い
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をいたします。さきに示された名寄市中期財政計

画では、今後の財政の見通しについて財源確保や

歳入歳出のバランスを見ると厳しい財政運営が予

想される中、基金に依存しなければ予算組みがで

きなくなる計画となっております。

小項目の１、人口減少が加速する中、職員の定

員適正化に向けた取り組みについてお聞きをいた

します。歳出では、義務的経費の中の人件費率を

見ると、平成３０年度決算では全体の１ ６２％

でありますが、令和４年度では１ ３２％と ７

％も上昇する計画となっております。名寄市にお

ける人口推計でも人口の減少は避けられない状況

にあります。人口減少がもたらす地方交付税への

影響は、来年度実施される国勢調査の結果により

影響が懸念されます。人口急減補正はあるものの、

厳しい現状には変わりがないと思っております。

現在王子マテリア株式会社の決定に対し、再考を

求めておりますが、厳しい結果となった場合５年

後の令和８年度には大きな人口変動が予想されま

す。これらの実情を踏まえ、将来を見据えた名寄

市職員の定員適正化に向けた計画に着手すべきと

考えております。御見解をお知らせいただきたい

と存じます。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 塩田

議員から３点にわたり御質問がございました。大

項目１は私から、大項目２は教育部長から、大項

目３は総務部長からそれぞれ答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、介護事業にかかわる名寄市

の実情と対応について、小項目１、介護保険法に

基づく事務の権限移譲についてお答えいたします。

平成２２年４月から介護保険法に基づき移譲され

ました事務及び権限につきましては、指定居宅サ

ービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介

護予防サービス事業者の指定等に関するもので、

事業者の指定、指定の更新、事業所の名称の変更

などの届け出の受理、指定の取り消しなど２８項

目であります。権限移譲に当たっては、名寄市指

定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則及

び名寄市指定居宅サービス事業等指導監査要綱並

びに指導監査要領を制定しております。

また、引き継ぎに当たっては、北海道から市内

事業所の指定記録や過去の実地指導状況などの資

料を受け継ぎ、それまでの経過を踏まえ、北海道

の指導、助言を受けながら、市では指導監査要綱

に基づき全指定居宅サービス事業者を対象にサー

ビスの取り扱いや介護報酬の請求等に関する事項

について集団指導を毎年実施するとともに、関係

書類等の確認を行う実地指導を実施してきており

ます。

事務手続では、役員、管理者の変更、従業者の

変更等があった場合に指定居宅サービス事業者等

の変更、廃止届の提出を受けまして、確認の上、

申請を受理するとともに、上川総合振興局へ届出

書の写しを送付する流れとなっております。

実地指導等を行う担当職員においては、北海道

が市町村に対して行う集団指導により事業者の指

定、変更や実地指導等の事務手続の方法や指導事

例等について指導を受けております。また、おお

むね６年に１回北海道が当市に対して行う実地指

導を受けるなど、介護サービスの質の確保と向上

及び保険給付の適正化に努めてきております。

次に、小項目２、介護サービスの基盤について

お答えいたします。１点目のケアマネジメント支

援業務につきましては、高齢者が住みなれた地域

で暮らし続けることができるよう介護支援専門員

を初め医療機関を含めた関係機関との連携体制を

構築し、地域における連携、協働の体制づくりや

個々の介護支援専門員に対して支援を行うもので

す。具体的には月１回居宅介護支援事業所と打ち

合わせ会議及び地域ケア会議を開催し、情報交換

や事例の検討などを行い、多職種による連携を図

っております。
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２点目の一般的な居宅介護支援事業所の介護支

援専門員が行う主な業務でございますが、１つ目

として利用者の生活や心身の状態などを分析する

アセスメントを行うこと、２つ目としましてアセ

スメントに応じた介護サービス等の検討を行い、

居宅サービス計画書を作成し、利用者からの同意

を受け計画書を交付すること、３つ目としまして

介護サービスの検証、調整を図るために利用者を

含めましてサービス担当者会議を開催すること、

４つ目としまして利用者に面接をし、心身の状態

の把握のためモニタリングをすること、５つ目と

して介護サービスの内容等の再評価及び改善を行

うことです。その他の業務としまして、支給限度

額の確認と利用者負担額の計算、サービス利用票、

給付管理票の作成、要介護者本人と家族からの相

談業務、要介護認定の更新申請に係る書類作成の

代行業務などがあります。

他の業務との兼務につきましては、事業所の状

況によって他の業務をすることは可能ですが、そ

の兼務の状況により介護支援専門員としての常勤

換算率が変更されます。このことから、介護支援

専門員が担当できる介護サービス利用者の人数は、

常勤換算率をもとに算出をされます。

また、利用者の介護度や介護者の状況等により

介護支援専門員の負担が異なる状況の把握につき

ましては、市内居宅介護支援事業所内の業務の状

況や介護支援専門員が担当している利用者の状況

を聞き取りなどで確認をし、新規利用者の依頼等

を行っております。

３点目の介護相談員等派遣状況と効果ですが、

現在市内の事業所からの依頼を受けまして介護相

談員を派遣している施設は４施設で、派遣は１施

設当たり月２回、平成３０年度実績で延べ回数で

すけれども、９０回の派遣を行っております。訪

問した施設では、利用者との会話や施設の介護方

法、環境等を介護相談員の目で直接見ることによ

り利用者の希望等の把握や施設側が気づかない点

を伝えることができ、利用者にだけでなく施設管

理者にもサービスの質の向上につながるといった

効果がございます。今後も継続して介護相談員の

派遣を行うとともに、市内の事業所に介護相談員

等の派遣事業のＰＲを行い、派遣事業所数の拡大

に努めてまいります。

４点目の市内にある６カ所の居宅介護支援事業

所への訪問など、行政と事業所との連携及び相談

対応についてでございますが、制度改正の周知や

介護支援専門員のケアマネジメントの手順の確認

などを行う集団指導を毎年開催したり、居宅介護

支援事業所へ必要に応じて訪問するとともに、打

ち合わせ会議を毎月開催するなど市の担当者から

連絡事項や情報提供を行っております。また、参

加する介護支援専門員からの情報提供による情報

交換を行うなど、利用者の生活や身体機能の維持

向上、利用者のニーズに合ったケアマネジメント

ができるよう介護支援専門員の質の向上に努めて

おります。

続きまして、小項目３、介護給付適正化事業の

推進についてお答えいたします。介護給付適正化

事業につきましては、利用者に対する適切な介護

サービスの確保と費用の効率化、必要な給付を適

切に提供するために実施しているものです。要介

護認定の更新及び変更に係る認定調査や審査の点

検状況及び変更があった場合の対応についてです

が、提出のあった認定の更新、変更に係る認定調

査書について市の担当職員が必要に応じて訪問を

したり、書面等による全件点検を実施し、その後

介護認定審査会において審査が行われており、適

正かつ公平な要介護認定の確保を図っております。

次に、介護支援専門員が作成した居宅介護サー

ビス計画、介護予防サービス計画の記載内容につ

いて市町村職員等が行う第三者の介護サービス計

画書の点検の現状でございますが、毎年度点検事

業を専門に行う民間事業者へ業務を委託し、実施

の際に施設や居宅介護支援事業所の介護支援専門

員が作成をしました介護サービス計画の事例提出

を受けまして、面接により記載内容の調査、点検
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を行うとともに作成に当たっての助言も行ってお

ります。その他の適正化事業として、住宅改修に

当たって受給者宅の実態確認や工事見積書、施工

状況の点検を実施したり、介護報酬の支払い状況

を確認し、提供されたサービスの整合性などの点

検を行うことにより給付の適正化に結びつけてお

ります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

なよろ市立天文台きたすばる開台から１０年を迎

えてについてお答えをいたします。

まず、小項目１、天文台設置に関する当初の目

的達成についてですが、天文台においては、この

１０年間条例の設置目的達成のため、さまざまな

施策を行ってまいりました。学校教育での授業は

もとより、社会教育としての役割も兼ね備えた数

多くの観望会、市民講座、プラネタリウム投影や

北海道大学、石垣島天文台、台北市天文科学教育

館等との協定に基づいた観測や人的交流、移動天

文台車の派遣、ハワイ観測所とのインターネット

交流、星と音楽のイベントなどを開催してきまし

た。また、近年では癒やしを目的としたプラ寝た

リウムなども開催してきております。また、職員

みずからが研究観測活動を行い、その成果を世界

へ発表するとともに、最新の宇宙の事柄に対して

理解を深め、それを観望会やプラネタリウムの解

説にフィードバックをしてきております。

こういった取り組みから、開館当初から比べま

すと晴れているので、天文台へ行ってみよう、何

かやっているようだから行ってみようと考えてく

れる方が確実にふえ、天文現象に関心を持ってく

ださる方がふえてくることなど、目的に沿った活

動がなされていると実感をしているところでござ

います。

次に、教育における天文台の役割についてです

が、現在小中学校では小学校４年生と６年生、中

学３年生の授業で天体、宇宙を学んでいます。名

寄市教育改善プロジェクト委員会の取り組みにお

いても天文施設の有効活用がうたわれていること

から、校長会や教頭会において天文台利用の手引

を毎年配付するなど、積極的な利用を呼びかけて

いるところでございます。実際の理科授業では、

学習指導要領にのっとって行っておりますが、よ

りわかりやすいものにするためプラネタリウムの

投影内容を充実し、さらに担当の先生にアンケー

トを行うことで改善点などを把握し、内容の改善

に努めているところでございます。ただ、中学３

年生の授業は、受験を控えた時期に行われること

から利用が少ないため、今後利用の拡大に向けて

検討を行っていきたいと考えております。

日食や月食など珍しい現象の際には、小学校高

学年向けに観測の案内文を配付しておりますが、

ここ数年このような現象が長期休業期間中に起こ

ることが多かったため、長期休業前に案内文を配

付し、自由研究としての観察を促してきていると

ころでございます。一方、高校生への発信であり

ますが、小中学校に比べますと道立高校というこ

ともありまして幾分かかわりが薄くなってきてお

りますが、このことが今後の課題と認識をしてお

ります。しかし、本州の高校から地学の実習授業

などで訪れたり、近隣市町村の高校から講座の依

頼を受け、天文台職員がその講師を務めることな

どをしてきております。大学生については、北海

道大学や北海道教育大学の学生が研究のため訪れ

ているほか、天文サークルなどによる利用もあり、

一層の発信を行っていきたいと考えております。

子供たちの理科離れが叫ばれて久しいですが、

道北で数少ない宇宙に触れることができる場所と

して、教育機関としての役割を果たしていきたい

と考えております。

次に、天文台が果たす観光への役割についてで

すが、天文台の来館者の状況で申しますと、開館

当初は新しい施設ということで物珍しさからとい

う方も多かったですが、次第に星空を楽しむ施設

ということが認識され始め、目的を持って来られ
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る方がふえつつあります。昼よりは夜、曇ってい

るときよりは晴れているときと、より楽しむこと

を求めて来られるようになりました。ここ数年は、

市外からの観光来館者が６５％ほどで推移してお

り、着実に市外への浸透が図られていると感じて

おります。その一例として、先ほどの教育との関

連にもなりますが、本州から修学旅行や実習授業

などで来られる高校があり、少しずつ定着してき

ている状況にあります。

また、星空観光を売りにした宙ツーリズムが全

国的にも注目をされています。その土台となるの

が夜空の暗さであり、昨年度環境省が行った星の

明るさ調査でも名寄は非常に暗く、星空観測に適

している場所とされております。環境省では、星

空観測の適地を今後ランクづけし、星空観光に役

立てていくとの方針のようでございます。このよ

うな星空の暗さに加え、職員の星空案内や解説に

対する高評価もあり、インターネット上の当天文

台の評価は、５点満点で ５から ６点と全国で

も五本の指に入っております。これは、全国でも

著名なアミューズメント施設にも匹敵する評価と

なっております。

基本的に星空は、夜の観望となるため宿泊を伴

うことから、滞在型の観光施設として天文台の役

割は大きいものと考えています。このような条件

がそろった施設であることを今後も積極的にアピ

ールし、名寄の他の観光と連携しながら、滞在型

の観光につなげていきたいと考えております。

次に、今後の天文台が担う方向性についてです

が、基本的には従来の目的に向かって進んでいく

こと自体に変わりありません。しかし、この宇宙

などの科学の分野は日進月歩です。常に職員が最

先端の研究、観測に取り組み、それを市民に還元

していく必要があります。また、観光に関しても

夜空の暗さだけであれば国内、道内の他の地域に

も適地はあります。また、最先端の科学に触れる

場は都会にもあると考えております。しかし、そ

のような条件を兼ね備え、一般の方がそこに参加

できるとなると数が少なくなります。本物の星空

とそれをきちんと案内することができる職員がい

るということが強みと考えていますので、その点

をしっかりと発信し、交流人口の拡大につなげて

いきたいと考えております。

その一方で名寄市総合計画（第２次）にもある

とおり、次世代へこの名寄市の天文の歴史、つま

りは故木原秀雄氏の功績を伝えていかなければな

りません。先般北海道が企画した先人カードめぐ

りでも名寄市を代表する先人として故木原氏を挙

げさせていただいております。カードを集めに来

館された方がより木原氏の功績に触れることがで

きるように展示等の充実に取り組んでいきたいと

考えております。

また、併設された北海道大学のピリカ望遠鏡で

は、小惑星について最新の研究などが行われてい

ることから、広くその研究内容を知ってもらえる

ようにも進めてまいります。

ただ、何よりも誰でも気軽に天文台に訪れるこ

とができるようにすることが大事です。天文台の

開台２０周年となる２０３０年には、北海道での

み見ることができる金環日食があります。そのと

きには多くの観測者、観光客が北海道を訪れるこ

とが予想されますが、名寄で観測したい、名寄へ

行ってみたいと思ってもらえるような天文台を目

指していきたいと考えているところです。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

行財政改革について、小項目１、人口減少が加速

する中、職員の定員適正化に向けた取り組みにつ

いて申し上げます。

名寄市においては、平成１８年の旧名寄市と旧

風連町の合併に伴う行政組織のスリム化の必要性

から、名寄市行財政改革推進計画に基づき平成２

１年度から平成２６年度までに６９人の職員数の

削減を実施してきたところでございますが、平成

２７年度以降、国、道からの権限移譲に伴う業務
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量の増加、総合計画や総合戦略における人口減少

対策を主眼に置いた各種政策の実現のため、組織

機構の見直しの中で職員配置数の協議を毎年実施

することで職員数の見直しを行っております。

議員御指摘のとおり、全国的に人口の減少が想

定され、本市においても例外ではない中、今後の

適正な職員数の設定は重要な事項であると認識し

ております。本年度は、組織機構の見直しの検討

をする際に業務の見直しを踏まえ、それぞれの担

当課で行政サービスの洗い出しを行い、組織のあ

り方と連動させる取り組みを実施したところであ

ります。

専門職を中心に周辺市町村職員の確保が困難と

なっている状況がございます。国の地方行政サー

ビス改革でも行政サービスを提供するシステムを

周辺市町村と共同利用することが示されており、

今後周辺市町村と連携して行政サービスの水準と

組織のあり方を検討していくことが求められるこ

とも想定されるため、職員採用が今後市町村単独

で完結しないことも考えられます。現在多くの市

町村で職員採用が困難な状況に直面しており、国

ではＡＩの活用による行政サービス提供などを検

討するよう示唆している状況もあることから、適

正な行政サービスと組織規模のあり方については

単に定数管理の側面だけではなく、業務の内容や

手法とあわせて総合的に見直しを進めてまいりた

いと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） それぞれ御丁寧な答

弁ありがとうございます。介護に関する部分改め

て質問をさせていただきます。

権限移譲されてから名寄市で取り扱ったといい

ましょうか、認可をしてきたケースというのはあ

るのか、ないのかお知らせいただきたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 平成

２２年４月から権限移譲されて以降の指定等の受

理ということで、新しく開設された事業所が数件

ございまして、受理した件数はございます。ちょ

っと今件数については手元にはありませんが、受

理しております。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） ２２年以降あるとい

うふうなことで、淡々とこの権限移譲に伴う部分

としては業務が遂行されているのだなというふう

に思います。

そこで、先ほど指定居宅サービス、居宅介護支

援、そして介護予防サービス事業とこの３事業を

実際に行ってきており、その他いろいろトータル

すると２８項目というふうなお話があったと思い

ますけれども、この部分で実際この事業所に対す

る指導といいましょうか、現状どのような形で実

施、進められているのかお知らせいただきたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 先ほ

どの御質問ですけれども、新規数件ということで、

それ以外にも変更等も随時受け付けておりまして、

例えば管理者の変更ですとかそういったものも含

めていろんな手続等については常時受け付けてお

ります。

この間の名寄市の対応ということでございまし

たけれども、過去５年間の実地指導の実施状況で

すけれども、指定居宅サービス事業者につきまし

ては延べ１２事業所、それから指定居宅介護支援

事業者については延べ４事業所、指定介護予防サ

ービス事業者については延べ１２事業所行ってき

ております。その他先ほど言いましたけれども、

指定の関係だとか更新、変更届等も含めて２００

件近くそういった届け出等の受理も行わせていた

だいております。

以上です。
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〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） その事業所に実施を

しているわけですけれども、その中でこれまで例

えば指導、業務改善というような、そういうふう

な状況に至ったケース等々はあるのかどうなのか

お知らせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 例え

ば記録漏れですとか、たまたま指導入ったときに

記録漏れとかそういった口頭指導等の軽微なもの

はあったり、それから軽微なものであれば改善に

ついて文書を求めて、後日事業所のほうからその

改善の文書をいただいたりということで、軽微な

ものについてはこれまで何件か指摘した部分はご

ざいます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 実施に伴う部分とし

ては、事業所に市のほうからこれは定期的に入ら

れるというふうに思うのですけれども、先ほど集

団指導なり、実地指導というようなお話もありま

したけれども、どのようなサイクルで行われるの

かお知らせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 集団

指導につきましては、毎年大体３月ぐらいに市内

の居宅の事業所を全部集めまして、制度改正もあ

ったり、それから介護報酬請求にかかわる部分の

事例等も含めて説明をしたりということで、これ

は毎年行っております。

それから、実地指導につきましては、先ほど過

去５年間の数字申し上げましたけれども、おおむ

ね年間５件から６件ぐらいの事業所を指定させて

いただいて、そういうサイクルでおおむね毎年実

施をしてきております。実地指導に入る事業所に

は事前に文書で通告をしまして、その日入るとい

うような形をとっております。大体６年に１回と

いうことで先ほど答弁させていただきましたが、

それを超えないようにということで、前回の実地

指導した日を照らし合わせながら事業所を指定し

て、実地指導に入っているというような状況でご

ざいます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 期間は限度６年とい

うことで、それ以内でいろいろな事業所を訪問を

し、そして指導しているという状況でよろしいと

いうことですね。ありがとうございます。

それと次に、介護サービスの関係についてちょ

っとお聞きをしたいのですけれども、マネージャ

ー業務の中でマネジメント業務、先ほどアセスメ

ントから始まって、計画書をつくってという形で、

そしてモニタリングがあって、最後はサービスの

再評価だとか改善につなげていけるような、こん

なサイクルで実質行われているのだなというふう

に思われますけれども、その中で実際にはこのサ

ービスを必要とする場合は介護認定を受けなけれ

ばならないですし、そして認定を受けて、その度

合いに応じて恐らくケアマネがいろいろ計画を考

えていくのだろうというふうに思いますけれども、

その中で今回指導している中では１０項目あるう

ちの１つの中で月１回モニタリング、その利用者

の家庭を訪問して、そういう形をとっていくとい

うふうに理解をしているところでありますけれど

も、例えばそれは必ず行わなければならないもの

なのかどうなのか、その辺についてお聞きをした

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） モニ

タリングの関係の御質問ございました。

基本的に毎月サービスの利用票というのを出し

て、いろんなサービスあると思いますけれども、

そのサービスを受けた内容がきちんと実行されて
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いるかというところも含めて、それを御本人さん

と面談をして、その確認をするということで、こ

れは必ず行うべきものでありまして、ただ利用者

さん側の都合によって、例えば入院しただとかそ

の他ケアマネさん側によらない理由等でできない

場合もあるときもありますので、そこはきちんと

できなかった理由を記録をしておけば、できない

月ももしかすると可能性もありますが、基本的に

は毎月モニタリングは実施するということになっ

ております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 特段の事情とかある

場合はできないという部分ありますけれども、そ

ういうふうなことを必ず月１回行わなければなら

ない、基本的には行うわけですけれども、そうい

うふうなことも起こり得る、あり得るというふう

なことで理解をさせていただきたいと思います。

ただ、最後のサービスの再評価なり、改善とい

うふうな部分につなげていくことから考えると、

毎月１回のこのモニタリングというのは非常に重

要な役割を担っているのだなというふうには理解

をします。というのは、家族の方と面談してお話

をして、そして状況が変化しなければいいですけ

れども、変化する場合においてはその辺の部分の

今後に向けての対応とか、今実際に計画をしてい

たサービス内容でいいのかどうなのかということ

も確認をするというためにも必要なのではないか

なというふうに思うのですけれども、こういうふ

うな仕事というのは絶対必要だというふうに思い

ますので、こういうふうなことを当然その指導の

中でも状況を把握をしているのだというふうなこ

とでよろしいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今議

員からもあったように、最初にも答弁させていた

だきましたが、ケアマネジメントのこの手順とい

うのは基本的な部分でありまして、これは本当に

毎回説明をさせていただくのですけれども、ケア

マネジメントをやっていく上では基本になります

ので、ここは市としてもきちんと守っていただく

ということは毎回指導の中で御説明はさせていた

だいております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 実質余り触れたくな

い部分でありますけれども、今回その部分が欠落

したこともあり、今改めて調査入って、調査の結

果を待っているという状況かなというふうに思う

のですけれども、こういうことが仮に今の特段の

理由があってという部分であれば問題はないと思

うのですけれども、それが行われていない別な理

由といいましょうか、いうふうな部分で行われて

いないというふうなことがあれば、これは問題だ

なというふうには思っていまして、実際に資格を

有している方たちですから、そのことについては

当然理解をしている部分だというふうに思います

けれども、そういうふうなことが行われない状況

が仮にあったとしたら、このことについては当然

改善をしてもらわなければいけないという部分だ

と思いますけれども、ただ改善、改善と言葉だけ

ではならないというふうに思うのです。何らかの

原因というか、そういう部分もあろうかなという

ふうに思いますから、その辺については指導的立

場の行政が事業者の方たちとその辺もしっかり話

し合っていけるような、まずそういうふうなこと

があったとしたらどうして起こったのかというふ

うなことをしっかり解明をしていくということが

当然必要だというふうに思うのです。それがなけ

れば次につながっていかないというふうに思いま

すが、そういうふうなことも含め、事業所との連

携についての状況をお知らせいただきたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今回の事案も含
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めて、ケアマネ業務の本来行わなければならない

業務についてできなかった状況の中で、その事業

所の組織的な部分も含めての御質問でございまし

たけれども、基本的には各事業所によってはケア

マネ業務を専任で行っている方、また本体業務を

含めて兼務されている方、いろいろいるわけです

けれども、兼務された場合については、先ほど申

し上げましたとおり、ケアマネ業務にどれだけ従

事できているかという換算率をその都度変更があ

れば変更を上げてもらって、それに基づいて市と

してはどの程度受け入れられるのか、そういった

ものを含めて対応してきています。実地指導も含

めて、その中でケアマネの業務の実態についても

聞き取りをしながら、それについては単純に件数

ではかれるものではなくて、利用者の状態によっ

てかかわる時間を要する方もいますし、なかなか

会えなかったり、理解力も含めてさまざまな要因

によってスケジュール的にきちんといかない部分

もありますので、そういった状況も聞き取りなが

ら、そしてケアマネが計算上できる件数ができな

いという状況になれば、その事業所だったり、本

体法人だったり、そういったところにも内容確認

をして、組織的にきちんと対応するような指導も

しながら努めてきているところであります。

今後におきましても、今回の状況のようになら

ないようにその事業所だったり、そこを管理運営

している本体のところも含めて市としても指導し

ながら、状況をきちんと確認しながら対応してま

いりたいというふうに考えておりますので、御理

解をお願いします。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 実際にケアマネが担

当でき得る基準とかというのはあって、今お知ら

せいただいた部分だというふうに思いますけれど

も、当然介護度の重たい方、軽い方によって違う

し、またそれ以外の複雑な状況があって難しさと

いうのはあると思うのです。ですから、基準とい

うものはあるのでしょうけれども、基準でははか

り知れない部分があると思いますので、そういう

ところはやはり実際に行政のほうの指導的な立場

の方たちがその辺のところまでしっかり突っ込ん

で話をしていただいて、事業所ともしっかりコン

タクトをとっていく、そういうふうなことが必要

だというふうに思います。そのような形で今後進

めていっていただきたいですし、実際に私たちの

ところに聞こえてくる部分については、一生懸命

頑張ってくれていると、助かるのですという話た

くさん来ます。ですから、実際こういうふうなこ

とで途絶えることがあると大変なことになります

から、しっかりとした行政の今こういうふうに頑

張っているというところを見せていただいて、こ

の継続的な部分を利用者、そして家族が不安にな

らないことを前提にしっかりとした対応をしてい

ただきたいというふうに思います。これは要望し

て終わります。

次に、天文台についてお聞きをします。たくさ

ん聞こうかなというふうに思っていたのですけれ

ども、時間もない。ただ、お答えいただいた部分

についてはすごく盛りだくさんで、たくさんこう

いうことをやっていますよ、そして今後もこうい

うふうにしてやっていこうということをお話しい

ただいているので、再質問しづらくなっている部

分ではありますけれども、あえてまず天文台の部

分でいうと、北海道大学との連携はもとより石垣

島の天文台、これは国立の天文台で、国立の天文

台と市の天文台とで連携をするケースってこれが

初めてだというふうにたしか思うのです。ですか

ら、国立天文台と連携協定を結んだことによって

いろんな部分、専門的な立場の人たちはすごいこ

とだというふうにして理解をしてくださっている

のではないかなというふうに思いますけれども、

それから台湾の台北のこれは教育科学館みたいな、

科学教育館というのかな、そことも連携をしてい

るというふうなことでありますから、今後この連

携をすることに伴ってどのように発展をしていく

かというふうなことでお答えいただきたいと思い
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ます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 他の天文台との協定、

連携ということですけれども、当然北海道大学と

はピリカ望遠鏡の設置に関して協定を結んで連携

をしているところでございます。今塩田議員から

もございましたけれども、石垣島天文台、さらに

は台北の天文科学教育館とも連携をさせていただ

いております。うちの村上台長が石垣島天文台の

研究員ということでたしかなっていると思います。

（「運営委員」と呼ぶ者あり）

〇教育部長（河合信二君） 申しわけないです。

さすが、私よりはこの天文台については塩田議員

のほうが熟知されているのではないかと思うので

すけれども、そのような関係もございますし、交

流の面からいきますとスタンプラリーをさせてい

ただいて、石垣島の天文台と名寄の天文台に訪れ

た方というような形で、１０名を超える方が両天

文台にお見えになっているというような交流もさ

れておりますし、例えば台北の科学教育館のつな

がりで、台北の高校生が名寄に来られたときに天

文台を訪問していただくというような交流もいた

だいていますし、珍しい天文現象が起きた場合等

にインターネットで配信を行っているというよう

な状況もございますけれども、その中で昨年につ

きましては台湾から天文台に１万件以上のアクセ

スがあったというような、そのような交流もさせ

ていただいているところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） すばらしいなという

ふうに思いますし、台湾のほうからもアクセスが

あって、やはりこれからいろんな形でつながって

いく、天文台だけではなく、それをベースとして

いろんな形で交流をしていくというふうにつなが

っていくと思うので、期待大だなというふうに思

います。

それと、実際に名寄の天文台は、星と音楽とい

う癒やしの空間を提供するというような珍しい天

文台というふうなことでありますし、先ほども御

答弁いただいた中では小中学校のこの授業に関し

ても先生と教育カリキュラムというのですか、そ

の中でしっかり連携をとって、それに沿った形の

中で進められているということですから、今後も

そのように続けていっていただきたい。ただ、先

ほども課題としてあるのは、高校生、それから大

学生、他の高校生というか、修学旅行で来てくれ

ているという部分ありますけれども、地元の高校

生しっかり使っていただけるというか、有効に活

用していただけるような何か仕組みをしっかりつ

くっていただきたいなというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。

観光については、私もちょっと思い強かったの

ですけれども、なかなか難しさもありますが、本

当に観光資源として天文台というのは名寄で唯一

のものだというふうに思っていますので、しっか

りとした形で受けとめて今後進めていっていただ

きたいというふうに思いますけれども、先ほどの

答弁もありましたけれども、当然星を見るという

のは夜ですから、滞在型でないとこの天文台を利

用できないという状況もありますから、そういう

ところをしっかり横との連携をとりながら進めて

いただきたいというふうに思いますけれども、観

光の目玉というふうな部分で理解をしているとこ

ろでありますから、再度その辺の部分考え方あれ

ばお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 天文台の観光部門の

件でございますけれども、今までもなよろ観光ま

ちづくり協会さんや市の担当部署と連携しながら

エージェントツアーなどを行ってきているのです

けれども、それがイコール安定的な来館者になっ

ているかというと、必ずしもそうはなっていない

という状況もございます。例えば産業まつり会場

に大勢の方がいらっしゃってくれているのですけ

れども、それがそのままそこで天文台に来ていた
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だけるかといったら、そうもなっていないという

ようなこともありますし、いろんな形で模索をし

ているという状況ですけれども、ただ１点、こと

し他の町村の宿泊施設なのですけれども、そこと

連携をさせていただいて、移動天文台車が行って、

そこで観光客の方に説明をさせていただいて、そ

の施設に泊まっていただくというような形で、モ

ニタリングみたいな形で行わせていただいたとい

うケースもございますので、今後もそのような手

法等も検討しながら、やはり夜ですから、当然観

測というか、天文台を見ていただいた後またどこ

か移動して宿泊されるということも大変なことだ

と思いますから、天文台に来ていただいて、その

まま名寄の宿泊施設に泊まっていただくというよ

うな形が一番いい形なのだろうというふうに考え

ておりますので、その辺も含めて検討させていた

だければというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 塩田議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 最後に、開台から１

０年ということでありますから、新聞等々ではシ

ンボルマークを今募集をしているというふうなこ

とでありますけれども、シンボルマークの活用だ

とか、そのほかこの１０年というふうなことで何

か別に企画があるのかどうなのか、そこがお知ら

せいただきたいというのと、それとあとやはり対

外的に進めていっていただきたいというふうに思

うのは、先ほどの木原先生のこともそうですけれ

ども、来年のたしか同じこの１２月にはやぶさ２

号がリュウグウの土を持って帰ってくるわけです。

ですから、そういうふうな部分等、それから新聞

にも載っていましたけれども、来年から北海道大

学のほうで小惑星の形成の謎というのですか、リ

ュウグウを対象にして観測も始まるというふうな

ことで、なよろ市立天文台に設置をしているピリ

カ望遠鏡を使って観測始まるわけですから、その

ことも含めた効果といいましょうか、考えられる

ということもありますので、これについてどのよ

うにお考えになっているのかお知らせいただきた

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） まず、開台１０周年

を記念したシンボルマークの公募ということと１

０周年に当たるについてどういうような事業を考

えているかというようなことですけれども、まず

シンボルマークにつきましては、石垣島天文台が

３年前に１０周年を迎えているということで、そ

こをモデルとして今シンボルマークを公募してい

るところでございます。これにつきましては、来

年の４月程度にマークの公表はできるのかなとい

うことで、これも一つの１０周年の記念事業とい

うことになるのかなと思っています。当然シンボ

ルマークにつきましては、天文台をより多くの方

々に知っていただくということと親しんでもらう

ということを目的にしておりますし、天文台とか

北海道大学の学術研究等のプレスリリースの際に

も使っていきたいなと思っていますし、当然ふだ

んの各種イベントですとか、そのようなポスター

等にも掲示をしながら活用していきたいというふ

うに考えております。

また、その他の開台１０周年に当たっての事業

ということですけれども、今考えられるというこ

とでお話をさせていただきたいと思いますけれど

も、天文学界で著名な功績のある方を招いた講演

会をぜひ行ってみたいなというふうには今考えて

おります。それと、旧木原天文台のミニチュア版

の模型を名寄産業高校の生徒に今作成をしていた

だいておりますので、それも今の天文台に展示を

しながら、木原氏の功績をたたえていければとい

うふうな考えも持っておりますし、木原秀雄氏の

冊子も今編さんをしているということですので、

それもあわせて行っていきたいというふうに考え

ておりますので、御理解をいただければと思いま

す。

それと、もう一点ですが、はやぶさ２の関係で

ございますけれども、今のはやぶさ２の先代の１

号機が２０１０年にドラマチックな帰還を果たし
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たということで、一般の方にも広く知れ渡るよう

になったというふうに考えております。その際天

文台でもその１号機の様子を描きましたプラネタ

リウムを投影をさせていただいて、大変好評を得

ているところでございます。はやぶさ２も史上初

のミッションをクリアするなど、注目度は先代に

負けず劣らず非常に高いというふうになっており

ますので、天文台におきましても来年の年間パス

ポートのデザインですけれども、はやぶさ２とリ

ュウグウというテーマで今市内の小中学生に募集

をしておりまして、今後も来年度の年間パス、帰

還に向けて展示や解説などを充実させていきたい

というふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

中心市街地活性化について外１件を、三浦勝秀

議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 議長より御指名いただ

きましたので、通告に従い、大項目２点質問させ

ていただきます。

大項目１、中心市街地活性化について。先日経

済建設常任委員会の行政視察において滋賀県守山

市を視察させていただきました。先進的に中心市

街地活性化に取り組み、成果を上げられていた事

例を踏まえ、お伺いいたします。

小項目１、コミュニティースペースの拡充につ

いてお伺いいたします。本市では、社会の変化に

伴い、地域における多様な問題、課題が顕著化し

てきています。このさまざまな問題や課題に対し

て対応できるのが町内会を中心とした地域の柔軟

なネットワークの力であると考えます。しかし、

社会、家族、個人において地域とのつながりの弱

体化が見受けられ、地域コミュニティーの構築、

維持、拡大、強化、持続的なまちづくりにおいて

非常に重要な課題であると考えます。先進地の取

り組みの一つとして、コミュニティースペースの

充実、整備という事業がございました。現在本市

のコミュニティースペースは、駅前交流プラザよ

ろーなや風連地域交流センターなど、連日多くの

利用者がおり、重要な地域コミュニティーの場を

担っていると認識させていただいております。し

かし、よろーなを例に挙げるとすれば、学生の皆

様が座るところがない状況や施設の予約がなかな

かとりにくいなどという声も聞かれているところ

でございます。このことから、市民の憩いと集い

の場をさらに拡充、整備する必要があると考えま

す。そこで、お伺いいたします。この先コミュニ

ティースペースについてどのような位置づけで考

えられているのか、また整備していく予定などご

ざいますのかお聞かせください。

次に、小項目２、町並み整備事業についてお伺

いいたします。本市の中心市街地における建築物

は、経年劣化による老朽化が進んでいるものや市

民との意見交換会でも声の上がった樹木の管理な

ど、景観の整備が整っていない場所がところどこ

ろ見受けられます。地域住民の意向を取り入れた

名寄らしい調和のとれた美しい景観づくりは、地

域の特性に配慮した魅力ある町並みを形成し、に

ぎわいあるまちづくりに欠かせない事業であると

考えます。そこで、お伺いいたします。町並みの

整備や街路樹管理について今後どのように事業を

展開されるのかお考えお聞かせください。

次に、小項目３、民間事業によるにぎわい創出

についてお伺いいたします。本市の建造物は老朽

化が進行しており、建てかえ等に向けて民間事業

者による町なかのにぎわい創出を推進することが

中心市街地活性化のために必要になると考えます。

地域資源を生かし、新たなサービスの充実により

にぎわいを感じられるまちづくりを目指すために
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も、本市としては民間事業者を積極的に支援して

いくことが重要であると考えます。そこで、お伺

いいたします。民間事業者に対し、企業立地にか

かわる助成制度のほか、どのようなＰＲや支援策

などをお考えか御見解お聞かせください。

次に、大項目２、観光事業に関して会派で視察

させていただきました大阪府高槻市の事例を踏ま

え、お伺いいたします。本市の観光は、名寄市観

光振興計画による目的に、都市機能を維持し、持

続的な経済活動を支える上で、地域資源を活用し

た観光を初めとする各種振興策による交流人口拡

大と高付加価値ブランドの開発の確立が求められ

るとあります。対し高槻市の観光プログラムの目

的は、新たな観光スタイルを目指し、市内の観光

機運の醸成と歴史や自然だけではなく工業、商業、

農業などのさまざまな分野を活用するとあり、そ

の特徴的な取り組みとして市内企業のバックヤー

ドツアーや地元の大学やスポーツ団体との体験型

プログラムなどがありました。このような観光の

形のメリットとして、通年を通しての交流人口の

拡大、市内消費の増加や産業振興、市内事業者等

の事業により名寄市全体が観光の機運を醸成でき

ることと考えます。そこで、お伺いいたします。

このような市内全体での観光を取り組む必要性に

関して市のお考えお聞かせください。

小項目２、観光事業における組織体制について

お伺いいたします。本市の観光に関する組織体制

は、主になよろ観光まちづくり協会や風連まちづ

くり観光、名寄市担当部局や各実行委員会組織が

事務局兼実行委員として、本市の観光事業のため

に御尽力いただいていると認識させていただいて

おります。先進地の組織体制は、観光協会、市、

商工会議所が横断的に一まとまりになり、民間事

業者等の観光プログラムや地域のイベントを一括

で管理しており、非常に効率的な事業が展開され

ておりました。そこで、お伺いいたします。観光

事業やイベントに関し、今後どのような組織体制

でお進めになるのかお考えお聞かせください。

最後に、小項目３、情報発信についてお伺いい

たします。本市の観光に関する情報発信は、各団

体ホームページやフェイスブックなどで広く周知

していただいていると認識しております。本市の

外国人観光客の宿泊数も年々増加傾向である中、

ＳＮＳでの情報発信は、現在の時代背景からも最

も効果的かつ低予算でＰＲできるツールの一つで

あると考えます。さらに、インフルエンサーの依

頼や動画広告など、新たな情報発信の形も日々出

続けている中、戦略的な情報発信は観光事業にお

いて不可欠であると考えます。そこで、お伺いい

たします。情報発信においてマーケティング調査

や効果検証が難しいと思いますが、今後どのよう

に名寄市を戦略的にＰＲする施策をお考えである

のかお聞かせください。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 三浦議員から大

項目２点御質問をいただきました。私から答弁さ

せていただきます。

まず、大項目１、中心市街地の活性化について、

小項目１、コミュニティースペースの拡充につい

て申し上げます。議員御指摘のとおり、持続可能

なまちづくりにおいて地域コミュニティーの構築

や強化などが重要な課題であることは認識してお

り、駅前交流プラザよろーなの指定管理者にはく

つろぎ空間の提供を含むにぎわいづくりを求めて

いるところでございます。

民間活力を生かす方策としては、名寄市中小企

業振興条例に基づくさまざまな支援策があり、商

業地域内での店舗、または事務所の新築や増改築、

設備投資に係る事業費の一部を補助する中心市街

地近代化事業や創業支援事業、さらには商業地域

内の空き地、空き店舗の活用を促す支援など、中

心市街地の活性化に寄与する取り組みを進めてお

ります。また、中心市街地のにぎわいづくりへの

支援制度であるコミュニティー事業などを活用し

た商店街あそびの広場、大道芸フェスティバルな
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ど、商店街振興組合やグループなどがイベント事

業を企画、実施し、商店街の新たな発見、足を運

ぶきっかけづくりなどに努めていただいておりま

す。さらに、商店街振興組合では名寄市立大学に

御協力いただき、商店街の空き地に仮設の壁を設

置し、名寄市にゆかりのある絵本作家の作品を題

材に絵を描くなど、商店街を歩く人が楽しめるよ

うな取り組みも行われました。引き続き既存の公

共施設の有効活用や民間への支援を通じて、コミ

ュニティースペースの拡充に努めてまいります。

次に、小項目の２、町並み整備事業について申

し上げます。中心市街地では、古くから商店街を

初めにぎわいと活気に満ちあふれ、道路の改修や

民間で建設された建造物が立地することで碁盤の

目の町並みが整然とした市街地としてわかりやす

く、使い勝手のよい印象を受けており、都市のま

ちづくりの礎として寄与してまいりました。しか

し、近年経年劣化により老朽化した建造物や空き

家、空き地となっている箇所が散見されるように

なり、町並みとしては寂しさを感じざるを得ない

状況も生まれつつあります。

また、中心市街地のみならず市内の樹木につい

ては、緑による潤いのある生活環境の向上を目的

として街路整備とともに植樹された街路樹を初め、

公園や各施設の整備時に植樹したもの、寄贈され

たものなどが数多く植樹され、市民の目を楽しま

せております。しかし、樹木の成長とともに委託

業者や道路センター職員により樹木の剪定や伐採

を行い、適切な維持管理に努めているところです

が、剪定時期や場所、樹種による剪定の手法など

についての御意見も伺っているところです。町並

み形成や街路樹などの樹木の維持管理については、

景観づくりにとって大変必要なものと認識してお

り、本市が考えているまちづくりや緑の基本理念

でも緑豊かな景観を持つ心地よい市街地形成を図

るべきと考えておりますので、樹木の補植や剪定

をしっかり行うことで、景観に配慮してまいりた

いと考えております。

また、第２次名寄市総合計画においても美しい

市街地形成として都市の環境を維持し、緑の保全

に努めることとしております。今後におきまして

も、各種関連計画と連動させるとともに、町並み

整備を図る上で優しさと潤い、にぎわいのある施

策の検討や事業展開に努めてまいりますので、御

理解いただきますようお願いいたします。

次に、小項目の３、民間事業によるにぎわい創

出について申し上げます。中心市街地の活性化に

向け、本市では今後行政、商工団体、民間のそれ

ぞれが責務と役割を果たしながら、本市における

商工業振興に係る基本的な理念や役割などを定め

る基本計画の検討を進める中で、幅広い関係者は

もとより市民の意見なども踏まえながら、中心市

街地の役割やあり方を検討するとともに、事業承

継や創業支援、人材育成を含め時代のニーズに合

った支援制度の改定などを行い、中心市街地の活

性化に向けた協議を進めてまいります。

次に、大項目の２、観光事業について、小項目

の１、市内事業者との連携による機運醸成につい

て申し上げます。名寄市観光振興計画においては、

地域資源を活用した観光を初めとする各種振興策

による交流人口の拡大と高付加価値ブランドの開

発の確立が求められており、地域住民が主体とな

り、地域資源の価値の向上、来訪者の満足度向上

を図りながら、総合的なまちづくりに取り組むこ

とが本市の目指すべき将来像につながるとされて

おります。本計画では、これらの動向を踏まえ、

観光入り込み客数と外国人宿泊延べ数の増加を目

標値に定め、計画の具体的戦略に基づき事業を進

めております。近年においては、旅行形態の多様

化もあり、団体旅行から個人の趣向に合わせた個

人旅行がふえる傾向にあり、外国人観光客も急速

に伸びております。地域資源を生かしたカヌーや

サイクリング、そこに歴史的要素を加えたツアー

の実施や冬の雪遊びやスノーモービル、農業収穫

体験など、これまでの取り組みが商品化されてき

たほか、スポーツ合宿、大会開催などにより通年
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の交流人口の拡大に寄与しております。さらに、

市内のまちづくり団体によるご当地グルメなよろ

煮込みジンギスカンが全国規模のイベントに参加

するなど、市民みずからが地域ＰＲに努めており

ます。

また、単一市町村の取り組みでは通過型の観光

となるなど限界があり、圏域のさまざまなコンテ

ンツを組み合わせ、周遊させることにより宿泊な

どの経済効果が生まれることなどから、広域連携

による観光の推進が必要とされており、上川北部

９市町村により構成される道北観光連盟及び天塩

川シーニックバイウェイ、平成２８年度に観光庁

から認定された日本のてっぺん。きた北海道周遊

ルート。などが中心となり、広域観光を推進して

おります。

以上のように行政、観光協会、民間、市民が協

力し、各組織や団体がそれぞれの役割に応じた観

光事業を進めてきており、市民参加によるまちづ

くりを実現し、各組織間の連携をさらに強化し、

観光振興に努めてまいります。

次に、小項目の２、観光事業における組織体制

について申し上げます。本市の観光振興について

は、名寄市総合計画（第１次）の観光分野におけ

るアクションプランとして、平成２４年３月に名

寄市観光振興計画を策定しており、平成２８年度

には名寄市総合計画（第２次）の策定に当たり、

時代の変化に対応するべく戦略事業の一部を見直

しました。

この観光振興計画の中では、行政、観光協会、

民間、市民、それぞれが果たす役割を認識し、相

互に連携協力する協働の取り組みが必要としてお

り、行政の役割は観光交流振興に対するバックア

ップ、観光協会の役割は観光振興を初めとする交

流人口の増加を図る主導的機関、企業や関係団体

など民間の役割は本市に適した観光産業の創出、

振興を図り、質の高いサービスの提供に努め、市

民の役割はみずからが地域資源であることを認識

して、おもてなしの心の実践に努めることとして

おります。

また、本計画において市全体の視点で観光交流

振興を進めるため、市内関係機関全体で効率的な

事業展開が推進できるよう平成２４年度にオール

名寄体制で協議する名寄市観光交流振興協議会を

設立いたしました。名寄市観光交流振興協議会で

は、ひまわり観光や観光キャラクターなよろう、

市民モニターツアー、ご当地グルメなよろ煮込み

ジンギスカンの開発、ＰＲ、外国人受け入れおも

てなし研修などを当初４つの部会で構成され、そ

の後２つの部会に整理統合して事業を進めており

ます。市内各種イベントについては、実行委員会

形式で実施しており、市民参加によるまちづくり

の意識向上につながっているところです。

広域連携について道北観光連盟及び天塩川シー

ニックバイウェイの事務局を務め、国が進めるイ

ンバウンドの推進施策、日本のてっぺん。きた北

海道周遊ルート。でも主要な役割を担う観光協会

が今後も主体となり、行政、観光協会、民間、市

民が役割を認識し、市民参加によるまちづくり、

観光事業に取り組んでまいります。

次に、小項目３、情報発信について申し上げま

す。観光情報の発信は、周知や集客、ＰＲのため

に重要です。以前は、旅行雑誌やパンフレット、

チラシなど紙媒体での情報発信が主流でありまし

たが、近年は若年層に限らずスマートフォンが普

及している中、フェイスブックやインスタグラム、

ツイッターなどＳＮＳが中心となってきており、

本市においても名寄市や観光協会、Ｎスポーツコ

ミッション、ピヤシリスキー場など、各組織や施

設がＳＮＳを通じた情報発信を行っております。

本市をＰＲする手法としては、このほかにふるさ

と納税、運送会社の有料箱への観光キャラクター

の掲載やホームページに誘導するＱＲコードの印

刷、さらにはインターネットによる特産品販売な

ど、さまざまな形で取り組んでおります。今後の

戦略的な情報発信につきましては、情報発信のツ

ールが多様化する中で、各事業や施策に対しター
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ゲットを明確にして、若年層に対してはＳＮＳ、

高齢者に対しては雑誌掲載など、ターゲットに合

わせた効果的な情報発信が必要と考えており、日

々進化するＳＮＳなどの情報発信に対し、スピー

ド感を持って取り組む必要があると考えておりま

す。

以上、私からの壇上からの答弁とさせていただ

きます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） それでは、御答弁いた

だきました。再質問をさせていただきます。

まず、コミュニティーの関係だったのですが、

さまざまな支援、イベント等理解させていただき

ました。また、地域のコミュニティーの構築が重

要であるという認識も確認させていただきました。

２０年前、商店街を思い出してみると、本当に一

人一人が豊かに過ごしていることが地域全体の活

性化につながっていたと私は感じております。こ

のことから、お年寄りから小さなお子様まで人と

人とが強い結びつきを築き上げて持続可能なまち

づくりの推進を図るため、具体的にどのような支

援及び整備が必要であるかお考えお聞かせくださ

い。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 中心市街地の活

性化に関しては、中心市街地に集中するさまざま

な都市機能を通じて、あらゆる世代の人が結びつ

く持続可能なまちづくりを図るためには、市とし

てはよろーなの設置、そしてコミュニティバスの

運行などを行いますとともに、さきに答弁をいた

しましたけれども、事業者や団体に対してさまざ

まな支援を実施しておりますが、ただいま議員御

指摘のとおり、より時代のニーズに合った支援制

度の改定が必要であると意識しております。今後

本市における、先ほども申し上げたのですけれど

も、商工業振興に係る基本的な理念や役割などを

定める基本計画の検討を進める中で、幅広い関係

者はもとより市民の意見なども踏まえながら、中

心市街地の活性化やあり方を含めて検討してまい

りたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 済みません、多分私の

伝え方が悪かったのかなと思います。コミュニテ

ィースペースの拡充や整備について今後もっと力

を入れていくべきではないかと考えております。

中心市街地とはちょっとずれてしまうのですが、

きのうの小川部長の答弁にもありましたように４

割ぐらいの方々がよそから来られて、地域との関

係が希薄というお話もありました。そういった方

々が気軽に集まれるコミュニティースペース、こ

ういったところに対して整備をどのようにお考え

かお伺いいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） コミュニティーとい

うことでいただきました。

コミュニティーには議員からあったように町内

会が基本になって、それは地縁によるつながりを

持っているということになっています。今回の御

質問は中心市街地ということでありましたので、

中心市街地におけるコミュニティーというのは、

先ほど室長から申し上げたようにそこに集約され

ている都市機能、これは商業的な機能もあれば、

あるいは通信、金融があったり、あるいは医療が

あったり、さまざまな機能がありますけれども、

そういった都市機能を通じながら人々が交流をし

ていく、結びついてくというコミュニティー機能

なのだなというふうに思っております。市として

は、これまでも先ほど答弁あったようによろーな

などを設置しながら市民の皆さんが集まっていた

だけるスペースをつくりながら、そこでコミュニ

ティーを醸成してきたという取り組みがあります。

そこに集まる仕組みとすると、コミュニティバス

なども運行しながら人の集まる仕組みも講じてき

たということです。

もう一方でいうと、先ほど議員が言われたよう

に商店街などが果たしてきたコミュニティー機能
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もあると思います。これは、物を提供する、それ

を買う、そこに交流が生まれて、コミュニティー

機能が醸成されてきたというのもありますので、

中心市街地におけるコミュニティーの醸成につい

ては、行政側とするとそれぞれの民間の皆さんの

取り組みもこれは不可欠なのだろうなというふう

に思っています。

市としましては、既存の施設をより皆さんに有

効に活用いただけるように場をつくっていくのが

一つの方法だと思っていますし、もう一方でいう

と先ほど言った民間の皆さんにもぜひそういう場

を提供いただきたいと思っていますので、そこは

中小企業の振興条例などで各個店の取り組みに対

する支援などもありますので、これらを通じなが

らコミュニティーの場をつくっていきたいという

ふうに考えておりますので、御理解いただければ

と思います。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 私もそれぞれの民間事

業者の方々ももちろん力入れてくべき場所だとも

思っておりますので、市民の側からのニーズがご

ざいましたら、それにぜひ応えていただけるよう

に御検討お願い申し上げます。

次に、小項目２の町並み整備に関してですが、

こちら計画を立ててなされているということで、

恐らく先ほどの予算との兼ね合いもあると思いま

すので、こちらも計画的によろしくお願いいたし

ます。

次に、小項目の３番目なのですが、こちらもさ

まざまな支援制度あることを理解させていただき

ました。現在インターネットの普及に伴い、場所

を選ばず働ける時代となっているところでござい

まして、若者の地方の移住の関心も高まっている

と聞いております。この民間事業によるにぎわい

創出という中で、他市町村との差別化を図り、新

規事業者獲得に向けて取り組み、ＰＲについて積

極的に取り組むべきであると私は考えております。

このような企業誘致に関してどのようにお考えで

あるのかお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 市外の方々が名

寄市に来て起業するですとか企業を誘致するです

とかという御質問だったと思いますが、名寄市に

おいては、まず先ほど答弁させていただいたよう

な中小企業振興条例に基づくさまざまな支援策が

ございます。これは、外から来ていただいた方に

も使っていただけるものでございます。そのほか

に企業立地促進条例もございまして、この中では

メニューでいいますと学術開発研究機関の施設で

すとか、ソフトウエア業の施設ですとか、情報提

供サービス業の施設ですとか、あるいは旅館業等

ありますけれども、こういったものであれば先ほ

どの中心市街地における活性化に資するものだと

思っております。ですので、議員御指摘のとおり、

新規事業者獲得に向けたこうした企業誘致の取り

組みというのは必要だと考えておりますので、こ

の企業立地促進条例に基づく市外からの中心市街

地における企業誘致についても必要な取り組みだ

と考えております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 必要性は御理解されて

いるということは確認させていただきました。

今支援はあるのは存じ上げているのですが、起

業したい、名寄を選んでもらうためにこちらから

何かしらの発信、情報発信であったり、ＰＲ、こ

ちらをしていかなくては、多分待っているだけで

は来ていただけないと思うのです。その点に関し

てどのようにお考えかお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 今現在企業誘致、

企業立地促進条例について積極的にＰＲといいま

すか、しているところでありませんが、ただ例え

ば移住の説明会において中小企業振興条例の施策

ですとか、こういった誘致のことですとかも説明

させていただいておりますし、そういったところ

で名寄市において起業をしていただいたり、この
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活用をしていただいたりすることを説明している

ところでございます。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） これからそのＰＲや積

極的に起業したいという方を募るというか、そう

いった方々にアプローチする予定があるのかお伺

いいたします。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 中心市街地にも企業

誘致をして機能を高めるべきではないか、経済的

な活性化を図るべきではないかという御意見だと

いうふうに思います。中心市街地に進出する可能

性のある企業となると、敷地の関係、あるいは周

囲への影響などを考えるとある意味では少し対象

が絞られるかもしれないと思います。そういう意

味では先ほど室長が言ったように創業支援であっ

たり、あるいは第三者継承もあるかもしれません

けれども、そういったところが一定程度想定され

るのかと思います。実際には来ていただけそうな

方に直接情報提供するというのが一番望ましいの

だと思いますけれども、なかなかその相手が見え

ないというところもありますので、広くは今もハ

ンドブックなどをつくって、それをホームページ

に載せたり、あるいは関係団体に配付をさせてい

ただいて周知を図っているというのもありますし、

あるいは御相談に来ていただいた方、あるいは先

ほど室長からあったように移住相談等について行

ったときにこういう情報もありますよと提供させ

ていただいているところであります。さらに、広

く周知できる方法については、今後も研究をして

まいりたいと思っています。関係機関の例えば道

とか国なんかありますので、そういったホームペ

ージに載せるという方法ももしかしたらあるのか

もしれませんし、いろいろなチャンネルを探って

まいりたいと考えておりますので、御理解をいた

だければと思います。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 名寄市というまちは本

当に魅力的ですので、よそから来ていただいて、

すごくいいまちだなと、そこで仕事をしていただ

ければ、さらにウイン・ウインの関係になるのか

なと思いますので、御検討よろしくお願いいたし

ます。

次に、観光についてお伺いいたします。さまざ

まな取り組みや体験プログラムというのがあると

いう広域での観光というのは理解させていただき

ました。観光事業において本市における地域経済

の活性化に対して観光というものはどのような位

置づけであるかお考えお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 観光事業という

ものが本市の地域経済の活性化についてどのよう

な位置づけかという御質問だったと思いますけれ

ども、観光というものは本市を訪れて、そこで本

市で消費をしていただくということですので、地

域経済の活性化に大きく寄与するものだと考えて

おります。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 私もそう思っていまし

て、先ほどともちょっと重複してしまうかもしれ

ないのですが、他市町村と差別化を図って、名寄

市を選んで観光に来ていただかなくてはいけない

と思っております。その差別化を図るためにも重

点的な取り組みとして、先ほど河合部長のほうか

らもございましたきたすばるの利用、これはもう

本当に名寄でなくてはいけない、こういった事例

であると私は考えております。こういった名寄独

自の重点的な取り組みの必要性について、とがる

といいますか、そういったことに関して重要度に

ついてどのように認識されているのかお考えお聞

かせください。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 名寄市がとがる

というか、のためどう考えているかというところ

ですけれども、昨年度、北海道の事業なのですが、

稼ぐ観光具体化モデル事業というものの事業採択
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を受けました。この事業では、本市を訪れた観光

客への対面によるアンケートというものをかなり

長期間にわたってやりまして、それについて調査

し、分析を行いました。その結果、本市には夏の

ひまわり観光、冬季スポーツ、グルメ、ショッピ

ングなどを目的に訪れる方が多いということがわ

かりました。ですので、先ほど議員御指摘のとお

り差別化を図るという意味では、この長期にわた

る分析結果を参考にいたしますと、まずはとがる

という意味ですので、日本一の雪質を生かしたウ

インタースポーツによる国内外の観光客、あるい

はスポーツ合宿ですとか大会の誘致もそうですし、

それから夏のひまわり観光につきましてもとがる

ようなことで誘客を図っていくことで本市の地域

資源、雪質ですとかひまわりですとか、そういっ

たものを生かした観光の取り組みをしていくこと

が大切かなと考えております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 本当に名寄市には日本

一と言われるものがたくさんございますので、こ

ういったものも後のほうの情報発信につながって

くると思うのですが、情報の発信の仕方一つでお

客様の入り等々かかわってくると思いますので、

御検討をお願いします。

もう一つ、同じ項目なのですか、外国人観光客

が伸びているという御答弁でした。また、きのう

石橋部長のほうからもございましたようにインバ

ウンドに力を入れていきたいという御答弁ござい

ました。この来訪者のニーズ把握して満足度を向

上させることがさらなるリピーターであったり、

観光振興にとっては欠かせないことだと考えてお

ります。もちろん来訪者に接するのは事業者の本

人の方々ですので、本市の支援として外国語のメ

ニューや、あと多言語の飲食店マップ、昨日五十

嵐議員からもありましたアプリであったり、そう

いった外国の方々が来られたときに本市で使いや

すいようなものをつくりたいという方々にその作

成の助成等を検討されている予定があるのかお考

えお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 外国人の方向け

のメニューですとかアプリの開発とか、そういっ

たことだったと思います。それについての支援が

今考えているかというところでございますが、今

現在観光振興計画の中では、インバウンドに対し

てはインバウンド受け入れ態勢の整備ということ

を掲げているところです。そのことについては、

そのメニューですとかというところと若干ずれる

かもしれませんけれども、なよろ観光まちづくり

協会さんが中心となって、北海道観光振興機構の

助成事業を使って外国人受け入れセミナーみたい

なことはやっていただいております。また、その

ほかに外国語の観光パンフレットも作成しており

ますし、ホームページも作成しているところです。

メニューですとかアプリの開発というところに直

接つながるかどうかはわかりませんが、今後も観

光協会さんと連携を図りながら、北海道観光振興

機構の事業なども使うことも視野に入れながら、

そういった外国人観光客のための受け入れ態勢の

整備について努めていきたいと考えております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） そのマップであったり

というのは理解させていただきましたが、観光と

いうのは正直消費を生んで何ぼだと考えておりま

す。そのことに関しまして、外国人の方々が本当

に名寄市の飲食店に行って何も心配なく飲食でき

ますかと、お店がわかりますかといったところに

ついて、今インバウンドが来ている。来ていて、

来ているねではなく、ここをつかまなくては名寄

市の経済も衰退してしまうのではないかという危

感を持っているところでございます、私は。そこ

に関しまして来ていただいた方のニーズ、先ほど

もお伝えしたように満足度の向上を図るためにも

積極的に市が半歩、一歩先行って、こういった支

援がありますよということを民間事業者に投げか

けて、積極的にアプローチするのは重要ではない
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かと考えますが、いかがお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 今議員がおっし

ゃいましたとおり、外国人の観光客の方々に名寄

市内で消費をしていただくために必要なことだと

思います。ですので、北海道観光振興機構さんで

はさまざまなメニューがありますので、それなん

かを活用することで観光協会さんとも連携しなが

ら、そのようなものについて検討していきたいと

思っております。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） インバウンドと

いうことで、私も関係あるということでお答えを

させていただこうと思います。

議員おっしゃるとおり、外国人が来ていただけ

るというのはやっぱりコンテンツがあって、そこ

に魅力があって集まってくるということなのだと

思います。その一つが夏場はひまわりであったり、

冬はやはりパウダースノーであったりということ

で、このコンテンツについてはぶれることなく、

特に冬の部分についてはぶれることなくいかなけ

ればならないというふうに考えております。そも

そも総合計画の将来像の中に自然の恵みと財産を

生かすということで、まさにこの名寄の財産を生

かした取り組みということでこれは推進しなけれ

ばならないというふうに考えております。

それから、先ほどの迎え入れるための環境整備

という部分ですけれども、ここは北海道も地方創

生の目標でインバウンド５００万人を達成すると

いうのがＫＰＩとして掲げていて、北海道を観光

立国にするというような目標のもと北海道でも動

いております。そういった中で、できれば総合政

策の立場としては、北海道も巻き込んでいけるよ

うな、逆に提案していけるようなことも我々とし

てはしていかなければならないのかなと。それは、

特に上川、宗谷地方というのはまだまだ伸び代の

ある観光地域ということになっていますので、そ

のためにも宗谷線もしっかりと残しながら、移動

手段、それから滞在していただけるコンテンツ、

そして先ほど言っていた困らない環境としてやは

りそこはキャッシュレス化とかいろいろな部分が

相乗効果を生んで、本当に圏域が魅力的な地域に

なっていけるような取り組みをしっかり皆さん方

からアイデアもいただきながら、一定程度支援で

きるところは行政も支援していきながら進めてい

きたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 前向きな御答弁ありが

とうございました。

次に、先ほど御答弁の中にサイクリングや農業

収穫体験など、さまざまなプログラムがございま

した。これらのすばらしいプログラムがある中で、

現状人員がちょっと足りないということで、最高

人数や回数に関して多分制限がかかっているもの

かなと私は考えております。市外や海外から多く

の観光客の方を呼び、地域振興のためにも観光に

かかわる人員不足について、人員不足ではないか

と私は思うのですが、その点についてお考えお聞

かせください。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 議員のおっしゃ

る人員不足といいますのは、観光に携わる方々と

しての人員の不足かなと。そういう点では、観光

にかかわる人材不足、あるいは人材の育成という

のは必要であるというのは共通認識かなと思って

おりますけれども、例えばひまわりボランティア

ですとか、雪フェス国際雪像のときの国際ボラン

ティアの皆様といった市民の皆様との活動と連携

するということも一つの重要なことなのかなと考

えております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 人員不足といいまして

も、市内の事業者の方々、市民の皆様一人一人が

ちょっとずつ力を入れていけば、人員不足という

ことは正直ないと思いまして、観光の機運の醸成
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が必要ではないかということをちょっと言いたか

ったので、こういったことをお伝えさせていただ

きました。例えばサイクリングであったら、１０

人、２０人走るのに前と後ろとサポートカーと、

それに３人必要です。それが毎日来てということ

になったら、インバウンド来てくださいと言って

いますが、受け入れられる人数が正直足りないの

が名寄市の現状だと考えておりますので、市内全

体で機運を高めて、観光客の方を呼び寄せ、経済

活動を活発化させていければなと思っております。

もう一つ、なよろ煮込みジンギスカンの全国大

会という話がございまして、本市のＰＲを行って

いただいていると認識しております。また、食と

観光というのは密接な関係があるものと考えてお

りますが、今後この煮込みジンギスカンに対して

どのような効果、全国大会でどのような効果があ

ったのかお知らせください。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） この煮込みジン

ギスカンをやっていただいている市民団体、まち

づくり団体、第７４６なよろ煮込みジンギス艦隊

の活動に対して、今年度は全国大会であるＢ―１

グランプリというものに支援をさせていただきま

したが、１１月に行われましたが、２日間で３４

万 ０００人が集まったというイベントだったと

聞いておりまして、ここで名寄市をＰＲしていた

だいたと思っております。

さらに、この団体につきましては、食と観光に

かかわって名寄をＰＲしてくださるという、こう

いう団体で、市として支援をしてきておりますが、

一方で自立に向けて徐々に支援そのものは縮小し

ていく方向にあるとは思うのですけれども、今年

度もこれまでまず市民向けには憲法ハーフマラソ

ンですとか、市民見学会での昼食ですとか、てっ

し・名寄まつりで提供していただいたり、あとは

市外で、道内ではおたる潮まつりですとか札幌ド

ームでの日本ハムファイターズの試合に合わせた

イベント、あるいは旭川の秋の一大イベントとな

っております北の恵み食べマルシェなどで出店を

することで名寄市のＰＲをしていただいておりま

す。さらに、道外においても、まず１０月には愛

知県一宮市で開催されたびさいまつりですとか、

１１月には友好都市であります杉並フェスタでも

提供しており、先ほど申し上げた全国大会Ｂ―１

グランプリなどで名寄のＰＲに努めていただいて

おります。ですので、今後もこの団体の活動の継

続に向けて情報交換を図ってまいりたいと考えて

おります。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 自立まで御支援してい

ただけるということで理解させていただきました。

次に、小項目２番なのですが、組織体制につい

ては理解させていただきました。そこで、先ほど

お話あった道北観光連盟、あと天塩川シーニック

バイウェイなど、本市が事務局になり、道北を引

っ張っていく立場として、どのような事業展開が

今後この地域に有益であるのかお考えをお聞かせ

ください。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 広域の連携とい

うことで、道北地域でどういうものを進めていく

かということだと思うのですけれども、この道北

地域というのが天塩川に沿う形で国道と鉄道が走

っております。しかも、比較的起伏が少ないとい

うこの地理的な特性というものを生かすことで、

今なよろ観光まちづくり協会さんが中心となって

進めておりますのが自転車、カヌー、ＪＲ、バス

といった公共交通機関などを移動手段として、自

然風景や歴史、文化などに触れながら、さらに御

当地の食を味わうというようなアクティビティー

を楽しむ旅ということで、きた北海道エコ・モビ

リティといったものを進めているところです。し

かも、これをなよろ観光まちづくり協会さん単体

ではなくて、先ほどおっしゃった道北観光連盟で

すとか天塩川シーニックバイウェイといった広域

の連携という中で進めているということで、こう
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いったものが今後の道北地域の国内外の誘客に向

けて期待できるところかなと思っております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 先ほど室長からの御答

弁にもありましたとおり、通過型になってしまわ

ないような近隣市町村との連携を密に行っていた

だき、さらに道北を盛り上げていただきたいなと

思います。

最後に、情報発信についてなのですが、ターゲ

ットの明確化など理解させていただきました。こ

の情報発信につきましても、それこそもう何回も

になるのですが、他市町村と差別化を図らなくて

は、今現在情報というのは無数ありまして、その

中に埋もれてしまうと考えております。新たな取

り組みとして、先ほど私例に挙げさせていただき

ましたインフルエンサーの依頼であったり、動画

広告、こちらももうインフルエンサーもあふれて

いますし、動画広告もあふれているのですが、こ

ういった新しい手段に対してどのようなお考え、

検討されているのかお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 先ほどの答弁も

ありましたけれども、ＳＮＳは十分活用してこれ

からもやっていかなければいけないと思っており

ますが、今年度なよろ観光まちづくり協会さんで

新しい取り組みとしては、地域資源を生かしたス

ノーアクティビティーですとかサイクリング、カ

ヌー、それから先ほどの農業体験なんかも含めて

ＰＲ動画を作成しているというところで、作成す

るこの動画を今後さまざまなプロモーションです

とか、そういったところで活用していくという事

業を今年度進めていると聞いております。

〇議長（東 千春議員） 三浦議員。

〇５番（三浦勝秀議員） 動画を作成しています。

かしこまりました。その動画も出し方一つだと思

うのです。それ一つで名寄市に来ていただけるの

かどうかというところであると思いますので、そ

こら辺の調査研究していただいて、効率的な情報

発信のほうをよろしくお願い申し上げて質問を終

わりたいと思います。ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で三浦勝秀議員の

質問を終わります。

男女共同参画と性の多様性の認知について外２

件を、富岡達彦議員。

〇１番（富岡達彦議員） それでは、議長から御

指名をいただきましたので、通告順に従い、大項

目３点について質問いたします。

大項目１、男女共同参画と性の多様性認知につ

いて、小項目１、男女共同参画社会の実現に向け

たこれまでの取り組みと今後について伺います。

男女共同参画社会とは、言うまでもなく、互いに

それぞれの人権を尊重しつつ、分かち合い、個々

のジェンダーアイデンティティーにかかわらず、

その個性と能力をいかんなく発揮することができ

得る社会です。男女共同参画基本法では、みずか

らの意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が確保され、均等に政治的、経

済的、社会的及び文化的利益を享受できるものと

されています。

本市においても２０１６年に男女共同参画条例

が施行されております。名寄市総合計画（第２

次）の市民と行政の協働によるまちづくりの中で

も、人権尊重と男女共同参画社会の形成に向けた

計画が推進されているところは、今定例会の行政

報告の中でもお示しをいただいたところでありま

す。しかしながら、基本的人権の尊重が日本国憲

法でうたわれているにもかかわらず、日本におけ

るグローバルジェンダーギャップ指数は、最新の

昨日１２月１７日の発表では１５３カ国中１２１

位ということで、主要７カ国Ｇ７の中でも最低ラ

ンキングにされております。また、女性活躍推進

法が施行されて以来３年が経過する中でも、国か

らは具体的なジェンダー格差や女性貧困問題への

変革は示されていないのが現状です。以下、３点

について伺います。

第２次男女共同参画推進計画は、ちょうど本年
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が中間期であります。ここまでの具体的取り組み

と成果、後半への取り組みの目標について伺いま

す。

女性活躍推進法に基づく本市の具体的な取り組

みについて伺います。

そして、多様なジェンダーにおけるワークライ

フバランスの推進に向けた本市の取り組みについ

て伺います。

小項目の２、各種ハラスメントの対策について

伺います。本年５月末に可決、成立した女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律等の一部

を改正する法律、すなわちパワハラ防止を義務づ

ける法律、これを受けて本市における各種ハラス

メント対策について伺います。１２月４日から１

０日までは人権週間でした。それらを踏まえ、人

権尊重に基づく各種ハラスメント防止に関する本

市の取り組み指針について伺います。

小項目３、ＳＯＧＩ、性の多様性認知と社会包

摂的な取り組みについて伺います。ＳＯＧＩの認

知とセクシュアルマイノリティー、いわゆるＬＧ

ＢＴと呼ばれる人たちの社会における包摂的に関

する取り組みについては、第２回の定例会におい

ても質問をさせていただきました。この半年間で

多くの自治体が性の多様性認知に向けた取り組み

を加速させております。先進的な取り組み事例と

いたしましては、男女共同参画条例にＳＯＧＩに

関する文言を追加したり、ＳＯＧＩの理解促進に

かかわる条例を制定したり、あるいはＳＯＧＩを

知り行動するための自治体職員のガイドラインを

制定されているところもあります。また、市職員

の中にＬＧＢＴ支援専門職員を募集し始めた自治

体もあります。また、ダイバーシティー社会推進

施策の策定などを掲げている自治体もございます。

第２回の定例会での御答弁の中では、国やほかの

自治体の動向など必要に応じて情報収集を進めて

いくとありました。そこで、３点お伺いいたしま

す。

ＳＯＧＩ、性の多様性についてどのような情報

収集をされ、今後どのように市政に反映させてい

く検討をされているのか伺います。

ＳＯＧＩ、性の多様性について正しい理解を共

有していくために、専門性を有する方を招いて公

開型の研修セミナー、講演会などの実施について

の準備があるかどうかについて伺います。

ＳＯＧＩの理解増進について、男女共同参画推

進計画への盛り込み及び男女共同参画条例への追

記など、これも別建てでの検討を含めて進んでい

る進捗状況があればお伺いします。

小項目４、パートナーシップ宣誓制度について

伺います。パートナーシップ宣誓制度を取り入れ

ている自治体は、６月の第２回定例会の時点では

全国でおよそ２０の自治体、４３０組を超えるカ

ップルがパートナーとして認められております。

それから半年が経過して、制度を導入した自治体

は全国で３０を超え、６２０組を超えるカップル

がパートナーとして新たに認められております。

さらに、導入を進めている、あるいは検討に入っ

ているという自治体を含めますと５０近くに上り

ます。せんだって１２月１０日の新聞報道では、

札幌市ではパートナーシップ宣誓制度にのっとり、

来春から公営住宅にＬＧＢＴカップルの入居を認

めることを市議会の建設委員会で報告されたと報

じられております。そこで、パートナーシップ宣

誓制度について本市における半年間の情報収集と

制度導入に向けた検討の進捗状況について伺いま

す。

大項目２、宗谷本線の維持存続について。本年

３月末に石勝線夕張支線が自治体の攻めの廃線と

いう意思によって廃止されました。札沼線、北海

道医療大学前―新十津川間も沿線４町の合意を経

て、来年の５月７日で廃止が決められております。

日高本線も鵡川―様似間が２０１５年の災害発生

から続く鉄道不通の中で、沿線７町の４年に及ぶ

協議の結果、本年１１月１２日にバス転換へ向け

ＪＲ北海道との協議に入ることを決定しておりま

す。２０１６年の台風災害以降不通になっている



－126－

令和元年１２月１８日（水曜日）第４回１２月定例会・第３号

根室本線の東鹿越―新得間や留萌本線の動向も注

目をされていますが、協議に向けた話はまだ進ん

でおりません。

ＪＲ北海道が単独維持困難路線８線区を発表し

てから３年が経過します。ＪＲ北海道の島田社長

も早期解決が必要という見解を示しております。

宗谷本線活性化推進協議会会長の加藤市長は、先

頭に立って路線存続に当たっておられます。７月

の新聞報道では、宗谷本線は道北の命綱、地域の

持続的な発展を含めて路線存続には誇りを持って

取り組んでいきたいと思いを語られています。持

続可能な鉄道網の維持に向けて、さらに踏み込ん

だ方策の検討が必要になります。

小項目１、宗谷本線の存在意義について改めて

伺います。あわせて鉄道の持つ公益性や公共性に

ついての機能の考え方について伺います。

小項目２、宗谷本線の利便性向上策について伺

います。２０２１年以降路線存続のスキームが見

出せない中で、ＪＲと自治体で策定したアクショ

ンプランを軸に、活性化推進協議会としてはどの

ような取り組みを進めていくのか伺います。

利便性向上について、国や道、ＪＲ北海道に対

してどのような働きかけをしているのか、今後の

進め方について伺います。

また、市民との意見交換会で出ておりましたＪ

Ｒ名寄高校前駅の設置についての議論の進捗状況

等も伺いたいと思います。

そして、地域公共交通網形成計画にのっとった

鉄道とバスのシームレスな連絡運輸体制の整備に

ついてのお考えを伺います。

小項目３、宗谷本線の利用促進、マイレール意

識向上について。路線存続に向けて沿線住民にど

のような関心を持っていただくのかをお伺いしま

す。

本年の夏の観光列車風っこそうや号に続く来年

度以降の観光列車の運行やイベント開催に関する

見通しについて伺います。

そして、活性化推進協議会が行っております１

１月１日発行の駅カードの配布の取り組みについ

て、経過と取り組みの効果検証について伺います。

大項目３、移住促進について。株式会社東洋経

済新報社発行の都市データパック２０１９に掲載

されている住みよさランキングにおいて、名寄市

は全国で１７１位、北海道内では第４位にランキ

ングをされています。総合的にバランスのとれた

まちとしての評価のあらわれであろうと推測でき

ます。都市部一極集中が社会問題になってきてい

る中で、自己アイデンティティーの確立やワーク

ライフバランスのとれた生活をしたい、環境のよ

い安心できる土地で子育てをしたいなど、地方暮

らしに求める生活スタイルも多様化をしておりま

す。そこで、お伺いします。移住を考えている方

への名寄の魅力を伝えるＰＲの仕方について、そ

して転勤など以外で自分の意思で移住してこられ

た方々の近年の人数と移住促進協議会や市役所窓

口への相談件数について伺います。

お試し住宅の稼働状況と利用された方々の反応

について伺います。

空家バンクへの問い合わせについても伺います。

移住者の受け皿づくりと移住後のケア、今後の

課題について伺います。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 富岡議員からは、大

項目で３点にわたって御質問いただきました。大

項目１は私から、大項目２と３は総合政策部長か

らの答弁となりますので、よろしくお願い申し上

げます。

初めに、大項目の１、男女共同参画と性の多様

性の認知について、小項目の１、男女共同参画社

会の実現に向けたこれまでの取り組みとこれから

について申し上げます。本市におきましては、男

女共同参画に関してさらなる市民意識の高揚と推

進を図るため、平成２７年１２月に名寄市男女共

同参画推進条例を制定しました。また、平成２９

年度には地域社会全体で男女共同参画社会の実現
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に向けた取り組みを総合的かつ計画的に推進する

ために、第２次名寄市男女共同参画推進計画を策

定しております。本計画は、条例に基づく基本計

画、男女共同参画社会基本法に基づく市町村男女

共同参画計画、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律に基づく市町村基本計画、

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

に基づく市町村推進計画として位置づけられてお

ります。また、名寄市総合計画（第２次）を上位

計画とし、男女共同参画社会の実現を目指すため

の個別計画として位置づけられているものであり、

各部所管の個別計画と連携を図っております。

男女共同参画社会実現の取り組みとして、市民

への意識啓発を目的に男女共同参画セミナーの開

催や市の広報における関係記事の連載のほか、パ

ネル展や小中学生向けにリーフレットの配付など

を行っております。

また、条例に基づき男女共同参画を推進するた

め、名寄市男女共同参画推進委員会を設置してお

ります。本委員会は、事業者からの推薦や公募な

どにより選出された委員で構成され、市民目線で

基本計画等の推進及び進行管理などに取り組み、

本市における男女共同参画推進の中心的な役割を

果たしております。

女性の活躍推進のための主な取り組みといたし

ましては、男女がともに働きやすく、子育てしや

すい環境づくりに積極的に取り組んでいる事業者

や個人、市民団体を表彰しております。昨年度は、

名寄市内初の事業所内保育所を設置し、女性が働

きやすい環境づくりに積極的に取り組まれている

医療法人臨生会吉田病院様を表彰しております。

ワークライフバランスの推進については、計画

の主要施策である男女がともに働きやすい環境づ

くりの推進のために、全ての人がライフスタイル

に応じた多様な生き方、働き方が選択でき、実現

できる環境整備を目指しております。市の取り組

みとしては、さきに掲げた男女共同参画推進事業

者等表彰制度において、男女がともに働きやすい

職場環境を整備している事業者に加え、地域にお

いてワークライフバランスを支援する取り組みを

行う団体についても表彰してきております。昨年

度は、地域の方の心と体の健康づくりを目的とし

た生涯スポーツの発展に男女ともに積極的に取り

組まれている一般社団法人風連スポーツクラブ様、

今年度につきましては地域の保護者のさまざまな

勤務形態、家族の病気などに対応して日中の保育、

夜間休日保育を実施している一般社団法人どろん

こはうす様を表彰しております。

また、今年度の男女共同参画セミナーでは、幸

福度世界一で男女共同参画推進国であるフィンラ

ンドから講師を招き、「フィンランドに生きる～

個人と家族から見た仕事と余暇」と題した講演会

を開催し、９６名の方に御参加いただきました。

講演では、余暇を最も大切にしているという国民

性を参考に、参加者の方にワークライフバランス

について考えていただくきっかけとしていただい

たところです。

今後につきましても男女共同参画を推進するた

め、推進計画の基本目標達成に向けて、各種取り

組みを進めてまいります。

次に、小項目２、各種ハラスメントの対策につ

いて申し上げます。国際連合において世界人権宣

言が採択されたことを記念して、我が国では１２

月４日から１０日までを人権週間と定め、国や各

機関、団体協力のもと、世界人権宣言の趣旨や重

要性とあわせ人権尊重思想の普及高揚が図られて

おります。本市におきましても広報紙で人権週間

を周知するとともに、法務省から委嘱された人権

擁護委員による特設人権心配事相談についての周

知などを行っているところです。また、来年度本

市では人権啓発活動地方委託事業に取り組む予定

となっており、市内小学校の御協力のもと人権の

花活動や人権啓発、また相談窓口の紹介を盛り込

んだチラシの全戸配布など、これらの活動を通し

て広く市民に人権意識の啓発を図ってまいりたい

と考えております。
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各種ハラスメントの防止に関する市の方針とし

て、市職員についてはハラスメントの防止及び排

除のための措置とハラスメントに起因する問題が

生じた場合に迅速かつ適正な措置を講ずるため、

名寄市職員のハラスメントの防止に関する要綱を

定めております。また、名寄市男女共同参画推進

計画では、主要施策の女性に対するあらゆる暴力

の根絶の取り組みの中にさまざまなハラスメント

に対する意識啓発など、市民が安全で安心して暮

らせる環境づくりに向けた取り組みを推進するこ

とと位置づけており、市ホームページなどを通じ

て職場のハラスメント防止の啓発や北海道労働局

の相談窓口の周知を行っているところです。今後

も引き続きハラスメントの防止に向けた啓発や相

談窓口の紹介などに取り組んでまいります。

次に、小項目３、ＳＯＧＩ、性の多様性の認知

と包摂的な取り組みについて申し上げます。性の

多様性についての情報収集としましては、当事者

や支援者による講演会に積極的に参加するなど、

当事者たちの生きづらさや課題についての正しい

理解に努めているところです。法務省の人権擁護

機関では、性自認を理由とする偏見や差別の解消

を目指した啓発活動や相談、救済活動に取り組ん

でおり、市といたしましてはこうした相談窓口に

ついての周知を行うとともに、性の多様性につい

ての市民理解の拡大を目指した広報など、できる

ことから取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

男女共同参画推進条例や推進計画については、

男女の人権の尊重として男女が性別による差別的

取り扱いを受けないことなどが盛り込まれており

ます。性の多様性についての明確な記載はありま

せんが、あらゆる差別や人権の侵害はあってはな

らないことであり、重要な課題と認識しておりま

す。条例や推進計画は、法や国の計画などに基づ

いており、性の多様性についても社会的認知度が

高まってきていることから、国や道などの動向に

注意しながら、必要に応じて条例や計画の変更に

ついて、検討いたします。

性の多様性にかかわらず、人権に関する対応に

つきましては慎重な対応が必要なことから、国や

人権擁護委員会などが行っている相談事業の紹介

など、市民周知に努めてまいります。

次に、小項目の４、パートナーシップ宣誓制度

について申し上げます。パートナーシップ制度に

ついては、平成２７年４月に東京都渋谷区で初め

て導入された当時から数年間は余り導入事例がふ

えておりませんでしたが、ことしに入ってから１

８の自治体で導入が進み、現在では首都圏や大都

市を中心に全国で２７の自治体で導入されており

ます。また、制度の導入にあわせ、公営住宅の入

居などを中心とした自治体による行政サービスの

利用を認める事例もあることを承知しております。

近年は、都市での導入が少しずつ進んでおります

が、全国的にも新しい制度であることから、本市

におきましては報道などを通して情報を収集して

いる段階であることや市民理解も含め現時点にお

いては慎重に検討すべき課題であると考えており

ます。また、先ほど申し上げましたとおり、性の

多様性についての市民への広報など、できること

から取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

すので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目２、３についてお答えいたします。

大項目２、ＪＲ宗谷本線の維持存続について、

小項目１、宗谷本線の存在意義について申し上げ

ます。平成２８年１１月、ＪＲ北海道が単独では

維持困難な線区を発表し、その後宗谷本線では既

存の高速化などを目指す協議会の目的に維持存続

活動を追加し、これまでもいろいろ取り組んでま

いりました。

平成２９年１２月には宗谷本線活性化推進協議

会による検討分析報告を作成し、宗谷本線の現状、

必要性などをまとめました。項目としては、中核
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都市などをつなぐ役割、広域観光ルートを形成す

る役割、地域の生活を支える役割、国境周辺地域

を結ぶ役割を掲げ、旭川―稚内間の距離では東京

から長野以上の距離であり、長距離移動手段が必

要なことや国や道が進める観光立国に大きく寄与

する可能性がある線区であること、特に名寄―稚

内間の距離では東京―静岡間に匹敵し、この中に

広域住民の命のとりでとなっている救命救急セン

ターが名寄市立総合病院１カ所しかないこと、国

において閣議決定されている北海道総合開発計画

では主要施策に国境周辺地域の振興が掲げられ、

道北地方や離島地域については産業の振興や生活

条件の改善を通じて定住の促進等を図る必要があ

ると示されていることなどをまとめ、この地域に

おいて鉄道の果たす役割を国に理解していただけ

るよう活動を続けてきているところです。

次に、小項目２、宗谷本線の利便性向上策につ

いて申し上げます。平成３１年４月に策定された

宗谷線事業計画、通称アクションプランですが、

ＪＲ北海道の徹底した経営努力を前提として、鉄

道を持続的に維持する仕組みを構築するためにＪ

Ｒ北海道と地域の関係者が協力しながら、ＪＲ北

海道が国からの監督命令で命じられた第１期集中

改革期間の２年間に具体的に取り組む内容を記載

したものであります。このアクションプランでは

ＫＰＩが設定されており、収支状況及び輸送密度

において令和２年度で平成２９年度実績値の維持

と設定されております。アクションプランの主な

構成として、利用促進と経費節減に分かれており、

利用促進においてはＪＲ北海道が取り組むもの、

自治体などが取り組むものなど５３に及ぶ取り組

みが掲げられ、それぞれ期間内の進捗管理を行い

ながら実績をまとめ、国に報告できるよう取り組

んでいるところです。

宗谷本線活性化推進協議会として国、道、ＪＲ

北海道への働きかけでは、本年１１月１８日にＪ

Ｒ北海道本社へ伺い、特急列車の札幌直通便の増

便について要望を行ってきており、宗谷本線のさ

らなる活用が見込まれるとして、北海道新幹線の

旭川延伸についても機会あるごとに発信をしてき

ているところです。

東風連駅の移設についてですが、利用促進や地

元高校の魅力づくりにつながる取り組みとして、

現在北海道へ交付金による支援をいただけるよう

調整中であり、体制が整い次第お知らせさせてい

ただこうと考えております。また、実際に着手の

めどが立った場合、工期については最短で２年を

要することになりますので、地域にも丁寧に説明

をさせていただこうと考えております。

鉄道とバスの接続につきましては、以前より協

議会の幹事会の場でも課題となっており、この間

ＪＲ北海道とも意見交換を重ね、現在は３月のダ

イヤ改正情報を事前にバス会社や関係自治体へ提

供する体制を整えております。引き続き地域とＪ

Ｒ北海道が協力し、さらに利用されるダイヤの研

究など、利便性向上に資する取り組みを進めてま

いります。

次に、小項目３、宗谷本線の利用促進策とマイ

レール意識の向上について申し上げます。利用促

進の取り組みにつきましては、宗谷本線活性化推

進協議会の取り組みとして、昨年度から宗谷線フ

ォトコンテストを開催しており、今年度も道内外

から多くの応募がありました。昨年度は、本市交

流自治体である杉並区の協力もいただき、杉並区

役所展示スペースにおいて入賞作品の展示を行い、

訪れた杉並区民に道北地方、四季折々の景色など

魅力発信に寄与した取り組みであったと考えてお

ります。

地域住民へのマイレール意識向上につきまして

は、鉄道のみならず公共交通を使っていただくた

めの啓発を市広報などを活用し、北海道とも連携

しながら行っているところでありますが、都心や

人口集中地区とは違い、移動手段が主に自家用車

となっている地域にはなかなか難しい状況である

と考えております。しかし、本年ＪＲ北海道がＪ

Ｒ東日本の協力により取り組まれた風っこそうや



－130－

令和元年１２月１８日（水曜日）第４回１２月定例会・第３号

号の運行では、目的が移動することではなく、乗

って楽しむこととなっており、観光列車の持つ人

を呼び込むポテンシャルを実感することができま

した。次年度以降のイベント等については、現在

未定となっておりますが、本年ＪＲ北海道も山紫

水明シリーズを製作し、既に運行されております

ので、宗谷本線での運行も要望してまいりたいと

考えております。

本年度実施した駅カードの取り組みでは、非常

に多くの反響をいただきましたが、無人駅での配

布手段や管理など課題も多く残りましたので、今

後協議会の幹事会においてしっかりと総括を行い、

次年度への対応を協議してまいりたいと考えてお

ります。

次に、大項目３、移住促進について、小項目１、

移住促進事業の成果と課題について申し上げます。

本市の移住促進事業については、名寄市総合計画

（第２次）、市民と行政との協働によるまちづく

りを基本目標とし、交流活動の推進の基本計画事

業に移住の推進を掲げ、重点プロジェクトとして

の位置づけやまち・ひと・しごと創生総合戦略に

おいても移住定住を推進し、事業を実施しており

ます。事業内容といたしましては、官民連携によ

り組織する名寄市移住促進協議会において移住Ｐ

Ｒ事業とお試し移住住宅事業を実施しております。

移住ＰＲ事業では、首都圏での移住相談会への出

展やイベントでの相談時に移住パンフレットや動

画などを用いて本市の魅力をＰＲするとともに、

具体的な仕事や生活環境など、ニーズに合わせた

情報を提供しております。また、名寄市移住促進

協議会のホームページやフェイスブックなどのＳ

ＮＳを通じては、都市機能と自然を兼ね備えた道

北の中核都市としての住みよさや移住者のインタ

ビュー記事などを掲載し、ＰＲを行っております。

議員からもお話のありました住みよさランキング

によると、１０年連続で道内５位以内を獲得して

おり、指標が変わっても常に上位にランクインさ

れ、バランスのとれたまちであることが強みとし

てＰＲをさせていただいております。

各事業実施による移住者数は、平成２５年度以

降本年１１月末現在で１１件、２２人となってお

り、転入アンケートによる移住件数も加えますと

４５件、８５人となります。また、移住相談会や

ワンストップ窓口で対応した移住相談件数は、５

３３件となっております。

お試し移住住宅の利用者数は、平成２５年度か

らの運用開始からこれまでに７２件、１４６人の

方に御利用いただきました。名寄市の魅力である

住みよさを実感していただくだけでなく、今年度

からは地域の方々との交流の場を設け、地域の魅

力も感じていただき、人と人とのつながりを広げ

られるよう取り組んできたところです。夏に御利

用いただいた方からは、コンパクトなまちで生活

しやすいとの利便性を感じていただけている一方、

冬の暮らしに対して不安の声などが寄せられたと

ころです。

名寄市空家バンクの状況につきましては、これ

まで物件を所有している方から数件のお問い合わ

せをいただいておりますが、申請登録には至って

いない状況であり、移住相談の際には市内の不動

産業者が持つ物件情報をお伝えするとともに、市

内にある不動産会社を紹介させていただいており

ます。

移住者への受け皿づくりとして、移住相談の全

般については移住担当のワンストップ窓口での対

応となりますが、今後においてはより地域の魅力

を感じていただき、交流関係人口の拡大を図って

いくためにも地域の方や移住者の方々の声を聞き、

関係性を築いていくことの必要性を感じておりま

す。今後におきましては、移住を検討している方

や移住されてこられた方々とつながり続けるフォ

ロー体制を市民の皆様と連携しながら構築し、あ

わせて地域愛の醸成につなげていけるよう取り組

みを研究してまいります。さらには、本市の労働

力不足の解消となるようなマッチングをＮスポー

ツコミッションと連携をし、本市ならではの働き
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方の一つとして、冬季スポーツと農業の担い手を

掛け合わせたスポーツ移住などの新たな分野を構

築し、取り入れていけるよう進めていくことや、

完全移住には至らなくても交流関係人口の拡大が

図られるよう人を呼び込み、継続的に本市とかか

わっていけるような仕組みづくりを検討し、地域

経済の活性化にもつながるよう進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） それぞれに御答弁をい

ただきました。順を追って再質問をさせていただ

きます。

第２次男女共同参画推進計画については、ちょ

うど２０１９年、ことしは中間点ということにあ

りまして、男女共同参画推進条例に掲げられた６

つの基本理念に沿って計画が進められていること

と思います。それぞれ年度ごとに評価を出してお

られるようですが、この先２０２２年までの計画

推進に当たって、日々の変わりゆく国際情勢や国

内の社会情勢等々に鑑みたときに、この計画の見

直しは随時入れていくという考えがあるのかどう

なのかお聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今富岡議員のほうか

ら男女共同参画にかかわっての現在の２次の計画

が２０２２年までということで、中間年に当たる

ということで、計画自体は６年間ということで１

７年から２２年ということになっていますけれど

も、中間においていろいろな社会情勢、あるいは

男女共同参画における国あるいは道の取り組みの

変化によっては見直しも必要ではないかという御

意見かなというふうに思っております。言われる

とおり基本的には６年間の計画ということであり

ますので、大幅な見直しというのは当然考えては

おりませんけれども、どうしても国あるいは道の

ほうからこれについて自治体のほうで変更をとい

うようなことであれば、その点については見直し

は検討していきたいというふうに考えています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 恐らく大きなよほどの

ことがない限りは、この辺というのは変わってこ

ない部分があるのかなというふうには思うのです

けれども、基本項目のとりわけ１の男女共同参画

社会の実現に向けた意識づくりで挙げられている

主要施策ですとか、あらゆる分野における男女共

同参画社会の推進で挙げられている主要施策、そ

れらの基本事業に沿って今後も進めていかれるの

だろうというふうに思います。

ちょっと角度を変えて質問させていただきたい

のですけれども、女性活躍という話がかなりあち

こちでもされている状況でございますけれども、

本市において女性であられる市民部長に聞くのも

なんなのですけれども、女性活躍ということの言

葉に対してどのような意識をお持ちなっているの

かということを端的にお答えをいただけるとあり

がたいのですが。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 突然の御質問で戸惑

っておりますが、男女共同参画という言葉は言わ

れて久しいと思っております。最近になりまして、

あえて女性活躍と言わなければ女性がなかなか活

躍できない社会という一面もあるのかなと。そこ

であえてこういう言葉が出てきているのではない

かというふうに理解をしておりました。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

予想どおりのお答えをいただけて、私はちょっ

と喜んでいるところでございますけれども、本当

に女性活躍とか女性何ちゃらと一々言わなくては

ならないような社会というそのものが私もおかし

いのかなというふうに思うのですけれども、世の

中の男女二元論でいえば半分は女性なわけですか

ら、なかなかその辺が進んでいかないというのは、

きのうの五十嵐議員の質問の中でも子育て支援の

中に女性の社会進出について触れられておりまし
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たけれども、次世代の育成支援対策推進法におけ

る名寄市の特定事業主行動計画の中でも女性活躍

だとか男女共同参画とともに大きくリンクする部

分があるようでございます。女性職員が働きやす

い環境とか公平な採用、公平な管理職の登用、休

暇の取得も含めて、本市の職員においては２０１

５年女性職員の割合が３０％を超えていて、臨時

職員、非常勤職員を含めると半数が女性という状

況になっております。ところが、民間企業に目を

向けてみますと、少子高齢化の波もあって、有効

求人倍率が ５倍を超えているという状況にあっ

ても人材不足というのが大きな社会問題化をされ

ているのかなというふうに思っています。そうし

た中でも女性の雇用状況というのはなかなか改善

をされておりませんで、非正規雇用労働者の中で

女性が占める割合が７割を占める、非正規労働者

の中でも女性は７割いる。しかも、その中でシン

グルマザーの就労で得る年収、これについては全

国平均で１８６万円という深刻な状況下にあると

いうことが浮き彫りになっておりますけれども、

その辺を含めて市役所以外の部分での方々を見た

ときに、シングルマザーの方々の生活というもの

をどのように市としては捉えているのかというこ

とをちょっとお聞かせをいただきたいと思うので

すが。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 御指摘ありましたシン

グルマザーの皆さんの問題でありますが、大きく

日本の全体大くくりで捉える必要もこの問題はあ

るかと思います。格差社会というお話が出ていま

して、その中の一例に挙げますとやはりシングル

マザーの皆さんの所得が非常に低いという問題は、

日本の中でも一つの大きなことであります。

それから、それぞれの地域においてどういうよ

うな位置づけがされているか、これについては丁

寧な分析が必要だと思っております。さまざまな

角度からここは見なければならない。議員おっし

ゃるとおり、女性という枕言葉がつかないとなか

なか変わっていかない社会があるのはこれは大前

提なのですが、その中で実効性を高めるためには

やはりそこはひとつ区分しながらも進めなければ

ならない、いろんなジレンマを抱えながらの作業

ということは認識しているところです。最終的に

は全ての皆さんがそれぞれ住みやすい社会をつく

っていくというのはこれが大前提でありますし、

地方自治体でやれることも限りはありますが、先

ほどの労働環境の問題もその一つだと思っていま

す。ただ、非常に大事な課題でありますし、今後

何年間かかけて、これは必ず変えていかないと大

変なことになるという、そういう認識を持ちなが

ら進めてまいりたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

ちなみに、１１月１９日って国際男性デーだっ

たというのを御存じの職員の方いらっしゃいます

か。そういうのもあるのです。というのも男性の

生きづらさというものが女性の社会進出を拒んで

いる部分というのが多大にあるのではないかとい

うふうに言われております。男性が男性であろう

とするがゆえに、そこに束縛をされている。そこ

からの解放がされないと、なかなか女性を社会に

きちんとした立場で迎え入れることというのが難

しいのではないかというふうに言われているとこ

ろもあります。この辺の男性が縛られているもの

に関しては、大黒柱バイアスというふうな言葉で

言われているそうでございますけれども、生涯働

きながら収入を得続けなければいけないとか、家

族を支え続けなければいけないとか、弱音を吐い

てはいけないとか、男は男らしくいなければいけ

ないというような、そういう束縛の中で何となく

日本社会というのがずっと続いてきてしまった。

その中で、やはり今後大事になってくるのは、学

校教育現場を含めてこれからの未来のある子供た

ちへ男女平等に対する意識というものをきちんと

育てていくということが必要になろうというふう

に私は思うのですけれども、ジェンダーギャップ



－133－

令和元年１２月１８日（水曜日）第４回１２月定例会・第３号

指数、この間来ていただいたフィンランドの方々

の国では第３位なのです。日本は１２１位です。

だから、それだけまだまだ大きなギャップがある

のだろうなというふうに思っております。今後そ

の辺はいろいろな場面で協力をしながら、よりよ

い社会の形成というものに進んでいくことが必要

になってこようかなというふうに思っております。

そして、小項目の２の部分のハラスメントのこ

とですけれども、セクハラ、パワハラ、マタハラ、

モラルハラとかという言葉はよくよく言われてい

ますけれども、ここへ持ってきてＳＯＧＩハラ、

アウティングの問題もいろいろなハラスメントを

防止する条例に含めていこうというような取り組

みが各自治体でも大きく推進されているところで

ございます。人権尊重と男女共同参画社会の形成

の中に、これらも包摂させていく取り組みって必

要だというふうに考えているのですけれども、そ

の辺のハラスメント、指針は名寄市も出している

のですけれども、その辺を男女共同参画社会の形

成にリンクをさせていくというような考え方につ

いてあればお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ハラスメントがそもそ

も起こるという課題そのものをよくよく考えます

と、やはり人権意識が十分確立されていない、そ

この状況をもってハラスメントにつながるという

ことと思います。男女共同参画の中でも人権とい

う部分については共通している部分でありますか

ら、先ほど中村部長のほうからありましたけれど

も、見直すべきものが出てくればというお話あり

ましたので、再度そのあたりも点検しながら進め

させていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） そうなのです。ハラス

メントという言葉がぼこぼこ出てくることがもう

人権に対して非常に曖昧な甘い部分があるという

ようなことになろうかと思います。

ＳＯＧＩに関してなのですけれども、セクシュ

アルオリエンテーションがＳＯ、ＧＩの部分がジ

ェンダーアイデンティティーというふうに表現を

されているのですけれども、セクシュアルマイノ

リティーの人たちだけにこれはかかわる問題では

なくて、この議場にいる皆さん、そして社会にい

る皆さんにＳＯＧＩという問題はかかわってまい

ります。それぞれにそれぞれのセクシュアルオリ

エンテーションがあって、ジェンダーアイデンテ

ィティーがある。その中で、少数派とされている

部分になっているのが恐らくＬＧＢＴという方々

であって、それ以外のマジョリティーの方々とい

うのはヘテロセクシュアルであったり、あるいは

シスジェンダーであったりというようなことで、

そちらのほうが社会では圧倒的多数なのかなとい

うふうに考えているのですけれども、せんだって

名寄の市立大学の社会保育学科との共催で名寄レ

インボーセミナーを私どものほうで開催をさせて

いただきました。当事者支援活動をされている方

に講師になっていただいて、講演とシンポジウム

を行ったところなのですが、参加者４０名ほどの

中に名寄に在住の当事者の方というのも見えてお

ります。ですから、姿が見えないというわけでは

なくて、なかなか言い出す環境というのが整って

いないから、そういった形で埋没せざるを得ない

のではないかというふうに考えているところです。

その方々のお話を聞いたところ、やはり名寄にお

いてはなかなか自分から相談をできる窓口がない、

あるいは相談できる相手がいないということで、

そういった話ができる、あるいは講演会のある札

幌とかそういう大都市へ赴くという話をされてい

たのが非常に気がかりでありました。性のあり方

というのは、多様で揺るぎがないために数値だけ

ではかり知れないものがあるのですけれども、男

性、女性という二項対立、男女二元論だけではな

くて、性のある方はグラデーションであるという

ことを認識すべきなのかなというふうに考えます。

そこで、東京都ではＳＯＧＩに関する差別を禁

止する条例というのを取り入れているわけですけ
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れども、いま一度ＳＯＧＩに関して今後名寄市は

どのような取り組みを進めていく考えがあるのか

ということをお聞きしたいと思います。よろしく

お願いします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今議員のほうからも

ありましたようになかなか声を上げたくても上げ

られないという、そういう実態についても今お話

があったかと思います。しかしながら、私ども現

在男女共同参画の中である意味では性にかかわら

ずということで推進をさせていただいているとい

うことでありまして、ＳＯＧＩにかかわって特に

とりたててということの何か取り組みというよう

な、あるいは条例、あるいは何か定めるというよ

うなことについては、現在まだ考えてございませ

ん。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひ前向きに考えてい

っていただきたいかなというふうに思っておりま

す。というのも道北の中では名寄というのは中核

都市でございまして、そういった発信基地にも大

いになれる要素があるまちだというふうに私は考

えております。市民のみんなが安心して健やかに

暮らせるまちづくりというものを掲げているわけ

ですので、ぜひともその辺は施策として今後取り

入れていくという形で、ダイバーシティー・アン

ド・インクルージョンというものを推進していっ

ていただきたいというふうに思います。

ダイバーシティー、多様性というわけですけれ

ども、多様性、多くを認め合うということという

のは目指すものではないというふうに私思ってお

ります。お互いに築き合うものなのかなというふ

うに考えております。昨日の遠藤議員の話にもあ

りました。若年性認知症の理解と支援というのが

なかなか進んでいかない。これは、やはり名寄と

いう地域社会の中でインクルーシブしていかなく

てはいけない問題だ。あるいは、女性の問題、子

供の問題、障がい者、高齢者、さまざまな問題が

あります。そこに暮らす人たち全て多様性、私た

ちも一人一人が、個人個人が多様なアイデンティ

ティーを持った人間でございます。そういったこ

とも含めて、そのごくごく一部であるということ

をぜひ認識をしながらやっていっていただけたら

ありがたいなというふうに考えております。

続いて、宗谷線のほうに行きます。まずもって

活性化推進協議会会長の加藤市長におかれまして

は、日々の御尽力に敬意と感謝を申し上げる次第

でございます。

総合計画や、あとは定住自立圏共生ビジョンや

名寄市地域公共交通網形成計画などに共通する部

分で宗谷本線の維持存続というものが絶対的に上

がってくるのかなというふうに思うのですが、い

ま一度公益性とか公共性という部分、交通ネット

ワークという視点で捉えたときにどのような考え

になるかということを端的にお答えをいただける

とありがたいのですが。公共性、公共交通の公共

性って何なのだと。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） ちょっとストラ

イクの答えになるかわからないのですけれども、

今の御質問でいうと公共交通とは何かという考え

でいうと、多様な方が乗れて、同じ料金で、しか

も定時制があって移動できるものが公共交通であ

るというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ありがとうございます。

多分そうだと思います。

公共性、公共交通の公共性ということを考えた

ときに、一つ視点として大切にしなければいけな

い部分というのがあるのかなと思っているのです

が、私たち今この生活をしている中で、鉄道の存

在というのは割と忘れがちになっている部分とい

うのがすごくあると思うのです。というのも日ご

ろ生活の中ではマイカー移動が多いわけで、戸口

から戸口まで車での移動というのが圧倒的多数で、

観光客の方々も割とマイカーで来て、飛行機で飛
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んできて、レンタカーを借りてくるみたいな、そ

ういう方のほうが圧倒的に多いのかなというふう

に思います。そこには恐らく公共交通という視点

というのは、完全に抜け落ちてしまっているのか

もしれないというふうに私は考えるのですが、公

共交通という概念が地域と地域をしっかりと結び

つけていくための手段だというふうに考えたとき

に、この公共性というものの重要性というのが浮

き彫りになるのかなというふうに思うのですが、

宗谷線を軸に公共性を持つ地域、持続可能な未来

創造という視点に立って俯瞰をしてみますと、鉄

道の廃止というのは地域間の交通ネットワークを

閉鎖的なものにしてしまう。地域間を行き交う人

の数が減るということは、やがてはドミノ倒しの

ように地域の衰退につながっていくのではないか

なというふうに考えます。そんな懸念は取り越し

苦労だというふうに思われる方もいらっしゃるか

と思うのですけれども、この３０年ぐらいの間に

にぎわいが消えてしまったまちを私たちは恐らく

たくさん見てきているはずなのです。名寄本線が

廃止になり、深名線、天北線、羽幌線、これらの

鉄道が道北から消えていったことにより、地域の

交通ネットワークを我がまちは切り離されてしま

う、そういう状況に陥っているのだろうと思いま

す。人の往来の可能性というものを狭めてしまう

ということは、恐らく地域間の公共交通による行

き来ができなくなればまちは一気に疲弊して、衰

退の一途をたどってきているというふうに思いま

す。そうした公共性、公益性、公共交通における

公共性や公益性というものを考えたときに、道北

の唯一背骨のように貫く宗谷線の位置づけという

ものは、名寄市のみならず道北一円に重要な役割

を担っているというふうに思うわけでございます。

あるものがなくなってしまうと、結構いろいろ

関連企業を含めて、極めて多くの人たちが名寄で

の生活というのが維持できなくなるという負の連

鎖が拡大してしまうということもあるのですけれ

ども、これは国鉄分割民営化のときにもあったと

思います。名寄に暮らす人たちが減ると、税収が

減って、インフラの維持が困難になって、スーパ

ーやコンビニなどの撤退という負の連鎖が拡大し

ていくということになりかねません。地域内の交

通、地域交通を結びつけているという役割を担っ

ているのは宗谷線だというふうに私は考えます。

その中で、先ほども部長も言われていましたけ

れども、存在価値というものが多くあると思うの

ですが、私は大きく３つについて大事な部分があ

るのかなと思っています。というのも国土を形成

する幹線鉄道としての役割、そして国境路線とし

ての役割、インバウンド、これからはインバウン

ド路線としての重要性というものがあるのかなと

いうふうに思っています。それらを含めて、宗谷

本線をぜひとも守っていっていただきたいなとい

うふうに考えているところです。

この辺までは私の見解ではございますけれども、

あと利便性向上について、いろいろと御尽力をさ

れていますけれども、特急列車の直通運転という

のが今１本しかありませんけれども、これ増便す

る方法というのが本当にないのかどうなのかとい

うことを模索したときに、先日そういった話をち

ょっとしようということで集まった集まりがあっ

たのですけれども、その中で話したのが２本は多

分直通列車を運行することができるだろうと、朝

と晩の１本ずつは。そのかわり昼間の特急は廃止

して、特別快速に格下げをすれば走らすことがで

きるのではないだろうかと、そんなようなことも

恐らくあると思うので、その辺はセットで考えて

いく必要があるというふうに認識をしております。

その辺に関して、直通便をふやしていくというこ

とに関してまだ諦めていないというところの見解

をお知らせをいただければというふうに思うので

すが、よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 直通便の増便と

いうことで、これは実は２年前でしょうか、直通

が旭川乗りかえにダイヤ改正されてからこれは明
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らかに乗車数が落ちております。これは、ＪＲ北

海道も調査の結果認めているところでありまして、

これは利便性低下による顧客離れというような分

析結果が出ておりますので、これは利用促進の一

環としてやっぱり利便性を上げるということで直

通は諦めずに、ずっとこれは言い続けていること

でありますので、継続して要望していかなければ

ならないというのと、先ほど御提言いただいたよ

うに実現するためのいろいろなやりくりについて

も、これはＪＲとも一緒に協議させていただきた

いというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひ積極的にその辺も

含めて進めていっていただきたいと思います。

道内の７つの空港が民営化の動きというのが本

格的にスタートしてきました。加藤市長が以前か

ら言っておられました鉄道の旭川空港アクセス線

の新設について、今後道北の観光やインバウンド、

あるいは新幹線の延伸もろもろ含めて、また千歳

空港の一極集中化の緩和ですとか旭川空港の就航

率の高さなどに鑑みての旭川空港のハブ空港化、

これになれるポテンシャル、そういったものを旭

川は有しているのだろうというふうに思っており

ます。今後もＬＣＣなどの参入にも期待できると

ころかなというふうに考えます。観光人口の移動

を旭川空港線から各方面へ流れていく動線を築い

ていくということになれば、宗谷本線への観光客

の誘致というのは大きな力となると確信をしてい

るところですけれども、重ねて強力なプッシュを

お願いしたいと思いますけれども、今の加藤市長

の思いを改めてお聞かせをいただければと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 宗谷本線の活性化につい

てさまざまな御提言をいただき、ありがとうござ

います。

今は空港アクセス線の話でありましたけれども、

今まさに北海道のほうで来年、再来年の法改正に

向けて、国に対して改めてＪＲ北海道を維持して

いくためのさまざまな提言をまとめているところ

でありまして、その中でもいろんな意見照会も我

々に求められておりまして、事あるごとに私は全

く議員と同じ考え方であって、この空港民営化に

当たって相当高い目標を設定をしておりまして、

それにはやはり空港からの２次アクセスが非常に

重要であって、特に旭川はその中でも非常に重要

な位置づけの空港だと私は認識をしておりまして、

この空港アクセス、あるいは旭川までの新幹線の

延伸というのは非常に重要になってくるのではな

いかというふうに考えておりまして、国に抜本的

な支援を求めていくに当たって、こうしたことも

しっかりと頭出しをしてほしいということをさま

ざまな場面でお話をしているところでありまして、

そのことがまた宗谷本線の意味づけを変えていく

ことにもなると思いますので、推進あるいは積極

的に発言をしていきたいというふうに考えており

ます。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） ぜひとも一緒に知恵を

出し合いながら進んでいければというふうに考え

ております。

無人駅の存廃について来年の３月までに回答を

求めるという文書が恐らく活性化推進協議会のほ

うにも送られてきていると思うのですけれども、

残すなら１駅１００万円程度の維持管理費が必要

というふうにされております。１日の平均乗降客

数が３人以下の駅、名寄市は智北、北星、日進の

この３駅を抱えておりますけれども、これから宗

谷本線全体での意見調整になると思いますけれど

も、現時点でどのような考えがあるかお聞かせく

ださい。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今おっしゃって

いただいた駅というのは、実はもう既に２年以上

前から公表されている駅でございまして、ここは

今そういったことでＪＲさんから通知が来ました
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ということで、町内会のほうには説明のほうはさ

せていただいて、年明けにも１度お邪魔させてい

ただいて、お話を聞くような機会をつくるという

ことで調整をさせていただく段階になっておりま

す。

〇議長（東 千春議員） 富岡議員。

〇１番（富岡達彦議員） 宗谷線活性化について

は、多分さまざまな意見がこれからも出てくるの

だろうと思います。来年の１月１８日は、音威子

府村で音威子府村の鉄道有志の方々が、風っこそ

うやにも御尽力いただいた方々が中心となって、

未来を語る座談会があります。これには加藤市長

も御臨席くださるというようなことでありますの

で、そこにも期待をしていきたいというふうに思

っております。

駅カードの問題については、まだいろいろな話

を聞いておりますので、これは個別にまた総合政

策部長のほうにお話をさせていただこうかなとい

うふうに思っております。

いずれにしましても、全ての人に優しい社会を

打ち出していくという形で、移住を含めてこれか

らの名寄を明るい話題をふやしていくような方向

に進めていくことができたらなというふうに考え

ております。今後もさまざまな場面でいろいろ質

問させていただきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

これで終わらせていただきます。ありがとうご

ざいます。

〇議長（東 千春議員） 以上で富岡達彦議員の

質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

散会 午後 ２時５３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 塩 田 昌 彦
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日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
渡 辺 博 史 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 鈴 木 康 寛 君

会 計 室 長 末 吉 ひ と み 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君
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〇議長（東 千春議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１番 富 岡 達 彦 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

骨髄バンクドナー登録について外３件を、高橋

伸典議員。

〇１３番（高橋伸典議員） おはようございます。

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして、順次質問してまいりたいと思います。

よろしくお願いいたします。

大きい項目１番目、骨髄バンクドナー登録の推

進についてお尋ねをいたします。白血病や悪性リ

ンパ腫、骨髄腫などいわゆる血液のがんについて

取り上げたいと思います。血液のがんは、以前は

なかなか治りにくいと言われており、その複雑さ

やイメージから、もう助からないのではないかと

思ってしまうかもしれませんが、しかし現在は医

療の技術も進歩したので、血液のがんになったと

しても助かる割合が多くなってきているようであ

ります。

治療法は、抗がん剤を使った化学療法、放射線

療法、造血幹細胞移植療法が主なものであります。

病気の種類や患者の症状、年齢、体格、社会的要

因などにより、まさに十人十色の治療法が選択さ

れております。その中で、造血幹細胞移植につい

て御質問をいたします。血液のがんを患った人の

中には、先ほど申し上げた選択肢の中で移植しか

ないという方もたくさんおられます。文字どおり

移植でありますから、健康な造血幹細胞を提供し

てくださるドナーがいて初めて成り立つ治療であ

り、その取りまとめや患者とのコーディネートを

しているのが日本骨髄バンク並びにさい帯血バン

クであります。骨髄バンクは、ドナー登録希望者

から２㏄の血液検体を採取し、必要な情報のみ登

録するところで、さい帯血バンクは提供希望者の

出産時にへその緒から採取したさい帯血をそのま

ま冷凍保存するところであります。

さて、骨髄バンクでは、ドナー登録者の確保が

大きな課題となっております。登録できる年齢が

決まっており、１８歳から５４歳までで、５５歳

になり次第登録から外れてしまいます。実際の骨

髄採取は２０歳以降になり、ことし９月末現在、

ドナー登録者数は全国で約５２万人、骨髄移植を

行っている他国と比較するとドナー登録自体が少

ない状況であります。平成２４年に移植に用いる

造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の施

行に伴い、県や保健所設置自治体等によりさまざ

まな対応がとられてきていると思いますが、ドナ

ー登録の実態に対する認識はどうかお聞かせをい

ただきたい。また、保健所管内の血液のがん患者

数、造血幹細胞移植数、そしてドナー登録数をお

聞かせいただきたいと思います。

次に、ドナー登録者をふやす対策についてであ

ります。がん全体に言えることでありますが、罹

患者が年齢的に５０代で増加に転じ、６０代から

急増するそうであります。先ほど申し上げました

が、骨髄移植のドナー登録は５４歳までですので、

少子高齢化に伴い需要と供給のバランスは厳しさ

の一途をたどり、移植を必要とする患者がふえ、

ドナー登録者は減ることになります。その意味で

啓発、普及が重要となってまいります。

簡単に登録から提供までの手順を紹介させてい

ただきます。講演会や啓発事業に参加したり、知

人から勧められたりして登録してみようと思った

方は、決められた場所で十分な説明を受け、２㏄
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の血液を採取し、登録となります。造血幹細胞移

植の一つである骨髄移植は、白血球の８つの形の

一致が必要で、兄弟姉妹で約４分の１の確率、そ

して親子ではほとんど認められず、他人の場合は

数百人から数万人に１人という確率で一致すると

いうことであります。登録者の適合率は９０％ま

で高められておりますが、ドナー登録をしても実

際に提供に至るケースは約６０％程度と言われて

おり、登録し、適合する患者があらわれた場合、

最寄りの指定病院で骨髄を採取することになりま

すが、適合したからといって必ず実施できるわけ

ではなく、本人のそのときの意向、健康状態、最

終的には弁護士立ち会いのもと家族の同意まで必

要とする慎重な判断がなされております。実際の

骨髄採取には、説明や健康診断で約二、三日の通

院、採取に向けては体の準備、採取で四、五日の

入院が必要となります。想像よりかなり大きなこ

とのように感じますが、今まで受けたドナーさん

の体験談から見ると、全身麻酔で痛みもなく、大

げさな献血という感覚のようであります。ちなみ

に、ドナーさんは全て無料、費用は全額提供を受

ける患者が負担となります。

次に、ドナー登録推進のための支援についてで

あります。骨髄バンクを介して骨髄移植をする場

合、患者さんと適合してから採取後健康診断に至

るまでの８回前後、平日の日中に医療機関へ出向

いたり、入院したりしていただくことになります。

その日数をドナー自身の有給休暇を使うのではな

く、勤務先がその休暇を特別休暇として認めるの

がドナー休暇制度であります。勤務先にドナー休

暇制度があることは、このドナーの心理的、肉体

的な負担の軽減となっております。企業、団体に

よっては、従業員にドナー休暇を導入しています。

これまで日本骨髄バンクが確認がとれている民間

のドナー休暇制度導入企業、また団体は、現在３

００社を超えていると確認されております。確認

ですが、地方公共団体にもこの制度があると思い

ますが、名寄市役所等職員、関係者のこのドナー

休暇の取得実績はどうかお聞かせをいただきたい

と思います。

さらに踏み込んだ支援をしている自治体もあり

ます。骨髄提供する際、休業助成制度があります。

本人や企業に対して助成を交付する制度でありま

す。自治体により内容は異なりますが、全国３１

５の市町村で制度を活用し、日額、自治体であれ

ば本人に２万円、企業は１万円という内容が多い

ようであります。検討すべきと思いますが、理事

者の御見解をお願いをいたします。

骨髄移植の後のワクチン再接種の助成について

をお尋ねをいたします。日本では、子供を病気か

ら守るため、予防接種法に基づきポリオなどの予

防接種を受けるべきとされております。接種する

ことで免疫を獲得し、抗体ができ、病気にならな

いようにするためであります。治療のために造血

幹細胞移植を行った場合、移植前に実施された定

期予防接種により獲得した免疫は低下もしくは消

滅し、感染症にかかりやすくなります。そのため

感染症の発症予防、または症状の軽減が期待でき

る場合、主治医の指示のもと移植後定期接種とし

て受けたワクチンの再接種の寛解後順次行ってい

くことが推奨されております。あくまでも予防接

種であり、病気治療ではないため医療保険は適用

されず、その費用は被接種者、保護者の全額自己

負担となって、多い方で約２０万円ぐらいかかっ

ている方もおられます。また、対象年齢時に白血

病を発症し、闘病中の予防接種、ワクチン接種を

受けられなかった、そういう方もいらっしゃるそ

うであります。白血病等の治療は、療養期間が長

く、退院後も免疫抑制剤等の薬物療法が必要で、

健康保険や高額医療があったとしても助かっては

おりますが、それでも経済的負担は生活に大きな

支障を来しているそうであります。そのような声

を受け、２０歳未満の再接種が必要な方への助成

を実施している市町村や県が補助をするというこ

とが新聞に載っておりました。今児童手当は全国

に広がっておりますが、この児童手当も一市がス
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タートし、全国で推奨されております。北海道で

は、まだこの制度の部分はスタートされておりま

せんが、名寄市からワクチン再接種への助成とい

う思いが私はあります。理事者の御見解をお願い

をいたします。

大きい項目の２つ目、安心な除排雪体制につい

てをお尋ねをいたします。行政報告に除雪延長４

３４キロメーター、排雪延長１４９キロメーター

を実施、効率的で効果的な除排雪体制の確立と安

全な道路空間の確保を図り、幹線道路ではこれま

で同様複数回の排雪を実施すると言われておりま

す。本年は降雪も遅く感じられますが、平年並み

の雪は降ると思われます。昨年は、直営班の排雪

やカット排雪体制や降雪がないうちに排雪作業の

スタートが早く、道路幅の確保や安全対策は確保

されたと思いますが、本年の除排雪体制の考え方

と対応について理事者の御見解をお願いをいたし

ます。

市民の皆様は、大橋の雪堆積場まで行くのに交

通事故等の心配と雪堆積場に民間大型車の乗り入

れのため危ないという思いをされている方がたく

さんおられます。昨年は、西１６条南９丁目等の

数カ所の民間雪投げ場を開設されましたが、結局

民間大型車が乗り入れたためすぐにいっぱいとな

り、使用できなくなりました。このような場合、

軽量トラックで投げるような後ろの荷台が自動的

に上がらない車の使用を中止できないのか。また、

本年もこのような場所を設定できるのか。雪の堆

積場所の確保について、また市の専門堆積場所に

個人の排雪可能かについて理事者の御見解をお願

いをいたします。

毎年交差点での雪で車の先を出して左右が見え

ないという運転者がいます。交差点の積み上げ、

カット排雪作業について本年度対応について理事

者の御見解をお願いをいたします。

名寄が３３％、風連は４０％を超える高齢化率

になってまいりました。名寄市除雪サービス等助

成事業の機械による除雪で１シーズン２万 ００

０円、風連地区、手作業による除雪は ０００円、

屋根雪おろし等に係る一部の１シーズン１万円の

助成事業の拡充で、高齢者の安心な除雪体制につ

いて行われておりますが、今年度の理事者の御見

解をお願いをいたします。

大きい項目の３つ目、空き家対策についてであ

ります。管理不全の空き家がふえる中、名寄市空

家バンクを開設しましたが、現状と課題について

理事者の御見解をお願いいたします。

また、名寄市の空家バンクを開設されておりま

すが、一件も登録されていない状況が続いており

ますが、今後の取り組みと計画推進の状況につい

て理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目の４つ目、雇用と住環境の整備につ

いてお尋ねをいたします。中小企業の振興と地域

経済の活性化、また良質な住環境の整備を目的に

開始されました名寄市の住宅改修等推進事業と名

寄市ずっと住まいる応援事業の交付申請も９月２

６日で受付が終了しました。この現状と課題につ

いて理事者の御見解をお願いを申し上げ、壇上で

の質問を終わらせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） おはようござい

ます。ただいま高橋議員より大項目で４点にわた

り御質問をいただきました。大項目１及び大項目

２のうち小項目４につきまして私から、大項目２

のうち小項目１から小項目３は建設水道部長から、

大項目３につきましては市民部長から、大項目４

については産業振興室長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、骨髄バンクドナー登録につ

いてお答えいたします。小項目１の血液がんの患

者数、造血幹細胞移植数、ドナー登録数の現状に

ついてですが、医療技術の進歩により、以前は不

治の病と言われた白血病など血液のがんの治療も

可能な時代となってきております。その治療法の

一つが造血幹細胞移植であり、通常の化学療法や

免疫抑制療法だけでは治すことが難しい血液のが
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んを完治させることを目的としております。移植

には白血球の型の一致が必要であり、血縁者に型

が一致したドナーがいない場合、骨髄バンクへ登

録し、非血縁ドナーを探すことになりますが、議

員から御指摘がありましたようにドナー登録者数

は少なく、１０月末現在、北海道内の登録者は１

万 ６１２人とのことです。名寄保健所管内での

ドナー登録者数は公表されておりませんが、ドナ

ー登録に関する相談は年間に数件あるとお聞きし

ております。

また、血液がんの患者数や造血幹細胞移植数に

ついても保健所管内としての統計はとっていない

ということですので、不明とのことであります。

次に、小項目２のドナー休暇制度の取得実績に

ついてですが、名寄市では骨髄ドナー登録及び移

植に際しての検査、提供時の入院等を必要とする

場合には、名寄市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例第１４条に規定する特別休暇として休暇の

取得が可能であり、同条例施行規則で登録及び移

植の検査、入院等に当たり、やむを得ず必要な時

間について休暇を認めることとしております。取

得実績といたしましては、提供前の事前検査のた

めに１件取得した事例を把握しているところであ

ります。

次に、小項目３のドナー休業助成制度の検討に

ついてですが、日本骨髄バンクによると骨髄及び

造血幹細胞を提供されたドナーのための助成制度

は、１１月１４日現在、４１都府県６０５自治体

が行っており、山形、群馬、埼玉、京都、岡山、

大分の各府県においては、府県内の全市町村にお

いてドナー助成制度予算の補助を行っているとの

ことであります。北海道においては、道内自治体

での補助は行っておらず、助成制度を予算化して

いる自治体も骨髄バンクでは把握できていないと

いうことでありますが、支援の実態について本年

の北海道議会の定例会や予算特別委員会で質問が

あったとのことですので、道の動きも注視してま

いりたいと考えております。

次に、小項目４のワクチン再接種への助成につ

いてですが、平成３０年の厚生労働省の調査によ

ると、小児がんの治療で骨髄移植を受け、治療前

の予防接種で得られた免疫が喪失した子供を対象

に再接種の費用を助成している市区町村は、平成

３０年７月１日現在、全国で９０自治体であると

のことであります。現行の定期予防接種において

は、再接種は認められていないため、接種費用は

全額自己負担となってしまい、保護者の経済的負

担が大きいことから、費用助成をする自治体がふ

えてきているところであります。ただし、現行制

度のままでは任意接種となり、健康被害が出た場

合の補償などに差異があることから、調査が必要

と考えております。厚生労働省としても予防接種

法の改正が必要な事項との認識を示しているとの

ことでありますので、定期接種化に向け要望を行

うとともに、国の動向を注視してまいりたいとい

うふうに考えております。

最後に、大項目２の安心な除排雪体制について、

小項目４の高齢者の安心、安全な除雪対応につい

てですが、高齢者を対象とした門口除雪の支援制

度につきましては、名寄市高齢者自立支援事業条

例に基づく名寄市除雪サービス等助成事業として

実施しております。この事業の対象者につきまし

ては、７０歳以上の高齢者世帯、障がい者世帯を

対象とし、収入基準を設け、基準額以内の世帯を

対象として実施しております。その収入基準につ

きましては、就学援助制度の基準を参考として、

生活保護費の ３倍としているところであります。

助成の方法といたしましては、市が指定した事

業者と利用者が除雪のシーズン契約を結び、支払

いの際に市が交付する除雪助成券を利用すること

となります。機械による除雪では、１シーズン２

万 ０００円で、風連地区のみではありますが、

手作業による除雪は１シーズン ０００円として

実施しているところであります。また、生活保護

世帯に対しましては、市が除雪を委託しており、

生活保護費から支給される除雪費用を除く額につ
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いて除雪サービス費として支給しております。

平成３０年度の除雪サービス等助成事業利用者

の実績といたしましては、除雪助成券の利用が名

寄市地区で１６１世帯、風連地区で８３世帯、生

活保護世帯に対する除雪サービスの利用件数が１

８世帯であり、合計で２６２世帯となっておりま

す。

平成２９年度から開始しました屋根雪おろし助

成券交付事業につきましては、先ほど御説明いた

しました除雪サービス等助成事業の対象者に加え、

認知症の方に対する要件を追加しております。事

業内容は、屋根雪おろし中の転落等による事故を

未然に防止するために、屋根雪おろしに係る費用

の一部として１シーズン１万円を助成するもので

あります。平成３０年度の実績といたしましては、

名寄地区が１１１世帯、風連地区が７０世帯とな

っております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目２、安心な除雪体制について、小項目の１から

３について答弁をさせていただきます。

初めに、小項目１、本年の除排雪体制の考え方

と対応についてでございますが、今年度の積雪時

期は昨年度と同様に遅く、現時点での除雪出動回

数は多くはないものの、天候や道路状況の確認を

行うことで市民の通勤や通学、通院などの時間帯

に間に合うよう連絡体制、除雪体制をしっかりと

整えてまいります。

除雪の出動につきましては、午前零時から２時

までの間に市内観測地の降雪状況を確認し、降雪

量がおよそ１０センチに達しているか、もしくは

その日の明け方までに１０センチの積雪が見込ま

れるか、吹き込みによる吹きだまりが確認される

場合出動することとしております。また、郊外に

おいては昼間に出動する場合はございますが、市

街地においては交通の安全性の確保の観点から、

昼間の除雪は実施をしてございません。

排雪作業につきましては、積雪がおよそ５０セ

ンチに達した時点で周りの状況を見ながらの判断

としており、幹線道路はシーズン最大４回、生活

道路はシーズン１回の作業を予定をしております。

生活道路の排雪作業期間につきましては、積雪量

や雪質にもよりますが、１月の上旬から２月の中

旬の作業完了を目標にしてございます。

今年度におきましても国や北海道、警察、消防、

町内会関係者といった関係各所に御参集をいただ

きまして、除排雪対策打ち合わせ会議を行ったと

ころでございます。会議の中では、情報の共有を

図るとともに各所との連携を図りながら、効果的

で即応性のある除排雪体制に努めることが確認を

されてございます。本年におきましてもしっかり

と市民の期待に応えられるよう快適で安心のでき

る道路空間、生活空間の確保に努めてまいります。

続いて、小項目２、雪堆積場の確保についてで

すが、平成３０年度に開設した西１６条南９丁目

の雪堆積場は、名寄地区において天塩川河川敷名

寄大橋北側と日進雪堆積場に続く３カ所目の市民

雪堆積場として整備されました。市街地内に位置

することから、市民の排雪運搬に要する距離や時

間が短縮されたことにより多くの方に御使用いた

だいておりましたが、議員の御指摘のように民間

の大型車両等の排雪により、開設からおよそ２カ

月となります平成３１年２月５日に予定排雪搬入

量を超えたことから、閉鎖を余儀なくされました。

本市としましては、雪堆積場の利用制限は昨年度

に引き続き名寄市ホームページや「なよろの除

雪」、広報なよろを通して、軽トラックから３ト

ン普通トラックまでの利用制限を周知しているこ

と、雪堆積場に利用制限の看板も立てていること

から、各事業者に対して再周知の徹底や利用制限

のあり方について再度研究し、市民の皆様にとり

ましてより活用しやすい雪堆積場の運用が図られ

るよう努めてまいります。

次に、新たな市民雪堆積場の確保につきまして

は、今年度ではございませんが、市街地近傍に配
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置することで排雪ダンプの運搬効率や排雪効率の

向上が図られ、市民の皆様がより快適な生活が送

れるようになることからも、新たな雪堆積場の確

保について情報収集に努めてまいりたいと思って

おります。

また、本市の専用雪堆積場に個人の排雪が可能

であるかについてでございますが、風連球場北側

の風連地区雪堆積場では個人の排雪を受け入れて

ございます。一方、名寄地区の専用雪堆積場は、

天塩川河川敷地上流を初め６カ所ありまして、そ

の年の降雪量状況によりますが、排雪シーズンの

ピーク時には大型ダンプの往来が多くなり、通行

時や作業時の際に危険が伴う可能性もあることか

ら、現状では個人の排雪を受け入れることは難し

いと考えておりますので、御理解願います。

続いて、小項目３、積み上げ、カット除排雪に

ついてでございますが、交差点に積み上げられま

した雪山は、視界や距離が確保できず、車両及び

歩行者にとって大変危険であり、交通安全上対応

が必要なものと認識をしてございます。今年度の

交差点除排雪の仕様としましては、昨年度に引き

続き雪を道路の脇に寄せるかき分け除雪とともに、

道路幅員が狭くなってきたと確認できた場合には

ロータリー車による積み上げ方式を実施してまい

ります。雪山が高くなり、見通しの悪くなった交

差点箇所については、これまで同様、委託業者を

初め道路センター直営班によるカット排雪や雪山

崩しも迅速に実施できるよう体制づくりに努め、

常に変化する道路状況の中で優先度を見きわめな

がら適宜対応してまいりますので、御理解願いま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは、大項目３、

空き家対策について、小項目１、空家バンクの現

状と課題について、小項目２、取り組みと計画推

進状況について、関連がございますので、一括し

てお答えいたします。

名寄市空家バンク制度は、空き家や空き地など

の利活用の促進を目的に市が市内の宅地建物取引

事業者と協定を結んでいるもので、空き家などの

所有者から協定を結んだ宅地建物取引事業者と売

却や賃貸についての契約後に登録申請をいただき、

その情報を市のホームページや北海道が開設する

空き家バンクのサイトで情報公開できるものとな

っております。利活用に支障のある空き家を登録

する制度ではないため、空き家などの利用を希望

される方にとっては、一定の安心感を持ちながら

情報収集をしていただける制度であると考えてい

ます。

これまでに数件の問い合わせはいただいている

ものの、申請に至った事例は今のところございま

せん。広報などによる市民周知を行っております

が、宅地建物取引事業者に確認をしましたところ、

本市においては既に物件の流通は非常に順調であ

ることから、現時点では空家バンクの利用を希望

される方はいない状況であると伺っております。

民間において活発に空き家の利活用が図られてい

ることは好ましい状況と考えておりますが、本制

度は主に市外に向けた情報発信ツールとして有効

であると思われますので、移住対策担当部署とも

連携をとりながら、制度の普及啓発に努めてまい

りたいと考えております。

名寄市空家等対策計画の取り組みと進捗状況に

つきましては、計画に基づく空き家調査として平

成２９年度に実施した現地調査によりますデータ

ベースの構築や空家バンクの創設に加え、従前よ

りも踏み込んで当事者意識を醸成する広報活動を

実施したり、適切に管理されていない住宅の所有

者などへの連絡を重点的に実施してまいりました。

市の働きかけで所有者などによって周囲に危険を

及ぼす可能性のある家屋が除却された案件を初め、

連絡を行ったうちの半数以上では所有者などによ

り建物の修繕や屋根雪の処理など適正な管理が行

われ、危険な状態が回避されており、計画に基づ

く取り組みの成果があらわれているものと捉えて
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おります。

一方で所有者などへの連絡を進めつつも改善に

至っていない家屋も残っていることが大きな課題

であり、文書や電話による連絡だけではなく、危

険性の高いケースについては所有者などを訪問し

て相談を進めるなど、取り組みを強化していると

ころでございます。

空き家対策については、建築物に対する専門性

や移住対策など、さまざまな見地が必要な課題で

あることから、今後も引き続き庁内の関係部署や

関係機関などと連携しながら対応を進めてまいり

ます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から大項目４、

雇用と住環境整備について、小項目１、現状と課

題についてお答えいたします。

名寄市ずっと住まいる応援事業は、市民の住環

境整備と技術者の人材育成及び継続した雇用を目

的に、平成２８年１０月から平成３１年３月まで

の３カ年の事業として実施した名寄市住宅改修等

推進事業の後継事業として、雪対策の外構工事を

対象経費に含めることに加え、移住や空き家対策

を促進するために加算措置を設けた新たな制度と

して本年度新たにスタートいたしました。新たな

制度の検討に当たりましては、利用者と事業者の

双方からより長く続くことを望む声が多かったこ

とから、総合計画の計画期間との整合を図り、中

期基本計画の４年間を当初の事業期間とし、最終

年次に検証、必要に応じた見直しなどを行った上

で後期基本計画の４年間延長できるようにしてお

ります。

予算額については、昨年度までの２年間は当初

予算 ０００万円、９月補正 ０００万円の年間

０００万円の予算で市民の住宅改修ニーズに応

えてまいりましたが、今年度は雪対策外構工事を

対象経費とし、移住、空き家加算を設けるといっ

た拡充をしたことに加え、長い期間実施する制度

としたということを勘案しまして、当初予算とし

ては ０００万円増額の ０００万円で実施いた

しました。その結果、９月２６日に交付決定１７

７件で交付決定額 ９９５万円に達しまして、申

請の受け付けを終了いたしました。内訳としては、

雪対策工事が４件、移住者加算が５件、空き家加

算が２件と、一定程度の拡充効果があったものと

考えております。

以上で私からの答弁を終了させていただきます。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 大変御丁寧な答弁を

いただきまして、ありがとうございます。再度何

点か御質問をさせていただきます。

まず、骨髄バンクドナー登録制度についてやる

かやらないかずっと迷って、今回やらせていただ

くようにしました。それは、妻と相談して、これ

って名寄市に合うかなという相談をしたら、ある

市関係者の方が退職されて、その娘さんが結婚さ

れた旦那さんが白血病なのです。そして、兄弟、

親戚全部の方にドナーをお願いして調べたらやは

り合わなかった。そして、本人が自分がなりたい

と言って行ったのだけれども、やっぱり合わなか

ったというのです。あと残っているのは全然親戚

のつき合いのないいとこが１人いるのですと。そ

の方に一応確認とってもらうという話で、やはり

名寄でもこういう方がおられるのだなという部分

でちょっとやらせていただく思いで今回やりまし

た。

池江璃花子さんがこの白血病で２月に入院され

て、きのう退院され、パリオリンピックに向けて

頑張りますというふうに言っていましたけれども、

彼女も白血病で、化学療法をやったのですけれど

も、合併症を患ってできなかったものですから、

造血幹細胞移植をして今の状態になったと言われ

ております。本当に彼女もパリに向けて、金メダ

ルをとれるように頑張っていただきたいなという

ふうに思います。

数点お伺いをいたします。まず、名寄市で特別
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休暇はあるということで安心をしました。それで

も１件の方、また親戚だというふうに思うのです。

親戚の方でやはりそういう方がいないと、なかな

かこういう思いにはなれないのかなという部分が

私もあるものですから、それでも今回北海道で約

１万 ６１２名ドナーいるのですけれども、相当

少ないドナー数だと思うのです。私は、やはりこ

のドナーをどんどん、どんどんふやすための周知、

または市役所の職員が市民のために、ドナーにな

れるかどうかはわからないのです。その方が血液

が輸血したり、いろんな部分の制約があるもので

すから、その方が本当にドナーになれるというの

はもう確率が低いと言われてますので、１００人

やっても半分ぐらいしかドナーになれる確率とい

うのは少ないのです。だから、ぜひ市役所でもこ

ういう職員への対応を進めていただくことはでき

ないのかなというのと、また市民に対する周知と

いうのを市としてどう進めていただけるかお聞か

せをいただきたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 職員に対してという

ことでありましたけれども、これはあくまでも御

本人の意思だというふうに思っていまして、先ほ

ど申し上げましたように今制度上持っているとい

うことでありますから、改めて臨時職員も含めま

して制度について周知をしていきたいというふう

に考えています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私のほうから市

民の皆さんへの呼びかけということで、これにつ

きましては保健所、関係機関とも連携しながら、

何らかの形でお知らせをしながら進めてまいりた

いというふうに考えております。

今回質問をいただいて、私も改めて数字等を確

認させていただきましたけれども、本当に登録数

が少ないという状況の中でありますし、先ほどあ

りましたように水泳の池江選手が大きく取り上げ

られているという部分では注目を浴びている。こ

ういったことをきっかけにしながら、さらに広め

ていきたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

します。

本当にこの部分というのは必要かなというふう

に思います。中村総務部長と私はドナーになれな

いのです、もう。なれないのです、私たちは、残

念ながら。その部分をやっぱり若い職員の方々に、

１８歳からできますし、５４歳までの方がドナー

となります。しかし、ドナーとなれるのですけれ

ども、ドナーとして提供できるのは２０歳から５

５歳までなのです。５５歳でもう終わってしまい

ますので、私たちはもう終わりなのです。終わっ

てしまっている人間なものですから、ぜひそうい

う方々をふやしていただくことをお願いします。

赤血球にはＡ型とＢ型とＯ型とＡＢあって、白血

球にはＨＬＡ型といって８種類の形があると言わ

れていまして、この部分が大変難しくて、親でも

合わないというのが本当に厳しいなというふうに

感じておりますし、この普及をお願いしたいなと

いうふうに思っています。

また、先ほど職員の制度は、ドナーの有休制度、

特別休暇の制度があると言われましたので、安心

しましたが、これに対する助成ですか、助成も検

討していただければいいなというふうに思います。

そうすれば、休暇があるだけで気兼ねなく行ける

のですけれども、なかなかできない部分もありま

すし、そういう部分で、中村総務部長、ぜひこの

助成制度を今現在どう考えている、なかなかでき

ないというのはわかっております。ですけれども、

行く行くは進めていかなければいけないのではな

いかなというふうに私は思うのですけれども、総

務部長としてはどうでしょうか。退職されますの

で、いろんな部分考えていると思いますので、よ

ろしくお願いいたします。



－148－

令和元年１２月１９日（木曜日）第４回１２月定例会・第４号

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 高橋議員のほうから

のこの質問で、うちの中でも私なれるのかなとい

うことで妻と話していたら、どうやらなれないと

いうのがわかりまして、改めて議員のほうから言

われまして、５４ということらしいです。

助成制度ということでお話がありました。名寄

市独自ということにこれはなろうかということで

あります。先ほど小川部長のほうからもありまし

たけれども、道段階でも今これから議論というこ

とになろうかと思います。国、道、あるいはやは

り国も含めて一定の助成制度を設けていただきた

いというふうに、これは私どもだけではなくて、

いろんなところを通じて国のほうにも要望してい

ければというふうに思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

します。うちの党も今回道議会でしっかりこの部

分は出して、助成制度等々、または市民の再接種

の部分進めていくように今進めておりますので、

よろしくお願いします。

また、これ調べたらさい帯血、造血幹細胞の接

種、骨髄バンク含めて、名寄は保健所しかやって

いないのです。全国では献血ルームだとか保健セ

ンター、福祉センターだとかでやられているので

すけれども、この管内、名寄道北管内は、名寄の

保健所と稚内の保健所、あとは旭川しかやられて

いない。名寄の保健所では、毎日やっているわけ

ではなくて予約制みたいです。ぜひ、総務部長、

その辺も職員の方々に予約制ですので、電話をし

ていただいて、何日何日やっていますよという部

分をお聞きして、推進していただくようよろしく

お願いします。

それでは、次に移らせていただきます。まず、

除雪体制についてをお願いをいたします。ことし

は全然雪がなくて、もう部長も顔色がすごくよい、

市民から電話が一切来ないという状況が今続いて

いるかなというふうに思うのですけれども、それ

でも３月までの降雪量は変わらず来るという思い

で、市民の安心、安全のために御活躍をお願いし

たいなというふうに思うのですけれども、まずそ

の部分で１点、１１月から雪が降り始めまして、

ここ数日雪が全然降っていなく、雨降り、幹線道

路はすごくいいのですけれども、枝道もうぐちゃ

ぐちゃなのです。安全というか、事故を起こして

もおかしくないような状況が今続いているのです。

枝道はです。西小の前なんて道路１本しかないで

すから、お母さんたちがマンションの雪ちゃんと

したところに逃げて車交差しているような状況で、

通学道路自体がもう危ないような状況になってい

るのですけれども、対策としてはどうされるのか

お聞かせをいただきたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員から今御指

摘ございました先週から、先週２日間ほどの雨、

そして今週も先般１晩の雨というような形で、私

どもも担当者もそうなのですけれども、１２月の

中旬にこういった形で雨が続くというのは本当に

予想だにしないというか、初めての事態ではない

かと言っても過言ではないかと思っております。

通常であれば、先ほど答弁させていただきました

ように雪によっての生活道路の除雪については適

宜行うのは議員御承知のとおりでございます。逆

に言えば、雨によって市民の方や関係者の方は、

大変積雪が逆に下がって少なくなって、幹線道路

を中心として御承知のように大変交通には安全性

が担保できるというような形になって、ただ生活

道路、除雪入らないのかということでのお問い合

わせなども正直ございました。雨によりまして道

路がざくざくになりますと、生活道路は、私が言

うのも変なのですけれども、やはり道路の凹凸だ

とか夏場の課題の状況というのはもう御承知のと

おりだと思いまして、そこの凹凸の部分がしっか

りと塊ができないと、そこに除雪車が入りますと

今度は道路を激しく傷めてしまうといった事態も
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正直ございまして、寒さがきょうから戻ってきた

ようでございますので、本日は除雪体制が入りま

したので、クリアはできたのではないかというふ

うに存じておりますけれども、そういった事情も

含めて、タイムリーにその雨の後のとりわけ名寄

地域の生活道路に入れるのにどうしてもそこは慎

重にならざるを得なかったと。そして、なおかつ

予想だにしない形の雨ということでございまして、

大変市民の皆様には交通で御不便かけたと思うの

ですけれども、そういった面の事情もお察しをい

ただいて、御理解賜ればと思ってございますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

します。

きのう西小学校の前、消防の帰りに通らせてい

ただいたときにもうざくざくで、子供たちとお母

さんが道路の端々に立っていて、私の前の車は、

１本しかないものですから、マンションの空き地

に逃げて、前の車をよけたりしている状況でした

ので、ぜひその対策をお願いをいたします。

続いて、交差点の部分でお伺いします。名寄市

の交差点の見通しは、もう完璧な状態でよくなっ

ているなというふうには思ってきたのですけれど

も、道道と市道の部分なのです。また、国道と一

般道路の出口が全く見えないのです。実際に神社

通と、そして国道４５号、枝道等々は、国道から

出るときにやっぱり１メーターぐらい頭出さなく

て見えないという状態が続いているのですけれど

も、あそこ国道なのですけれども、市の直営班の

ちっちゃいロータリーで角だけカットできないの

か、そこら辺の対策はどうなのかなという。本当

に危ないのです。やはり国道は、ある程度の積雪

来ないと排雪しない、道も同じなのです。ある程

度の積み上げしないければ始まらないような状況

の中で、大きい豊栄通や何かから出るときだった

ら、豊栄通でも見にくいのですけれども、そのほ

かの生活道路、ちっちゃい生活道路から出るとき

は本当にすごく見えにくい状況が続いているので

すけれども、その道道と開発の絡みの対策という

のはどうされているのかちょっとお聞かせいただ

きたいなというふうに。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 交差点、特に市

道の交差点であれば、議員御承知のとおり、委託

業者が、そして私どもの直接道路センターを含め

て、近年相当細かく対応させていただいているつ

もりでございます。当然交差点ですので、事故の

心配ということでございます。とりわけ例えば市

道と道道との交差する点だとか、議員からお話あ

りました国道と市道だとかというような形でござ

います。見通しの悪い場合につきましては、私ど

もの担当者、情報収集した時点では当然それぞれ

の責任持ちます開発、土現に適時連絡を入れさせ

ていただく場合ももちろん積極的にさせていただ

いております。また、業者間同士の御配慮で、例

えば市道と道道でクロスするところで、どちらか

が除雪入ったけれども、どちらかはまだ積雪の関

係で入らないといったケースも出ます場合は、例

えば地元、名寄地区でいうと三信組合と土現の仕

事を請け負っている業者さんにそういった情報交

換もしながら、業者間でもそういった情報交換を

していただいての対応だとか、そういったことも

確認をしてきてございまして、先ほど申し上げま

した雪対策会議、私ども主催させていただいた中

でも業者、そして土現担当者も出席をさせていた

だきまして、できるだけそういう情報交換、対応

をしっかりやっていこうということは確認してご

ざいますので、都度対応していきたいと。御心配

かける形のケースはあるかもしれませんけれども、

できる限りの協力体制をとってまいりたいなと思

ってございますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。

名寄市にある幹線は名寄の業者ですから、その
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対応はきっとできると思うのですけれども、国道

は去年からＳさんからＴさんにかわったものです

から、そこら辺の部分対応をお願いいたします。

次に、高齢者の除雪サービス制度をお伺いさせ

ていただきたいなというふうに思います。生活保

護者だとか認知症もことしはふえて、７０歳以上、

そして高齢者等々の門口除雪のサービスを行って

いただいております。名寄は機械で２万 ０００

円、そして風連は人力で ０００円ということで、

ちょっとこの話なのですけれども、名寄ぐらいは

ねなくていいのだよねという高齢者の方、歩くと

ころ、風連みたいに人力でこの通路だけをやって

ほしいという部分の高齢者もおられるのです。だ

から、風連は高齢者事業団でやられているみたい

なのですけれども、名寄でもその対策ができない

のか。高齢者事業団がだめであれば、今回何日か

前の名寄新聞に出ましたけれども、季節労働の失

業率が２倍になったのかな、その方々が季節労働

者として失業保険いただいています。そういう方

を地域別に高齢者事業団みたいに集めて、この地

域の高齢者のところをこうやってやってください

だとかという方法もあると思うのです。だから、

そういう部分というのを名寄でも確立できないの

かなというのをちょっと私が勝手に思った考えで

すから、できないと言われれば、はい、わかりま

したと言うのですけれども、もし考えがあればお

聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 除雪

サービスの関係で、風連地区で行っています手作

業による作業ということで、先ほど御答弁させて

いただきましたが、過去にも名寄地区でも今議員

おっしゃられたように手ばねということで一定程

度の幅でいいかなということでのニーズがありま

して、当時できるところがないかということで探

したのですけれども、やっていただける事業者が

なかったということで、名寄地区については機械

のみの助成をさせていただいております。今回こ

ういう御質問をいただきましたので、市内でそう

いう手作業でやっているような例えば障がい者の

福祉事業所ですとかそういったところ、今いただ

いた季節労働者の関係も含めて、そういった作業

できないかどうか改めて今機械でやっていただい

ている登録事業者も含めて再度確認させていただ

いて、またそういったニーズもあるということで

ありますので、そういった部分も確認させていた

だきながら、この部分拡充できるかどうか検討さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

します。意外とおられるというふうに私は思いま

すので、失業された方々を含め、高齢者事業団で

もないような組織をつくっていただいて、各地域

につくってできると思いますので、ぜひ御検討を

お願いいたします。

時間がないので、最後に宮本さんのところ行き

たかったのですけれども、住環境のほうに行かせ

ていただきます。今回９月２６日で終了されたと

いうことで、ある企業から一番最初に４月に申請

出してスタートしたのだけれども、水道業者だと

かいろんな業者が人がいなくて、１０月まで延ば

されたのだと言うのです。そういう部分で、この

期間だとか助成制度、できれば私たちの仕事のな

い冬だとかという部分だとかというのにつくって

いただけないかという御相談があったものですか

ら、できればそういう改善点があれば、いろんな

業者としっかりと相談していただいて改善してい

ただくことをお願いして、何かその部分であれば

お答えをいただいて終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） ただいまの御質

問、そういった方々がいらっしゃるということで、

そういった方々にも御迷惑かけないようにと、こ



－151－

令和元年１２月１９日（木曜日）第４回１２月定例会・第４号

の新しいスタートの開始に当たっていろいろと取

り組んできたところでございます。まずは、予算

額ということと年度内にその予算額までで受け付

けを終了するということは、年度当初から御説明

させていただいたところと広報でも御説明させて

いただいておりましたので、そこのところは御理

解いただきたいと思います。

また、工事を前期と後期と分けるといったこと

も検討はしておったところなのですけれども、今

年度については消費税の増税といったこともあっ

たので、一括４月からの分けないで申請を受け付

けたところもございました。来年度に向けてもそ

のことも検討はしたいと思っておりますけれども、

予算額については拡充をしたというところと、そ

れから長く続く制度にさせていただいたというと

ころで御理解いただければと考えているところで

ございます。

〇議長（東 千春議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に関

する対応について外２件を、高野美枝子議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 議長の指名をいた

だきましたので、通告順に従い、質問いたします。

大項目１、王子マテリア株式会社名寄工場生産

品集約に関する対応について、小項目１、市民の

不安の解消に向けてお聞きいたします。工場閉鎖

に伴う地域経済や市民生活に与える影響額の調査

内容が報告され、最低でも市内において年間２６

億円、上川管内で２７億円の影響が見込まれます。

従業員やその家族も含めた名寄工場の市への各種

税金や上下水道など納付金は約１億 ０００万円、

保育所や幼稚園施設利用者数、小中学校生徒数、

医療介護系スタッフ数、働く世代の購買力の低下

など、どこをとっても市内外経済に大きな打撃で

あり、その影響ははかり知れないものがあり、市

内外から不安の声が上がっています。この不安の

解消に向けて、どのような対応を考えているのか

お聞きいたします。

小項目２、今後における新たな取り組みについ

てお聞きいたします。商工会議所、上川総合振興

局、北海道庁などと連携した対策本部は、書面を

もって今月２５日の要請に備えているところでご

ざいますが、そのほかの新たな取り組みについて

考えをお聞かせください。

小項目３、市民への情報提供についてお聞きい

たします。名寄市の一大事、北陽製紙の時代から

市民とともに長い年月を歩んできた王子マテリア

が集約されることが信じられないとの声が関係す

る市民はもとより、近隣市町村の方からも多数寄

せられているところでございます。近隣市町村の

方も含め、多くの方が大きな関心をお持ちいただ

き、自分にできることで協力したいとの声も多く

寄せられているところです。市民や関係団体、近

隣市町村への情報提供を密にして、名寄市の一大

事に対応するべきであると考えますが、お考えに

ついてお聞きいたします。

次に、大項目２、教育行政について、小項目１、

教職員の働き方改革について質問いたします。家

庭や地域の宝である子供たちの健やかな成長に向

けて、教育都市宣言のある名寄市として日々精力

的に取り組んでいただいていますことに心より感

謝を申し上げます。新しい時代の教育に向けた持

続可能な学習指導、運営体制の構築のための学校

における働き方改革に関する総合的な方策につい

て進められています。勤務時間の管理や業務の明

確化、適正化など、学校における教職員の働き方

の総合的な進捗状況についてお聞きいたします。

小項目２、コミュニティ・スクールについて質

問いたします。地域の皆様や保護者がともに知恵

を出し合い、一緒に協働しながら子供たちの豊か

な成長を支えていく地域とともにある学校づくり、

コミュニティ・スクールが導入されました。それ

ぞれ特色ある学校運営に取り組まれているその状

況についてお知らせください。

次に小項目３、情報機器の利活用について質問

いたします。情報機器の取り扱いについては、こ
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れまでも地域によって違いがあり、教育委員会の

担当者とも相談してきましたが、非常に使いづら

い環境にあるとのことです。今後の対応について

お聞きいたします。

次に、大項目３、臨時、非常勤の今後のあり方

について質問いたします。１９８５年には正規労

働者８ ６％、非正規労働者１ ４％でしたが、

２０１４年調査では正規労働者５ ５％、非正規

労働者４ ５％となり、非正規労働者が４割を超

え、今労働者の半数はパートタイマー、アルバイ

ト、派遣労働者などと言われる非典型雇用に置き

かわっています。増加理由は、１９９０年代初め

のバブル経済崩壊がきっかけとなり、正社員をリ

ストラし、低賃金のパートや派遣社員に置きかえ

てきたことにあります。このことは自治体でも同

様で、正規の職員の減少を非正規労働者に置きか

えてきたことで臨時、非常勤職員の増加につなが

っています。小項目１、臨時、非常勤職員の状況

について、名寄市における状況と今後の対応につ

いてお伺いいたします。

国はふえ続ける臨時、非常勤職員の処遇改善と

その位置づけを明確にするために、来年度２０２

０年から会計年度任用職員制度を設け、名寄市で

も着々と準備が進められています。小項目２、会

計年度任用職員について質問いたします。会計年

度は、通常４月１日から３月３１日を指し、１年

間限りの雇用になるのではないかとの不安をお持

ちの当事者もいらっしゃいます。今までとの違い

についてお聞きいたします。

小項目３、人材確保について質問いたします。

人手不足は、どこの職場でも緊急な課題ですが、

幾ら募集をかけても人材が集まらないのは臨時、

非常勤職員も同様であるとお聞きしているところ

でございます。その対策についてお聞きいたしま

す。

以上、この場からの発言といたします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 高野議員からは、

大項目で３点にわたり御質問いただきました。大

項目１については私から、大項目２については教

育部長から、大項目３については総務部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

大項目１、王子マテリア株式会社名寄工場生産

品集約に関する対応について、小項目１、市民の

不安解消に向けて申し上げます。王子マテリア株

式会社名寄工場の生産品集約に関する対応につき

ましては、本年１０月４日午前に小関代表取締役

社長が来庁され、同日午後には同社がプレスリリ

ースをし、現在に至っております。この間、王子

マテリア株式会社本社緊急要請やオブザーバーと

して名寄市議会、北海道に参画いただき、緊急対

策本部を設置、生産品集約による影響額調査も実

施し、回答いただいた額の積み上げだけでも上川

管内で２７億円となりました。影響の大きさから

緊急対策本部を中心に王子マテリア株式会社名寄

工場生産品集約の再考を求める署名活動を実施し

たところですが、３５にも及ぶ賛同団体の参画と

なり、１１月３０日には名寄市議会の皆様の最大

限の御協力もいただき、街頭署名活動にも取り組

み、影響の大きさを市民の皆様にもお伝えできた

と考えております。１２月２５日には、署名を携

え王子ホールディングス本社を訪問し、地域にお

ける影響の大きさを伝え、撤回を要請してまいり

たいと考えております。

次に、小項目２、今後における新たな取り組み

について申し上げます。多くの方々から助言やア

イデアをいただいているところですが、まずは撤

回を要請させていただき、影響を最小限にとどめ

るため、協議の場に着いていただけるよう努めな

ければならないと考えております。そのための準

備としていろいろな方々と連携し、検討を進めて

まいりたいと考えております。

次に、小項目３、市民への情報提供について申

し上げます。議員から近隣市町村の方のお話もい

ただきましたけれども、今回実施した署名活動に

は上川管内におさまらない範囲、紋別や留萌とい
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った範囲で影響があり、危機感を共有をさせてい

ただいたところでございます。しかし、影響を最

小限にとどめることが最大の目的であることから、

まずは協議のテーブルに着いていただくことが全

てのスタートになるというふうに考えております。

示されている期限は多く残っておりませんけれど

も、本市にとって最善の選択ができるよういろい

ろな方から助言をいただき、官民連携し、方策に

ついて検討してまいりますので、よろしくお願い

いたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

教育行政についてお答えをいたします。

初めに、小項目１、教職員の働き方改革につい

てですが、学校では社会の形成に参画するための

資質、能力を一層確実に育成することを目指す学

習指導要領の狙いや社会からの要請などを踏まえ、

児童生徒に対する指導を一層充実させることが期

待されております。その実現に向けて、教員が授

業や授業準備などに集中し、健康で生き生きとや

りがいを持って勤務しながら、学校教育の質を高

められる環境を構築することが必要となっており

ます。北海道教育委員会が平成２８年度に行った

教育職員の時間外勤務等に係る実態調査の結果で

は、１週間当たりの勤務時間が６０時間を超える

ものの割合が教諭については小学校では２割、中

学校では４割超え、教頭に至っては小中学校とも

７割を超えていました。主な要因として、教頭に

ついては調査業務を含む事務処理の時間が最も多

く、教諭については土日における部活動指導の時

間が長いことが明らかになっております。

本市におきましては、平成３０年９月と１０月

に勤務時間の実態調査を行っておりますが、１週

間当たりの勤務時間６０時間を超えるものの割合

は、教諭については小学校では９％、中学校では

１ ４％と全道平均を下回っておりますが、教頭

については５０％と全道平均を下回ってはいるも

のの激務がうかがえるところでございます。この

ような状況から、教育委員会では学校における働

き方改革北海道アクションプランの定めに基づき、

市内小中学校の時間外勤務等の縮減に向け、業務

改善方針や行動計画を作成するため、名寄市立小

中学校働き方改革推進会議を設置し、目指す目標

を設定するとともに、その目標を実現するため平

成３１年３月に名寄市アクションプランを策定し、

具体的な取り組みを進めているところでございま

す。

名寄市アクションプランの目指す目標について

は、１つとして時間外勤務時間を１カ月４５時間

以内、年間３６０時間以内とする、２つ目に時間

外勤務時間の縮減、休暇取得の促進、部活動休養

日を設定する、３つ目に変形労働時間を市内全学

校で活用する、４つ目に定時退勤日を月２回以上

実施する、５つ目に学校閉庁日を年９日以上実施

する、以上の５点を定め、その目標の実現に向け

て４点の具体的な取り組み内容を定めております。

１点目については、教職員が本来担うべき業務

に専念できる環境の整備に向け、特別支援教育学

習支援員等の配置、心の教室相談員の配置、大学

との連携によるティーチングアシスタント事業の

取り組み、校務支援システムの導入、コミュニテ

ィ・スクールの導入などの対策を進めています。

今後においても現在の取り組みを継続するととも

に、コミュニティ・スクールを通して教員への支

援活動を充実させたり、教員の業務効率化に向け

たＩＣＴ環境の再整備などに取り組む必要がある

と考えております。

２点目については、部活動に係る負担軽減に向

け、各部活動における年間活動計画の作成、学期

中や長期休業中の週当たり２日以上の休養日やオ

フシーズンの設定、活動時間の設定などについて

各学校で取り組みを進めているところでございま

す。教育委員会としましては、実施状況を把握す

るとともに、各学校と連携し、取り組みを推進し

ていきます。
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３点目については、勤務時間を意識した働き方

の推進と学校運営体制の充実に向け、月２回以上

の定時退勤日の設定、学校閉庁日については夏休

み、冬休み期間中に９日以上を設定、勤務時間を

客観的に把握するため表計算ソフトなどの独自シ

ステムを活用した出退勤時刻の把握に努めること

など、今後も各学校と連携し、勤務時間の縮減を

推進するため意識を持って勤務するよう啓発に努

めるとともに、留守番電話を設置するなど職場環

境の改善を図っていきます。

４点目については、教育委員会による学校サポ

ート体制の充実を図るため道教委と連携し、調査

業務の縮減や地域からの依頼業務の圧縮、勤務時

間に関する制度の普及啓発、メンタルヘルス対策

としてストレスチェックなどに取り組んでいきま

す。

以上、名寄市アクションプランで定めている目

標実現に向けて具体的な取り組みを継続するとと

もに、国や道の動向、さらには学校における取り

組み状況を見きわめ、適宜見直しを図りながら対

策を進めていきたいと考えております。

次に、コミュニティ・スクールについてお答え

します。コミュニティ・スクールとは、学校運営

協議会を設置した学校であり、学校と地域住民等

が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能

となる地域とともにある学校への転換を図るため

の有効な仕組みと考えております。本市では、平

成２９年の智恵文小中学校のコミュニティ・スク

ール制度のスタートを皮切りに、本年６月をもっ

て市内全ての学校がコミュニティ・スクールとな

りました。

設置の状況についてでありますが、学校運営協

議会を単独で設置しているのは、名寄東小学校、

名寄西小学校、中名寄小学校の３校です。また、

合同で設置しているのは、名寄小学校と名寄東中

学校、名寄南小学校と名寄中学校、智恵文小学校

と智恵文中学校、風連中央小学校と風連中学校の

８校４組となっております。

導入後の活動状況でございますが、名寄東小学

校では東小コミュニティセンター、東小コミュニ

ティカレッジとの連携を図りながら、ラベンダー

祭りやスノーランタンフェスティバル、登下校の

安全指導の活動などを行っております。名寄西小

学校では、学校運営の基本方針の承認や運動会、

学芸会などの行事の反省及び前期の学校評価の結

果を踏まえ、次年度の方向性について検討をして

おります。中名寄小学校では、地域合同の運動会、

学芸会や地域の方を講師とした農園活動、絵画教

室、自然探索活動などを行っております。名寄小

学校と名寄東中学校では、学校運営の基本方針の

承認や運動会、体育祭、学芸会、学校祭などの行

事の反省及び前期の学校評価の結果を踏まえ、次

年度の方向性について検討をしております。名寄

南小学校と名寄中学校では、町内会と連携した校

区の清掃活動や新体力テストの計測、家庭科の調

理実習や裁縫実習、特別支援学級の農園活動など

のボランティア活動を行っております。智恵文小

学校と智恵文中学校では、保護者を講師とした学

校農園活動、交通安全協会や警察署と連携した交

通安全啓発活動、コミュニティ・スクールだより

の発行などを行っております。風連中央小学校と

風連中学校では、町内会、老人クラブと連携した

校区の清掃活動や地域の農家の方との稲作体験、

放課後学習のボランティア活動などを行っており

ます。このようにコミュニティ・スクールを導入

したそれぞれの学校で地域と一体となった特色の

ある学校づくりをスタートさせているところです。

次に、小項目３、情報機器の利活用についてお

答えをいたします。市内小中学校で智恵文地区の

インターネット環境はＡＤＳＬ回線しか提供され

ていない状況となっており、小中学校では以前よ

りコンピューター教室でインターネットを活用し

た情報収集などの授業を行っている際には、職員

室内で財務会計などインターネットを活用した作

業する際に市のサーバーとつながらない等の支障

が生じておりました。原因につきましては、多く
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の情報端末機器が一度に集中してＡＤＳＬ回線を

使用したことによるデータ転送容量の不足による

ものでした。

今年度から市内小中学校に配備している校務用

端末の更新を進めておりますが、ＯＳのアップデ

ートが一括管理でき、これまで使用してきた端末

を有効活用できるシンクライアントシステムに更

新するため７月下旬から事前テストを行い、検証

した結果、ＡＤＳＬ回線を使用したシンクライア

ント化が可能と判断し、智恵文中学校から導入を

進めているところです。

導入後の新たな課題として、これまで各学校の

サーバーで保存してきた学校事務にかかわる文書

や画像、ビデオなどのデータが新システムでは市

役所内に設置したシンクライアントサーバーに保

存される環境となったことから、ＡＤＳＬ回線の

智恵文地区においては、データの保存や印刷時な

どデータ転送の量がふえたことによって、これま

で以上に送信に時間がかかる状況になったことが

判明したところです。今後の対応につきましては、

現在使用しているＡＤＳＬ回線よりも高速なデー

タ転送が可能な通信手段が必要と考えており、通

信環境の改善に向け、携帯電話通信会社など利用

できる手段はないか現在調査を進めているところ

でございます。また、インターネット環境の改善

ができるまでの間、学校内での資料作成や各種デ

ータの保存、印刷などの業務がスムーズに行える

よう従来型の情報機器を配置するなど、学校業務

が円滑に進められるよう対応していきたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

臨時、非常勤職員の今後のあり方について、小項

目１、臨時、非常勤職員の状況について申し上げ

ます。

議員から現在の臨時、非常勤職員の処遇につい

て、正規職員との違いを含め、御質問がございま

した。本市では、地方公務員法第３条に基づく非

常勤職員を嘱託職員、同法第２２条第２項に基づ

く臨時的任用職員を臨時職員として、大きく前者

は特定の業務に従事する嘱託員として、後者は基

本的に職員の補佐を行う職員となっております。

処遇についてでございますが、臨時、非常勤職

員の賃金につきましては、行政職給料表をもとに

格付を行っております。嘱託職員は、おおむね常

勤の職員の４分の３の勤務時間業務に従事してい

ただいております。また、期末手当などについて

は、法律上支給が困難となっているところで、昇

給制度などもございません。任用期間については、

年度ごとの任用となっており、毎年任用を実施し

ております。

臨時職員は、勤務時間は常勤職員とほぼ同様の

勤務時間の職種からいわゆるパート形態で月の時

間数で勤務行う職種もあるなど、それぞれの職種

の状況に応じて多様な形態となっております。ま

た、夏季、冬季の加給金や寒冷地加給金のほかに、

一定の勤務時間に応じて昇給の対象となる職種も

ございます。なお、任用期間については、地方公

務員法上６カ月が原則となり、更新した場合も６

カ月が上限となっております。

来年４月に会計年度任用職員制度が導入となり、

両者の区分はなくなり、会計年度任用職員制度に

統一されることになります。

次に、小項目２、会計年度任用職員について申

し上げます。会計年度任用職員に関する任用期間

でございますが、制度上任用期間は最大で１会計

年度である４月１日から３月３１日までの１年間

であることは議員も御指摘のとおりであります。

制度上年度ごとの任用となりますが、新たな年度

に引き続き同一の職員を会計年度任用職員に任用

することについて、回数等の制限を設けることは

特に定められておりません。本市では、現在勤務

する臨時、嘱託職員の任用については、原則とし

て引き続き任用が維持されるよう努めるとともに、

処遇についても現状から引き下がらないよう適切
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な運用を図ってまいります。

次に、小項目３、人材確保について申し上げま

す。臨時、嘱託職員の人材確保については、公共

職業安定所を通じて公募を行うとともに、市のホ

ームページなどにおいて求人を実施しております

が、資格を要件とした職種について応募がないケ

ースも発生していることも事実でございます。当

初の求人において応募がなかった場合には、引き

続き期限を定めず随時募集の形で募集延長を行う

など、臨時、非常勤職員の確保に努めております

ので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） それぞれ答弁いた

だきましたので、再質問させていただきます。

まず、王子マテリア株式会社名寄工場生産集約

に関する対応について、きょう現在の署名数、こ

の間２万 １６１筆の署名を集めたということで、

今名寄市の１０月末現在の人口が２万 ３１７人

となっております。集まったその重さ、重大さに

ついては、非常に大きなものがあるというふうに

思っているのですが、どのように捉えているのか

お聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） まず、きょう現

在の寄せられた署名数ですけれども、２万 ２２

４筆の署名が寄せられているところであります。

あと、重さ、重大さということでの受けとめで

すけれども、この署名活動自体の協賛団体の数が

３５団体に上っていると。この範囲が上川管内で

おさまらない状況、オホーツク、日本海側も含め

て協賛団体ということで名を連ねていただいてい

るということで、やはりその影響の広さ、大きさ

というのがここからも非常に感じ取れたところだ

と思います。

それから、北海道も協力いただきながらアンケ

ート調査をした結果の積み上げですけれども、そ

の積み上げだけでも、答弁でも申しましたけれど

も、圏域で２７億円の影響があったということで

すから相当な大きな出来事だということと、あと

視覚的にもこの工場というのは規模的にも非常に

大きな工場で、名寄にとっては非常にその規模か

らもシンボル的な工場であったと、工場であると

いうふうに受けとめているところであります。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 本当にそのように

私も思っております。

また、地方創生、まち・ひと・しごと、地域お

こし協力隊、Ｉターン、Ｕターン、Ｊターン、お

試し住宅など、地道に１人、２人と人口減少対策

には手間暇や予算をかけてきたわけです。そのよ

うな中でのこの状況です。幾ら一企業だとしても、

この名寄市の存続自体に影響する本当に大事件だ

というふうに思います。名寄市が名寄市であるた

めに、王子マテリアの今回の集約は一企業の問題

では済まないのではないかというふうに考えます

が、お考えをお聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 御指摘のとおり、

関連企業、取引企業、それからお勤めいただいて

いる方々の消費であるとかということを考えると、

工場にかかわる全てのものがなくなってしまうと

いうことを想定すると、相当な影響が想定される

というふうに思っておりまして、これは圏域全体

とも同じ認識ではないかなというふうに感じてお

ります。これからもこれを最小限の影響にとどめ

ることができるようにいろいろな方と連携しなが

ら、しっかりと取り組んでいかなければならない

というふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたします。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 本当に名寄市の財

政にどのように影響するのかという、将来の総合

計画全てにかかわってくるというふうに考えてお

ります。

橋本副市長に財政に対して今後どのようになる
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のかお聞きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） まず、一般論的なこと

から申し上げますけれども、今回の王子マテリア

の問題に対しまして、人口がどういうふうに動く

かというのが非常に大きなところです。御承知の

とおり、地方交付税においては人口を算定基礎と

して算定される部分が結構あります。急に減るの

を避けるために数値急減補正というものがありま

して、算定基礎となる人口については５年ごとの

国勢調査でありますけれども、急に下げないで、

５年間かけてなだらかに人口については調整する

という、そういう緩衝策もあります。

そして、もう一つ考えなければならないのが税

収の部分が大きくあります。２５％が直接的な影

響ということなのですが、トータルで見ますと５

年間はじわじわときいてくる、そういう仕組みに

なっているのですが、危惧しなければならないの

は、先ほど最初の答弁でありましたとおり、上川

管内圏域で２７億円の影響があると。これはベー

スになるものですから、これをそれぞれ名寄にお

住まいの方の例えば家庭の消費ですとか企業間の

やりとり、消費に換算しますと、かなり大きな経

済的なものがあると。この５年間の中で制度的に

はそういうゆっくりとした影響があるということ

なのですが、これが急に影響があるということが

見えてきますと、これは本当に一大事ということ

になります。非常にここは注視しなければなりま

せんし、先ほどのやりとりの中でも非常に大きな

問題をはらんでおりますので、財政的にはちょっ

と不透明感が増したなというのが率直な感覚であ

ります。ですので、これからそれぞれさまざまな

指標が出てくると思いますので、それも見ながら

的確な財政運営をしなければならないというふう

に考えているところであります。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 加藤市長は、８月

まで青年市長会の会長でもありました。経済界、

政界に多くの人脈を持ち、また王子の関係者にも

コンタクトを持っていたと伺っているところでご

ざいますが、今回の集約に当たりどのように考え、

今後どのように行動され、考えていくのか質問い

たします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） まずは、署名運動を行っ

ておりますが、１１月３０日に高野議員も街頭に

立っていただいて、議員全員でこの署名、街頭運

動に参加をしていただきましてありがとうござい

ます。２万 ０００を超える署名が集まったとい

うことによるこの地域の改めて関心の高さと、ま

た影響の大きさを実感をしているところでありま

して、まずは今月末に行ってきますが、王子さん

に地域のこうした影響の大きさ、関心の高さ、こ

れを十分に認識していただいて、これまで地域と

ともに歩んできたという歴史があるので、そのこ

とも鑑みていただく中で、ぜひとも最大限の配慮

をしていただきたいということをまずは申し上げ

て、撤回も含めて、ぜひ何が地域にとってできる

のということの、我々も何ができるのということ

のお互い前向きな話し合いのできるテーブルに着

いていただきたいということをしっかりと要請を

していきたいというふうに考えております。

高野議員からも署名運動を行うに当たって、非

常に市民の皆さんも関心が高くて、私たちに何が

できるのという声を聞いたということで、本当に

ありがたいなと思っています。私もこの間市民の

皆さんに本当にたくさんのこうしたらいいのでは

ないかとか、あるいは何でもっと先に気がつかな

かったとかいろんなお叱りもいただいたわけであ

りまして、改めて本当にありがたいなと感謝をし

ています。この機会に市民一人一人が名寄市の今

後のことを主体的に考えていただくというこのこ

とがこれからの名寄市の未来、将来のまちづくり

にとって非常に大きな力となり、財産になってい

くのではないかというふうに考えています。名寄

市外からも本当にたくさんの皆さんの御提言やア
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イデアだとか励まし、いろんなこともいただいて

います。こうした声をしっかり大切にしながら、

できるだけたくさんの皆さんの力をおかりし、あ

るいは巻き込んで、英知を結集してこの難局を乗

り切っていきたいというふうに考えております。

具体的にどうするというような話を今の段階で

予断を持ってお話しできませんけれども、ここが

本当に踏ん張りどころでありまして、私も全力を

かけてこの影響を最小限に食いとめる、あるいは

そのことによってまた新しいいろんな動きが出て

くる、そうしたことを創出していきたいというふ

うに考えております。議員にもぜひともまたお力

添え、御指導いただければと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 名寄市の企業とし

て永遠に存在するのだと思っていました王子マテ

リア名寄工場でございます。地方から名寄に帰る

国道で、ＪＲから見る王子マテリア名寄工場の姿

を見て、ああ、名寄に帰ってきたのだなとあのも

くもくと上がる煙を見て安心をしたものでした。

名寄の景色が変わるのかと思うと本当に寂しい、

言葉がありません。

近所に勤めている方がいらっしゃいまして、そ

の方の処遇が心配です。同僚議員のお話にもあり

ましたが、長く名寄市民として働いてきたその方

は、家族や親戚、そして自宅も名寄にある。住み

続けたいと言っておられました。ある建設会社の

社長は、自分の会社で働いてもらいたい。だけれ

ども、今その力が自分の会社にはない。名寄に一

人でも残ってもらいたいが、非常に残念だと肩を

落とされていました。答弁の中で、市長のピンチ

をチャンスに変える、その発言もいただいており

ます。名寄に住む一人一人がこのことに注目し、

そして期待を寄せ、なるべく影響のない方向で進

んでいっていただきたい、そんなことを今考えて

います。

次に、２番目の教職員の働き方改革について再

質問させていただきます。働き方改革に関連しま

して、家庭訪問や放課後の電話対応、少年団や部

活動の指導などが教職員の負担感を増大している

ように感じますが、現状と考え方についてお聞き

いたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 教職員が授業準備な

ど本来の業務に専念できていないと、十分に時間

が確保されていないという認識は、委員会として

も持っているところでございます。働き方改革に

おける業務改善の取り組みの一例としまして、各

学校家庭訪問を取りやめて、自宅確認にとどめる

というような学校が近年特に小学校のほうではふ

えてきている状況にございます。

また、放課後の電話対応で業務に支障を来して

いるということで、先ほどもお話をさせていただ

きましたけれども、これにつきましては各学校に

留守番電話を設置したいということで、今来年度

の予算に計上させていただいておりまして、上部

査定を今後受けるようなことになってございます。

また、少年団につきましても従前学校の先生が

指導しているという場面が多く見られましたけれ

ども、近年徐々に地元の方に指導がシフトしてい

くというような形も、そういうような形もできつ

つあるということで、今後もぜひ進めていければ

というふうに思っております。

また、中学校の部活につきましては、さきの一

般質問でもお話をさせていただいたとおり、名寄

市立学校の部活動に関するガイドラインを策定し

ておりますので、そのガイドラインにのっとって

各種対策をとっていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 時間外の仕事が多

い、なかなか定時に帰れない状況であるというこ

とは、突き詰めて言えば教職員の人数が足りない、

少ないということが言えるのではないかとも思う

のですが、このことについてお聞きいたします。
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〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 教職員への業務支援

策として、本市におきましては特別支援教育の学

習支援員や生活支援を配置して、先生方の授業の

サポート役を担っていただいているという状況も

あります。また、小規模校を除いて事務生を配置

しておりますので、各種資料の印刷やテストの丸

つけなど、教職員の補助的役割を担っていただい

ているという状況もございます。

しかし、議員おっしゃるとおり、究極の対策と

しては教職員がふえることにあると委員会として

も考えておりますので、委員会としましてもこれ

からも３５人学級の早期実現や各種加配教員の配

置、増員などについて、今までも行ってきました

けれども、これからも引き続き全道都市教育委員

会連絡協議会などとも連携をしながら、教職員の

増員について強く要望していきたいというふうに

考えております。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 次、コミュニティ

・スクールについてですけれども、コミュニティ

・スクール始まったばかりでございますけれども、

目指す方向性ということについてはどのように考

えているのかお聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） コミュニティ・スク

ールの目指す方向性と。ことしやっと全校に学校

運営協議会が配置されたといいましょうか、設置

されたということで、いよいよこれから具体的な

ものが出てくるのかなというふうなことを感じて

おります。

先ほども各学校の取り組みの状況等につきまし

ては、お話をさせていただきましたけれども、今

後のコミュニティ・スクールの目指す方向性とい

うことにおきましては、平成２７年に中央教育審

議会において地域と学校が連携、協働して、地域

全体で未来を担う子供たちの成長を支え、地域を

創生する地域学校協働活動を推進することやコミ

ュニティ・スクールの一層の推進を図ることなど

が提言されてきております。また、それを受けて、

平成２９年には学校運営協議会の設置が各市町村

に努力義務化されたところでございます。これら

の動向を踏まえながら、本市でも地域とともにあ

る学校づくりを推進してきているところでござい

ます。

学校運営協議会の主な役割については、４つの

視点がございますけれども、今後はその４つの視

点の中でとりわけ学校運営に必要な支援、地域か

らの支援について充実をさせていきたいと考えて

ございます。このため、地域と学校が連携、協働

して行う地域学校協働活動を推進することや、そ

の活動を推進する体制であります地域学校協働本

部を設置するというような目標を掲げているとこ

ろでございます。このようなことから、教育委員

会といたしましても各学校のコミュニティ・スク

ールと地域学校協働本部が相互に補完し、高め合

う存在として、両輪となって地域とともにある学

校づくりのさらなる充実を図ることができるよう

な体制づくりと活動の充実を図っていきたいとい

うふうに考えているところです。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 地域との連携とい

うところがキーポイントだというふうに思います

けれども、始まったばかりでございますが、やは

りその温度差とか地域差ということが考えられる

と思うのですけれども、始まったばかりでこのよ

うな質問をするのもなんなのですが、そのことに

ついてはどのようにお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 円滑にコミュニティ

・スクールを運営していくというか、進めていく

ためには、やはりコーディネーターの役割とそれ

を担っていただける人材についても今後検討しな

がら、人材確保等も進めていかなければならない

というふうに考えてございます。

コミュニティ・スクールにつきましては、先ほ
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ども申しましたとおり、学校運営協議会を設置し

た学校のことをコミュニティ・スクールというと

ころでございますけれども、学校運営協議会には

地域と学校をつなぐ地域コーディネーター、また

さらにそのコーディネーター間の連絡調整を担う

統括コーディネーターなどを配置することになる

と思っております。地域コーディネーターの役割

としましては、コミュニティ・スクールと地域や

学校の実情に応じた地域学校協働活動の企画立案

ですとか、学校や地域住民、企業、団体の関係者

との連絡調整、さらには地域ボランティアの募集

や確保、また地域住民への情報提供、助言、活動

促進などが主な役割となると考えております。ま

た、それを束ねます統括コーディネーターの役割

としましては、推進委員のリーダー的な存在とし

て推進委員間の連絡調整や推進委員への適切な助

言、指導や事例紹介、地域住民の地域学校協働活

動への理解の促進などがあると考えているところ

です。

地域コーディネーターや統括コーディネーター

の人材につきましてどういう方が適任かというこ

とになりますけれども、地域と学校の連携、協働

にかかわる活動に地域ボランティアとして活動し

ている人、またはＰＴＡ関係者、ＰＴＡ活動の経

験者、さらには退職した校長や教職員、地域や学

校の特色や実情を理解する企業、ＮＰＯ、団体等

の関係者、社会教育主事の有資格者などが想定さ

れるというふうに考えているところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 次に、情報機器の

利活用でございますけれども、プログラミング教

育については、インターネットの環境も重要であ

る、必要であるとさきの一般質問での答弁にもあ

りました。ネットがつながりづらい環境にある学

校についてどのように対応していくのかお聞きい

たします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） プログラミング教育

におきましても情報活用能力の育成を図るという

観点からいいますと、各学校においてはコンピュ

ーターや情報通信ネットワークなどの情報手段、

またこれらを日常的に、さらにまた効果的に活用

するために必要な環境を整えていかなければなら

ないというふうに考えております。

議員から御心配をしていただいておりますけれ

ども、インターネットの障害については、情報量

が多い校務処理で障害が出るというようなことを

先ほどお答えさせていただきましたけれども、パ

ソコン教室でインターネットを活用した情報の閲

覧や比較的データ量の少ないダウンロード操作に

つきましては、それほど現状授業に支障を来して

いるというようなことは学校からは聞いていない

ところですけれども、いずれにしましても校務支

援等につきましては支障が出ているという状況が

ございますので、通信環境改善に向けて、先ほど

も申し上げましたけれども、携帯電話通信会社等

と検討しながら、利用できる手段等を模索してい

きたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ＩＣＴ教育につい

ては、現在もこれからも将来的にも大きなウエー

トを占めるというふうに思っておりますが、各学

校の機器というのですか、備品の配置については、

予算の関係もあるのでしょうけれども、一律にと

いうふうにはなかなか進まないというふうに思う

のですけれども、つながりづらい学校がある一方

でタブレットがあるような学校もあるとお聞きし

ているところですけれども、配置基準については

どのようになっているのかお聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今特に学校のＩＣＴ

環境の整備ということで、普通学級のケースと特

別支援学級のケースということで、今モデル的に

試験といいましょうか、学校現場でいろいろ検討
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していただいている状況にございます。その中で、

例えばタブレット端末につきましては、児童生徒

何人に１台ぐらいが適正なのかというようなこと

も含めて今検討させていただいておりますので、

その結果を見ながら順次整備をしていきたいとい

うふうに考えておりますけれども、今の段階では

やはりまず先に実物投影機ですとか、大型のモニ

ターなどを最初に整備していく必要があるのでは

ないかということで推進委員会の中でもお話をい

ただいていますので、年次的にということになる

と思いますけれども、整備は順次していければと

いうふうに考えているところです。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 情報教育について

もスキー授業や水泳授業のようにＩＣＴの環境が

整った学校にスクールバスなどで送迎し、例えば

名寄大学や高校、中学校、機器のそろったそうい

うところに行って、１こまというのでしょうか、

１こまではもったいないので、半日とか学習する、

大学生と交流する、情報機器について先輩に習う

とか、そういうような名寄市の大学が非常に図書

館も充実しておりますし、インターネット環境に

ついても新しいものを取り入れている学校もある

と思われますので、そのようなことも何か考えて

いただきたいなというふうに思っております。

教育長に質問いたします。今働き方改革、そし

てコミュニティ・スクールについて質問してきた

ところでございますが、将来の名寄市に向かって

教育長の考えをお聞きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今コミュニティ・スク

ールと働き方改革についての私の思いというので

しょうか、についてでございますけれども、最初

にコミュニティ・スクールについてお話を申し上

げたいと思いますが、御承知のようにコミュニテ

ィ・スクールにつきましては、智恵文小学校と智

恵文中学校における小中一貫コミュニティ・スク

ールのモデル校として取り組みを始めたのが契機

でございます。ことしの６月、名寄西小学校の導

入をもちまして、本市の全ての学校に学校運営協

議会が設置されまして、およそ５年間にわたって

の取り組みが実を結んだということでございます。

この間教育改善プロジェクト委員会を中心に、上

川教育局でありますとか市長部局との連携はもと

よりですが、文部科学省のコミュニティ・スクー

ルの促進事業の指定を受けて取り組みを進めてき

たところでございます。各学校ごとに特色あるコ

ミュニティ・スクールが設置しつつありますし、

また将来これが地域の活性化につながっていくも

のと、そんなふうにつながっていけばと考えてい

るところでございます。これまで御支援をいただ

きました各学校、それから地域の市民の皆さん、

関係機関の皆さんに改めて感謝を申し上げたいと

思っているところでございます。

先ほど部長から御説明ありましたけれども、現

在国では３年後目指して地域と学校が連携、協働

して行う地域学校協働活動を推進すること、また

その推進する体制である地域学校協働本部、これ

を設置することを目標に掲げているところでござ

いますけれども、本市におけるコミュニティ・ス

クールが本格的に機能していくというのは、これ

からの取り組みにかかっていると認識していると

ころでございます。したがいまして、各学校の地

域学校協働本部体制の整備と活動の充実に向けて、

今後改めて取り組んでまいりたいと思います。

そのためにも先ほど部長のほうからありました

地域コーディネーターの話でございますけれども、

この設置が極めて重要となります。今全ての学校

運営協議会に設置されているかといいますと、そ

うではありません。したがいまして、今後部長を

中心にして、学校教育課と、それと生涯学習課、

これが一体となって、学校と地域をつなぐいわゆ

る地域コーディネーター体制づくりに検討会議な

どを立ち上げて進めていきたいと考えているとこ

ろでございます。
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次に、働き方改革についてでございますが、何

といっても働き方改革の大きな狙いは、子供たち

に接する時間、それと授業改善のための時間を確

保するために教師の負担軽減を図ることが大きな

狙いとなっております。このため、コミュニティ

・スクールの大きな役割であります学校を地域ぐ

るみで支援するという活動を効果的に生かしなが

ら、先生方の支援活動にしっかりとつなげていき

たいと、こんなふうに考えているところでござい

ます。

また、本年度策定しました名寄市のアクション

プラン、あるいは部活動に関するガイドラインを

もとに、各学校の働き方改革の推進状況をしっか

りと捉えて、そして点検しながら、取り組みを充

実させていきたいと考えているところでございま

す。

また、先ほど高野議員から時間外の仕事が多い

のは、教職員の人数が少ないからではないかとい

うそんな御指摘をいただきましたけれども、現在

国で進めております働き方改革、この視点が２つ

ありまして、１つは教師への働き方改革への意識

改革、それともう一つは業務改善の実行という、

この２点なのであります。教職員の定数改善につ

いては、明確には打ち出していないという状況で

ございます。ただ、報道等にもありましたように

小学校の高学年における教科担任制の導入によっ

て、ある程度負担軽減はされると思うのですけれ

ども、まだまだ教員の定数改善が必要と考えてい

るところでございます。したがいまして、私ども

も都市教委連や都市教育長会議などを通しまして、

国に対して教職員の定数改善について要望してま

いりたいと考えております。

いずれにいたしましても、今後教育委員会と学

校一体となりまして、子供たちのために努力して

まいりたいと思いますので、議員の皆さんの御支

援もよろしくお願いを申し上げたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ただひたすらにこ

の名寄の地で住んだ祖先が大切にしてきたこの名

寄市、そして教育に対する熱い思いを私たちも次

の世代に残していくことが大切であると改めて思

っております。教育宣言都市名寄であり続けるた

めに、しっかりと子供たちの未来に対応できる働

き方改革、コミュニティ・スクールであることを

要望いたします。

次の臨時、非常勤の件つきましては、時間があ

りませんので、次回に譲りたいというふうに思い

ます。

ありがとうございました。以上で終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

ふるさと名寄の歴史をつむぐ取り組みについて

外２件を、山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） 議長の御指名を受け

ましたので、通告順に従い、大項目で３点にわた

り質問をさせていただきます。

最初に、大項目１、ふるさと名寄の歴史をつむ

ぐ取り組みについてお伺いいたします。名寄市に

おいては、明治３２年、風連地区、翌明治３３年、

名寄地区、智恵文地区に開拓のくわが入り、以来

先人の努力と日々の営みにより１２０年の歴史を

積み上げてきました。令和となったことしから来

年にかけては、名寄市にとって開拓１２０周年と

いう大変意義深い年であります。

そこで、小項目１、開拓１２０周年を節目とし

た事業展開についてお伺いいたします。１２月１

日、風連地区においては、実行委員会主催による

風連開拓１２０周年記念住民の集い、歴史に学び

未来へ一歩が開催され、地域住民の手による歴史

の振り返りと未来へつなぐ思いを共有する機会と
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なりました。来年は、名寄地区の開拓１２０年に

当たることから意義ある年と捉え、事業展開の計

画についてお伺いいたします。

次に、小項目２、歴史をつなぐ取り組みについ

てお伺いいたします。歴史をつないでいく上では、

子供たちが地域の歴史について知ることが大変重

要であります。地域の歴史を学ぶ機会は、小学校

中学年社会科において設けられており、その中で

は教科書のほかに社会科副読本が用いられていま

すが、利用の状況についてお伺いいたします。ま

た、より身近な地域ごとに歴史を学ぶ機会や場面

があるのかについてもお伺いいたします。

小項目３、史跡や記念碑等の点検整備について

お伺いいたします。地域の歴史を後世に伝える史

跡や記念碑等の中には、長年の風雪により文字が

読み取りにくくなってきているものもあると思わ

れます。点検整備についての状況と今後の対応に

ついてお伺いいたします。

次に、大項目２、農業分野における労働力確保

策についてお伺いいたします。名寄市の基幹産業

である農業については、将来に向け、強い産業基

盤を培っていくことが望まれます。そこで、小項

目１、労働力確保に向けた取り組みの現状と受け

入れ態勢についてお伺いいたします。労働力確保

に向けた取り組みとして、外国人技能実習生受け

入れの状況と体制、名寄市での生活環境、特に住

環境の実態についてお伺いいたします。

次に、小項目２、農福連携による労働力確保に

ついてお伺いいたします。以前から農福連携推進

シンポジウム等も開催され、農福連携の課題や地

域ニーズに対する連携のあり方など、関係者の理

解も進められてきていると考えていますが、改め

て取り組みの状況についてお伺いいたします。

最後に、大項目３、スポーツを核としたまちづ

くりについてお伺いいたします。地方創生総合戦

略、名寄市総合計画（第２次）中期計画により、

スポーツを核としたまちづくりが進められてきて

います。この間、取り組みやすい概要や事業目標

値の達成状況及び経済効果についても報告され、

今後の取り組みに大いに期待しているところであ

ります。その上で、３点についてお伺いいたしま

す。

小項目１、行政とＮスポーツコミッションの連

携についてお伺いいたします。本年３月２８日、

Ｎスポーツコミッションが設立され、多くの取り

組みが進められてきていると思います。具体的な

事業展開の中で見えてきた官民連携組織としての

課題と将来展望についてお伺いいたします。

次に、小項目２、広く市民を巻き込んだ事業展

開についてお伺いいたします。大会誘致、合宿誘

致はもとより、日々の活動においても市民理解が

広がることは事業展開に欠かすことができません。

さまざまな年代や生活環境にあって、市民にとっ

ての身近な関係をどのようにつくり上げていくの

か、広く市民を巻き込んだ事業の展開についてお

伺いいたします。また、究極の目標として、健康

寿命延伸につながる取り組みについてもお伺いい

たします。

最後に、小項目３、スポーツと他分野の連携に

よる相乗効果についてお伺いいたします。行政視

察で訪れた金沢文化スポーツコミッションでは、

地域の伝統文化とスポーツの融合、連携による事

業展開を大いに進め、成果を上げていました。名

寄市におけるスポーツと農業の連携、またスポー

ツ合宿における防災訓練の実施など、スポーツと

他の多くの分野の取り組みを組み込むことでまち

づくりが一層進んでいくものと考えます。その相

乗効果が期待できるところについての見解につい

てお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 山崎議員からは、大

項目３点について御質問いただきました。大項目

１の小項目１は私から、小項目２と３は教育部長

から、大項目２は経済部長から、大項目３は総合

政策部長からそれぞれ答弁させていただきます。
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初めに、大項目１、ふるさと名寄の歴史をつむ

ぐ取り組みについて、小項目１、開拓１２０周年

を節目とした事業展開について申し上げます。議

員が言われましたとおり、風連地区はことし、名

寄地区は来年が開拓１２０周年になります。風連

地区では、今月１日に地域住民の有志による実行

委員会形式で記念事業が開催されたと聞いており

ますが、行政としては開拓１１０周年に当たる年

に記念事業を両地区ともに行っていないことから、

来年開拓１２０周年を迎える名寄地区においても

式典等を開催をする予定はございません。

今後の行政における周年記念事業につきまして

は、平成２８年３月２７日に合併１０周年記念事

業を開催していることから、新名寄市誕生からの

周年事業としての展開が基本となると考えており

ます。

しかしながら、合併前の両地区の歴史を伝承し

ていくことも重要と考えておりますので、市広報

等を活用しながら、開拓１２０周年について広く

周知していければと思っております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目１

の（２）と（３）についてお答えをいたします。

歴史をつなぐ取り組みについて、小学校におけ

る社会科副読本での歴史を学ぶ場面の取り扱いの

現状についてですが、小学校の社会科では第３学

年においては市町村を中心とする地域社会に関す

る内容を、第４学年においては都道府県を中心と

する地域社会に関する内容を取り上げております。

これらは、中学校で学ぶ内容との関連を考慮し、

地理的環境と人々の生活、歴史と人々の生活、現

代社会の仕組みや働きと人々の生活という３つの

区分に基づいて学習をします。

小学校中学年の教科書で事例となる地域は、ほ

とんどの場合他の地域のものであり、自分たちが

住む地域の事例は取り上げられていないことから、

地域学習をするに当たっては自分たちの住む地域

の事例を扱う副読本を活用することが必要となっ

てきます。名寄市においても社会科副読本編集委

員会を設置し、地域学習を効果的に展開するため

現場の先生方に現行の副読本の課題や改善点につ

いて意見をいただきながら、地域の実態に即した

副読本を編集しているところです。

令和２年度からの新学習指導要領に応じた副読

本においては、第４学年の学習の中で昔から今へ

と続くまちづくりを設け、名寄市の伝統や文化、

先人の働き方について記載をしています。この単

元では、名寄市に住み始めた人たちの暮らしの様

子を調べる史跡を訪ねて、開拓の様子について調

べる開拓の始まり、交通の発達について調べる交

通の発達、米づくりについて調べる米づくりと水、

用水路について調べる用水路をつくるで構成され、

単元のまとめには調べたことを整理する学習が位

置づけられています。また、アイヌの人たちの暮

らしや名寄市に私設天文台を設置した木原秀雄氏

について掲載し、様子の移り変わりだけでなく、

先人の苦労や願いについても触れております。今

後教育委員会としましては、新学習指導要領の狙

いに即し、子供たちが地域のこれまでの歴史的背

景や経過などに着目して、先人の願いや努力を考

えることができるよう副読本の活用をお願いして

まいります。

次に、小項目３、史跡及び記念碑の点検につい

てお答えをいたします。市内には、市の指定文化

財を初め先史時代の遺跡、明治期の開拓や教育、

交通の発祥の地など、地域の歴史や文化を後世に

伝えるために説明板や標柱を設置しております。

このほかにも開拓期以降にまちの基礎を形づくっ

た農業、工業、商業などの産業史、さらにはスキ

ー競技の発祥や大関名寄岩など、冬季スポーツの

歴史や偉人の功績をたたえるなど、多岐にわたる

分野について説明板などを設置してきております。

これらの点検整備については、不定期ではござい

ますが、適宜巡視などを行い、状況確認をすると

ともに、周辺の草刈りなどを行い環境維持にも努
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めています。

しかし、設置から３０年以上経過したものも多

く、経年劣化により文字等が薄れ、読みづらくな

っているものや風雨や雪害による破損があるもの

も実情でございます。今後も限られた予算の中で

はありますけれども、破損した説明板などについ

てその都度修繕をするなどの対応をとっていきた

いと考えておりますので、よろしくお願いします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、農業分野における労働力確保策について申

し上げます。

初めに、小項目の１、労働力確保に向けた取り

組みの現状と受け入れ態勢についてでありますが、

農業者の高齢化や後継者不足などにより労働力不

足が課題となる中、本市におきましては平成８年

度から外国人技能実習生を受け入れ、農業生産を

通じた機能移転の取り組みが進められております。

特に人手を必要とする畑作物の生産におきまして

は、労働力としても重要な役割を果たしており、

実習生、受け入れ農業者双方に大きなメリットと

なってございます。受け入れ実績では、ピーク時

には６１戸の農家で１００人を受け入れておりま

したが、本年度は２８戸５１人と減少傾向にござ

います。

受け入れ態勢につきましては、ＪＡ道北なよろ

が監理団体となり、送り出し機関や受け入れ農業

者との調整のほか、技能実習計画に基づき適切に

作業が行われるよう専任職員を配置し、指導、相

談に当たっております。また、地域では実習生の

技術、生活指導と友好親善を図ることを目的に、

受け入れ農業者による協議会を設置し、住環境の

整備や生活指導などに当たっております。現在の

市の支援といたしましては、受け入れ協議会の運

営に対して財政的な支援に取り組むとともに、宿

舎として旧教員住宅を無償で貸し付けを行い、受

け入れ態勢の整備と負担軽減に取り組んでいると

ころでございます。

次に、小項目の２、農福連携による労働力確保

について申し上げます。農業分野では、高齢化な

どによる労働力不足が課題となる一方で、福祉分

野におきましては農業を通じて得られる心身のリ

ハビリテーション効果や共同作業による社会参加

の促進効果などが評価されており、農業分野と福

祉分野が相互に連携し、障がい者などが農業生産

活動に携わる農福連携が推進されてございます。

本市における取り組み状況といたしましては、

福祉事務所が障がい者などによる農作物の栽培、

加工、販売をしている事例や農業者が障がい者を

従業員として雇用する事例、福祉事業所と農業者

が連携し、農作業を受託して請け負う例などがあ

り、市内においても既に４つの福祉事業所などで

取り組みが行われており、養護学校の実習として

も取り組まれております。今年度の農作業従事の

受け入れ実績といたしましては９戸になっており、

労働力不足への対応として、その一部を補完する

取り組みと捉えております。

現状の課題といたしましては、福祉サイドとし

ては通年を通しての作業でないこと、作業に携わ

ることができる障がい者が不足していること、作

業に同行、指導する職員が確保できないこと、作

業内容が多岐にわたり指導が難しいなどが課題と

して挙げられております。また、農業サイドにお

きましては、実際の受け入れに対しての不安や指

導などに伴う負担が懸念されることなどが課題と

して挙げられます。

市といたしましては、農福連携に対して理解を

深めるための研修会を本年２月に開催したところ

でありますが、今後も継続した情報提供に取り組

み、障がい者雇用に対する理解を深めていくとと

もに、福祉事業所などと農業者とのマッチング支

援の取り組みを進めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項
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目３、スポーツを核としたまちづくりについて申

し上げます。

小項目１、行政とＮスポーツコミッションの連

携についてですが、市内の民間企業も含めて多く

の団体に加入していただき、各種事業に現在取り

組んでおります。行政とコミッションの連携につ

いては、教育委員会、経済部、総合政策部の部長

がコミッションのメンバーとして参画をしており、

青少年教育・人材育成部会、市民健康増進・いき

がい・福祉振興部会、地域経済活性化部会の３つ

の部会に所属し、事業の調整、サポート役として

の役割を果たしています。また、事務局は、スポ

ーツ合宿推進課と産業振興課が担っており、事業

の進捗管理、渉外、広報、情報発信を行っていま

す。組織の課題としては、持続可能な組織づくり

とそれに必要な財源を確保することが挙げられて

おります。

次に、小項目２、広く市民を巻き込んだ事業展

開について申し上げます。国は、第２期スポーツ

基本計画でスポーツ立国の実現を目指しておりま

す。基本計画において国民がさまざまな形でスポ

ーツに参画できる機会を創出する取り組みが進め

られております。また、北海道スポーツ推進計画

では、北海道らしくスポーツをする、見る、支え

るを基本方針の一つに掲げ、スポーツ王国北海道

の実現を目指しています。

本年３月に設立したＮスポーツコミッションで

最初に取り組んだのは、市民がスポーツとどのよ

うにかかわっているのかを可視化したスポーツオ

ブライフを作成し、これに基づき必要な事業、進

めるべき事業を選択し、一人でも多くの市民が生

涯にわたり、豊かなスポーツライフを送れるよう

な事業の組み立てを検討してきました。コミッシ

ョンの中で意見が一致したのがスポーツと最初に

出会う機会である幼児期が大切だということであ

ります。現在親子参加型のスポーツイベントなど

を実施して、生涯にわたりスポーツを楽しむ市民

を徐々にふやしていきたいと考えております。ま

た、手軽に楽しめて運動効果が高いノルディック

ウオークなどを推奨し、中高年のスポーツ愛好家

をふやし、健康寿命を延ばしていくことを積極的

に推進してまいります。

また、身体的、精神的、社会的に良好な市民が

暮らす街、街の資源を利活用し、産業・経済が好

循環する街、新たな価値や良い人材を生み出し、

日本・世界に提供していく街といった３つのビジ

ョンを掲げ、スポーツを通じた地域づくりの実現

を目指してまいります。

次に、小項目３、スポーツと他分野の連携によ

る相乗効果について申し上げます。スポーツと他

分野の連携による相乗効果の一つとして、スポー

ツに関心がなかった方へスポーツに対する意欲向

上につながる効果があると考えられております。

金沢文化スポーツコミッションが取り組んでいる

地域伝統文化とスポーツを融合させたイベントは、

まさにスポーツの魅力やスポーツの可能性を広く

伝えるものだと考えます。

スポーツとの融合には、地域伝統文化のほか健

康、ファッション、ＩＴ、エンターテインメント、

観光などがありますが、Ｎスポーツコミッション

では農業や食との融合について一部事業を実施し

ております。スポーツと食の融合については、モ

チ米を使ったアスリートフードを試作しており、

今年度中には完成させて、販売を行いたいと考え

ております。また、スポーツと農業については、

例えば冬はウインタースポーツを楽しみながら、

夏は冬の資金を稼ぐために農業関連の仕事につく

など、農家の繁忙期における慢性的な人手不足を

解消するためのマッチング事業や移住政策にも絡

めて計画を検討しております。今後もスポーツの

幅広い可能性を生かしながら、スポーツ文化を醸

成させていきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、再度質問をさせていただきます。
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まず最初に、大項目１のところで質問をさせて

いただきました周年事業についてであります。開

拓からの周年事業ということについては取り組ま

ない旨の御答弁をいただきました。特別周年事業

についての計画が伝わってきておりませんので、

そのように受けとめるところではあるのですが、

御答弁の中にもありましたように広報等によって

開拓からの１２０年の歴史をつむいできたその年

がことし、来年に当たるのだということについて

の市民への周知については行っていかれるという

ことでありました。例えば隣の美深町では、もう

１２０周年済んでおりますけれども、ポスターを

掲載したり、もともとあるいろいろな大会に１２

０周年記念というような少し冠的な扱いをしたり

ということで、大きな事業をする上に必要な町民

との気持ちの醸成を図られてきているところも目

の当たりにしているところであります。広報だけ

ではなく、名寄市としても何か方策を講じていた

だきたいなというふうに思っておりますが、ステ

ッカーとかいろんな方法についてお考えいただけ

るかどうかお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今山崎議員のほうか

ら例えば美深のような冠大会の誘致ですとかそん

な取り組みができないのか、ポスターの掲示とか

できないのかということのお話だったかというふ

うに思いますけれども、先ほども少しお話ししま

したけれども、本市におきましては合併前の両地

区の開拓が１年ずれているという点も十分配慮し

ながら、なかなか記念事業ですとかいろいろな大

会の冠事業というようなことにつきましては、財

政的なこともございますし、過去の歴史を十分配

慮しながらやっていきたいということで、先ほど

も言った広報ですとかそういった面で、名寄市の

広報等を通じてしっかりと周知をさせていただき

たいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 感情に十分配慮して

ということについては、私も理解させていただく

ところであります。その上で、なおかつ史実とし

てあったものについてはしっかり伝えていくとい

うことで、子供たちへの歴史にかかわるところの

教育ということも大事になってくるかと思ってい

ます。

先ほど河合部長から御答弁いただきましたよう

に小学校ではこの社会科の副読本を使っていて、

授業が進められているところもあって、この中に

は確かに何年にどんなことがあったかということ

も書かれておりますので、その中で史実としてい

ろいろなものを学びながら進んでくるというふう

に思っておりますけれども、その史実について地

域としての共有をするようなところで、授業その

ものということよりもコミュニティ・スクール、

先ほどもいろいろやりとりがありましたけれども、

地域とともにその歴史を育む、確認していくとい

う動きがあるのではないかと思っておりますが、

その点についていかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 社会科の副読本の内

容といいましょうか、特にそれぞれの地域の歴史

を副読本の中ではなかなか表記というか、明記で

きていないというか、そういう御質問かなと思う

のですけれども、やはり副読本自体が小学校３年

生と４年生の分を総体的に新学習指導要領に沿い

ながら作成しているということもございまして、

なかなか各地域ごとの今までの歴史等まで反映で

きていないという状況はございますけれども、そ

の副読本を補う対応といいましょうかということ

で、名寄には例えば平成１６年に北国博物館で

「名寄はじめて物語」ですとか、そのほかにも当

然名寄市史、風連町史、さらには北海道開発局が

発行しております「天塩川と共に～写真につづら

れた人々の記録」ですとかで、古いもので名寄の

民話が学ぶことができます「名寄むかしむかし」

ですとか、風連地域の歴史が学べる「赤い川」な
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ど、さまざまな歴史に関する書物が作成されて、

各学校に配られているという状況もございますの

で、そのような資料等も参考にしながら、それぞ

れの地区の歴史については学んでいっていただき

たいなというふうに考えているところです。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） たくさん子供たちの

周りには地域の歴史を知る教材になるものがあり

ますので、ぜひそういうものを有効に活用してい

ただきたいと思いますし、その事実を知る中でふ

るさと名寄で育っていくというその感覚を醸成し

ていただいて、どこで暮らすことを選んだとして

もここで育ったことに誇りの持てる人に育ってい

ただきたいなというふうに思っています。

先ほど中村部長からもありましたように、どう

しても開拓に入られた年が１年ずれておりますの

で、この後の考え方についてもすぐには一つに決

めることはできないというふうには思っているの

ですが、正解はなかなかないと思ってはいるので

すけれども、納得できる回答を徐々に名寄市のこ

れからの営みの中でつくり上げていくということ

も必要ではないかというふうに思っています。そ

のことについて、開拓をどこに定めるかという、

そういう具体的なことではありませんが、名寄市

の今までの歴史を総称してどのようにこれから、

例えば周年事業も出てこようかとは思いますが、

つないでいっていただけるのか、行政のトップで

あります加藤市長の現段階での見解について、開

拓にかかわるところから名寄市、新市として合併

するに至ったところまでの歴史をこの後どのよう

に大切にしていただけるかにつきまして市長の御

見解をお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） それぞれ風連町あるいは

旧名寄市、その前の名寄町、上名寄村という、あ

と智恵文とかという、そういったそれぞれの自治

体の歴史があって、それぞれに開拓の歴史があり、

それぞれ先人の皆さんが御苦労をされて、現在一

つの自治体になっているという、それぞれの歴史

をしっかりと残していくということがまず大事だ

ろうというふうに思います。その中で、あえて名

寄市として開拓がいつなのだということをうたっ

ていくということがよろしいのか。それぞれの地

域でそうした歴史があったということをしっかり

と伝えていくということがまずは大事なのかなと

いうふうに思っています。その上で、合併１０周

年の式典が平成２８年にございましたので、これ

が一つのまた節目節目で、そうした歴史を振り返

っていく機会にもなるのかなというふうに思って

います。合併１０年のときにもさまざまなそれの

冠をつけた大会やいろんなイベントも行われたと

いうことでありまして、それを契機に改めてこれ

までの歴史を振り返りつつ、これからの歩みを進

めていく大きな節目をそうしたところでつくって

いくということになるのかなというふうに考えて

います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれの地域の歴

史を史実としてしっかり受けとめていくというこ

とについて、それはもっともな話だと思いますし、

新市になってからの取り組みを大事にしていくと

いうことについても異論があるわけではありませ

ん。やはりここで営みをともにしている人同士が

その関係性の中でしっかりチームワークを組んで、

ことしはラグビーのワールドカップもあって、ワ

ンチームという言葉が出てまいりまして、大きな

成果を上げていると思いますが、名寄市ワンチー

ムということ、この令和元年の終わりに当たって

特に必要な言葉であると思いますので、史実にの

っとったところでの心合わせを再度確認していき

たいなというふうに私自身も思っております。そ

のことにつきまして歴史を伝える表示板ですとか、

そういうものについての今後の対応についてはよ

ろしくお願いしたいと思います。

大項目２のほうに質問を移らせていただきます。

中国からの技能実習生ということで市からの対応、
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助成金についての対応ですとか住居環境について

の対応については先ほど御答弁いただきました。

教員住宅については、大変古くなってきている部

分があろうかと思いますが、その点で環境的にい

かがでしょうか。もう一度この点についてお伺い

したいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 特に智恵文地区に受

け入れが進んでいるということであります。市で

貸与しているものもあれば、地域の中で住宅を確

保して、住むところとして提供しているのもあり

ます。市から提供している住宅についても決して

新しくない、古い建物ということでありますけれ

ども、市はこの住宅などを管理する協議会のほう

に財政的な支援もさせていただきまして、その中

で今地域の中で修繕等もしながら運営いただいて

いる状況にあるということで御理解をいただけれ

ばと思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 住宅については、そ

の都度対応していただいているということであり

ました。その住宅から少し考え方を広くしたとき

に、ＪＡ道北なよろさんからも要望書が上がって

いたと思いますが、農業研修にかかわるところの

宿泊施設というものについて、実は農業にかかわ

らず名寄市には子供たちも含めて宿泊研修を行う

ような青少年の家ですとか、そういう建物が今ま

でない中で進んできていると思います。今回は特

に農業研修宿泊施設ということに特化させていた

だきますが、智恵文地区においても近い将来必要

になってくるのではないか、あったほうが取り組

みが一層進んでいくのではないかと思いますが、

この点についていかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 智恵文地区を中心と

したこの中国人実習生の受け入れについては、こ

れは私どもはすごく進んだ取り組みだなというふ

うに実は受けとめています。今外国人、新たな在

留資格なんかも出てきていまして、この中で道な

ども地域として配慮すべきところ、あるいは留意

すべきところの一つとして、今山崎議員が言われ

たように住むところの確保というのありますし、

その来た方たちとのコミュニケーションをとるこ

と、あるいは地域としてしっかり受けとめるのだ

という、そういったところが示されているわけで

ありまして、今ＪＡ道北なよろが取り組んでいる

取り組みは、まさに地域で協議会を立ち上げて受

け入れているということですから、道の考えを示

すそれに先んじてすばらしい取り組みが行われて

いるということで私ども受けとめているところで

あります。

問題の住宅ということでありますけれども、先

般農協から要望という形でありましたけれども、

ある意味政策提言でもあったのかなと受けとめさ

せていただいております。改めて内容を確認させ

ていただきましたけれども、今すぐこの住宅に困

るということではないという話であります。ただ、

これを将来的に考えたときに、やはり今の住宅も

かなり古くなっているということと、古い住宅を

手を入れるのであれば、あわせてもし遊休施設等

があればその活用なども含めてぜひ検討いただき

たいという内容でありましたので、ここは一市一

ＪＡの強みを生かしながら、今後ともＪＡとしっ

かりと協議をしながら、どのような形が望ましい

のか検討、研究を続けさせていただきたいと思っ

ておりますので、御理解をいただければと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 地域の協力なくして

進まないものであるということについては十分了

解いたします。やはり智恵文地区においての中国

人、外国人技能実習生の方の受け入れについては、

ここ数年ということではなく、かなり年数をかけ

ていろんな取り組みをしてきていただいていると

思います。かつて私も智恵文小学校で勤務させて

いただいておりましたときに、中国人技能実習生
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の方が学校にギョーザのつくり方や中国文化につ

いて話しに来てくださったこともあって、それは

技能実習生の受け入れということではありますけ

れども、地域のつながり、それからそこから派生

する子供たちへの大きな影響力というものについ

てもいい意味での影響を受けさせていただいたこ

とがありますので、ぜひ一朝一夕に進むことでは

ありませんけれども、宿泊施設についても御検討

を加えていただきたいなというふうに要望して、

お願いしたいと思っております。

それから、農福連携についてでありますけれど

も、ことし２月に研修が持たれたということであ

りました。一昨年になると思いますが、農水省か

らも来ていただいて、連携にかかわるところの機

運ですとか、それから相互理解が進むような取り

組みについても研修会、シンポジウムが持たれて

います。加藤市長にもシンポジストで御出席して

いただいて、貴重な御提言もいただいているとこ

ろも一緒に参加させていただいておりますが、そ

の機会についてはやはりもっと回数があってもい

いのではないかというふうに思っていますが、い

かがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 農福連携の取り組み

について、山崎議員が今言われたように、そうい

ったセミナーの場については民間のほうが先んじ

て実施をしていただいたというのがありました。

先ほど紹介いただいた農水の方が来ていただいた

のもありましたし、ＪＡが主催をしながら取り組

んだのもありました。さらには、昨年については、

ことしになりますけれども、それは市のほうで主

導しながら取り組みをさせていただいたというこ

とであります。

今後もこういった取り組みについては当然続け

ていかなければいけないという認識は持っており

ますけれども、もう一方で広く周知をするという

部分と、さらにもう少し突っ込んだところの議論

というか、周知の取り組みも必要なのではないか

なというふうに思っています。現状の事業所の通

っている方の人数ですとか状況を考えると、数的

に多く膨らむのかというと、そこには少し限界が

あるのかなという受けとめをしていますけれども、

実際に使っている方から聞きますとやはりまだ不

安があるのだというところなどもありますので、

そういった意味では質的に向上させるですとか、

あるいはことしはちょっとわかりませんけれども、

去年は市外のところに働きに出していたというの

がありますので、そういった意味でのミスマッチ

みたいなものはないか、そういったところもさら

に調査をして、具体的などういう声があるのか、

それはどうすれば改善できるか、少し一歩踏み込

んだ調査をさせていただきたいと思いますので、

御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 臼田部長おっしゃる

とおりであると思います。広く周知をして、広く

市民が理解をするということとともに、農業分野

の方、それから福祉分野の方、それぞれが自分の

抱えている課題について共有するということも大

変重要でありますので、その部分で突っ込んだ対

応がということに言葉が使われているのだという

ふうに思います。何カ所かの事業所、それから何

件かの農家の方に直接お話を伺いましたところ、

まさしく今臼田部長からお話があった内容のこと

が具体的に出てきました。それについてどうする

かということの対応を取りまとめていくといいま

すか、間に入るのはやはりＪＡさんだったりとい

うことはあると思いますが、その機運をつくって

いくというまちの行政としての役割があろうかと

思いますので、その部分についてはぜひ回数を重

ねていただく中でマッチングがうまくできるよう

な取り計らいをお願いしたいというふうに思って

おります。よろしくお願いします。

それから、大項目３で質問させていただきまし

たスポーツを核としたまちづくりについてであり

ますが、まさしく今活発に動いていただいており
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ますＮスポーツコミッション、一昨日もセミナー

があって参加させていただきまして、一番小さい

年齢の参加者、小学校１年生だったと思います。

それから、７０歳代の方もいらっしゃったのでは

ないかと思いますが、そういう幅広い対象者に対

していろいろなメニューを提供していただいてい

るということについては、本当にこの後の動きが

楽しみになってきているところではありますが、

本日の新聞の中で本市の特別参与スポーツアドバ

イザーを務めていただきました阿部雅司さんが軸

足を札幌市に移されるということが発表になりま

した。これは、記事の中身を読みますと今までの

名寄の取り組みがなくなるわけではないと、継続

していくということを条件に決めたというふうに

話してくださっておりますので、少し安心もして

いるところではありますけれども、やはりちょっ

と不安を持つ方もいらっしゃるのではないか。一

番不安に思っているのはジュニアアスリート、直

接指導を受けていた子供たちではないかと思って

いますが、この点について今後の見通し、大きく

は話せないと思いますが、今わかっている段階で

の見通しについてお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今阿部雅司さん

のことについて質問いただきました。まず、ここ

はぜひ議員の皆様方にも市民の皆様方にお伝えい

ただきたいというふうに思うのが阿部さん本人の

思いというのを正確に我々も伝えたいというふう

に思っておりますので、阿部さんはメダリストと

して会社員になって、その後名寄での活躍を今回

評価されてということで、ゆかりもない名寄でこ

んなに大事にしてもらって、名寄に対して本当に

感謝の気持ちが非常に強いです。そこはぜひとも

我々も市民の皆さん方にお伝えしたいというとこ

ろと、阿部さんが２０３０の札幌冬季五輪パラリ

ンピック招致の活動に今までもそこには自分も注

力したいという思いがあって、今回たまたま札幌

からお声かけをいただいたといったときに、名寄

での活動を条件に、活動継続を条件に協力させて

いただけるのだったらということで今回は調整を

させていただいたというところですので、記事等

に記載されておりましたけれども、引き続き名寄

では同じような活動をしていただけるということ

があります。それから、Ｎスポーツコミッション

の関係についても、現状アドバイザーとして入っ

ていただいておりますが、新年度以降も引き続き

Ｎスポーツコミッションではアドバイザーという

ことで力を発揮していただくいうことになってお

ります。

ジュニアの強化につきましては、それは阿部さ

んもそこについてはしっかりと顔を出して、ジュ

ニアの強化には携わっていくという思いを伝えて

いただいておりますので、新年度以降も、阿部さ

んはジュニア指導には直接かかわっていくという

ことになると思います。それプラス阿部さんとお

話をさせていただいたときには、ナイトラン、雅

司ナイトランありますけれども、そういった市民

レベルの交流の中で評価されている部分もあって、

阿部さん的にはそういったかかわった市民の皆さ

ん方を悲しませたくないという思いがあって今回

条件をつけたわけですけれども、ナイトランの水

曜日、これもぜひ顔を出して、一緒に走る機会を

どんどんふやしたいというふうに申しておりまし

たので、あわせてお伝えをさせていただければと

思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 阿部雅司さんは、単

にゴールドメダリストというだけではなくて、本

当に幼少期からのスポーツ経験と人間性のすばら

しい方でありますので、これはＮスポーツコミッ

ションアドバイザーということでありますが、や

はりシンボル的な方ではないかと思っております。

特にジュニアの選手にしてみれば、すぐ身近なと

ころに自分の目指すべき姿があるということで、

本当に大きな力強い存在でいてくださったという
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ふうに思っています。であるからゆえに、あえて

お尋ねしたいところがあるのですが、それはやは

りどうしても時間的に制約されてくることはいた

し方ないのかなというふうに思っている中で、ジ

ュニアアスリートの育成、スポーツアカデミーも

開催というふうに伺っております。具体的にどん

な計画をお持ちでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 新年度の事業と

いうことで、Ｎスポーツコミッションの中で議論

をさせていただいておりますけれども、名寄で来

年以降展開していきたいというふうに準備を進め

ているのは、種目に関係なく希望する子供たちを

集めて、いろいろな訓練、トレーニングを用意し

ながら、身体的な能力を向上させていくというよ

うな塾のようなものを展開していきたいというふ

うに考えておりまして、そこには阿部雅司さんも

当然絡んで活動していただくと。

あと、時間的なお話もありましたけれども、わ

かりやすく日数で考えると隔週で３日、月に６日

程度を名寄にお越しいただきながら活動をいただ

けるような今考えでいるということで、例えばあ

とイベント等が入ったときには、そこには引き続

きその３日とかということではなくて、必要な期

間については名寄にいていただけるというような

形で活動を担っていくのかなというふうに今考え

ております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 具体的な日数もお知

らせいただきました。

多種目でということもあります。やはりこれは

Ｎスポーツコミッションのほうでいろいろな部分

の競技団体との連携ということも考えていかない

と、でき上がってこないのかなというふうに思っ

ております。既に子供たちにはこのスポーツアカ

デミーのチラシが渡されておりますので、それで

もうでき上がっている中身なのかなと思って質問

させていただきましたが、その連携の部分につい

て、小項目１の質問でもある行政とＮスポーツコ

ミッションの連携、さらに他の競技団体との連携、

その部分についての連携を今お話しできる範囲で

結構ですが、どのように考えていらっしゃいます

でしょうか。

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 １時５２分

再開 午後 １時５３分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今回取り組むも

のについては、種目という概念が余りなくて、個

々の子供たちの運動能力を向上させるということ

が目的で取り組ませていただきますので、各種目

の団体との連携というのはそんなに今意識はして

おりません。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それでは、あえてお

尋ねします。Ｎスポーツコミッション、３年後、

自走化するということを目標に掲げておられます。

３年後の自走化の目指す姿、あるべき姿をどのよ

うにお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） まず、自走化の

実現させるために何が必要かというのは、やはり

必要な財源が確保できる団体でなければならない

というふうに考えております。この財源について

は、いろいろな形があるのだと思いますけれども、

例えば観光業などの資格を取得して、旅行商品を

販売して収益を上げていくというような方法も考

えられますし、スポーツ施設などの施設管理を担

っていくというような方法もいろいろ考えられる

のだと思います。

将来展望ということでありますけれども、コン

セプトということであれば、Ｎスポーツコミッシ

ョンのコンセプトですが、世界に誇れる雪、自然

環境、冬季スポーツ施設を活用し、スポーツを通
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じた地域づくりで官民さまざまな団体等で相互に

関与、連携し、事業を推進していくことで名寄市

の活性化を実現していく、これがみんなで考えた

コンセプトでございます。それを踏まえて、先ほ

ども答弁させていただきました３つのビジョンと

いうことで、ビジョンを３つ掲げております。ち

ょっと議員の質問の言葉をおかりして大変恐縮で

すけれども、今現在のメンバーでワンチームにな

って、しっかりと取り組みを推進していくという

ことですけれども、このワンチームが少しずつ仲

間をふやして、大きくなっていけるように努力し

ていかなければならないというふうにも考えてお

ります。そのためには情報発信、こちらも非常に

重要になってくると思っておりまして、現在情報

発信を担当していただく職員も抱えながら、ＳＮ

Ｓ等いろいろなツールを活用しながら、今現在情

報発信に努めているところでございます。

あと、Ｎスポーツコミッションの役割というの

が先ほど申し上げましたコンセプト、ビジョンを

据えた取り組みを続けて、やはり体を動かす市民

の皆さんのきっかけづくりをしっかりとつくって

いかなければならないというふうに考えておりま

して、最終的には前回の定例会でも私申し上げた

かもしれませんが、体を動かすことが名寄市民に

とって空気のような存在になってくれるような取

り組みをしっかりと続けていきたいというふうに

考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） この後の自走化に向

けた取り組みの姿についてお話しいただいたとい

うふうに思っています。やはり自走化をするとき

にどうしても財源確保のところがキーになってく

るかなというふうに思っておりますし、行政の担

当課がかかわることで安定する反面、行政の担当

者にいつまでも頼って、そこから自走化といいま

すか、独自に事業を推進することが難しいという

例もたくさん見てきているわけであります。

その中で、ことし会派の視察として金沢市の文

化スポーツコミッションのほうに視察に出させて

いただいたのでありますけれども、やはりスポー

ツだけでの財源確保ということについて難しいと

ころがあるので、観光と一体化してということで

すとか、大会誘致にしても来ていただく方に、例

えば名寄市は農業の盛んなおいしい農作物がふん

だんにとれる土地でありますので、農業体験を通

して農業と観光、そことつないでいただくとか、

そういうことについても逆に金沢市の方から提言

もいただいて帰ってきているところでありますの

で、ぜひ具体的なところを１つずつ進めていって

いただきたいなというふうに思っています。

もう一つ、ワンチームという言葉にこだわるわ

けではありませんが、尋ねさせていただきたいの

ですが、去年のこの４定のときに北海道で進めて

おられるスポーツコンソーシアム事業で医科学サ

ポートの話を質問させていただきました。そのと

きに栄養、それから医学的なサポート、子供たち

の、特に中学生、高校生の身体的な機能の面から

検証をして、スポーツのよりよい環境づくり、そ

れから競技力向上につなぐというところでの質問

をさせていただきまして、名寄版に取り組むとい

うお話をいただいていたところでありますが、Ｎ

スポーツコミッションの取り組みの中も含めて、

そういう計画についてはいかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） スポーツ医科学

という観点で考えると、これからもジュニアアス

リートの血液検査であるとか体の分析という部分

では、今後も病院と連携して、継続して続けてい

くというような今考えでおります。

あと、大学については、Ｎスポーツコミッショ

ンの委員に大学の先生も入っていただいておりま

すので、どういった部分で大学がかかわりを持っ

ていただけるのかという学内の調整も含めて今相

談はさせていただいているところですので、ちょ

っと大学の部分については具体的なお話は今でき
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ませんけれども、病院との連携についてはそうい

った血液検査等でのまずはつながりを持ちながら

連携していきたいというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 単にジュニアアスリ

ート育成だけを求めての質問ではもちろんありま

せんので、これが子供たちの将来につながる、名

寄市のまちづくりの将来につながるということに

ついては、特に今後も見させていただきたいと思

いますし、お願いもしたいと思っております。

以上で質問を終わらせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

名寄市の今後について外１件を、川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目２点についてお尋ねをしてまいります。

１つ目、名寄市の今後について伺います。こと

しは、振興公社不正資金調達、社協介護事業所介

護報酬不正受給、王子マテリア工場集約化、これ

からの名寄市にかかわる大きな出来事が相次いだ

ところであります。名寄市総合計画（第２次）中

期実施計画の見直しがされ、示されましたけれど

も、重点プロジェクト事業として取り組んでいる

３本柱にも大きな影響を及ぼすのではないかと危

惧されるところであります。市内外からは、名寄

はどうなってしまうの、名寄は大丈夫などの不安

の声が数多く寄せられているところであります。

市長任期も折り返しとなるこの時期、これからの

まちづくりについて、どのようなまちづくりを目

指したいのか明確に示すことが求められるのでは

ありませんか。事案に対する詳細な報告とともに、

今後名寄市が向かうべき方向をはっきりと示すべ

きではないでしょうか。

市の財政に大きな影響を及ぼすであろう振興公

社の問題では、過去に生薬公社問題があり、歴史

に学ぶ必要があるのではないでしょうか。福祉の

土台が揺るぎかねない社協問題では、法令遵守、

そして高齢者施策の推進が求められています。地

域経済に多大な影響をもたらすであろう王子マテ

リア工場集約化問題では、人口減少は購買力の低

下にもつながります。自衛隊や大学があるだけで

大丈夫なのか、こんな声もあるところであります。

そこで、１点目、冬季スポーツの取り組みにか

かわって伺います。冬季スポーツの拠点となるピ

ヤシリスキー場、ピヤシリシャンツェ、健康の森

などを運営管理する株式会社名寄振興公社のあり

方については、特別委員会により審議が進められ

ていますので、そこに委ねたいと思いますが、冬

季スポーツの取り組みを中断させないとして、専

門家を迎え取り組みが進められています。地域住

民の満足度アップの取り組みが求められるところ

でありますが、市のお考えをお聞かせいただきた

いと思います。

小項目の２点目、福祉の充実したまちづくりに

かかわって伺います。子育て世代包括支援センタ

ー、障がい者支援のための基幹相談支援センター、

高齢者包括支援センターなど、今定例会でもそれ

ぞれ具体的な提案がされていますけれども、それ

ぞれの支援が連携されることが求められるところ

であります。特に高齢者施策の推進を求めるもの

でありますが、ケアプランの作成の有料化は見送

りとなりましたけれども、負担増など介護保険制

度の見直しも進められようとしています。こうし

た中で、名寄市の福祉の充実をどう進めていかれ

るのか伺います。

小項目の３点目、地域経済の維持、活性化にか

かわって伺います。農業も含めてまち全体の経済

状況の把握、基幹産業である農業はもちろんのこ

と、市内経済の活性化の維持に欠かせない市内企

業の位置づけについて関係機関とのさらなる綿密

な連携が必要と考えますが、行政のイニシアチブ

が必要ではないでしょうか。市のお考えをお聞か

せください。

大項目２点目、名寄市史編さんについて伺いま

す。歴史に学ぶ必要があるのではないでしょうか。

生薬公社問題によく似ているとの指摘を受けて、
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名寄市史を学んでまいりました。支配人が１人で

行った、チェック体制が不十分であった、詳細に

記載されているところであります。旧風連町との

合併時にかかわっておられた方々、前回の市史編

さんにかかわってこられた方々も記憶に残ってい

るうちに、関係者の皆さんが健在でいらっしゃる

この時期に編さんが必要と考えます。そこで、前

回編さんから３０年、開基１２０年を迎え、平成

の合併史となるであろう名寄市史編さんの考えに

ついてお聞かせをいただきたいと思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 川村議員からは、

令和元年最後の一般質問で大項目２点にわたり御

質問いただきました。大項目１、小項目１につい

ては私から、小項目２については健康福祉部長か

ら、小項目３については産業振興室長から、大項

目２については総務部長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いいたします。

大項目１、名寄市の今後について、小項目１、

冬季スポーツの取り組みにかかわって申し上げま

す。議員御指摘のとおり、本年はいろいろな問題

が浮き彫りとなり、市民の皆様に多大な御迷惑、

御心配をおかけし、大変申しわけなく思っており

ます。現在公社が管理する施設は、冬季スポーツ

の推進に大変重要なものとなっております。ジャ

ンプ台などは既に大会が行われ、事前合宿も合わ

せると大きな経済効果が伴う施策となっており、

地域住民の理解も必要であると考えております。

本年３月に設立された官民連携組織であるＮスポ

ーツコミッションの役割もさらに大きくなると考

えており、地方創生推進交付金の認定も受けたこ

とから、来年度に向けても多くの市民に参画いた

だけるような施策展開とスポーツによるまちづく

りの機運づくりに努めてまいりたいというふうに

考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、大項

目１、小項目２の福祉の充実したまちづくりにか

かわってについてお答えいたします。

名寄市の福祉の充実に向けては、現在名寄市子

育て世代包括支援センター事業を来年３月から開

始するため準備を進めております。また、名寄市

基幹相談支援センター設置に向け、設置条例を議

会に提案し、審議をいただいているところであり

ます。

健康福祉部が所管する主なセンター及び事業の

役割ですが、子育て世代包括支援センター事業に

ついては、現在保健センターで実施している母子

保健事業を基盤に、子育ての総合窓口としての機

能を持たせ、子育て応援プランを作成していく予

定であります。また、こども未来課などで行う子

育て支援センターやこども発達支援センター、子

ども家庭総合支援拠点事業などと連携をすること

で妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

の充実を図ることを目的に、来年３月から実施に

向け準備を進めているところであります。

基幹相談支援センター事業については、障がい

者の総合的な相談や支援を行う事業として、平成

２８年度より実施してきております。幼児期から

高齢期にわたるまでの年齢を問わず、また身体、

知的、精神の障がいのある方などが生まれ育った

この地域で安心して暮らしていけるよう、関係す

る障がい者施設などと連携し、支援を進めてきて

おります。来年４月からは、今後の広域的な相談

支援体制を見据え、総合相談拠点としての機能と

障がい者福祉サービスのさらなる充実に向け、進

めてまいりたいと考えております。

地域包括支援センターについては、高齢者が可

能な限り住みなれたこの地域で自立した生活を営

むことができるよう、地域住民の保健医療福祉の

向上、虐待防止、介護予防マネジメントなど、専

門職を配置して総合的に行ってきております。ま

た、日常生活や虐待などに関するさまざまな相談
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に対しては、関係する部署や機関、弁護士などと

連携しながら対応しております。

ただいま説明いたしました各センターを初め各

施設などではそれぞれ対象者や事業に違いはあり

ますが、市民が健康で安心して暮らしていくため

には情報の共有、一体的な対応などの取り組みが

重要であります。そのために民間事業者や関係す

る機関などと連携しながら、市民への支援が包括

的に確保される地域包括ケアシステムを段階的に

構築し、推進していくことが本市が目指す目標で

あります。名寄市総合計画（第２次）で目標とし

ている住みなれた地域で子供、高齢者、障がい者

など全ての市民が互いに支え合いながら自分らし

く生きるための自立と共生の地域社会づくりや、

市民誰もが安心して健やかに暮らしていくことが

できるよう保健、医療、福祉の連携とみんなに優

しい福祉のまちづくりの達成に向け、今後も邁進

してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から大項目１

の小項目の３、地域経済の維持、活性化にかかわ

ってについて申し上げます。

王子マテリア名寄工場生産品集約に関して緊急

対策本部と北海道が連携して実施した緊急調査の

結果が同工場との取引等の金額において上川管内

で約２７億円に上るということは、これまでもお

話があったところでございます。本市全体の経済

状況に関しては、名寄商工会議所が四半期ごとに

実施している景気景況調査報告によりますと、直

近の調査が本年７月から９月の実績と１０月から

１２月の見通しの中で、これは王子マテリア名寄

工場生産品集約の発表前の調査とはなりますが、

全業種平均ＤＩでマイナス１ ９ポイント、前回

調査比 ３ポイント減少し、北海道の景気と比較

しても今期で ９ポイント悪く、見通しでも２

７ポイント悪い見込みとなっております。

こうした厳しい状況の中、市全体の経済を維持、

発展させるため、基幹産業である農業においては

総合計画や農業農村振興計画に基づき、今後は作

業の効率化に向けてＩＣＴなどの新たな技術の導

入や酪農における分業化を図る哺育育成センター

についてＪＡでの検討が進められており、行政と

しても支援に取り組むこととしております。

商工業に関しては、本市では今後行政、商工団

体、民間のそれぞれが責務と役割を果たしながら、

本市における商工業振興に係る基本的な理念や役

割などを定める基本計画の検討を進めることとし

ておりまして、その中で喫緊の課題である人材の

確保のための方策を初め、事業承継や創業支援、

人材育成を含め、時代のニーズに合った支援制度

の見直しに向けて関係機関、団体及び事業者など

と連携をして取り組んでまいります。

さらに、市外からの活力による本市経済の活性

化という面で移住、または交流関係人口の創出や

拡大が図られるよう移住施策の取り組みも進めて

いるところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２、

名寄市史の編さんについて、小項目１の名寄市史

編さんの考え方についてお答えいたします。

市史や町史などの自治体史と呼ばれる刊行物は、

私たちが住む市町村の歴史や文化、自然環境等を

まとめた書物であり、私たちが住む土地の成り立

ちや祖先たちの歩みを記した貴重な資料であると

同時に、後世へ伝え続けていく大切な財産でもあ

ります。

旧名寄市におきましては、平成１２年から平成

１４年にかけて３冊組の新名寄市史を、旧風連町

におきましては平成１１年に風連町史第２巻をど

ちらも開拓１００年事業の一環として発刊してお

ります。これらの編さん作業における期間は、新

名寄市史が平成４年から平成１１年までの８年間、

風連町史第２巻が平成５年から平成１１年までの

７年間と長い年月をかけて作成しております。ど
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ちらも発刊から２０年以上が経過し、この間名寄

市と風連町の合併という大きな歴史の動きもあっ

た中、これらの関係者の記憶が残っているうちに

旧名寄市、旧風連町合併後の新名寄市の平成の歩

みをまとめ、検証し、将来につなげていくことは

大変重要な事業であると認識しているところです。

編さん作業を始めてから完成まで数年かかること

を考慮いたしますと、今後早い時期に準備を始め

る必要があると考えており、予算や人員配置等に

ついて内部協議を進めていきたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それでは、それぞれ

御答弁をいただきましたので、再質問とさせてい

ただきたいと思います。

まず、名寄市の今後についての冬季スポーツの

取り組みにかかわってであります。今定例会では

随分この冬季スポーツのことが取り上げられ、そ

れぞれ私の前の山崎議員のところからもＮスポー

ツ等々取り上げられていましたので、中身につい

ては十分理解をしているところでありますが、先

ほどもお話ししましたようにやはり市民の皆さん

方の満足度アップ、これが私は必要ではないかな

というふうに思っています。よく例として言われ

ることなのですけれども、ピヤシリシャンツェジ

ャンプ台、ハイクラスで、市民が使いたくても使

える状況にない、またジャンパーを目指したいと

思っている子供たちであってもなかなか使えなく

て下川まで通っている、こういった状況の中で市

民の皆さん方にとっては誰のためのジャンプ台か

といったような、そんな声もあるところでありま

す。そういったところで、市民の皆さんの満足度

を上げるこの取り組みについてどのようにお考え

なのか。先ほど市民の理解が必要というふうなお

話もあったのですけれども、この満足度を上げる

取り組みについて改めてお考えをお聞かせいただ

きたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今特に例として

ジャンプ台のほうを出していただきましたけれど

も、今Ｎスポーツコミッションのほうで各部会に

分かれて、それぞれの分野で検討させていただい

ております。実は、やはりジャンプ台の活用とい

うのが課題になっておりまして、特に夏の期間の

使い方、活用について、あれを財産としてどうに

か人を呼び込んだり、市民の皆さんに楽しんでい

ただいたりというような方策はないかということ

で、今ここで具体的なところについてはお話しす

ることはできないのですけれども、そこについて

はしっかりと議論は進めているところでございま

すので、また方向性が固まりましたらぜひ御紹介

をさせていただきながらいきたいなというふうに

考えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 市民の方々からも夏

場のジャンプ台の利用については、市街を一望で

きるそういったところの活用はできないのかだと

か、最近札幌のジャンプ台でも駆け上がり、そう

いったこともやったりしているので、そういった

部分で何か活用ができたらいいのに、そんな案も

示していただいているところであります。

また、先ほど山崎議員のやりとりの中で出てい

ましたＮコミッションのところでも体を動かすこ

とが空気のようになってほしいのだという部長の

お話がありましたけれども、そのように本当に子

供から高齢者まで楽しめるスポーツ、そしてその

施設についてもいろんな人たちが、十分に市民の

皆さんが楽しめる、そういったことが必要かなと

いうふうに思っていますので、その取り組みに対

して期待をしていきたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

ちょっともとに戻るのですけれども、今このス

キーシーズンを迎えて、なかなか雪が降ってきま

せん。市の皆さんもどきどきしながら待っている
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ところでありますけれども、スキーシーズンが進

まない。この間振興公社の問題でも、市からはう

みを出し切るのだというようなことが何度となく

口に出てきたかなというふうに思いますが、やは

りままならない、自然を相手にしての施設であり

ますから大変なことだとは思うのですけれども、

市民に理解を求め、満足を得、そして市民に理解

を求めるためには並々ならない今覚悟が必要であ

るというふうに思っているのですが、その姿勢を

市民に示すことこそが信頼を取り戻すことにつな

がるかなというふうに思うのですが、この点につ

いて一言いただければというふうに思うのですが、

いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 改めて、特に公社の問題

に関して冬のスポーツの重要な拠点を担っている

ということで、大変な御心配をおかけしておりま

して、おわびを申し上げます。

ある程度特別委員会等でもこれぐらいの今スタ

ートラインに立つための底が見えてはきていると

は思っていまして、そこでしっかりとできる手当

てはして、再スタートを切りたいというふうに思

っていまして、そのために今一時的に副市長に社

長に就任をしていただいて、まずはいろんなとこ

ろの体制を今改めて見直して、前に進もうとして

いるところであります。この間さまざまな方から

この冬のスポーツに関して、あるいはとりわけピ

ヤシリスキー場のポテンシャルの高さに関して、

内外から実は今回の事案が起きて幸か不幸かいろ

んな御提案や御示唆もいただいているところであ

りまして、これだけ国内でスポーツ施設が、特に

一線級の大会ができる施設がぎゅっとまとまって

いる地域というのはなかなか日本ではないと。こ

の強みをもう一段生かして、内外から、あるいは

海外からたくさんの皆さんを誘客できないかとい

うことで今内部でも協議をしているところであり

まして、十分私は可能性があるというふうに思っ

ています。まずはしっかりと体制を整えて、今シ

ーズンしっかり運営していくこと、それと改めて

そうした先を見据えた可能性をしっかりと求めて

いくことも重要だなというふうに思っています。

山崎議員のところで阿部雅司さんの話が出まし

たが、これから世界の中で恐らくまた北海道ある

いは札幌が冬のスポーツで脚光を浴びてくる、あ

るいは牽引をしていくというふうになっていくと

思います。その中で、アジアの皆さんにも冬のス

ポーツが本当に裾野が広がっている事案もありま

して、名寄にとっても大きなこれはチャンスだと

いうふうに捉えていまして、しっかりと体制を整

えて、将来をポテンシャルを今生かして高めてい

くことをやっていきたいというふうに考えており

ますので、ぜひ市民の皆様にも御理解、御協力を

いただければと思っています。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 実は、旭川に住んで

いらっしゃる方からこんな声をいただいてうれし

かったのですが、ことしの夏、ピヤシリ温泉に来

られて、とっても自然環境が豊かだったと。その

前には１度スキーにも来られたことがあったとい

うふうに言っていただいて、雪質もいいし、環境

もとてもいいということで、ホームページから宿

泊予約ができるようになってほしいなと、こんな

声を先月いただきました。非常にうれしかったで

す。市内でも唯一の公衆浴場もなくなっています

ので、サンピラー温泉など市民の皆さんの満足度

を高めて、また他市町の方々からも喜ばれるよう

なこんな経営を本当に期待したいと思いますので、

ぜひ全力で取り組んでいただくことを心からお願

いをするものであります。

もう一点伺います。今、冬季スポーツの拠点と

なるピヤシリスキー場、サンピラー温泉維持継続

のために市の財政の投入が提案されているところ

でありますが、ちょっと触れましたが、年配の市

民の方々から生薬公社の問題が思い出されると。

生薬公社のときと同じような状況だと。すごく不

安だと、こんな声が何人もの方から寄せられてい
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るところであります。改めて新名寄市史読み返さ

せていただいて、生薬公社の問題について学ばせ

てもらったところでありますが、昭和４５年１２

月１０日発足しているのです。それで、４年後の

昭和４９年の定例議会では経営悪化が伝えられて、

公社の再建対策が議論されています。そして、１

２年たった昭和５７年、赤字総額が５億 ５７４

万 ３３０円になった、こんなふうに記載されて

いて、平成７年に清算事務を開始したと、こんな

ふうに記載されていました。やはりこういったこ

とがあるだけに、市民の皆さん方、今市の財源を

ここに投入することにすごく大きな不安を抱えて

いるのですが、このことに対して市の考えをお聞

かせをいただければと思いますが。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 生薬公社の問題

ということで、私も生薬公社の問題については市

史を見て勉強させていただきました。生薬公社の

問題に関しては、経営の悪化が表面化してから１

０年を超えるという長い期間、市議会でも議論を

なされたようであります。一方で今回の名寄振興

公社の問題に関しましては、指導監督検証委員会

の外部委員を務めます専門家の目を通しまして、

先ほども話にありましたうみを出し切って、組織

体制、それから経営体制を刷新しまして、財務状

況を改善して再スタートを切るというものでござ

いますので、何とぞ御理解いただきたいと思って

おります。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 確かに長期にわたっ

て巨額の市の財源が投入されていたわけです。今

回の公社の問題でいえば、早い段階での外部から

の専門家の投入等をしながら調査に入られている

ところでありますけれども、やはりそのところが

なかなか市民の皆さんに伝わり切れていないのか

なというふうに思います。その分が不安がますま

す大きくなっていることだというふうに思ってい

ます。ですから、そういったことも一つ一つ、こ

れだけの問題ですから、やはり一つ一つ丁寧にお

伝えしていくことが必要なのだというふうに思う

のです。何回も何回も言っているではないかと、

議会の中でもあそこで報告し、ここで報告してい

るではないかということがあるかもしれませんが、

そうではないのだと。市民の皆さん聞き逃してし

まった、地元紙を読まれていない方もいたりする

中で、やはり情報が十分に伝わっていないという

部分もあります。突然どうなっているのと言われ

ることがあります。ですから、やはり丁寧な説明

が必要だというふうに思うのですが、その点につ

いてのお考えをお聞かせいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議員がおっしゃるとおり

であります。数字的な部分なので、非常に専門的

な問題もありますし、また今裁判の案件も抱えて

いるので、全てを明らかにするというのはなかな

か難しいかもしれませんけれども、委員会の中で

もある程度ここは底だなというのを言わせていた

だいていますし、そこをある程度埋めていくこと

でスタートラインに立って、これから前向きな運

営がなされていくというふうに我々も確信してお

りますので、今回のまちづくり懇談会の中でもそ

れぞれの会場で丁寧に説明をさせていただいたつ

もりでありますけれども、それぞれの場面でまた

機を捉えていろんな説明をしていきたいと。今回

の議会で終わりの案件ではなくなりそうでありま

すので、また改めて来年のうちにいろんな動きが

また出てくるかもしれません。その中でもしっか

りと丁寧に市民の皆様、もちろん議会にも説明を

し、皆さんの納得感をもって前に進んでいきたい

というふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 丁寧な説明と、やは

りいろんな不安が入りまじっていて、それでどこ

に本当のといいますか、原因が、問題がどこにあ

るのかと。いろんなところに尾ひれはひれがつい

てくるというような、言葉悪いのですけれども、
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そんなようなことがありますから、そういうこと

がこちら側が期待していないようなことに広がら

ないような、やはりそのことも必要かなというふ

うに思いますので、ぜひともよろしくお願いした

いと思いますし、また生薬公社のときのように長

く期間が尾を引くようなことのないようにぜひ早

急な対応、対策をお願いしたいと強く求めたいと

思います。

では、２つ目の福祉の充実したまちづくりにか

かわってお伺いをしたいと思います。今回高齢者

の問題、それから障がいを持った方々の問題、子

育ての問題等に含めて、やはり私は、３番目にも

かかわるのですけれども、福祉を充実したまちづ

くりが必要だろうというふうに思っています。子

供や障がいを持った方、高齢者、皆さんが福祉の

必要性を求めていて、それが広がっているという

状況にあります。それで、１つずつお伺いをした

いというふうに思っています。

今回の社協の介護保険の問題でありますけれど

も、人材が足りないのではないかと、ケアマネー

ジャーの人数が足りなかったのではないか、そん

な声もあるところでありますが、この点について

全体でケアマネージャーの確保について名寄市の

現状どうなっているのかお知らせをいただきたい

と思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 名寄市内のケア

マネージャーの状況ということでの御質問であり

ます。

ケアマネージャーにつきましては、平成３０年

１１月末で１６名でした。本年１１月末では、今

２０名ということで増加しております。一方で要

介護認定者については、若干ですけれども、増加

傾向にあるという状況で、数字的にはケアマネー

ジャーは充足されている状況にあるかというふう

に思っております。

ただ、これまでもお話ししていますけれども、

それぞれ各法人等の中に開設している居宅支援事

業所も多くありますので、ほかの業務との兼務が

あったり、そういったこともありますので、一概

に数字的で充足しているかという状況は言えない

わけですけれども、そういった状況につきまして

も市としても状況調査を行いながら、必要に応じ

てはケアマネージャーの換算率という、これは兼

務した場合の１人当たりの換算率ですけれども、

これについて変更があれば、随時市のほうに提出

をいただきながら変更していく、そういったこと

も各事業所に指導、助言をしながら対応してきて

いる状況にあります。

それと、ケアマネージャーの状況、介護新聞に

も先日出ていたのですけれども、今年度の試験が

終了した結果ということで、道内の合格率１ ７

％という状況です。去年は １％ということで、

さらにこの受験するに当たっては相談業務の経験

が５年以上必要ということで、すぐ養成してケア

マネージャーの業務につけるという状況ではない

ということでありまして、資格要件を持っても合

格率ことしで１ ７％という状況でありますから、

そういった面では各法人、各居宅支援事業所に継

続的にお願いをしながら、後継者の育成も含めて

進めていくことが将来的に安定した介護サービス

の提供につながっていくかというふうに思ってい

ますので、そういった面では現在の介護サービス

事業者連絡協議会、これは人員確保をメーンとし

た会議でありますけれども、そういったものも含

めて民間事業者と連携しながら、人材確保も含め

て安定した供給に努めてまいりたいというふうに

考えているところであります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ケアマネージャーに

ついては、今のところは足りているというふうに

理解をさせていただきます。

それで、行政結果報告書の中で、介護人材確保

緊急対策事業、これがあって、Ａ評価ということ

で継続すべき事業となっているところであります
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けれども、ヘルパーさん、介護人材、人材確保に

ついてどのような状況になっているのか。また、

この緊急対策事業、継続すべき事業となっていま

すけれども、今後の対応についてお考えをお聞か

せいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 介護人材対策と

いうことで、平成２８年度から事業を開始して、

３年間ということで進めてきましたけれども、ま

だまだ事業の必要性があるということで、本年度

からは内容を一部拡充しながら、介護人材就労定

着支援事業ということで３年間の事業を実施して

きております。実績といたしましては、介護職員

の研修受講者への助成では、介護福祉士実務者研

修受講費用の助成、これは新たに創設したのです

が、本年の申請者は１１月末で６件あります。就

職支度金の助成では、本年度１１月末現在で１３

名の申請ということで、新たに介護職についてく

れたという、そういった支援をしているところで

あります。

こういった支援をしておりますけれども、なか

なかやっぱりどこの事業所もまだ介護人材が充足

している状況にはない。定年を過ぎても体動く限

り働いてもらう、そういった中で確保をしている

という状況が見受けられておりますので、こうい

った介護人材確保の事業につきましては継続して

いきたいと思いますし、さらに人材確保と定着も

含めて、各事業所から新たな要望とかあれば検証

しながら、さらに拡充も含めて今後も対応を進め

てまいりたいというふうに考えているところであ

ります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 資格を取るための支

援はされているわけですが、なかなか働き始めて

処遇改善が進まないといったところが働く皆さん

方にとっては大変で、本当にきつい仕事ですけれ

ども、処遇を考えるとなかなかそこに定着できな

いといったことが大きいのかなというふうに思っ

ています。処遇改善のところでいえば、国への要

望もしていかなければならないかというふうに思

っているのですが、私たちも党としても行ってい

るところであります。市として処遇改善について

のお考えがあればお聞かせをいただければと思い

ますか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 市として直接的

に処遇改善に向けての助成というところでは今考

えておりませんけれども、現在も介護報酬の見直

しの中で処遇改善加算も新たな制度が１０月から

スタートしております。ただ、これにつきまして

は、かなり複雑であったり、一律に全員の方に加

算できるという形でもなくて、本当に内容をかな

り研究して、しっかり従業員に配分していかなけ

れば、ややもすると賃金差別によって働く意欲が

失われると、そういったものも懸念があるという

ふうに私も考えているところであります。そうい

った面では、私事業団のほうも担当していますの

で、いろんな労働組合からの話を聞きながら、こ

の制度を活用しながら処遇改善するために課題を

いろいろ出し合って、１つずつ改善に向けて、こ

れによって働く意欲も高まるような、そういった

制度にしたいというふうに考えています。

一方で民間事業所がどうなっているかというの

はまだ把握できませんので、民間事業所について

もせっかくの処遇改善加算ですから、導入に向け

て市としてもアドバイスできる、助言できること

があれば相談に乗りながら、働く人たちのための

改善につながるものにしていきたいというふうに

は考えているところであります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ぜひ前向きに取り組

んでいただきたいというふうに思います。

今介護従事者の問題取り上げてまいりましたけ

れども、障がいを持った方々への支援のところで、
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私は特に障がい持った方々が高齢になったときに

どうするのかと。ここの支援のところが非常に気

にかかっているところであります。そういったと

きに、先日８８歳のお母さんが７０歳の寝たきり

の娘さんを、無理心中だったのではないかという

ふうに言われていて、こんな事件が発生いたしま

した。本当に心が痛みますし、何とかこの相談し

たりなんかして助けることができなかったのかと

いうふうに思っているところです。待っているだ

けでは、相談を待っているだけではここに手が届

かない。やはり訪問しながら実態を把握をしてい

くことが必要なのだというふうに思っているとこ

ろです。こういったときこそケアマネージャーの

出番かなというふうに思うのです。高齢者虐待防

止法ができて、虐待の発見をして通報した人で一

番多いのがやっぱりケアマネージャーさんなのだ

そうです。毎月お邪魔していますから。毎月お邪

魔して、そして様子を見て、何か変化がないか、

また介護されている方ばかりではなくて、介護を

している家族の方々の様子を見ながらもチェック

をしていくといったようなやっぱり専門性がここ

に生きるのだなというふうに思っています。そう

いったところでは、相談窓口のワンストップ対応

というのですか、ここに行き着くのかなというふ

うに思っているのですが、この点についてお考え

お聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 子供から高齢者

まで、障がいも含めてさまざまな課題を一つの相

談窓口で対応できるというシステムだというふう

に思っていますけれども、庁舎的にハード的な面

でいけば、例えば保健センターであったり含めて、

いろんなセンターがこの庁舎に入って対応できる

という状況にはないのは事実であります。そうい

った面では、先ほども申し上げたのは子供につい

ては今回事業開始します子育て世代包括支援セン

ターであったり、子ども家庭総合支援拠点事業で

あったり、そして障がい者については今審議をい

ただいております基幹相談支援センターであった

り、高齢者については地域包括支援センターとい

うことで、それぞれのセンターごとにいろんな事

業所を含めた関係機関との連携した情報共有なり、

対応というのはかなり進んで、できてきておりま

すし、これからもより一層の連携を密にとるよう

な体制づくりというのは求められてきているとい

うふうに思っております。

その中で、さっき言った例えば子供、障がい者、

高齢のそのセンターが今度は融合的にいかに結び

つけてやっていくというところでは、先ほど申し

上げましたけれども、包括的なケアシステムとい

うちょっと言い方をしますけれども、総合的な対

応をどういうふうにしていくか、連携をしながら

情報共有をどうするかというところを今後さらに

充実していかなければならないというふうに思っ

ております。相談窓口につきましては、ある面保

健センターがあったり、子育て支援センターがあ

ったり、役所があったり、そういった広域的にあ

るというのもいい面があるかというふうに思いま

す。身近なところにそういった窓口があって相談

できる。保健センターだからといって高齢者、障

がい者の相談ができないということではなくて、

それは市の受ける側として入り口の相談はきちん

と受けて、その相談を専門職のところにつなぐと

いう、そこをしっかりやっていけば、公共施設の

いろんなところでの相談窓口が開設できるという

ふうに思っていますので、１カ所に来てください

というよりもある面ではそういった身近なところ

に行って相談して、そして情報を得て、私たちが

足を運んで自宅に訪問しながら、いろんな話を聞

きながら対応していく、そういったシステムをこ

れからより充実させてつくり上げていきたいなと

いうふうに今考えているところであります。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今部長がおっしゃっ

たようにどこかの役所の関係、保健センターなり、
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どこでも行って、こういうことで御相談したいと

いったときに、そこからつなげてもらえると、そ

ういったシステムを本当に早くつくっていただく

ことを期待したいところでありますけれども、た

だ多くの市民の皆さんにとっては、私の場合どこ

に行って相談したらいいのというのがもう開口一

番です。私は、足が不自由になったのだけれども、

どこに行って相談すればいいの、そういったこと

になっていますので、ここのところの市民周知が

本当に必要になってくるかなというふうに思って

います。

私いつも思うのですが、こんにちは赤ちゃん事

業のように全てのところに訪問しています。その

ときにいろいろお話をして、その状況もつかみ、

お母さん方にとっては情報をそこにお届けして、

それを生かして次につなげていくと。先ほどもち

ょっと言いましたけれども、待っているだけでは

なくて、訪問することが必要なのだなというふう

に思っています。ですから、今回なかなか毎月訪

問しなければならなかったところが行けなかった

というところでは、本当に残念なことだったなと

いうふうに思っているわけです。

それで、そのことにちょっと触れさせていただ

きたいと思います。実は、名寄のこの社協の介護

事業所の問題が道議会でも、１１月７日の道議会

少子・高齢社会対策特別委員会でこの問題が取り

上げられていました。お二人が質問しています。

自民党の村田議員、日本共産党の真下紀子議員が

質問しているところでありますが、予防策と道側

からの答弁なのですけれども、事業者を指導監督

する立場の市町村がサービス提供や介護報酬請求

について不正等を認定していない場合においても、

何らかの情報を得た場合は、得た場合はだそうで

す、速やかに市町村に指導に入るなどして、利用

者に不利益が生じないよう改善について指導する。

そして、最後には今回の事業の発生原因等につい

て十分な調査や分析を行った上で、国とも指導内

容を協議しながら、名寄市に対して再発防止に向

けて適切な指導を行ってまいりますという道側の

答弁でありました。今道からも入っていろいろ調

査をして、原因を突きとめているところだという

ふうに思うのですが、道や国からの指導を待つば

かりではなくて、やっぱり独自の再発防止に向け

た取り組み、これを明らかにすることも必要では

ないかというふうに思っているのですが、時期が

まだ早いと思っていらっしゃるのかどうなのかわ

かりませんが、その点について今のところのお考

えをお聞かせいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今回の件につき

ましては、これまでも議員協議会等々で説明をさ

せていただいておりますけれども、市としては今

議員からありましたようにそういった事案が確認

できた時点では実地指導だったり、監査に入るべ

きところを現況調査ということで対応して、その

後の指導もしながら、ケアマネ業務の改善につい

ては速やかにやるような体制づくりというのはと

ってきて、利用者に対しては提供を滞ったり、そ

ういったことがないような対策というのはとって

きているところであります。そういった面では、

居宅支援事業所についても、先ほど言いましたけ

れども、兼務の状況での換算率の見直しだったり、

職員の配置であったり、そういった部分も含めて

改善も含めながら今日まで及んでいるという状況

で、従前のそういった状況を速やかに改善をしな

がら対応しているという状況であります。これま

でその事案に対して何もしなかったということで

はなくて、速やかな対応はしてきていると。ただ、

これまでも言っていますように市として法的な対

応をしなかったというところでは十分反省をしな

がら、それについては道からも改めて指導が来る

かというふうに思いますけれども、それに対して

はまた市としても襟を正しながら対応していきた

いというふうに考えていますけれども、これまで

も報告していますとおり、介護サービスについて

は速やかな改善も含めて速やかな対応をしてきて
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いるということだけは御理解をいただければとい

うふうに思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） あと、子育て支援の

ところなのですが、時間の都合もあります。今子

供の貧困の問題が言われていて、７人に１人が貧

困状態、こんな状況があります。この貧困の状態

を続けることが虐待へつながっていくのではない

かということで多くの研究者から指摘をされてい

るところでありますので、経済的支援が必要であ

るといったところは、また次の議会のときに取り

上げさせていただきたいということで飛ばさせて

いただきたいと思います。

最後の地域経済の維持、活性化にかかわってで

ありますが、基本計画等もしながら、関係機関と

綿密に連携をとっていくというようなお話が必ず

や御答弁で出てくるところでありますが、なかな

か具体的に伝わってこないといったところがある

かなというふうに思います。それが今回の王子マ

テリア工場集約化問題のところにつながったので

はないかと、そんな危惧さえしているところであ

ります。やはり人口減少も含めて非常に重い課題、

これはもうずっと皆さん方質問されている中でこ

のように言われているところであります。地域経

済への影響ははかり知れないだろうというふうに

思っています。

私は、少子高齢化が言われて久しい中でありま

すが、企業誘致もだんだん厳しくなってきている

だろうというふうに思っています。ですから、今

こそケアの未来を開く名寄市立大学を持つ名寄市

として、福祉の充実を目指したまちづくりが必要

ではないかというふうに考えているのですが、市

長、どうでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 王子マテリアの問題に端

を発して、さまざまな御意見をこの間も頂戴をし

ています。まずは今署名運動して、この影響の大

きさをしっかりと伝えて、何回も言いますけれど

も、影響を最小限に食いとめるということをまず

やっていかなければならないというふうに思いま

す。一方でこの業態そのものが内陸立地というと

ころに合わなくなってきていたということも、そ

れは当然なのかもしれません。その中で、名寄市

の持っているいろんな資源や環境や立ちどころと

いうのを大局的に俯瞰して見て、あるいは今の社

会の流れとかも客観的に分析をしながら、名寄市

がこれから果たしていく役割というものをしっか

りと認識をした上で、どういった新しいものを生

み出していくのか、あるいは新しい産業立地をし

ていくということも含めて考えていかなければな

らない。その中で、もちろん福祉という切り口も

あるでしょう。あるいは、農業という切り口もあ

るでしょう。さまざまな御提言もいただいており

ますので、今のところそれぞれを全て否定するも

のではなくて、いろんな可能性をこの機会に膨ら

ましていって、それぞれできることをしっかりと

やっていきたいというふうに考えております。今

具体的にこうだということはなかなか言えないと

いうのはぜひ御承知をいただきながら、しかしあ

らゆる可能性を追求して、前向きに物事を進めて

いきたいというふうに思っていますので、よろし

くお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今取り組みや、また

調査が進められている最中でありますから、そう

いうふうに具体的にきっぱりとというのは十分理

解をしているところでありますけれども、早目に

市民の皆さんに姿勢をしっかりと示していただき

たいなというふうに思っております。

それでは、最後の名寄市史の編さんについて再

度お尋ねをしたいと思います。先ほど部長からも

早い時期に計画、予算等検討していきたいという

ふうにおっしゃっていました。私の前に山崎議員

も言っていましたけれども、地域として歴史を育

むと。そして、史実として子供たちが学ぶチャン
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スとして、そういう資料としてつくっていくこと

が本当に必要だなというふうに思っています。何

回も言いますけれども、こういった大きな事案が

発生したときだからこそ、歴史に学ぶことが本当

に重要ではないかなというふうに思っているので

すが、早い時期にということでした。きょう、あ

すということにはならないでしょうが、どの辺の

時期なのかお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 昨年の第４定、総合

計画のときでしたか、川村議員のほうから御質問

いただいて、そのときには副市長のほうからそう

遠からず作業はするということで回答あったとい

うふうに思いまして、今回私どもは早い時期にと

いうことでお話をさせていただきましたので、新

年度予算に向けて機構なり、予算なりは内部で協

議させていただきたいと思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 早い時期に期待をし

たいと思います。

市史の編さんに取りかかるということは、これ

からの名寄市にとっても大きな財産になるだけで

なくて、道しるべになることと私は確信をしてい

ます。いろんな意味で歴史に学んでいく、こうい

った事案が発生したから、そこだけ学ぶのではな

くて、いろんなところでやはり振り返りながら、

この合併の十数年を振り返りながら、その合併の

ときにどうであったのか、名寄市と風連町がどう

いった議論をして合併してきたのか、この歴史を

みんなで振り返るそのときだなというふうに思っ

ています。そのときをよく詳しくわかっている皆

さん方が健在でいらっしゃるそのときに早目に取

り組んで、形にしていくことが必要ではないかと

いうふうに思います。前回のときには七、八年か

かったというふうなお話でありましたけれども、

専門家にお聞きしますと５年はかからないのでは

ないかというお話もありましたので、ぜひ早急に

取り組んでいただくことを重ねてお願いして、私

の質問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（東 千春議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時５９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 富 岡 達 彦

署名議員 三 浦 勝 秀



－187－

令 和 元 年 第 ４ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和元年１２月２０日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第２５号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第７号）（名寄振興公

社のあり方に関する特別委員長報告）

日程第３ 議案第２３号 名寄市都市計画マスタ

ープランを定めることについて

議案第２４号 名寄市立地適正化計画

を定めることについて

日程第４ 議案第２６号 特別職の職員の給与の

特例に関する条例の制定について

日程第５ 意見書案第１号 被災者生活再建支援

法の改正を求める意見書

意見書案第２号 地域医療を守り公立

病院等の維持・存続を求める意見書

日程第６ 決議案第１号 王子マテリア株式会社

名寄工場生産品集約の再考を求める決

議

日程第７ 報告第３号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第９ 委員の派遣報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第２５号 令和元年度名寄市一般

会計補正予算（第７号）（名寄振興公

社のあり方に関する特別委員長報告）

日程第３ 議案第２３号 名寄市都市計画マスタ

ープランを定めることについて

議案第２４号 名寄市立地適正化計画

を定めることについて

日程第４ 議案第２６号 特別職の職員の給与の

特例に関する条例の制定について

日程第５ 意見書案第１号 被災者生活再建支援

法の改正を求める意見書

意見書案第２号 地域医療を守り公立

病院等の維持・存続を求める意見書

日程第６ 決議案第１号 王子マテリア株式会社

名寄工場生産品集約の再考を求める決

議

日程第７ 報告第３号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第９ 委員の派遣報告について

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

令和元年１２月２０日（金曜日）第４回１２月定例会・第５号
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１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 渡 辺 敏 史

書 記 開 発 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 中 村 勝 己 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 宮 本 和 代 君

健康福祉部長 小 川 勇 人 君

経 済 部 長 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 君

教 育 部 長 河 合 信 二 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
渡 辺 博 史 君

事 務 局 長

こども・高齢者
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 鈴 木 康 寛 君

会 計 室 長 末 吉 ひ と み 君

監 査 委 員 鹿 野 裕 二 君

令和元年１２月２０日（金曜日）第４回１２月定例会・第５号
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〇議長（東 千春議員） 本日の会議に１７番、

黒井徹議員からおくれる旨の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（東 千春議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 倉 澤 宏 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 日程第２ 議案第２５

号 令和元年度名寄市一般会計補正予算（第７

号）を議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

名寄振興公社のあり方に関する特別委員会、東

川孝義委員長。

〇名寄振興公社のあり方に関する特別委員長（東

川孝義議員） おはようございます。議長より指

名をいただきましたので、令和元年第４回定例会

議案第２５号 令和元年度名寄市一般会計補正予

算（第７号）について、令和元年９月２７日に設

置されました名寄振興公社のあり方に関する特別

委員会に付託されましたので、審査経過並びに結

果について御報告申し上げます。

委員会は、令和元年１１月２８日、１２月６日、

１２月９日、１２月１２日、１２月１６日の５回

にわたり担当職員の出席を求め、令和元年度名寄

市一般会計補正予算（第７号）の内容について慎

重に審査を行いました。

１１月２８日の委員会では、付託されました議

案第２５号の審査として、株式会社名寄振興公社

経営改善計画、それに基づく収支計画についての

説明を受けました。冒頭の説明で第３回定例会に

提出した経営改善計画は、専門家による検証を受

けておらず、緻密さに欠けていた部分がありまし

たが、経営改善計画作成に当たり株式会社名寄振

興公社経営状況等指導・監督・検証委員会の外部

委員による専門的見地からの検証結果を踏まえ、

第三セクターを指導、監督する立場である市とし

て新たな計画であるとの説明を受けました。

具体的には経営改善方策の１点目として、組織

体制、経営体制の刷新で代表取締役社長の交代、

指導・監督・検証委員会の設置、市職員の公社へ

の派遣、公社における人材確保について、２点目

としてコンプライアンス、ガバナンス面の検証、

３点目として経営面、会計面の検証により損益収

支計画では過年度財務数値にストレス９０％を掛

けたバッドシナリオ、過年度財務数値ベース１０

０％をグッドシナリオとして、バッドシナリオを

覚悟しながらもグッドシナリオを目指すとの説明

を受けました。

また、支援策の検討では、第三セクターへの公

的支援の考え方として、公社が管理運営する施設

は市民の憩いの場としての公益性が高い市内唯一

の公共温泉を初め、スキー場や健康の森など市民

の皆様の憩いや健康増進に不可欠な施設であるこ

と、本市の重点プロジェクトである冬季スポーツ

拠点化の核となる施設であること、宿泊施設とし

ては市街地から離れた不利地等を総合的に勘案す

ると公的支援を行うこともやむを得ないとの考え

方が示されました。

資金ショートの回避と財務状況の改善では、年

内の資金不足などへの支援案として、累積赤字に

よる未払い等を解消するために要する資金に加え、

今年度末の不足による資金ショートを回避するた

めの補助金 ０００万円、財務状況の改善案では

貸借対照表の資産性に基づく適正な処理により回

収困難な質の悪い資産など、債権、棚卸資産、ソ

フトウエア、繰り延べ資産を整理することにより

今年度末の決算時に見込まれる債務超過を解消す

るため、引き続き手法は検討するとのことであり
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ました。

指定管理料の適正化では、損益収支計画表のバ

ッドシナリオでは今後年間 ０００万円程度、グ

ッドシナリオにおいては ０００万円程度の赤字

が見込まれているが、公社が管理する施設は公共

性、公益性が高いことから、適正な指定管理料に

ついて検討しているとのことでありました。

経営改善に向けた原因の究明と責任の追及では、

公社の経営を安定化するために必要な支援を行う

に当たり、今回の事態を招いた原因の究明と責任

の追及は必須であり、今後警察による捜査及び裁

判の行方を見据え、弁護士とも相談しながら適時

に責任を追求していくと述べられました。

セグメント分析に基づく施設管理について、今

後セグメント分析を進めていく中で全ての施設を

公社が担うことがふさわしいかについて多角的か

つ総合的に検討していき、情報共有と信頼回復で

は刷新した体制のもと今回の事態のうみを出し切

るとともに、公社、市、議会、市民との間で情報

共有を図り、信頼回復に努めていくとの説明を受

けた後に質疑に入りました。

委員からは、セグメントごとに分けて考えるな

ら、宿泊部門と温浴施設の収支は切り離すべきで

はないか、補正予算に関する審査が難しくなると

の質問に対し、公認会計士からは施設ごとの売り

上げに対する経費を出すべきと指摘をされている。

本部経費を見ておらず、今後そこをしっかり精査

した上で改善策を見出していきたい。今回 ００

０万円の補正予算が出ているが、その根拠と損益

計算書のどこに該当するのかの質問に対し、今期

を乗り切る運営資金として入れるもので、債務超

過の部分は引き続き検討する。資金計画と財務状

況改善の２通りである。スキー場、ジャンプ台に

かかわる人材確保で、勤務体制、給与体系の整理、

見直しはどのようになったのかの質問に対し、人

員として全て確保できたわけではない。ほかの施

設との関係で日額報酬、冬場の作業に当たる部分

を見直した。男性浴場天井の修理やリフトの稼働

などもっと悪い状況を加味する必要はないのか、

また地方公共団体の公的支援のあり方についてど

の程度と考えているのかの質問に対し、財務会計

の新しいスタート段階で運転資金や特別損失処理

など経営にかかわる悪いところを洗い出し、公共

性、公益性の高い当該施設を安定させ、運営して

いくための公的支援である。回収困難なホームペ

ージの未納品、東京なよろ会売掛金費用などは諦

めるのかとの質問に対して、回収を諦めたわけで

はない。翌期以降の特別収益、過年度損益修正益

で利益経費となる。今回については１００％落と

したほうがよいとの助言をいただいた。今回提出

された損益収支計画表は、９月に出されたものと

全く違うものと認識をしてよいのか、受託部門原

価も間違っているのか、また計画表で次の指定管

理期間で５％増額となっているが、現状の指定管

理料は不適正だったのかの質問に対して、今回の

損益収支計画表は公認会計士から指摘された事項

を加えた。部門別の指定管理料が間違っているわ

けではなく、本部という考え方が本来あるべきで、

そこに係る人件費、消耗品費、役員給与、広告宣

伝費などを見るべきとの考え方である。事業の効

率化、経費の節減を目指していく中で適正な指定

管理料が見えないが、振り分けられているのかの

質問に対して、通常の指定管理を受ける業者は本

来の本業があって指定管理も請け負っている。全

ての施設を公社が担うことがふさわしいかについ

て総合的に検討することにしており、まずは再建、

健全経営を目指し、その先は広い意味での検討が

必要である。 ０００万円の必要性は理解したが、

毎年出てしまう赤字をどのように考えていくのか

の質問に対して、使用料、利用料だけでは成り立

たない構造であり、公共性、公平性の視点から納

得いただける持ち出しなのか、独立採算と思って

いたところがそうではなかったなど、新しいスタ

ートで信頼回復に努めたい。人材派遣で令和３年

からの経費計上はないが、人材育成をどのように

考えているのかの質問に対して、人材派遣は一定
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程度の効果が出ている。令和２年度以降振興公社

の社員として採用することを考えている。今後の

運営で大きな赤字を含めた損失が発生した場合、

存続させる前提条件、リスクの線引きを市と公社

の間でどのように考えていくのかとの質問に対し

て、行政の限界もあるが、一方では公社の自助努

力も必要である。各施設のセグメント別の収支も

見えない状態であり、現段階では明確な回答は難

しいとの答弁に対して、市民の方を含め心配して

いるのは、営業活動も含めて不測の事態があるか

もしれないが、リスク回避、行政としての限界に

ついての数字の精査を含め、しっかりと定めてい

ただきたいとの発言があった。年内の資金不足

０００万円と今年度決算時に見込まれる債務超過

の差異についての質問に対し、補助金 ０００万

円を入れても９０％のバッドシナリオでは約 ９

００万円の債務超過となり、収益が確定していな

い中で計上しておける金額として ０００万円を

計上した。債務超過解消については、さらなる検

討が必要であるとの説明を受けました。

以上で質疑を打ち切り、振興公社の部門別の売

り上げを前年対比で資料を求め、次回の委員会運

営に向けて今後さらに議論を深めていくために、

株式会社名寄振興公社経営状況等指導・監督・検

証委員会の外部委員である弁護士、公認会計士、

企画営業部長として業務を担当している方、前支

配人に委員会に参考人として来ていただき、意見

を求める内容について確認し、終了しました。

１２月６日の委員会では、３名の参考人から意

見聴取と１名の文書回答での報告を行いました。

弁護士には４点の意見を求め、①、現在の主な業

務と検証の視点については、主に法務、コンプラ

イアンス、法令遵守の観点で話をしている。経理

面では公認会計士が担当しており、会社の再建関

係についてのアドバイスはしている。②、株式会

社名寄振興公社に対する検証内容とその結果につ

いては、日常の現金管理を含めた会計管理の問題

点がある。セグメント別に現金管理ができていな

く、財務規定も守られていなかった。③、検証内

容を踏まえた株式会社名寄振興公社再生に必要な

改善策については、振興公社のモラル面に疑問が

あること、会計管理のノウハウが全くないことを

考えると市職員の派遣は非常に効果的である。ま

た、今まで支配人への権限が広過ぎた。社長の常

勤体制をつくるか、それに準じた体制として市か

らの派遣職員がしっかり管理していけば問題はな

い。④、市の改善計画及び支援策に対する評価に

ついては、現在の支援策は再建策の前段階であり、

本格的な再建策は少なくともセグメント別の売り

上げと経費が把握でき、どこに問題点があるか把

握してからになる。経営状況等指導・監督・検証

委員会でしっかりと再建策についてアドバイスを

していくと説明されました。

次に、公認会計士にも４点の意見を求め、①、

現在の業務内容と検証の視点については、自治体

だけでなく一般事業会社の会計監査も含めてやっ

ているので、会計、財務、経営の観点から問題点

はどこにあるのか、課題解決策はどうすべきか、

将来に向けての意見を申し上げるのが業務と認識

をしている。②、株式会社名寄振興公社に対する

検証内容とその結果について、③、検証内容を踏

まえた株式会社名寄振興公社再生に必要な改善策

については、セグメント別の利益管理ができてい

ないので、１１月からセグメント別の利益管理が

できるよう指導している。現金管理、現物資産の

管理については、経営を脅かすほどにずさんであ

った。売り上げ管理もずさんで、売り上げと経費

が混同してしまう処理を行っており、直ちに改め

る課題である。経営面の課題として、取締役会で

執行者の責任を管理監督しなければならないとい

う責任があるが、有効に機能していなかった。外

部の取締役を入れて、ガバナンス、コンプライア

ンスを専門的に管理監督する必要がある。最大の

課題は、会計面でわかっている範囲では令和元年

度の決算期では１億円ぐらいの債務超過になると

予想している。その対応については、どのタイミ
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ングでどのような手法で行うのかさらに検証が必

要である。ただし、債権、棚卸資産、ソフトウエ

ア、繰り延べ資産、簿外債務、これらは適正に処

理する必要があると考える。④、市の経営改善計

画及び支援策に関する評価については、今回の改

善計画のバッドシナリオでは現状の９０％と、さ

らに３年たつと５％落ち込むとの見方で、将来の

ことについては現状は誰にもわからないが、現状

ある材料でできるだけ合理的に見積もっており、

一番現実的な計画と認識している。

次に、株式会社名寄振興公社企画営業部長には

５点の意見を求め、①、これまでの業務経歴につ

いては、株式会社マックアースで長野県黒姫ライ

ジングサンホテル再生事業に取り組んだ。現在は、

株式会社中西商店にて経営コンサル、教育旅行事

業に従事している。中西商店とマックアースの関

係だが、我々は旅行事業も行っており、体験プロ

グラムを営業、企画、運営をしている。ただ、ホ

テルやスキー場は持っていないので、マックアー

スが経営している施設に優先的に案内して、我々

がそこで体験等を提供させていただくという関係

を続けている。②、株式会社名寄振興公社のスキ

ー場及びホテル運営に対する評価については、ス

キー場はスノーボード、アルペンスキーを中心に

営業展開をされているが、特性を考えるとターゲ

ットとしては妥当である。ただし、ホームページ

を含めたインターネットでの宣伝力が弱いのと人

件費が高い比率となっている。ホテルは、各種合

宿、地元中心の宴会、ビジネスホテルという役割

で営業されているが、スキー場と同様にインター

ネットで宿泊サイトの業者と連携してチャンネル

を広げていくことが必要である。③、スキー場及

びホテルが有するポテンシャルについては、日本

一の雪質を生かして今まで同様アルペンスキーチ

ーム、スノーボードチームへの働きかけ、大会誘

致、イベントの開催は可能だと考える。北海道の

特性を生かした広い施設、立派な総合病院が近く、

まちから少し入れば自然、北海道らしさがある。

また、名寄市立大学、天文台などを活用して専門

的なプログラムを開発することで、学校、団体、

海外からのお客様を誘致することは不可能ではな

いと感じている。④、今後のスキー場及びホテル

運営に必要な改善策については、経費の削減、そ

れに伴う業務内容の見直しが必要と考える。宿泊

者や温泉利用者に向けてのプログラムを作成でき

る資源が数多くあり、公社自身の従業員のモチベ

ーションを上げて、みんなで進むべき目標を設定

して、しっかり議論をして出発するということを

考えている。⑤、市の経営改善計画及び支援策に

対する評価では、着任して半月なので、一概には

言えないが、私が関係してきた自治体と比べると

手厚いと思う。市から職員が来ているが、私も含

め現場の人にとって心強い存在になっていると思

うと述べられました。

続いて、前支配人からの文書での回答について

は、私が代読いたしました。①、指定管理を第三

者に債権譲渡したという取引を行った動機につい

ては、平成２５年度に経営安定補助金を入れてい

ただいたにもかかわらず、平成２７年度に約９０

０万円の赤字を出してしまい、もう赤字決算は絶

対に許されないと思っていた。その当時の説明資

料、市への説明でも嫌な思いをし、赤字決算を避

けたいと強く思っていた。資金調達のファクタリ

ングの方法も自分で見つけ、わらにもすがる思い

で無断で契約を行った。いかなる理由があろうと

も無断で債権譲渡を行った行為は許されることで

はなく、多くの皆様に多大なる御迷惑をかけて申

しわけない気持ちである。②、使途不明金につい

ては、修正した決算書及び帳簿を見ていないので、

明確には答えられないが、入金されているはずの

東京なよろ会のスキーツアーの売上金が入金され

ていないとか、経費振りかえなどの処理方法など

疑問に思う部分もある。私的流用はないと思って

いる。体調の面もあり、なるべく早く解決できる

よう原因究明に協力したい。③、東京なよろ会の

入金処理については、報道されているような何百
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万円も不明になっていることはあり得ず、本社会

計に入金済みである。入金後の処理については、

参加者から入金後、航空券、宿泊代、ツアー員の

添乗経費、事務経費に支出している。内容を改め

て精査するとともに、決算を確定させていきたい。

④、株式会社名寄振興公社内における経理業務の

実態については、日々の売り上げ計上及び業者か

らの請求の処理、従業員及び社員の給料の支払い

業務及び年度計画書の作成を行っていた。特にス

キー場業務では社員２名を配置しているのにもか

かわらず、初期対応のまずさ、失念等が頻繁に発

生するなど、問題が発生すると私のところに報告

が来るようになり、指示を出さなければならない

状況でした。自分の業務量が膨大にふえていく状

態の中で、社長に社員の増員か、市役所からの職

員派遣を何度か依頼したが、実現しなかった。

参考人招致での意見聴取後、名寄振興公社に関

して北海道市町村職員共済組合で発行している指

定宿泊施設利用助成券の不適切な使用についての

報告がなされました。本年１０月上旬に北海道市

町村職員共済組合に匿名の連絡があり、指導を受

け、調査を行ったところ、宿泊以外に使用できな

い１泊 ０００円の助成券を飲食や宴会に使うな

どの違反があった。平成３０年４月からことし９

月まで約 ５００件、金額は３００万円、売り上

げを伸ばすために苦肉の策として前社長が利用促

進を働きかけたもので、精査し切れていないが、

平成２８年度からの累計では総額６００万円ほど

になると思われる。返還には公金を使わず、公社

と市役所で返還し、なよろ温泉サンピラー指定宿

泊施設の指定は返上したいとの説明がされました。

委員からは、利用促進に協力した職員は大きな不

信感を持っている。上に立つ者はしっかりとした

対応が必要などの質問が出されました。

次回の委員会は、第４回定例会において当委員

会に付託されている議案第２５号 令和元年度名

寄市一般会計補正予算（第７号）について集中審

議を行うことで確認し、終了いたしました。

１２月９日の委員会では、付託議案について集

中審議を行いました。委員から経営改善計画では

組織体制の改善が大事だと考える。参考人招致で

も明らかになったコミュニケーション不足や従業

員のモチベーションを上げるための対策や公社が

率先して情報発信をするなどどのように取り組ん

でいくのかに対して、今までは会社の方針が明確

に伝わっていなかった。正社員、パートも含め情

報共有の仕組みづくりの体制を整え、市民への情

報発信にも努めたい。公社の組織機構や市職員を

退職して公社に派遣した職員の位置づけに対して、

組織体制については検証委員からの指導を参考に、

総務部門からは市からの派遣職員が総務課長、企

画営業部門は外部派遣の部長がその所管を代表す

る位置づけとなっている。現在は公社の事務分掌

規則で定められているので、必要に応じて検証、

見直しについて検討を行っていく。経営補助金

０００万円の内訳、補助金を入れることで今年度

の資金ショートの回避はできるのか、日進地区へ

のバス利用実績、実施設計の契約解除で中止され

ている施設改修の今後の考え方は、公認会計士の

報償費については予算の裏づけがないまま充てる

ことに問題はないのかに対して、 ０００万円は

運用資金であり、資金ショートが起きないように

運営をしていく。未払い金解消には多大な資金が

必要であり、前年度までの累積赤字が大きく、単

年度で整理するには十分ではない。３月決算前に

債務超過の状況見て手法を検討したい。バス利用

については、１１月までの速報値で昨年とほぼ同

じ実績となっており、１２月以降のスキーシーズ

ンに入ると大幅にふえるので、１５０万円の補正

予算とした。契約解除については、今年度現況調

査で作業を終了しており、無駄になるのではなく、

今後の事業展開には活用できる。報償費の支出は、

交通費、宿泊費を積算した内容で、会計とも確認

をしており、問題はない。市職員２名が退職して

公社に行っているが、 ０００万円の中に賃金分

は含まれているのかに対して、入っていない。ガ
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バナンス、コンプライアンスの面で行政から人材

を入れなければ運営が難しい。賃金は公社から支

払われるが、市で負担したいという考え方である。

年度末の債務超過に対する支援策の見通しや職員

の人件費、取締役の報酬支払い、税理士など経費

がふえてくる。これらの点と今後の市民への細か

な説明と情報公開の考え方に対しては、現状のま

までいくと年度末で１億円ほどの債務超過になる。

今の段階で見通しを持つことは難しい。市民説明

をまちづくり懇談会で行っているが、今後ホーム

ページなどを活用して周知したい。税理士につい

ては、市内業者と契約に向け進めている。取締役

については、責任を持ってもらうためにも報酬を

払うべきとの指摘もあり、織り込んで考えたい。

新たに置く顧問弁護士の役割は、決算書までつく

ってもらえるのかに対して、税理士は月１回程度

の巡回訪問でアドバイスをもらう。売り上げが前

年比９０％に減少しているが、市からの支援が

０００万円で済むのかに対して、振興公社の収入

源は間違いなく冬期間であり、スキー客の増加に

向け営業努力し、コスト削減にも努める。年度内

で悪いものを出し切って、新年度からは新たなス

タートを切れる体制を構築していきたいなどの集

中審議を行い、終了しました。

１２月１２日の委員会では、名寄振興公社月別

売り上げ比較表、平成３０年度比のポイントにつ

いて説明を受け、その後付託議案の継続審議と委

員間協議を行いました。委員から補助金 ０００

万円を投入することで債務超過は抑えられるのか、

また債務超過解消の方法はに対して、債務超過は

バッドシナリオで１億 ０００万円にならないよ

うに経費削減や原価の見直し、効率よく人を回し

ながらできるだけ詰めていく。債務超過を解消す

るには貸し付け、損失補填、出資などさまざまな

手法があるが、スキーシーズンが終了する時点で

の検討になる。市職員の賃金相当額の取り扱いと

施設整備にかかわる実施設計再開の今後の見通し

はに対して、賃金は名寄市からの当て込みにより

解消し、派遣職員の不利益にならないようにする。

施設整備は、改修事業費が大きく、経営の安定が

優先され、現在計画復活のめどは立たないが、次

の指定管理期間となる２０２１年度に向け議論を

活性化させたい。債務超過はやむを得ない点もあ

るが、人災もある。全て税金で賄うことは市民理

解を得られないに対して、債務超過にはさまざま

な要因があった。人災は責任の所在をはっきりさ

せていく。管理運営責任についても３月定例会ま

でに詰める。なし崩し的に市の支援策が出てくる

のではとの不安の声がある。公社存続の前提条件

を市と公社間で決めておくことが大事ではないか

に対して、努力なしに次々と公社にお金が出るこ

とはＮＧである。資金投入の限界は議論していく。

株式会社として保証人を立て全国信用保証協会を

活用して資金調達をする考えはに対して、資金調

達は銀行などもしっかりお話をすると貸してくれ

ることもある。いろんな手法を検討している。施

設改修でこれまでの基本設計や実施設計で示され

た工事金額の総額はどの程度だったのか、また来

年の建設事業発注や振りかえなどの見通しはに対

して、温浴施設のサウナを拡張するパターンでは

２億数千万円、合宿などに対応するシャワールー

ムを各部屋に設備するパターンでは約２億円、両

方実施すれば４億円ほどになる。実施設計を途中

でやめたため次年度は無理で、改めての協議とな

る。報償費にかかわり専門家に来ていただいてい

るが、経費節減に取り組んでいる内容について詳

しく聞きたいに対して、企画営業部長は１１月に

来たばかりで、今収益拡大に向けて現状把握に努

めている。これまでが適正な経費だったのか、人

件費は適正か、満足度を下げずに食材原価を切り

詰められるか、１人２役体制で人件費を削減する

など改善点を見つけながら１つずつ進めている。

その後の委員間協議では、①、 ０００万円と

いう資金を入れて、公共性、公益性を担保するの

か。３月まで見ないと見えてこない。適切な情報

をもらってこれからの判断材料にしたい。市民へ
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の説明も難しく、苦しい判断が求められている。

②、今回の補正は、公共性、公益性をとめないこ

と、なくなっては困る施設である。公社との確認

事項を一定の期間議会としても責任を持って見守

り、かかわっていくこと、それが市民に対する議

会としての責任ではないか。③、今までの公社の

体制は、会社として成り立っていなかった。体制

を改めることで今後上向いていくのではないか。

市内経済も回ることから、補助金を出すべきであ

る。④、利用者が多く、とめると影響が大きい。

セグメント別の売り上げを見て、それからの判断

ではないか。⑤、債務超過も１億 ０００万円が

限度との話もされた。 ０００万円は、現状では

必要な経費と判断する。⑥、公社の努力なしに市

からの資金調達はないとの話も伺った。市として

の補助の限界についても議論していかなければな

らない。専門家もいることから、今後に期待をし

たい。⑦、現段階で公社の明るい見通しは示され

ていない。１億 ０００万円もシーズン終了でな

いと見通せない。施設改修の設計委託料の ２０

０万円もそうだが、補正の ０００万円も無駄に

ならないのか。資金ショートの回避は理解するが、

そこに大きな決断が必要であり、基本的な考えは

離れていないと認識しているなどの意見が出され、

次回の委員会において付託議案の結審に向けて進

めることを確認して終了しました。

１２月１６日の委員会では、結審に向けて最終

確認を行い、採決を行いました。

採決の結果、賛成多数により令和元年第４回定

例会付託議案第２５号 令和元年度名寄市一般会

計補正予算（第７号）は、原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。

以上で特別委員会の報告とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席へお戻りください。

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議がありますので、

起立により採決を行います。

議案第２５号を委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（東 千春議員） 起立多数であります。

よって、議案第２５号は委員長報告のとおり可

決されました。

ただいま議案第２５号が可決されましたが、附

帯決議をつけたいと考えます。

お諮りいたします。附帯決議案、令和元年第４

回定例会議案第２５号 令和元年度名寄市一般会

計補正予算（第７号）について、名寄振興公社の

あり方に関する特別委員会に付託されて以降数回

にわたる審議を行い、結審終了に際し第三セクタ

ーの運営についてリスクを含めた情報共有を求め

るという見地から、１、補助金の趣旨にのっとり

経営改善のみに充当させること。２、収支計画に

基づき最大の経営努力を求めること。３、これま

で投入してきた委託料等の効果を十分得るために

も経営改善を求めるとともに、施設面を含め将来

的な見通しを明確にすること。４、使途不明金等

の内容を早期に明らかにすること。５、今後の公

金投入は極力抑え、市民への説明責任を果たすこ

と。６、第三セクターの位置づけを明確にすると

ともに、ガバナンスの強化と透明性の向上を図る

こと。以上、決議する。附帯決議をつけることに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認め、その

ように決定いたします。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議長のお許しをいただき

まして、発言の機会をいただきまして感謝を申し

上げます。
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今ほど議決をいただきました議案第２５号 令

和元年度名寄市一般会計補正予算（第７号）につ

きましては、名寄振興公社のあり方に関する特別

委員会におきまして、本日の委員長報告まで５回

にわたり慎重審議をいただき、議決をいただきま

したことに改めてお礼を申し上げます。今ほど６

項目にわたる附帯決議をいただきました。いずれ

も重要な視点でございまして、この内容をしっか

りと受けとめて、今後の対応並びに情報共有に努

めてまいりたいと考えております。

今回の件では、議会を初め市民の皆様に多大な

御迷惑と御不安をおかけをしていること、そして

名寄振興公社に指定管理を委託している施設は、

いずれも市民サービスや総合計画の重点プロジェ

クトなど市政推進に不可欠であることを踏まえま

して、名寄市としてはもとより公社の筆頭株主と

してしっかりと対応してまいります。どうぞよろ

しくお願いをいたします。

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時４５分

再開 午前１０時４６分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

日程第３ 議案第２３号 名寄市都市計画マス

タープランを定めることについて、議案第２４号

名寄市立地適正化計画を定めることについて、

以上２件を一括議題といたします。

１１月２６日の議事を継続します。

なお、審査の順序については、各会派代表によ

る総括質疑を行い、その後質疑を行います。

次に、総括質疑の取り扱いについてお諮りいた

します。会議規則第５６条に基づく質疑の回数は

３回までと規定していますが、総括質疑に限り回

数制限を設けないことにしたいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、総括質疑に限り回数制限を設けないこ

とに決定いたしました。

これより、総括質疑を行います。

市政クラブを代表して、山田典幸議員。

〇１６番（山田典幸議員） それでは、市政クラ

ブを代表いたしまして総括質疑を行いますので、

よろしくお願いいたします。初めに総体質疑をさ

せていただきまして、一括して御答弁をいただい

た後、確認事項等を含めて一問一答で再度質疑を

させていただきたいと思います。

質疑に入る前に、今回の名寄市都市計画マスタ

ープランの見直し及び名寄市立地適正化計画の策

定に当たり御尽力いただいた策定委員会並びに都

市計画審議会の皆様に敬意を表したいと思います。

これまでの熱心な御議論に意を払いつつ、以下大

きく７項目について順次お伺いをいたしたいと思

います。

１点目ですが、今後のまちづくりの基本的な考

え方について改めて認識をする意味で、今回名寄

市計画マスタープランの一部として位置づけられ

る名寄市立地適正化計画が策定されるに至った経

過と本計画の目的及び意義について具体的にお答

えを願います。

２点目ですが、計画策定に当たって市民アンケ

ートや大学生とのパネルディスカッション、市民

シンポジウムを初めまちづくり懇談会、市民説明

会など、さまざまな機会を通して市民意見を集約

してきたと思いますが、それらの意見をどのよう

に計画へ反映させたのかお伺いをいたします。

３点目ですが、立地適正化計画における将来の

都市構造の形成方針について、都市構造の観点か

ら中心市街地再構築型と生活実態追随分散型の２

点に絞り議論をしてきたと考えますが、中心市街

地再構築型を選択するに至った議論経過の詳細に

ついてお知らせを願います。あわせまして中心市

街地再構築型の都市構造を選択したことにより期

待されるまちづくりと将来のまちの姿についてど

のように考えているのかお伺いをいたします。

４点目、居住誘導区域及び都市機能誘導区域の
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設定において、どのようなことに特に配慮をして

区域を設定したのかお伺いをいたします。また、

それぞれの区域に何を重点として居住と都市機能

の誘導を図ることとするのか、考え方をお伺いい

たします。

５点目ですが、今回の立地適正化計画は、おお

むね２０年のまちづくりのビジョンを示したもの

と考えますが、時点修正、見直しについてどのよ

うに考えているのかお知らせを願います。特に今

回の計画策定段階では想定されていなかった王子

マテリア名寄工場の撤退問題は、今後のまちづく

りに大きな影響を及ぼすと考えますが、本計画へ

の影響について、またその計画による計画の見直

しの考え方について御見解を伺います。

６点目、今回の計画の実現方策として、都市機

能誘導区域と居住誘導区域へそれぞれへの誘導施

策が示されておりますが、次年度、令和２年度以

降において何を優先し、具体的にどのような取り

組みを進めていくのか、考え方をお伺いいたしま

す。それとあわせて都市機能誘導区域内で立地を

誘導すべき都市機能増進施設として、機能ごとに

個別の誘導施設の設定がなされていますが、誘導

施策との関連でそれらの施設の優先順位の考え方

についてもあわせてお答えを願います。

７番目、モニタリング計画として誘導方針、誘

導施策により目指す目標値が設定されております

が、このモニタリング計画に実態を持たせるため

に具体的にどのような取り組みを進めようと考え

ているのか御見解をお伺いいたします。

以上７点、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員からは、７

項目にわたりまして御質問を頂戴してございます。

担当しております私のほうから順次お答えをさせ

ていただきますし、また答弁の時間等々も少し長

くなるかもしれませんが、御容赦いただければと

いうふうに思ってございます。

まず初めに、問いの初めにございました計画策

定の経過、目的、意義についてでございます。名

寄市都市計画マスタープランは、都市計画法の第

１８条の２に基づく市町村の都市計画に関します

基本的な方針を示す計画で、本市は２００８年に

策定してございまして、おおむね２０年間のまち

づくりの視点を計画してございますが、１０年を

経過した際に定時見直しを行おうと当初から予定

をしてございました。また、名寄市立地適正化計

画につきましては、人口減少の社会と叫ばれる中、

本市も他自治体と同じく減少傾向にございまして、

厳しい財政制約のもと医療、福祉、商業などの生

活サービス機能を維持し、将来にわたりまして持

続可能な都市経営を可能にするため、都市機能や

居住機能を集積し、コンパクトな市街地形成を考

える時期に来ており、まさに全国的にもその必要

については今議論をされているところでございま

す。国におきましても２０１４年８月、改正都市

再生特別措置法においてこの立地適正化計画の策

定が可能となりまして、本市としましても都市計

画マスタープランの見直しの時期であったことか

ら、そのマスタープランの高度化版でございます

立地適正化計画の策定が都市機能の充実や持続可

能なまちをつくっていく観点からも必要なもので

あると考えられたことから、昨年度から２カ年を

かけまして計画を策定をしてまいりました。

計画の位置づけといたしましては、本市の上位

計画でございます名寄市総合計画（第２次）に即

しまして、都市計画マスタープランでは都市計画

の概念やグランドデザインを示し、それに包含さ

れる形で名寄市の立地適正化計画を策定をし、他

の分野で策定されます各種計画との連携や整合性

を図るものとしてございます。本計画は、都市構

造を見直すことで医療、福祉、商業施設、住居な

どがまとまって立地をし、公共交通機関を活用し

ながら生活の利便性向上を図り、都市機能の集約、

再編などにより持続可能なまちとしていくため、

９ページに記載をさせてございますまちづくりの

基本理念や１０ページに同じく記載のコンパクト
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なまちづくり方針に基づきまして、人々がにぎわ

い、活気づき、将来にわたり安全で安心できる快

適な市街地形成が可能となるよう、その計画目標

の実現に向けまして鋭意取り組みを進めてまいり

ます。

次に、２点目にございました市民アンケートや

市民シンポジウムなどから出されました御意見、

どのように反映したかということについて申し上

げさせていただきます。本計画は、２０年後のま

ちづくり、都市計画に関する重要な方針や具体性

を持たす計画であるため、多くの市民の皆様から

御意見をいただき、また積極的に市民にもまちづ

くりに参画していただきたいとの観点から、市民

アンケートを初めといたしまして大学生などの若

い視点からの提言、名寄に住んでいる生活者とし

ての視点から、老若男女を問わず、大きなまちづ

くりの視点などからさまざまな御意見を頂戴をい

たしたところでございます。市民アンケートでは、

まちの形成方針についての市民の意向や大学生か

らは将来における名寄市の課題、市民シンポジウ

ムでは現在の課題をどう今後のコンパクトなまち

づくりに生かしていくかなど、生活の質を上げる

ための方策などの御意見から、本市として今後の

２０年間の間でやるべきこと、やらないといけな

いこと、持続可能で安心して快適に過ごせるまち

であるために誘導区域内の誘導する施策の検討を

行ったところでございます。

都市機能誘導区域内では、公共施設の老朽化に

伴います施設の再編、複合化、名寄市立大学生と

地元企業などの就職のマッチング、卒業生の地元

定着化の推進、コミュニティバスのサービス改善

など、居住機能誘導区域においては町中の空き店

舗や中古アパートなどのリノベーションに係る建

設費の補助や誘導区域への居住支援策の検討など、

市民からの御意見や市役所内部で検討されました

施策などを総合的に勘案しまして、誘導施策の検

討を行ってございます。これらの誘導施策を実現

させるためにもモニタリング計画を設定して、計

画の目標を定め、市民の意向に沿えるよう努める

とともに、しっかりと２０年後の計画ではありま

すが、ＰＤＣＡサイクルに沿い事業の検証を行う

とともに、必要に応じて適切な計画となるよう見

直しについても行ってまいりたいと考えてござい

ます。

次に、３点目、計画書の１１ページの表でござ

いますけれども、生活実態追随分散型ではなく、

中心市街地再構築を選択した議論経過及び今後の

期待についてでございますが、市民、有識者など

から構成します計画策定委員会の議論の中で、ど

こにどのように設定するか、さまざまな御意見を

交わしていただいたところです。その議論の中で

は、本市の将来都市構造としてＪＲ名寄駅前周辺

やＪＲ風連駅前周辺を中心市街地として一点に絞

り込む中心市街地再構築型とする意見のほかに、

それら中心市街地以外に商業施設や住宅が立地し

ている南地区の２カ所を位置づける生活実態追随

分散型とする意見の２点に焦点を合わせまして、

次に申し上げます４点の観点から意見をまとめて

まいりました。

１つ目には、拠点形成についてでございます。

昨年１２月から今年１月にかけて実施しました市

民アンケートの結果から、郊外の宅地開発を抑制

し、既存の市街地内の空き地、空き家の活用や中

央地区への転居誘導を図り、中心市街地の人口密

度を高めることという御意見が約７割を占めまし

て、その中でも中央地区へ条件が合えば引っ越し

してもよいという御意見が約５割となりました。

２つ目には市街地形成についてです。インフラ

や都市行政サービス、コスト、市民の利便施設な

どから総合的に判断しますと、これ以上の市街地

拡大を避けまして、市街地の範囲を絞り込む必要

があるとの御意見がございました。

３つ目には、交通体系についてでございます。

コンパクトな街並みや高齢者の方が車がなくても

快適に暮らせる公共交通サービス、既存の運行路

線などから判断し、人口減少の社会でも快適に生
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活基盤が確立されることが前提条件であるとの御

意見がございました。

４つ目ですが、公共施設の再編、再配置につい

ては、まちづくりの方針に基づき公共事業が果た

す役割は大きいものの、財政制約上実施可能な事

業は限られてございまして、２つの拠点に分散す

るよりも１つの拠点に絞ったほうが効果的な財政

投資が行えるとの御意見がございました。

申し上げました４項目につきまして集中審議を

行い、市民アンケート結果などから総合的に判断

をされまして、コンパクトで持続可能な市街地形

成を目指す上では中心市街地再構築型を選択すべ

きものとして判断をしてまいりました。今後にお

きましては、中心市街地再構築型として、限りあ

る財源を有効に活用しながら、人の流れを緩やか

に誘導する施策を打つことでにぎわいと活力にあ

ふれる拠点づくり、将来にわたり安心できる快適

な市街地、まちづくりに励むとともに、市民が名

寄市に住んでよかったと思えるまちづくりになる

ようモニタリング計画目標の推進、実行に取り組

んでまいります。

次に、４点目、都市機能誘導区域及び居住誘導

区域の設定についての何を重点かということでご

ざいます。都市機能及び居住機能を設定する上で、

市民、有識者から成ります策定委員会や行政課長

級の職員で構成しました市役所内庁内検討委員会

での議論の中からどこにどのように設定するのか、

さまざまなこれも御意見を交わしていたところで

ございます。都市機能誘導区域では３点の設定方

針を定め、１つ目にはバス運行路線でアクセス利

便がよいＪＲ名寄駅前から名寄市立総合病院周辺

を主要交通軸とすること、２つには同じくＪＲ名

寄駅前周辺の商業、医療施設は都市機能が高く生

活利便が高いため本地域を含めること、３つ目に

は徒歩などで移動可能な半径８００メートル圏内

におさまることとし、この３点の範囲で誘導区域

を設定いたしました。また、区域の一体性を考慮

し、幹線道路や条丁目を境界としてございます。

居住機能誘導区域では、工業地域を除く用途地

域の範囲内で人口集中地区を考慮し、都市機能誘

導区域の指定されている。ＪＲ名寄駅周辺にアク

セスできるバス路線でバス停の徒歩圏３００メー

トル以内、洪水浸水想定区域３メートル以内とし

た範囲を誘導区域に設定しました。都市機能と同

様の考えで、区域内の一体性や条丁目を境界とし

てございます。

都市機能や居住機能につきましては、重要な設

定ポイントとして、あくまでも強制ではなく緩や

かに人の流れを誘導することとしており、低密度

化を避け、地域にぎわいと活力を生み、安心で快

適な暮らしが担保されることが大前提となります

ので、誘導区域内への人が集まる施策を実施し、

魅力ある拠点形成に努めてまいりたいと考えてご

ざいます。

続いていただきました５点目でございます。本

計画につきましては、２０年後を見据えた長期的

な計画でございますが、社会経済の状況の変化や

国、北海道の動向、本市の人口土地利用の動向な

どを踏まえ、適宜見直しを図ることとしてござい

ます。また、立地適正化制度の根拠法でございま

す都市再生特別措置法におきましても、おおむね

５年ごとに施策実施の状況についての調査分析及

び評価を行うよう努めるものとされてございます。

議員からお話しの王子マテリアの問題につきまし

ては、工場が閉鎖になった場合の市内経済、市民

生活に与える影響は大きいことから、持続可能な

まちづくりの実効性を保つ計画となるよう５年ご

との定時見直しにはとらわれず、社会変化に対応

する柔軟性を持ちながら、適時判断をして検討し

てまいりたいと考えてございます。

６点目にございます計画の１０ページにござい

ますけれども、本計画の誘導施策はまちづくりの

方針であります人々が集いにぎわう魅力と活力に

あふれた拠点づくりと将来にわたり安心、安全に

暮らせる市街地づくりを実現するための設定をし

てございます。誘導施策を検討する際には、市内
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各分野から成る策定委員会や市役所内の課長級か

ら成ります庁内の検討委員会におきまして本市に

おける現状の課題を整理をしまして、人口減少が

進む中でまちをどのようにコンパクト化していく

のかの枠組みとなるよう決定をしてまいりました。

現時点で誘導施策や施設の優先度については決定

しておりませんが、令和２年度中には公共施設等

総合管理計画の個別実施計画も策定されることか

ら、部署を横断した統一的な組織体制によるまち

づくりの議論を進めてまいりたいと考えてござい

ます。

最後７点目のモニタリング計画でございますけ

れども、本計画のモニタリング計画とはまちづく

り方針を実現するために設定した誘導方針、施策

の目標となるものでございまして、先ほども申し

上げましたようにおおむね５年ごとを基本に誘導

施策の取り組み状況や評価指標の分析、評価を行

い、その結果に基づきまして必要に応じまして誘

導区域や施策の改善を図るものでございます。具

体的には公共施設等の誘導施設の区域内立地数や

区域内の空き家、空き店舗などの活用件数、人口

当たりのバス乗車人員、中央地区居住人口など誘

導方針に沿った目標値についてそれぞれ５年、そ

して２０年後に設定した目標の達成状況を検証、

評価をして、達成できない場合の未達成要因の分

析、把握をしてまいります。このような計画の達

成状況を評価して、状況に合わせて都市計画や居

住誘導施策を不断に見直すことで本計画を時間軸

を持った効果的なまちづくりの運用計画としてま

いりたいと考えているところでございます。

以上、いただきました７点につきまして私から

の答弁とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） それぞれについて詳

細にお答えをいただきましたので、７項目御質問

申し上げましたが、それぞれ関連がありますので、

どこということなく、ちょっと入り繰りすると思

いますが、確認も含めて再度質疑をさせていただ

きたいというふうに思います。

今回立地適正化計画が策定されたということで、

この計画のまず位置づけということでもお答えい

ただきましたけれども、今名寄市が持つ各種計画、

これと非常に連携が今後されていく、そこが大事

になるということなのだというふうに思います。

特に公共施設等総合管理計画の関係でお答えもい

ただきましたけれども、公共施設等も含めてこの

立地適正化計画の中で定められた区域に誘導して

いくということから考えますと、やはりこの公共

施設等総合管理計画との関連性、連携というのが

非常にまず重要になってくるのだというふうに思

います。その他公共交通網の形成計画ですとか地

域福祉の関係、また高齢者医療、介護の関係等さ

まざまなこれは各種計画と連携、関連性が当然出

てくるかと思いますが、一部お話ありましたけれ

ども、庁内の連携を図ってということでお答えを

いただいたと思いますが、具体的にはどのような

形で今後まちづくり進めていく上で庁内連携、各

所管にまたがるかと思いますけれども、どのよう

な体制で庁内連携を図ってこの立地適正化計画を

実現させていこうとしているのか、そのあたりの

考え方について改めてお答えをいただきたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 庁内連携の手法

ということですけれども、今回この立地適正化計

画策定の段階で私も実は事務局に入らせていただ

いて、スタートからかかわらせていただいており

ます。いろいろな公共施設の整備であったり、先

ほどおっしゃっていただいたような福祉の部分で

あったり、いろいろな部分が実は私が確認してい

るだけで市役所の中の計画というのは３５本ほど

あります。総合計画が頂点の計画という位置づけ

になっているわけですが、そういった部分の各種

計画の連携ということでいいますと、総合政策部

がしっかりとそこで一緒にかかわりながら、調整
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役をしていかなければならないという認識でおり

ますので、今後もそういった形でかかわっていき

たいというふうに考えております

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 今の部長からお答え

いただいたように総合政策部がある意味中心とな

ってというか、そこを調整役ということでの部署

なのだというふうに思います。そういう形でそこ

ら辺は各種計画との連携、関係性も含めて推進を

していっていただくのだというふうに思いますが、

特に従前から公共施設等総合管理計画の関係につ

いては、立地適正化計画、特に個別計画の関係で

は従前からもこの議会の中、一般質問等でも個別

計画の策定がいつになるのかということで、複数

の議員からもお尋ねがあったというふうに思いま

すが、今回の立地適正化計画の策定がされたとい

う中では、今後次年度以降になるかと思いますが、

公共施設等総合管理計画の個別計画が大きく前へ

進むということでここは確認させていただいてい

いのか、そこら辺だけ確認をお願いしたいと思い

ます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 公共施設等の総合管

理計画がということでありましたけれども、これ

までもお話をしておりますけれども、計画自体は

平成２８年に制定をして、国のほうから改めて個

別計画について令和２年度までに個別の施設の計

画を立てなさいということでありますので、今回

立地適正化計画、都市マスも含めまして、名寄市

の将来の計画が立ち上がったということでありま

すので、今後改めてそれぞれ担当の協議、あるい

は公共施設総合管理計画の本部会議などを含めま

して進めてまいりたいというふうに思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） それぞれ個別計画が

さまざまな計画にまたがる部分もありますので、

一定程度前に進むということで理解をしたいと思

いますが、そういった部分ではこの計画の中にも

具体的な施設等について誘導施設の設定の中では

さまざまな具体的な施設の名称等も含めて記載が

されております。先般の一般質問の中でも若干や

りとりがあったかと思いますが、特に老朽化して

いる公共施設、保育所の関係は次年度、令和２年

度に基本構想、基本設計を始めるということでの

一般質問での先般やりとりがあったかというふう

に思います。そこは改めてですけれども、保育所

のあり方も含めて、また場所も含めて今回の立地

適正化計画の中で検討していくのだというふうに

思いますし、また今南、東、西と３つの保育所が

ある中では、公共施設等総合管理計画の趣旨から

いえば少しでも統合も含めた形で検討していくの

だというふうに思いますが、そのあたりの詳細の

考え方について次年度以降、特に保育所に関して

はどのようなお考えを持って進めていこうとして

いるのか、少し具体的にお話を伺いたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 今の保育所の改

築に当たっての御質問でございます。これまでも

定例会だったり、委員会等でもいろいろ発言をさ

せていただいているところでありますけれども、

名寄市総合計画の地域計画の中で議員からありま

したように計画に当たっての今回調整をさせてい

ただいているところであります。今予算査定を行

っておりますので、基本計画、基本設計について

予算要求として立てたとして、市長査定も含めて

次年度に実施するかどうかというのは今後検討し

ていくことになると思います。これまでも申し上

げましたように子ども・子育て支援事業計画、今

第２期の分を策定しておりますので、その中でも

今の３カ所の保育所、今後どういう形がいいのか、

配置の部分を含めてより具体的に協議をしていき

たいなというふうに思っております。これまでも

話してきている部分でいきますと、南と北に１カ

所ずつに集約したほうがいいのではないかという
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考えを担当者は持っていますけれども、その点に

ついても委員の皆さんから御意見をいただきなが

ら、アンケート調査も行っていますので、そうい

ったものも参考にしながら、どういったあり方が

いいかということで進めていきたいというふうに

思っています。

場所につきましても、今の場所に建てかえも含

めて、一定の敷地面積が必要でありますから、確

保できる場所がどこにあるかということも確認し

ながら今後進めていきたいというふうに考えてい

るところです。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 保育所以外にも相当

老朽化が進んでいて、今後どうするのかという部

分で、この庁舎も昭和４３年の建築です。庁舎は

ちょっとあれでも、図書館、児童センター、保健

センターがあと残る昭和４０年代の建築の公共施

設ということであるというふうに思います。その

あたりは、具体的な議論という中ではこの計画を

策定する中で出てきたのか、出てきていないのか

も含めて、図書館、児童センター、そして保健セ

ンター、ここら辺も誘導施設の設定という中では

施設の名称として出てきている部分、今後そのあ

たりどのように考えていこうとしているのか、そ

れぞれ考え方お答えをいただければというふうに

思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 先ほどの保育所もそう

でありますけれども、今お話しになった３施設、

特に老朽化が著しい図書館、児童センター、保健

センターについては昭和６１年か２年ぐらいから

の開設だったと記憶しておりますが、時代の流れ

に沿ってそこもどうなのかということもございま

す。それぞれの施設につきましては、庁内の検討

委員会の中でもどういうようなのがいいのか、そ

れぞれ担当課でもいろんな思いがありますので、

それについてはさまざまな形で議論、ディスカッ

ションはしているところです。これから今年度に

ついては、この立地適正化とあわせてローリング

というような作業もありますし、これからは予算

査定という作業があります。いずれの施設におい

ても老朽化がしていたり、時代の流れにそぐわな

くなっている部分もありますので、基本的にはこ

の立地適正化で一定の方向が示されたということ

で御確認いただければ、スピード感を持って対応

しなければならない問題だと思っておりますので、

それぞれの担当課はもう正直言うと今か今かと待

ち構えている状況にはあります。ただ、これから

立地適正化そのものでまちづくりをどういうふう

にしていくかということがありますので、スピー

ド感を持ちながらも情報を開示しながら丁寧な議

論が必要だと思っておりますので、これからまた

鋭意庁内の中でも確認、議論しつつ取り組んでま

いりたいと思っております。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） わかりました。

それぞれ具体的な個別の老朽が進む施設につい

ては、この後この立地適正化計画の趣旨を踏まえ

てということで、これから検討されるのだという

ふうに思いますので、そこは理解したいと思いま

すが、少しまた話が行き来するかと思いますが、

特に今回主に中心生活交流拠点ということで区域

も設定している中では、今回の立地適正化計画の

中では特に中心市街地の空き家、空き店舗等を活

用するという部分でも言葉としても幾つか見受け

られますし、そういったものも活用しながら居住

環境の向上ですとか、また新たなビジネス展開を

促進したいということで計画の中にも盛り込まれ

ておりますけれども、今後特に中心市街地、空き

店舗が目立つ、また空き地も幾つか活用できない

かということで考えますと、そのあたりを利用し

た中で中心市街地、こういった区域に特に居住も

含めて都市機能をどう誘導していくのかという部

分なのですが、そこらあたりの空き家、空き店舗

等の活用の考え方について少し具体的にお答えを
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いただきたいと思いますが、よろしくお願いした

いと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 中心市街地にお

ける空き地、空き店舗等の活用ということの御質

問だったと思います。現在中心市街地の空き地、

空き店舗の活用ということでは、中小企業振興条

例に基づく支援制度がございまして、空き地、空

き店舗の活用を促す事業ですとか、それから商業

地域内の店舗、または事務所の新築、増改築に係

る事業費の一部を補助する中心市街地近代化事業

などがございます。創業支援事業なんかもござい

ます。こういった支援制度を時代のニーズに合っ

たものに見直すことが必要だと考えておりまして、

これもこれまで答弁させていただいておりますが、

今後検討することにしております商工業に関する

基本計画を検討する中で、それらの見直し等につ

いても検討していきたいと考えておりまして、今

議会の初日に議決いただきました補正予算の中で

中小企業振興審議会の委員報酬を上げさせていた

だいておりますが、これはこの審議会のもとに検

討部会を設置するための委員報酬でございまして、

今年度内に部会を設置いたしまして、具体的に検

討をスタートさせていきたいと考えているところ

でございます。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 今お答えいただいた

ようにそういった今後検討をされていくという部

分と、また当然立地適正化計画の中では中心街、

いわゆる今の中心街含めて公共施設、商業施設、

または居住も一定程度緩やかに誘導していくのだ

ということでの計画でありますが、今お答えにな

ったように商業的なそういったビジネスの部分、

商業的なものを先に持っていくのか、また居住の

部分もあわせてあると思うのですけれども、どち

らが先とか後とか、どっちが正解ということでは

ないのかもしれませんけれども、今後名寄市のあ

そこを拠点としたところに人を集める、またそれ

に伴って、人を集めることによってそういったあ

る程度のビジネス、商業、商店が新たな取り組み

が始まるのか、先にそういった商店、商業がある

ことによって人が集まってくるのか、そのあたり

の考え方、これはどっちが私正解だとかというの

はちょっと判断がつかないのですけれども、どう

いう考え方で今後そこら辺は誘導をしていこうと

するのか、まちづくりをあそこを拠点にしていこ

うと考えられているのか、そのあたりちょっと考

え方をお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 大変難しい御質

問をいただいておりまして、今回の立地適正化の

肝の部分の一つで、当然中心部のまちづくりに大

きくかかわりますにぎわいをどうやってつくるの

かと。そこには具体的な方策というのがそれは商

業施設なのか、公共で持つべき施設が集約されて

の形になるのか、その順番というのはちょっと今

の段階ではわかりませんけれども、いずれにして

も魅力ある形で、また市民の皆様が歩いてですか、

身近なところで使いでのいい中心市街地になるこ

とが居住誘導区域や都市機能区域の中に、時間が

１０年、２０年、３０年というスパンになるのだ

ろうと思うのですけれども、全体的な人口減少の

中でもしっかり持続できる中心部、魅力ある中心

部にするべきものだと思っておりまして、ちょっ

と答えになっているか申しわけございませんけれ

ども、立地適正化の一つの肝としてはそこにある

ということで御理解いただきたいなと思います。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） わかりました。そこ

ら辺は、どっちが先で、どっちが後ということで

はないのでしょうけれども、いずれにしてもそこ

を中心にぎわいをつくっていく、人が集まる仕掛

けをつくるというのは、ここは変わらない部分だ

と思いますので、そこら辺先ほどお話ありました

ように庁内それぞれ居住の部分、商業の部分、い

ろいろあるでしょうけれども、連携をとっていた
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だいた中でぜひ進めていただきたいというふうに

思います。

今回の立地適正化計画、国交省のほうからも意

義と役割ということで数点示されていく中では、

まちづくりへの公的不動産の活用というのが掲げ

られておりまして、いわゆる官民連携という部分

も含めてだと思うのですが、今後そういった公的

不動産の活用、それを含めた官民連携の取り組み

というのは何か想定されるもの、今後協議される

ことが予測される事業等、何イメージ等があれば

考え方等も含めてお答えいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 公的不動産、自

治体が持つ土地だとか建物を先進的な立地適正化

の中では、それをバーターする形の中で中心部に

そういった施設などを誘導していくのに大変な有

効な活用をしているというケースがあるというの

も承知をしてございますけれども、まだまだ私ど

もこの立地適正化スタートラインにやっと立つと

いうか、立とうとしている段階でございまして、

恐らく民間の方々のお考えもございましょうし、

中心部で当市の持つ財産というのはその中でもか

なり限られる分野がございますので、土地の活用

が先なのか、それとも何を持つべきなのか、何を

つくるべきなのかという議論があってからのそう

いった市の財産なり、また民間の財産になる場合

もあるのかもしれませんけれども、そこの議論に

なっていくのだということでございますので、ち

ょっと今の段階で明確にお答えできないのは心苦

しいところあるのですけれども、段階的にはそう

いうところにあるということで御理解いただけれ

ばと思っております。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 官民連携の可能性も

含めて、そこら辺検討いただきたいと思います。

特にまちのあのあたりということになれば、今

後南広場の活用等も、ここら辺もどういう今後利

活用があるのかという部分、従前からももっと有

効に活用できないのかというさまざまな議論も議

会の場でもあったというふうに思いますので、そ

のあたりの土地をどう活用するのが先なのか、必

要な施設があって、そこをどうするのかという部

分議論があると思いますけれども、そういった活

用法等もこれは官民連携の取り組みとあわせて今

後検討いただくべきだというふうに思います。

私も今回の立地適正化計画の策定にかかわる資

料等も自分なりにいろいろ目を通させていただい

た中では、策定委員会のほうで視察にも行かれて

います。恵庭市のえにあすという、これがまさに

公的不動産を活用した官民連携事業ということで、

駅周辺の人の流れ、にぎわいづくりに非常に大き

な効果があるということで実は私も、ちょっと私

的なことですが、娘が今恵庭に住んでいる関係上、

行った際に、本当に個人的にですけれども、施設

に行ってまいりました。図書館の分館があったり

ですとかコンビニがあったり、あと児童クラブ、

子育て支援センター等があって、またスポーツク

ラブ、フィットネスクラブもあって、私は図書館

の分館に入って、少し休むところなんかもあって、

時間さえあれば一日中いられるなというふうに思

って帰ってきましたし、結構高齢者の方が日中か

ら多くいらっしゃったり、あと学校が終わるぐら

いの時間からは学生さんですとか子供たちもたく

さん訪れているというような、そういった人の流

れも非常にあって、また有効に活用されているな

というふうに思って見させていただきました。

そういった視察、策定委員会の方々含めて視察

に行かれたと思いますが、行政側の方もどなたか

行かれたのですよね。そのあたりそこに視察に行

かれて、委員の方とかどんな感想を持たれたか、

またそういうことに関してどのような意見等が計

画を議論する中で出てきたか、そのあたり少しお

聞きをしておきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今山田議員から

お話がございましたように策定委員会、市民の各
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界各層を代表される方々と私どもの先ほど申し上

げました市役所内の庁内検討委員会の中で、とり

わけ古い施設を担当している課長職も同行をさせ

ていただきました。お一人お一人の感想というわ

けではございませんが、策定委員会の中でも当然

設立したその手法、民間の知恵と行政の財産の活

用の手法ももちろんある面理にかなったやり方を

されているなというふうに思ったことと、昨今こ

れからの行政の施設の中で一つのキーワードとし

てよく使われるのが複合化ということで、私も長

く市の職員をやっておりまして、どうしてもみず

からの施設、我が施設という固定概念というか、

一つの施設が当然十分そういう面積なり、建物な

りということになるのですが、それぞれ所管が知

恵をあわせると要するに遊び時間のない形でいろ

いろな目的に多種多様にその施設、そしてそこに

は一部民間の施設、とりわけ図書室で、これは議

員もごらんになっているかと思うのですが、市民

の方がコンビニのコーヒーを持って本を読んでい

る姿で、まさに先日の議会で三浦議員からお話あ

ったように人のゆったりとたむろできると言った

らちょっと語弊があるかもしれないのですけれど

も、今回の策定委員会の中でサードプレイスとい

う職場でもない、家庭でもない、そしてもう一つ

ゆったり時間を過ごせる空間があるなということ

を本当にしみるものがありまして、これからの公

共施設のあり方をやっぱり示していただいて、十

分参考になるものだなというふうに私自身も感じ

たところでございます。

お答えになったかどうかですけれども、そのよ

うな印象を大変強く委員の皆様も持たれ、そうい

ったことを踏まえての議論を重ねていただいたと

いうふうに承知してございます。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 今部長のお答えから

複合化ということがさまざまな公共施設を今後ど

うしていくかという中ではそういった部分も重要

になってくるのだというふうに思いますし、今後

この計画の中でもサードプレイスの創出というこ

とで、そこはサードプレイスの創出を図っていく

ということで計画の中にもしっかりと明記されて

おりますので、これはなかなかすぐにということ

にはならないかと思いますけれども、そういった

官民連携の取り組み、実際のそういったすばらし

い施設も北海道内でありますので、そういった部

分も参考にしていただきながら、ぜひここら辺は

そういった施設実現されるように取り組んでいた

だきたいというふうに思います。

先ほど１回目の質問の中で王子マテリアの関係

にも少し言及させていただきました。この計画を

策定する中では当然想定されていなかったことだ

ったかというふうに思いますが、これは居住誘導

ですとか都市機能誘導区域には入っていませんけ

れども、今後の名寄市のまちづくりには私は本当

にすごく大きい影響、これはもう皆さん当然感じ

ていると思いますけれども、非常に大きくかかわ

ってくる部分だというふうに思います。今回王子

さんのことがあった中で、そこは本当に大きいこ

とですけれども、私今後徳田地区をどうしていく

のかという部分がそこでまちづくりが大きく変わ

るのではないかなというふうに思うところがあり

まして、この間の多分一般質問の中でもありまし

たかと思いますけれども、ＪＲ名寄高校前駅の関

係、これ悪いということではなくて、そういった

部分も今後交付金の関係で検討に入って、協議を

始めているということでお話がありました。マテ

リアさんの工場の問題、またＪＲ名寄高校前駅が

例えばできたと。これは都市マスの見直しの関係

にもかかわってきますけれども、高規格道路の名

寄インターチェンジ周辺の物流拠点、広域防災拠

点などの整備検討という部分でここは見直しされ

ましたけれども、商業施設も徳田地区はある中で

は、そういった部分が幾つかの要素の中で今後徳

田地区をどうしていくのかという部分で人の流れ

が大きく変わってしまうのではないかなと。この
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計画自体も適時見直しをしていくということで部

長からもお答えがありましたけれども、そこら辺

の今後の特に名高の前に駅ができるということに

なると通学の利便性は非常に向上しますし、多分

地方からも今まで交通という部分で選択されてい

なかった部分の学生さんもしかしたら集まってく

るかもしれない。人の流れが今のＪＲ名寄駅前の

部分も含めて、大きくここは流れが変わってしま

うのだというふうに思いますけれども、そのあた

りも含めた考え方というのですか、それがどうこ

の計画、これからのまちづくりに影響を及ぼすか、

そのあたりの認識等について少しお話を伺えれば

と思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 先ほど私のほう

からも王子マテリア問題で将来的な閉鎖問題がご

ざいまして、あそこの土地利用というか、都市計

画で申し上げますと徳田地区の多くが工業用途区

域ということで、工場を中心とした言ってみれば

そういうところで事業や作業が行われる主な地域

でございますし、当然広大な土地を有する王子さ

んでございますので、言ってみると王子さん自身

のこれからの将来の、例えば仮にですけれども、

閉鎖後の王子さん御自身のその土地の利用の方針

によって大分その後の対応というのは考えるもの

が出てくるのではないかなというふうに思ってお

りますが、あれだけの２０万平米を超える敷地で

ございますので、私の専門分野ではございません

けれども、当然魅力ある広さや場所だというふう

に思っておりますので、何らかの形の活用がされ

るということがあるならば、全体的な都市計画の

土地利用の中で考えざるを得ないものが出てくる

場合あるのかもしれませんが、あくまでも現段階

では王子さんの方針が見定められるというか、そ

れが見えない限りはなかなか明確には申し上げら

れる状況にはないというふうに思ってございます。

立地適正化の中で公共交通の関係、当然基本的

には総務を中心といたします交通体系網の議論の

中で、今現在名寄高校との駅前のお話もございま

して、ちょっと私の所管外で申しわけないのです

けれども、大変高校生にとっては利便性の上がる

形の中で価値あるものとなってくるのだろうなと

いうふうには思ってございますけれども、あくま

でもコンパクトシティーとして中心部と、そして

地域をつなぐそのネットワークとの兼ね合いで、

ちょっと目的が限られた交通網かなというふうに

は感ずるところでございますけれども、全体的な

立地適正化の中でいえば交通網が中心部に向けて

利便性の高い形を少しでも維持して、また盛り上

げていく形を考えていくものだというふうに思っ

てございまして、なかなかまだ先の、もう数年先

の課題なのかもしれませんけれども、ちょっと今

の時点でははっきり見えなくて申しわけないので

すけれども、その辺御理解いただければと思って

おります。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 王子マテリアさんの

工場の関係は、すごく大きなことだというふうに

思います。１回目のお答えでもありましたけれど

も、状況に応じて柔軟性を持ちながら適時判断を

していくということでありましたので、またＪＲ

の駅の関係、徳田地区、インターチェンジ周辺の

関係、大きく人の流れ等に影響があることが今後

想定されますので、そのあたりは柔軟にこの計画

の見直し等も含めて対応をしていただければとい

うふうに思います。

最後なのですが、大学生の関係についてちょっ

とお伺いをしておきたいと思います。アンケート

等も含めて大学生とのパネルディスカッションも

実施したと聞いております。学生さんからは、ど

のようなまちになってほしいのか、どういったも

のが必要なのかという部分も含めて、どのような

意見、お話が出ていたか。また、この計画の中で

も学生寮の関係とかも検討すると。町中での空き

店舗、中古アパートのリノベーションによる学生

寮等の建設費補助という関係もありますし、また
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大学のサテライト機能という部分で計画の中にも

盛り込まれております。今後そのあたりの考え方

についてお伺いをしておきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今回の策定議論

の中で大学生のパネルディスカッションというの

は、大変私自身も今の学生の気持ちというのを改

めて感じたことがございます。ちょっと私の個人

的な、どうしても大都市部というか、そういうの

を比較して、やっぱりちょっとそういう寂しさと

かあるのかなと思っていたのですけれども、学生

さん御自身はかなり名寄の機能をそれに応じて有

効的な生活、もちろん交通網も含めてもっともっ

と便利になってほしいというのはあったのですけ

れども、そして特に学生さんの言葉の端々からカ

フェが欲しいという声が大変出まして、これは先

ほどのサードプレイスの話にかかわるとは思うの

ですけれども、少しどこかで学生さんが集まって、

友達と歓談をしながら交流する場があればもっと

もっといいなと。逆に、これは距離感もあるので

すけれども、それほど大型ショッピング施設には

そんなに依存をしていないと言ったらおかしいの

ですけれども、できれば身近なところで身近な、

学生さんですからほとんどが徒歩、自転車という

移動手段もございましょうけれども、意外と中心

部に対する期待感というのが身近なところで身近

な形で、そして市民の人との交流をしっかり考え

たいという考え方で、私も本当に改めて認識をさ

せていただいたというふうな形でございますので、

今回の立地適正化の中で若い人の意見としてそう

いった方も形もあるのだなということを思ってお

ります。

施設関係は、大学事務局長だと思っております。

失礼します。

〇議長（東 千春議員） 渡辺市立大学事務局長。

〇市立大学事務局長（渡辺博史君） 大学の今回

計画にのっている学生寮の関係ですとかサテライ

ト施設の関係で御質問があったということでござ

います。計画の２２ページ目とかにもありますが、

学生寮の関係、これはリノベーションという形で

あるのですけれども、こういうような形で、倉澤

議員の質問にもありましたけれども、学生寮の整

備の関係で今回大学の管理職会議で共有したとい

う部分であります。

また、このページの下のほうに子ども食堂あり

まして、サテライト施設ということで、基本的に

大学の校舎は区域外にどんとありまして、あれを

動かすということはなかなか難しいということで、

サテライト施設、本来の校舎とは違うキャンパス

以外の場所で講義ですとか研究成果の展示ですと

か、あと地域と連携したイベントなんかを行うよ

うな場所と考えていまして、具体的にはここにあ

りますような例えば子ども食堂、これ今は文化セ

ンターのほうでやっているのですが、そういう施

設ですとか、キャパがあればそういうことも可能

かという部分ですとか、あと空き店舗なんか活用

しながら本学の教員が講師となった市民講座です

とか、商店街と連携したイベントですとかジョブ

カフェもあろうかと思います。いろんなパターン

が考えられるのかなというところで、今後教授会、

先ほど庁内連携ですとか官民連携という話があり

ましたけれども、うちの大学の場合は当然教職員

で全体で話し合って決めるということもあります。

学生寮の関係ですとか、あと町中でどのようなこ

とができるか、サテライトの部分でです、学内で

検討していきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 以上で山田典幸議員の

質疑を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４９分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

市民ネットを代表して、佐藤靖議員。
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〇１１番（佐藤 靖議員） それでは、市民ネッ

トを代表して、一問一答方式で質疑をしたいと思

います。本都市マスあるいは立地適正化が提案さ

れた以降、王子マテリアの問題を含め、あるいは

一般質問、あるいはきょうの午前中の質疑を含め

ていろいろ議論されておりますので、重複しない

ように進めますけれども、お願いしたいと思いま

す。

まず、今回の立地適正化計画では、いろんなメ

リットあるいはデメリットというのが言われてお

ります。特に都市機能誘導地域あるいは居住誘導

地域から外れた地域の土地評価が低くなるのでは

ないかということが懸念されていますけれども、

これに対する見解をまずお伺いしておきたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今佐藤議員のほ

うから言ってみれば立地適正化のデメリットで、

例えば将来的な土地の価格にも影響を及ぼすので

はないかという御心配ということだというふうに

理解いたしました。少し話長くなるかもしれませ

んけれども、この計画を策定するに当たりまして、

御承知のように都市のコンパクト化を初め、一定

のこれは人口密度をもちろん基本的に確保してい

かなければならぬと。目的の一つといいますか、

メリットの面を先に申し上げますけれども、当然

生活サービス、要するにさまざまな施設を効率的

に運営していく中でコンパクト化というのは当然

御理解いただけるかと思いますし、あわせてそれ

に伴いまして市民の皆さんができるだけ近い距離

感でお使いいただけるという、そういうメリット

もございますし、言ってみれば公共施設を初めと

する施設が一定程度集約、集中されるという形で

の土地利用がしっかりとされていくという面、こ

れは私ども役所側の都合になるかもしれませんけ

れども、公共施設の複合化を初めとする施設の維

持管理業務や例えばごみの収集なども含めて、し

っかり行政サービスを効率よく持続可能にしてい

くといったメリット面が私どもはあるものだとい

うふうに思ってございます。

御心配の土地の評価に影響出るのかということ

でございますけれども、この立地適正化の議論の

中でそういった土地の水準、居住誘導区域だとか

都市機能誘導区域を持つことによってそういった

格差が生じるのではないかという御心配、御懸念

というか、あるかとは思いますけれども、あくま

でも立地適正化計画というのは利便性のいい、先

ほど３つほど申し上げた点をしっかりと集中をし

ていって、なおかつこれは例えば５年、１０年と

いうスパンではなくて、本計画２０年ということ

で申し上げておりますけれども、コンパクトで利

便性のいいまちづくり、そして緩やかに緩やかに

使いやすい地域、自治体として継続して使われて

いくという形で、急激な土地の地価の変化という

ことは実は念頭には置いていないと。生まれない

のではないかというふうに私どもは思ってござい

まして、じっくりと時間をかけて集約化をされて

いくことを目標としております。

人口減少が御承知のとおりかなり急激なスピー

ドで目に見える中で、やっぱり施設の複合化、き

ょう午前中に御議論ございましたように複合化を

初めとして財源、そして社会情勢を見きわめなが

ら、しっかりと優先順位を考えながら、しっかり

した自治体としていく形だというふうに、これこ

そが今望まれている部分だと思っております。

また、個人的には土地価格というのはやはり需

要と供給のバランス、民間レベルの中でのそうい

った考えのもとに基づくものだというふうに私は

承知をしているつもりでございます。自治体とい

たしましては、本計画に基づきまして利便性を向

上させ、地域の活性化、そして行政コストの削減、

市街地としても一定程度集約化されていく形の都

市計画をしっかりと本計画の中で実行させていた

だきたい、そのように考えているところでござい

ますので、御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。
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〇１１番（佐藤 靖議員） 今の天野部長のお話

にもありましたように今回はコンパクトシティー

というのが一つのテーマになっておりますけれど

も、コンパクトシティーというと平成１８年、徳

田に大型店が出店するときから理事者側はずっと

コンパクトシティー、名寄のコンパクトシティー

ということで取り組んでこられて、さまざまな計

画をつくられましたけれども、実質、中心市街地

の活性化を目指してきてもなかなか実現に至らな

いということがありました。このことを含めて、

そのコンパクトシティーがなぜこれまで声高に叫

ばれたけれども、実現しなかったのか、所管の経

済部の臼田部長はどういう認識をお持ちですか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） コンパクトシティー

というのは、市民の皆さんの生活の利便性という

のがありますし、一方でいうと行政のコストを含

めて、それ以上かけないというのもあるというふ

うに思っています。この間私どももコンパクトシ

ティーと言いながらも、現実的にはやはり市街地

が拡大化している。それについては、行政として

も一定の法あるいは誘導策を持ってコンパクト化

に努めてきている部分ありますけれども、やはり

民間のほうの取り組みがそれを超えて進んでいっ

てしまっているという現状にあるのかというふう

に受けとめております。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 私は、コンパクトシ

ティーが実現しなかった一つの要因は、やっぱり

ニーズの違いというか、市民の皆さんが思ってい

ることと行政がやろうとすることがなかなか一致

しなかったと。そういう意味では、今回の立地適

正化がある意味で推進することがその合致点を見

出すのかもしれませんけれども、一方今回の立地

適正化計画では区域を設定すると公共施設の移転、

建てかえ時の事業費に対し国費補助が受けられる

場合があると。届け出制度の対象になるなど、ど

っちかというと市民生活の実態ということを無視

して、国主導の計画策定という向きがあるのでは

ないかという指摘もありますけれども、これに対

してはどういう御見解をお持ちですか。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 本計画の準備と

いいますか、先ほど午前中の山田議員の御質問の

中でも答弁をさせていただいたつもりでございま

すけれども、当然今時点での都市計画のあり方を

しっかりと立ちどまって見直す時期、その大きな

要素としては私たちが想像以上に進む人口減少で、

その中で自治体をどう守りといいますか、これか

らしっかり将来に向かっていくのかということ、

ある面これまではどちらかというと、私どもの担

当しております都市計画において申し上げますと

右肩上がりというか、そういった社会の進みぐあ

いの中でこれまでも公共施設のあり方を初めあっ

たのだろうというふうに思うのですが、しかしな

がらこれからの時代の中でそういった視点からが

らっとある面思想というか、考え方というか、そ

こを切りかえながら、必要なものをしっかりとし

て市民の皆様にお使いいただける。もちろん先ほ

どの施設の複合化なども当然市民のニーズに応え

たものでありますし、そういったさまざまな課題

を含めてこの機会に改めて進めていくという考え

に立つ計画だと、そうならねばならぬというふう

に思いまして、昨年から建設水道部、いろいろな

見方はあるかもしれませんけれども、鋭意努力を

させていただいたつもりでございますので、御理

解いただければと思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） その一方、今回の計

画では名寄市の課題というのが掲げられておりま

すけれども、その中の一つに市街地の低密度化に

より今後生活サービス機能が維持されない恐れが

あるという表現がありますが、これは何を意味し

てしていらっしゃいますか。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。
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〇建設水道部長（天野信二君） 現状認識といた

しましては、今までのさまざまな市民、住民サー

ビスが何度も繰り返しになるわけですけれども、

人口減少によって行政として、公共として賄い切

れ得る力量というのはだんだん、だんだん黙って

いますと行き届かない面が将来的に出てくるのだ

ろうというふうに思っています。逆に言えばある

面それも十分に認識しながら、今の中でどのよう

な形でその全体的な減少、縮小傾向の中でどこを

生かし、しっかりその体制を守り育てていくのか、

ちょっと先ほどの答弁と似通ってしまいますけれ

ども、そういった基本にありまして、現状認識と

してはかなり厳しくとらざるを得ないというのが

基本だというふうに思ってございますので、ちょ

っと文言の指摘箇所等々について今済みません、

私ども目に入らなくて申しわけないのですけれど

も、根本的な考え方は厳しい環境の中で、減少の

中でどうやってこれからつくり育てていくか、そ

の切りかえのため努力をしていく、そういった計

画だ、基本の考えだというふうに御理解いただき

たいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） なぜそれを聞くかと

いうと、これまで特にこの立地適正化あるいは都

市マスの見直しを含めて進める中でも徳田地区へ

の大型店というか、あるいはコンビニも含めて出

店をされているのですけれども、今回はこれまで

行政として許可しながらも工業地域である徳田、

豊栄地区への商業施設の集積を問題視しておりま

すけれども、なぜそういう視点が出てくるのかを

教えていただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 御承知のとおり、

徳田地域を中心といたしましては工業地域という

ことで、あらあらそういう形の中で、ただ実際現

実的には製造する工場等々もございますけれども、

その規制等々も含めて商業施設等々が出店されて

きた経緯というのは、改めて申し上げる事態では

ないというふうには思ってございますけれども、

確かに今現在市民の皆様も公共交通がイの一番と

いうことではないのでしょうけれども、乗用車や

さまざまな交通でかなり南のエリアも含めて、北

の大学から南の徳田地区のショッピング街も含め

てかなり南北に広がっている中で、今現在ではそ

ういった面での生活の利便性というのは一定程度

図られているのかもしれませんけれども、長い目

の今後の２０年、３０年後の名寄のまちを考えた

ときに、当然少子高齢化という問題の中で、公共

交通もできる限りの努力はされるのでしょうけれ

ども、やはり魅力ある中心部、策定委員会の議論

の中でも広がっている現状はあるかもしれないけ

れども、そこに幅広く投資をしていくというより

も、将来的な市民生活を想像したときに駅や中心

部を中心としたところで徒歩も含めて歩いて例え

ば買い物に行けるだとか、表現としては高齢者も、

そして若い世代、子供についても歩いて買い物に

行ける範囲だとか、そういったところにしっかり

とした考えを持って集中していくことが魅力ある

まちづくりの一つの大きな要素になってくるのだ

ろうというふうに思っております。

今の徳田地区、さまざまな多くの多種多様な大

型ショッピング等々のお店が出られて、名寄を初

めとする道北エリアの多くの市民、道民の皆さん

の生活の支えになっているというのは十分承知を

しているというふうに認識をしているところでご

ざいますので、理解いただければと。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） このことについては、

後ほどまた具体的に議論したいと思いますけれど

も、もう一方、午前中山田議員の質問の中にもあ

りましたけれども、建てかえが急がれる公共施設

ということで庁舎、消防署、保健センター、図書

館、児童センター、保育所、この全ての施設は可

能な限り中心生活交流拠点及びその周辺半径８０
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０メートル圏に戦略的に配置するとしております

けれども、この圏域で十分な敷地を今後２０年間

の間に確保できるのか。また、そういう意味では

策定の根拠と、昨日一般質問でも橋本副市長は財

政的な不透明感が増したという回答をされており

ますけれども、新たな土地を確保する場合の財政

への負担が増大されることも懸念されますけれど

も、この財政的な裏づけの根拠はどういうふうに

お考えになっておりますか。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 財政的な裏づけ

は、ちょっと私の立場では申し上げられませんが、

土地の利用の関係で御心配、御質問いただいてい

るように土地の確保がネックとなって、公共内の

含めて例えば誘導施設の配置などになかなか厳し

い現実があるのではないかという、これは過去の

今までの中心部のさまざま開発の計画等の中でも

当然突き当たった課題の一つだというふうに思っ

ています。

ただ、問題は何をつくるのかということが明確

でないと、どういった場所でどういった土地を求

めるのか。例えば公共が持っているものと、ちょ

っと先ほど議論あったようにバーターできるもの

があるのかどうなのかというのは、やはりどうい

った施設内容をもって市民の皆様が集えるところ、

必要とするものの施設の何をつくるか、言ってみ

ればどの施策をそこに打ち込むのかということが

見えない限り、土地のことだけでなかなか足が前

に進まないというのは私どもこの計画を進めるに

当たっては、現実的な問題もあるけれども、市民

ニーズも含めてどの施設が今大事で、今急を要す

るのかだとか、逆に言えば公共施設等々の管理計

画の中でもう老朽化で今すぐ建てかえをといった

施設もあれば、もちろん現地建てかえも選択肢の

一つでありますし、新たな土地を求めての建てか

えというのもあるかもしれませんし、市内で市の

持つ部分での利用というのもあるかもしれません。

基本的には都市機能誘導区域ということで設定を

させていただきますけれども、それぞれのケース

・バイ・ケースと言うと大変申しわけない言い方

になるかもしれませんけれども、そこの議論がな

くてはやっぱりその求める土地という形が見えて

こないのではないかというふうに思っているとこ

ろです。

私のほうで財政的な裏打ちについては申し上げ

られませんので、土地に対するそれを求めるか、

また今あるところを活用するのか、都市機能誘導

区域内での一定程度のそういった議論というか、

努力は必要なものになるだろうというふうに思っ

てございますので、以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 財政的な裏づけという

ところでありますけれども、技術論的には予算査

定あるいはローリングの中でということで進んで

まいることになりますが、公共施設の数も多いで

すし、それからどういうふうにしていくか、これ

はランニングコスト部分も考慮しなければなりま

せんし、御指摘のとおりどういう土地の利活用か

というのは今天野部長のほうからお答えしたとお

りでありますけれども、必ず予算の制約というの

は間違いなくあるわけですから、その中で優先順

位をつけて、そして維持管理も含めて十分に検討

することが大事だと思っております。今後予算査

定あるいはローリングの中で検討していく課題だ

と思っております。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 中心地域の公共施設

あるいは施設利用、場所利用というのは、正直言

えば４０年ほど前の苗字博物館構想からずっと５、

６丁目を含めて大改修しようという構想がなかな

か進まないと。その後ＴＭＯ、あるいは３・６の

開発、いろんな計画を出したけれども、全部頓挫

してしまっているということから考えると、本当

にその中心市街地、わかります。わかりますけれ

ども、この半径８００メートル以内につくるとい

うことを方針的に打ち出すことが本当に可能なの
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か、あるいは地権者を含めて理解が得られている

のか、商店街を含めて理解が得られているのか、

あるいは財政的にはこれから見ていくのでしょう

けれども、今のようにそんなに楽観視できる財政

状況ではないと片方では言いながらも、次から次

へとこうやってやっていくことに対する絵に描い

た餅にならないのかという懸念があるのですけれ

ども、これはぜひ見通しを含めて御発言いただき

たいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員のほうか

ら過去の教訓も踏まえてのお話だというふうに思

っておりました。今回の立地適正化の大きな肝の

部分というか、恐らく従前の計画も含めてかなり

しっかりとした青写真を幅広くと言ったらちょっ

と誤解があるかもしれませんけれども、大がかり

な仕掛けをして、思い切った施策を打って、中心

部ににぎわいなり、活性化を求めていくという基

本的な考え方があったのだろうということで、そ

れは先ほど申し上げましたようにどちらかという

と右肩上がりの時代の中で大きな仕掛けをしてい

くという手法の一つにかかわってくるのかなとい

うふうに私自身は感ずるところがございます。今

回の立地適正化の一番の肝のところというのは、

何度も申し上げますけれども、もちろん誘導施策、

誘導施設のことをかなり数多くリストアップをさ

せていただいています。５年ごとの見直し等々の

議論もございますけれども、今現在例えば１つ進

めて、しっかり立ちどまって、そこでまたそのニ

ーズを考えるだとか、要するにあれもこれも一度

に考えるのではなくて、今必要なものをまず１つ

具体的な手探りといいますか、しっかり構築をし

ていく。また次の時点でも恐らく社会の情勢の変

化だとかニーズの変化なんかもあるのかもしれま

せん。ある面一歩進んで立ちどまって考え、ニー

ズを考え、また次の手を、その５年ごとのという

大きな時間的な問題ではなく、具体的なその手法、

手段を打つときにそういったことがこれからの時

代必要なのではないのかということが今回の計画

の一番大事なところだろうというふうに思ってい

ます。大がかりにあれもこれもやるという話には

なりません。当然優先順位、言い方を変えれば第

１弾、第２弾という形になるのかもしれませんけ

れども、そういった形で手がたく、規模は大小あ

るかもしれませんけれども、今求められる必要な

ものからしっかりつくり、そしてそのときの状況

をしっかり見きわめて、また次の点に進む。基本

的にはちょっと抽象的な言い方になるかもしれま

せんけれども、立地適正化の基本的な考え方の一

つにあるのだということで御理解いただければ、

今までのさまざまな過去の計画の取り組みと、そ

して今回の人口減少の中で必要なものをしっかり

とつくっていこうという発想に大きく切りかえて

のこの計画だというふうに御理解いただければと

思ってございます。よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） では、具体的に１つ

お聞きします。

この中にも盛り込まれている建てかえが急がれ

るものの一つに庁舎がありますけれども、間もな

く隣の警察署が移転をして、当然ながら跡地がで

きるわけでありますけれども、その跡地はどうい

うふうに、一部には公売に出すのではないかとい

う話も出ておりますけれども、これは市としての

対応は、まさに庁舎の隣接地でありますので、ど

ういうふうに考えておられるのかお伺いしておき

たい。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 庁舎の南側というこ

とで、名寄警察の跡地ということで御質問いただ

きました。北海道のほうから照会が来ておりまし

て、道段階で北海道の各機関が跡地利用について

希望があるのかどうなのか、そういった調査を道

内的にきちっとして、市町村にもそれぞれ要望を

今聞いている最中ということで、名寄市としては

具体的な計画については報告をしておりませんけ
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れども、ぜひ利用させていただきたいという希望

だけは上げているところです。それは、今後どう

いうふうになるかは全くわかりませんけれども、

希望は上げさせていただいています。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 利用するということ

は、該当するなら買いたいと、無償でなくて買い

たいということで解釈してよろしいのですか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 北海道のほうで建物

については解体をいただいて、土地を利用したい

ということでのお話を希望を上げているというこ

とです。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） それは、一定程度財

源が伴っても利用するために買うと、無償でなく

て買うという決断もされたということでよろしい

ですか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今の段階では、先ほ

ど申し上げましたようにそれぞれ自治体にどんな

希望がありますかということの取りまとめを道段

階でしているということでありますので、先ほど

も言いましたけれども、隣接地ということもあり

まして、庁舎周り、駐車場も含めて手狭というこ

ともありますので、駐車場を含めて、具体的な利

用についてまでは道に報告をしておりませんけれ

ども、土地として利用したい、買いたいというこ

との希望だけは上げているということです。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 隣接地でありますし、

ほかの施設が利用するのではなくて、できればコ

ンパクトシティー化も含めて、これから庁舎をど

うしていくかという問題は残っていると思います

けれども、できるならぜひ利用させていただきた

いという方向で、そのとおりお進めいただければ

というふうに思います。

やっぱりどうしても気になるのは、居住誘導区

域を設定しても、先ほど午前中の答弁では中心地

区に条件が合えば移転したいというのは５割いま

したというふうに言っていますけれども、例えば

今の急速な高齢化ですとか過疎化ですとか、ある

いは市民の皆さんの自宅保有率ですとか家庭菜園

の普及率などを考えると、とてもここで言ってい

るようですけれども、実現は難しいのではないか

という考えがありますけれども、部長はこの条件

が合えばの条件という意味合いというのはどうい

うふうに捉えていらっしゃいます。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 大変多くの方、

０００名を対象にしたアンケートから始めまし

たので、回答の数などについてちょっと今手元に

ないのですけれども、条件、要するに今のそれぞ

れの例えば老夫婦でお住まいの方だとか御家族の

方だとか、いろんな世代はあるかもしれませんけ

れども、私はやっぱり徒歩圏内だとか利便性だと

か公共交通のあり方なども含めて、よく話題にな

ります免許の返納の話題などもございます。やは

り身近なところでの公共交通、また徒歩圏なり条

件の中で、もちろん土地のこともあるかもしれま

せんけれども、今私どもの公共の立場でいうと南

団地が市内の中心部に近いところで、大変人気の

ある公営住宅だというふうに思っておりまして、

いろいろお話を聞きますと徒歩で買い物に行ける

だとか、病院が近いなという、そういう安心感だ

とか、そういったことでのさまざまな要素があっ

て、そういう御回答をいただいて中心部に対する

関心、要するにさまざまな条件があって、例えば

土地なり、中古住宅なりを買い求められるその機

会なり、チャンスがあればいいというふうにお考

えいただいているのだろうというふうに思ってお

りますので、そのように申し上げさせていただき

ます。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 今言った例えば公共

施設なり、交通なりというのは、私はサブ条件と
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いうか、その次の条件。やっぱり土地がどれだけ

安くて、物を建てるときどれだけ安く建てられる

か。確かに移転する若い方は考えられるでしょう

けれども、年配になって、自分の土地があって、

家があって、それを捨てて中心街に行くというの

は、よほどのメリットがないと行かないと。片方

では、そこにいたらだんだん公共施設がなくなっ

ていくよという言い方をするのもいかがかと思い

ますけれども、これはやっぱり両面でいかないと

実現はしないのではないかと思いますので、ぜひ

実施に向かっては名寄市の市民生活の実態も的確

に把握されるべきだというふうに思いますので、

お願いします。

それと、誘導施設の設定のうちの医療施設につ

いては、内科、外科、整形外科、リハビリテーシ

ョン科、小児科、産婦人科のうち複数の診療科目

を有する病院及び診療所が必要ということになっ

ておりますけれども、残念ながらなかなか開業医

の誘致策をつけても名寄は来ないということと、

及びこれだけ過疎化が進んでくると、このままで

いけばうちの病院の経営自体もどうなっていくの

かということがあると思いますけれども、市立総

合病院としてはこの状況をどういうふうに捉えら

れているのか。あるいは、この方針をとられるな

ら、これは副市長の範囲になるかもしれませんけ

れども、東病院のあり方をどうやって考えていく

かというのも一つの方策だと思いますけれども、

病院側の考え方と東病院のあり方についてそれぞ

れ御答弁をいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 岡村市立総合病院事務

部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 市立総

合病院としてどうこうと言える立場ではないかと

いうふうに思いますが、一般的な立ち位置、市職

員としての立ち位置からというようなことになる

かと思います。まだ開業医の誘致というものの実

現はしていない状況にありますけれども、市立総

合病院としては、広範な医療圏の中での中心的な

急性期医療を担っていくということを今後も目標

としているところでございますし、そういう方針

に変わりはないということで地域医療構想の中で

も調整が進められているということでございます。

その中で今後の医療の動向については、かかりつ

け医と大きな病院というつくりの中で、できるだ

け在宅医療などにもシフトしていくというのがこ

れは国の方針でございますので、まちの中に、こ

ういう居住区域の近くの中にこうしたクリニック、

施設ができていくということにつきましては、現

在当院に外来が集中しているものを緩和させて、

より専門的な高度な医療が提供できる病院になっ

ていくということで、当院の経営も少し変わって

いくことになるであろうというふうに考えている

ところでございます。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 私のほうから東病院の

ほうについてということになりますが、ちょっと

前段ですけれども、先ほどの中心部のほうに引っ

越すというここのインセンティブの中の一つに、

恐らく医療、福祉の部分についてかなりのウエー

ト占めているのではないかと思っております。こ

の立地適正化計画を考える際には、やはりそこの

部分は考慮に入れるべき問題だと思っております。

東病院そのものについては、歴史的にサナトリウ

ムといいますか、そういう形もありまして、名寄

市の中心部より離れた位置にありますが、現在は

市立総合病院の後方支援病院ということでありま

すし、療養病床を中心に今やっているところであ

ります。ただ、東病院も老朽化しているのはこれ

は間違いない事実でありますから、今後これをど

うしていくか。その前に東病院の経営については、

かなり苦労しながらということもありますので、

あわせてこれも議論が加速しなければならない問

題だと認識しております。名寄市、そして名寄市

周辺部の医療そのものも全体を通して考えますと、

名寄市でどういうような医療環境、医療サービス

を提供して、周辺も含めてこの圏域の中でどうい
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う医療のあり方、あるいは福祉、介護等の連携の

あり方を探るという、これは非常に重要なテーマ

でありますので、この立地適正化の中でも十分議

論しなければならない課題の一つと考えておりま

す。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 今橋本副市長から御

答弁いただきました。また、岡村部長のほうから

も御答弁いただきましたようにかかりつけ医とい

うのはうちの市立総合病院の機能、現状を見ると

きに、やはりかかりつけ医というのは必要だと。

そういう意味では、東病院の役割というのも一つ

できるのではないか。施設が老朽化しているなら、

例えば市街地に持ってくるなりのものも含めて大

胆なそこは私は見直しをすることも一つかなとい

うふうに思いますので、これは副市長の答弁を信

頼をして、議論されるということを信頼しながら

見守っていきたいというふうに思います。

そういう意味では、１つ、この立地適正化につ

いては、日本都市計画学会及び全国市長会の主催

で２０１５年２月２０日に立地適正化の運用と課

題ということで都市計画シンポジウムが開かれま

した。このときのテーマは、都市のコンパクト化

を問い直すということで議論をされ、その中で計

画の実現には隣接市町村との協調、連携が必要と

いう方針を示しておりますけれども、市長はこの

点はどういうふうに認識されておりますか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 常々私も名寄市全体のま

ちの機能が分散化している中で人口減少している、

やっぱり集約をしていく、拠点化していく、ネッ

トワーク化していくということが非常に重要だと

いうふうに考えております。一方で俯瞰をしてみ

たときに、それぞれの自治体の中でもそれぞれの

機能を場合によっては集約できるものは集約する

し、役割分担をして、それぞれが担うというよう

なことでの広域行政の役割というのはますます重

要になっていくのであろうと。とりわけ名寄は基

幹の病院がありますので、そうした意味でも医療、

福祉の部分でも広域の中でリーダーシップを発揮

していかなければならない立場だというふうに思

っていまして、当然この計画を進めていくという

こととあわせて広域での連携、あるいは場合によ

っては機能のそれぞれの役割分担というのをさら

に鮮明にしていく、その議論を深化させていく必

要があろうというふうに考えているところでござ

います。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 今回一般質問、ある

いは午前中の山田議員の質疑を含めて、今回の立

地適正化、あるいは都市マスに大きな影響をする

というのは、王子マテリア名寄工場の行く末だと

いうふうに考えます。そういう意味では、１つ、

この行く末を、今のところきちっとうちは議会を

含めて、あるいは全市民的にぜひ集約は断念して

いただきたいと、このままやっていただきたいと

いう方向でいますけれども、そういう意味からす

るとやっぱりマテリアさんの動向というのは、こ

の計画を根底から左右しかねない状況にあるとい

うふうに思いますけれども、なぜもう少し行く末

が見えるまでこの計画を待って、ある意味では今

月末に市長が王子ホールディングスのほうに行か

れて、ホールディングスの社長とお会いになって

お話をすると。今のところゼロ回答ですけれども、

どういう回答が来るかでまた違う状況が見えるの

かもしれないし、より厳しい状況になるのかもわ

かりませんけれども、それを見据えてから本当に

まちづくり、立地適正化というのを考えるのも一

考ではなかったかというふうに思いますけれども、

なぜ今の時期、この計画の策定を先送りする考え

はなかったのか改めてお伺いをしておきたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 確かに条件とか

状況とかいろんな心配な要素を見きわめて、それ

から計画のスタートを切るという考え方もござい
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ましょうけれども、私どももう既にこの間市内の

人口減少云々から始まりまして、今までの発想か

ら大胆に少し考え方を変えて、この立地適正化議

論を通じてこれからの名寄のまちのつくる方向と

いうのは早いうちに示さないとならないというこ

とはもちろんございましたし、おおむね２年間に

わたる議論を策定委員会の皆様や都市計審議会、

そしてさまざまなアンケートからイベント等々も

行いながらしてきたところでございます。当然公

共施設との兼ね合いがありますけれども、相当急

ぐものももちろんあるのも事実でございますし、

今当初から２年間で計画を立ち上げさせていただ

こうということで鋭意努力を積み重ねて、ちょっ

と手前みそになりますけれども、させていただき

ました。その後王子のさまざまな問題が持ち上が

りまして、工業地域の中心的な存在が今後どうな

るのか、まだ今の段階でははっきり見えないとい

うのは御承知のとおりでございますけれども、工

業区域ではございません都市機能区域、従来でい

う住宅区域なり、商業区域なりも含めて早いうち

に手だてを打てるものなり、方向性を見出す必要

というのは当然あるわけでございまして、最悪の

ケースといいますか、工場等の撤退になって、恐

らく２年後には例えばあの後の土地利用の課題だ

とか、そして従業員の皆様などの転出なども含め

て二、三年ぐらいは大変人口の関係での影響も拍

車がかかる事態だとか、経済的にも大変大きな危

惧というのは当然生まれるかというふうに思って

おります。ですからこそ立地適正化計画は先ほど

申し上げましたように大きな課題だとか、大きな

変化だとか、新たなニーズが出てきた場合には、

当然臨機応変にではございませんけれども、しっ

かりそういった状況変化を見きわめながら、計画

の練り直しといいますか、再構築というのは必要

でありますし、それが可能であるのが立地適正化

ということで、私どもはそういうつもりで準備を

させていただいているところでございますので、

議員御心配いただいて、その辺しっかり見きわめ

てという御意見も重々私ども痛み入るところはあ

るのですけれども、今こそ一歩前に出て進んで、

新たな課題というか、そういった場合にはそれに

はしっかり対応しながら、一歩また前に進む、そ

ういった考えでいることで御理解いただければと

思ってございます。よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） きょうは総括質疑で

すので、疑義があってただしているもので、みず

からの意見を言うのは余り好ましいことではない

ですけれども、私は今回の王子マテリアの特に署

名活動を見ますと、目標１万筆でしたけれども、

２万 ０００筆を超える名寄市のみならず近隣を

含めて多くの皆さんがマテリアさんはぜひ頑張っ

てほしいという思いがあったと思うのです。それ

がもう一方例えば今回の立地適正化、あるいは都

市マスも含めてまちの構造が崩れるということを

強調するためにも、マテリアさんがいなくなると

名寄のまちの構造が崩れるのだと、絵が描けなく

なるのだということを見せる意味でもやっぱり早

急にしないで、例えば３カ月おくらせても一定の

方向が出るまで見据えても私はよかったかなと。

それのほうがマテリアさん、あるいは王子ホール

ディングスさんにこの工場がなくなること、操業

停止をすることが名寄市の将来を大きく左右する

ということを象徴できたのかなという思いを持っ

ておりますけれども、具体的にここまで急いだの

は、例えば令和２年度にここにかかわる事業は何

かあるというふうに部長は認識されていらっしゃ

るのですか。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 建設水道部のこ

の立地適正化の議論、先ほど議員の御指摘、御心

配、十分そこは理解をしているつもりでございま

すが、この立地適正化を先送りする、それが一つ

の王子問題中心とするその危機感というか、それ

をしっかりあらわすことになるかという考え方も

あるかもしれませんけれども、私は、私はと言う
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とちょっと語弊あるかもしれませんけれども、建

設水道部といたしまして例えば今の上位計画でご

ざいます総合計画、これも見直しの時期だとか、

当然それに係るものは立地適正化云々よりも上位

計画であります総合計画にその王子の影響、人口

減少、経済的な面、さまざまなものもございまし

て、当然そこは総合計画なり、そして立地適正化

計画なりと、しっかりそこは見直す時期、タイミ

ングというのは出てくるというふうに思っており

ます。

話戻りますけれども、決して急いだというつも

りではなくて、当初からこのスケジュール感で私

どもは作業を進めさせていただいてきてございま

す。その理由の一つとしては、議論になっていま

す公共施設等管理計画、その個別計画が２０２０

年の中で議論が進められていくという形の中で、

今回の私どもの策定するその庁内の検討委員会と

いうのは、各老朽化した施設を含めて、ほぼ各部

全ての施設長、管理職クラスが数十名単位で加盟

して、この立地適正化に対するある程度の共通認

識、その施設の老朽化もありますし、都市機能を

高める、そして人口減少の中で公共施設の場合で

あればしっかりそこに必要なものを打っていかな

ければならぬという私は認識というのはできつつ、

私も長年市役所に勤務しておりますけれども、こ

れだけ横断の管理職の方々の一つの計画物で情報

交換ということで認識を新たにするというのは今

回の計画の議論が恐らく、恐らくというのは私の

知る範疇では本当にこれがスタートだったなとい

うふうに私は今思っておりまして、そういう状況

を踏まえますと、今この１２月から１月、２月に

かけましては新年度に向けての予算議論も当然ご

ざいますので、私ども役所の人間の悪いところで

なかなか物事節目がつかないと次に頭を切りかえ

ないという面もあるのかもしれませんけれども、

この立地適正化議論を含めて、次の予算議論の中

でそれぞれの老朽化施設を抱える施設長なども含

めて真剣にさらに議論を含めて準備、そして予算

議論、そういった形でそれが全てがすぐ身になる

かどうかというのは建設水道部では言い切れませ

んけれども、私としてはこれが一つでも二つでも

身になる形になるもの、早く市民の皆様に少しで

も形が見えるものになっていただければという願

いとスケジュール感で作業させていただきました

ので、この機会だということでお願いを申し上げ

ているということでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 見解の相違ですので、

ここでいつまでも議論していてもしようがないと

思いますけれども、私はレールに乗ったから進め

るのだというのが一番やり方的にはだめだと思う

のです。今名寄市にとって何が重要で、何をしな

ければいけないのか、何ができるのかを優先すれ

ば、極端でないですけれども、４定の初日に出し

て最終日に議決するのか、来年の１定に出して最

終日になるかどうかわからないけれども、そうい

うスケジュールになるぐらいにずれ込んだという

ことを相手にしっかり伝えることが、それだけま

ちづくりに大切だというのは私は逆に絶好のタイ

ミングだったというふうに思うのですけれども、

それもレールにのっとって、そっちのほうがタイ

ミングだという部長と私の考えは見解の相違です

ので、これ以上ここは論議していてもしようがな

いので、やめますけれども、ならばこの計画２０

年間やって、２０２０年スタートして、２０３９

年になったときの名寄市は、完遂年度にはどうい

う姿になっているというふうにイメージされてい

るのですか。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 立地適正化のそ

れぞれ細かい解説的に言わせていただきますと、

複合化施設を初めとして２０年後で大きくドラマ

チックにまちが変わったというところまでなるか

どうかというのは、正直まだまだそこまではない

のかもしれません。ただ、私どもは今回の議論を
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進める中で持続可能、そして人口減少の中で各施

設など、そしてまた民間の皆さんとも力を合わせ

ながら、そういった中で必要なもの、コンパクト

シティー化を具体的に一歩前に推し進め切れるか

どうか、プラス、ネットワークを駆使しながら、

その地域に少しでも安心して暮らせる環境づくり

に全力を挙げるというのが私は最大の使命だとい

うふうに思っているところでございます。２０年

という期限を切っていますけれども、まだまだそ

の２０年後では御承知のように誘導施設では４年、

５年に１つというような形で、そうなりますと２

０年ですから、４つ、５つという話になるのかも

しれませんけれども、ただそれはあくまでも計画

でございまして、これは市民ニーズなり、急を要

するケースなり、そういった場合は当然拍車をか

けるべきだというふうに思っていまして、この２

０年の中で中心部にやっぱり少しでも市民の人の

集うところ、集まるところ、そして名寄のまちで

生活できる実感が少しでも向上する、そういった

ことを目指すのが私ども２０年後のまちづくりの

基本的なベースにある考え方だと御理解いただけ

ればと思っています。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） そのためには何が重

要と考えていますか。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 重要なのは、も

う本当にあらゆる面での重要な形があると思いま

す。当然公共でなすべきこと、民間の皆さんと力

を合わせてやることがそれぞれあるのだろうとい

うふうに思っておりますけれども、計画というの

は、議員御指摘のとおり、形骸化というか、絵に

描いた餅にならないようにしっかりとしたモニタ

リングなり、計画実行、そして各種計画の関連の

中から少なくとも１つずつ実現、達成させていた

だくことが市民の皆様にとっても、地道にですけ

れども、一つ一つ進んでいく、目に見える形にな

るものがやっぱり市民の皆さんからの信頼をかち

取るものだというふうに思ってございますし、ま

た市民ニーズというのも時代が変わればまた必要

なものというものがふえるか、また変わってくる

かという面もありますので、やはり誘導施策、誘

導施設をしっかりと１つずつ実現をさせていくと

いうことに尽きるというふうに思ってございます。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） わかりました。

この後ちょっと具体的に計画の中の表現につい

てお聞きしますが、１の４の目標年次、午前中の

山田議員もありますけれども、なお社会経済情勢

の変化や国、北海道の動向、本市の人口、土地利

用の動向や上位関連計画と整合、施策の推移と効

果などを踏まえて随時見直しを行うものとしてい

るということにしておりますけれども、見直しの

前提条件、特に本市の人口、土地利用の動向にお

いての条件及び適時適切という言葉を使っており

ましたけれども、５年ほどの見直しにとらわれず

柔軟性を持ち、適時に見直しというのは午前中答

弁されております。ここで言う適時の意味合い、

あるいは適切の意味合いというのは、どういうふ

うに捉えたらよろしいのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 深く意味合いと

いうとちょっと難しい話になりますけれども、何

度も何度も申し上げておりますけれども、今計画

２０３９年までの２０年間として設定をさせてい

ただきます。１０年、２０年というと大変遠いよ

うな気がいたしますけれども、振り返れば案外あ

っという間というような期間なのかもしれません

けれども、当然人口減少を初めとして、その社会

全体に及ぶさまざまな変動だとか経済状況もござ

いますし、国の示すとおり５年ごとにおおむね見

直しなさいという考えに立ちますけれども、これ

からの名寄市内の土地利用を初めといたしまして、

大きくそれの要素の一つにも議員御指摘の王子問

題などももちろんあるのだろうというふうに理解

をしておりますけれども、当然これ以上ないにこ
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したことはないのですけれども、さまざまな不安

要素というのはこれからの時代ふえてくることも

予想だにしないところもあるかもしれません。そ

ういった状況を鑑みながら判断などが遅れないよ

うに、かつ柔軟、臨機応変にというようなことが

５年の意味合いでは思っておりますけれども、大

きく左右する場合には例えば誘導施策、誘導施設

等々も含めて大胆に見直すときは見直す対応とい

うのは必要ではないのかなというふうに思ってい

るということで御理解いただければと思っていま

す。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） 今の答弁を聞くと、

本市の人口というのは来年１０月が国勢調査とい

うことで、そこでどういうふうに動くのか、ある

いは土地利用の動向というと今部長おっしゃるよ

うにマテリアさんがどういうふうになっていくの

か、そのままお続けいただけるのか、あるいはも

う既に先が見えてくるのかというのも一つあると

思いますけれども、そういう意味では５年ごとと

いうことにとらわれないで、随時、適時、要する

に判断がおくれないようにやるという方向でいる

ということでよろしいですね。よろしいですね。

確認だけ。よろしいですね。そういう確認をさせ

てもらいます。

それでは次に、２の１の地域分析に基づく地域

の特徴と課題の１、市街地形成の変遷において少

なくともこれ以上の市街地の拡大を極力抑制する

必要がありますが、そのための規制をどのように

していくのかは今後の検討課題ですとし、課題に

も市街地の拡大を極力抑制する方策の検討として

おりますけれども、具体的に現段階において想定

される抑制方策というのはどのようにお考えです

か。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 計画書でいうと

５ページが今議員御指摘のところではないかなと

いうふうに思っています。御指摘のように、ほか

の自治体もそうですけれども、どんどん郊外地に

市街地が広がる傾向というのは、私ども名寄ばか

りではなく、工業地域なり、またはかつては農業

地域というか、そういったところまで商業施設な

りが、そしてまた個人住宅などが大変広がって、

先ほども申し上げた南のほうに広がりつつあると

いう形で、本当に変化がここ１０年ぐらいの間に

大きく生まれてきていると思います。これは、議

員も同じように理解いただけると思うのですけれ

ども、全体的な人口減少の中でいけば当然人口の

低密度化というのがこれにますます拍車をかける

状況でございまして、さまざまな住民サービスを

担う当市としても、その状況をしっかりと維持し

ていくについても大変な課題が生じてくることに

なってございます。いきなりそれを小さくという

か、そういう方策というのはなかなかこれは難し

いというふうに考えておりますけれども、まずは

今回の立地適正化の議論の中での機能誘導区域や

居住誘導区域、これはもう時間のかかる話だとい

うふうに思ってございますけれども、魅力あるま

ちづくり、公共施設の配置なども含めながら、中

心部の利便性をまず上げていくということもござ

います。

また、計画書の４７ページだったと思っており

ますが、国の方策なども含めてそれ以上拡大させ

ないためのこれは国の示すこういった土地利用の

規制という手段、方法というのもあるところでご

ざいますけれども、現状いきなり大きく切りかえ

るということではなくて、先ほど申し上げました

緩やかな誘導が基本でございますけれども、国の

示す中には４７ページでございますように特別な

用途地区、または制限地区、居住調整区域という

ことで、詳細は申し上げませんけれども、一定程

度の条件をつけるなり、一定程度の規制なりとい

う考え方もありますけれども、これについては当

然慎重の上の慎重の審議が必要でございますので、

こういった合意が必要な場合は当然都市計画審議
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会など十分お諮りしながら議論を進めるべきだと

いうふうに思って、私どもやはり一定程度しっか

りとした、無秩序なそういう開発というよりも秩

序を持った形での都市計画をつくっていくべきだ

というふうに思っておりますので、御理解いただ

きたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） これは、こういう計

画の中に市街地の拡大を極力抑制する方策の検討、

あるいは２の４のイでも工業地域などへの住宅の

拡大を防ぐ政策が必要と。要するに法規にのっと

って規制をするよという、こういう強い姿勢を出

すというのはいかがなものかなという、それこそ

今の部長の答弁でないですけれども、ちゃんと具

体性があるのなら別だけれども、要するにおどし

と捉えられかねないような、そんなことできない

よと捉えられかねないような言い方は、言い回し

はちょっと考え物だなというふうに思います。

また、もう一つ、エの中で、一方徳田、豊栄地

区は人口減少下で収益が減った場合の大型商業機

能の継続性について慎重な検討が必要となります。

市の計画で、２０年の計画でなりわいとやってい

る大型店に対して、民間企業に対して継続性につ

いて慎重な検討が必要であるという表現が適切で

あるのか。もう既に例えばあそこのイオンさんな

んていうのは名寄商工会議所の会員さんになって

いただいて、イエロー何とかの日にはごみ拾いと

かいろんな奉仕活動もされているところに対して、

人口減少下で収益が減った場合の大型商業機能の

継続性について慎重な検討が必要ですと行政側が

言うというのは、余りにも非常識、大変失礼な、

非礼な文章ではないかという認識を持ちますけれ

ども、どういうふうに部長はお考えですか。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員の言った

大型商店の継続、そして今後について慎重な検討

が必要でありますという記載でございますけれど

も、将来にわたるまちづくりを目指していく上で、

一方市内中心部、商業店等々も含めて大変厳しい

現実が御承知のとおりの状況だというふうに思っ

ています。そういう意味合いも含めて、交通面だ

とか今後の施設機能なども含めて、一方では中心

部に力を入れていこうという今回の計画でござい

ます。今回大型商店の機能の継続性については、

実はこの策定委員会の中でもかなり御意見という

のはいろいろ出ましたし、日常ふだん市民の皆さ

んの中でも大型商店に対するさまざまな御意見、

お考えというのはあるのだろうというふうに思っ

ています。決して先ほどお名前の出た商店を云々

ということではなくて、数多く徳田地区にはござ

います。また、御承知のとおりだと思うのですけ

れども、北海道内外含めまして今流通業界、大型

ショッピング店等々が例えば縮小するだとか、店

を断念するだとかというのは全国的にかなりの事

例が道内等々でも出てきておりまして、決してそ

のことを私どもは、市民の皆さんもそうですけれ

ども、やはり頭の中にその心配というのは離れな

いのだろうというふうに思っています。先ほどの

お名前出たお店なども含めて、先ほども私申し上

げたかもしれませんけれども、市民生活や近隣近

郊の皆様の生活をしっかりと支えていただいてい

る現実を十分理解していただいて、私も知ってい

るつもりでございますけれども、全国的なそうい

う流通業界、大型商業店の動向の中では一抹の不

安というのがあるのが事実でございまして、何か

あったときには十分さまざまな慎重な検討が必要

になるという意味合いだということで御理解いた

だければなと思ってございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐藤議員。

〇１１番（佐藤 靖議員） いずれにしても、こ

れは前の都市マスのときにもこういう表現があっ

て、非常に非礼ではないかということで訂正をし

たのですけれども、今回またこういったことで、

やっぱり名寄市民の中にそういう意識は強いとい
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うこと、これ２０年間の計画ですから、当然なが

らそういう意識があるということですので、そこ

はちょっと是正をする、これから進めるに当たっ

ては是正をすべきだというふうに思いますし、も

う一つ、今の部長の話にもちょっとありましたけ

れども、公共交通を含めてどうしていくのかとい

う、徳田、豊栄地区の公共交通網を強化すること

は厳しい状況にありますという表現をされており

ますけれども、これも最後市長にお伺いしますけ

れども、これも全国市長会のさっき言った中で話

題になっているのです。今の高齢化や免許返上、

いろんな課題があったときに、コンパクトシティ

ープラスネットワークという構想で、都市計画と

公共交通の一体化ということを考えていかなけれ

ばこれから地方は成り立っていかないと。そうい

う意味で立地適正化の中でもしっかり考えていこ

うよというのは全国市長会の都市計画シンポジウ

ムで話し合われたことですけれども、市長はこの

コンパクトシティープラスネットワークという考

え方については、どういうことを考えていらっし

ゃるかお聞きして終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） まさにコンパクト・アン

ド・ネットワークの考え方で今回の都市計画マス

タープラン、立地適正化計画も策定されたと思い

ますし、当然この計画と公共交通網形成計画、こ

れも逐次見直していきながら、リンクをさせてい

くということになっております。今回いろんな議

論の中で、風連、名寄、それぞれのＪＲ駅を中心

としたいわゆる居住あるいは都市機能の誘導地域

が設定されたということもありますので、ここは

やっぱり公共交通の重要性も鑑みてこういったこ

とになっているというふうに思います。改めて今

後公共交通のあり方についても、とりわけ少子高

齢化が進んでいく中で拠点が分散、拠点、拠点に

なっていく中でのネットワーク、結びつきという

のは非常に重要だというふうに思っていますので、

今後計画の中でまた具体的なここは議論を進めて

いきたいというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 以上で佐藤靖議員の質

疑を終わります。

これより、質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ちょっと細かい話な

のですが、何点かお聞きをしたいと思います。

居住誘導区域にかかわってなのですが、風連地

域も名寄地域も駅のいわゆる駅裏のところが入っ

ていないということなのです。その要件に対して

の図を描いていただいているのですが、しかし防

災のところから見るとここのところも含まれてい

いのではないかというふうに考えるのですが、そ

このところが抜けたところについてお聞かせをい

ただきたいと思います。

あわせて緑丘団地公営住宅があります。ここも

ちょっと高台になっている状況の中で、防災の観

点からいうと名寄でいえば水害のことが一番心配

になるわけですが、こういったところでいうとこ

の地域の緑丘団地のところの押さえ方、捉え方、

このところをどういうふうに思っていらっしゃる

のかお聞きをしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今川村議員から

御指摘いただいたように名寄地区でいいますと線

路を挟んでどうなのかという議論でございます。

これは、策定委員会等々で大変議論というか、居

住誘導区域の線引きというか、大変議論がありま

して、ただまちのこういう区域を区切る場合ＪＲ

線というか、旧鉄道の線を一つの区切りにすると

いうのは、これはまちづくりの計画の考え方の一

つでございまして、その要素を取り入れて、基本

的には駅前という形でさせていただいたという経

緯がございますので、ただ東地区が全くだめだと

かということではなくて、先ほどから申し上げて

いますとおり、数十年、計画は２０年でございま

すけれども、恐らく２０年後にまたさまざまなそ
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のまちの都市計画のあり方というのがありますけ

れども、あくまでも緩やかな居住を促すというレ

ベルでございますので、決して私ども東地区をち

ょっと言葉、表現適当でないかもしれませんけれ

ども、決しておろそかにとか、軽んじているとか、

そういう意識は全くございませんので、当然これ

からのまちの中での利便性の中で考えられていく

ものだということで、どうしても都市計画的なも

のでは線路があることによって言ってみればまち

の区切りは一つとらざるを得ないということで御

理解いただきたいと思っています。

また、緑丘の公営団地の関係でございます。こ

れ御承知のとおり順次今改修作業などもさせてい

ただいて、とりわけ高齢者の方だとか障がいをお

持ちの方だとかに大変こちら居住させていただい

て、公営住宅についても今すぐ例えば公営住宅を

居住誘導区域のエリアの中にすぐ建てかえとか移

すとかということは、物理的にも現実的にもなか

なかできません。公営住宅については、川村議員

御承知のとおり、公営住宅の長寿命化計画の中で

まだまだ、まだまだと言ったらおかしいのですけ

れども、しっかりとした機能、役割を果たしてい

ただくという形になっています。全体縮小してい

くという、縮小というか、人口減少に合わせまし

て公営住宅の数も少し切り込む形にはなってござ

いますけれども、当然必要とされる戸数等々につ

いてはしっかり提供できる形というのはこれから

も変わらない形で、とりわけ今住宅のセーフティ

ーネットだとか、そういう高齢者の方だとか障が

いをお持ちの方々も含めて、かなり福祉的な面を

カバーする公営住宅のあり方というのもあります

ので、これについては決して簡単にないがしろに

するとか、そういう考えは毛頭ございませんとい

うことで御理解いただければなと思っています。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今本当に大事な視点で

お話ししていただいたかと思っております。若干

補足させていただきますけれども、人口のほうは

先ほど来の議論の中で一つ話題になっております

けれども、社会保障・人口問題研究所ですか、社

人研のところで名寄市の推計、２０２０年で人口

が２万 ３６１人、今現実１１月現在で、住基台

帳ですけれども、２万 ３０１人ですから、１年

前倒しで人口が減ってきているという状況であり

ます。これが何を意味するかというと、まちの面

積自体は簡単には縮小できないけれども、人口が

減るということは、スポンジ化といいますけれど

も、穴があいていくということになります。とな

ると、これは先ほどの中心市街地、あるいは居住

誘導区域以外の部分にも十分かかわってくること

ですので、ここの部分をどうしていくかというの

は非常に大きな課題だと思っております。特に東

地区におきましては、今御指摘のあったような施

設等も並んでおりますので、土地の有効利用です

とか、そこでどういうふうなコミュニティーつく

っていくか、核になるのが団地になるかもしれま

せん。そういったことも含めて、あわせてこれは

市の方針、また市民の皆さんのいろんな意見も聞

きながら進めなければならない問題だと認識して

おりますので、決して天野部長が言ったとおりそ

ういうことで線引きしたからここは手をかけない

とか、そういうような意識ではございませんので、

御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今御説明いただいた

ように、さきの総括質疑の中でも議論があったよ

うにコンパクトシティーに向けての取り組みとい

うことでは理解をしながらも、やはり線路があっ

て、鉄道があって、ちょっと不便さもあるという

のもあるかもしれないのですが、しかしそこの不

便さをクリアしていただくということも今後のま

ちづくりになっていくのかなというふうに思って

おりまして、今の副市長の御答弁いただきました

けれども、高齢化が進む中も含めて取り組みを進

めていただきたいと思いますし、公営住宅につい



－223－

令和元年１２月２０日（金曜日）第４回１２月定例会・第５号

てもやっぱり防災の視点を重点に置きながらの今

回のこの計画であります。そのところでいうと、

ここも大事なところだなというふうに私は思って

いて、ぜひともそういう安心できる場所を大事に

していっていただきたいというその思いをお伝え

して、終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２３号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２３号外１件は原案のとおり可

決されました。

〇議長（東 千春議員） 日程第４ 議案第２６

号 特別職の職員の給与の特例に関する条例の制

定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２６号 特別職の

職員の給与の特例に関する条例の制定について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市社会福祉協議会が運営をする居

宅介護支援事業所における介護報酬の不適切な事

務処理に対し、監査等の適切な手続を行っていな

かったこと、また名寄市振興公社の経営に関しま

して適切な監督等がされていなかったこと、また

名寄市振興公社が収益向上を図るために北海道市

町村職員共済組合発行の指定宿泊施設利用助成券

の使用を促した件で市として十分な利用条件等の

確認を行わなかったことから、この間関係者を初

め市民の皆様に多大な御不安と御心配をおかけを

したことに対しまして、執行責任者として私と副

市長の給料月額の減額措置を提案するものでござ

います。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 意見書案第

１号 被災者生活再建支援法の改正を求める意見

書、意見書案第２号 地域医療を守り公立病院等

の維持・存続を求める意見書、以上２件を一括議

題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外１件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外１件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外１件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 決議案第１

号 王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約の

再考を求める決議を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

塩田昌彦議員。

〇１４番（塩田昌彦議員） 王子マテリア株式会

社名寄工場生産品集約の再考を求める決議。

昭和３４（１９５９）年４月２２日、当時の名

寄商工会議所から名寄市議会議長に対し陳情書が

提出されております。それは「王子製紙工場誘致

に関する陳情書」と銘打たれ、文面で「市制施行

以来急速なる躍進をしておりますものの、繁栄発

展の基軸となる産業においては商業の発展に比し、

工業は何等見るべきものが無く、市当局をはじめ

吾々商工人の最も遺憾とするところであります。

この時に当たり、王子製紙の厖大（ぼうだい）な

る新工場が話題になり、商工業は千載一遇の好機

として一大関心を寄せ、その誘致を熱望し居る次

第です」と訴え、まさに名寄市の経済界の核とし

て王子製紙誘致に市民総意で取り組みました。

残念ながら、王子製紙第三工場の誘致は実現し

ませんでしたが、翌昭和３５（１９６０）年に王

子マテリア名寄工場の前身である天塩川製紙名寄

工場が起工され、以来、設備の増設更新等を重ね、

名称は「北陽製紙」「王子板紙」そして平成２４

（２０１２）年から「王子マテリア名寄工場」と

して、常に名寄市の経済界をリードし、まさに市

民とともに歩む名寄を代表とする企業であり続け

ています。

しかし、今年１０月４日、令和３（２０２１）

年９月に２号マシンを停止、王子製紙苫小牧工場

へ移設し、翌令和４（２０２２）年４月稼働、３

号マシンは令和３（２０２１）年１２月停機の通

知を受け、市内経済の根幹を揺るがす事態が懸念

されています。

市内では、再考を求める署名活動がかつてない

規模で繰り広げられ、当然ながら名寄市議会も賛

同団体に名を連ね、この間、議員一人ひとりが署

名活動にも参画しました。

市民一人ひとりが健やかに過ごせる都市（ま

ち）とすべく、市と議会が一体となって総合計画、

都市計画マスタープラン、そして立地適正化計画

を決議し、道北のみならず、北海道、さらには国

内に誇れる名寄を創造すべく取り組む際、大きな

柱の１本となっていただくのが経済界はもとより、

市民生活を根幹で支えていただいている王子マテ

リア名寄工場であります。

本市議会といたしましては、王子マテリア株式

会社の種々の事情は理解しながらも、生産品集約

の影響が計り知れないことに鑑み、さらには、こ

れまで６０年間ともに歩んできたパートナーとし

て、名寄工場生産品集約の再考を求めます。

以上、決議する。

令和元年１２月２０日、名寄市議会。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

本件については、全議員による提出であります

ので、この際質疑、委員会付託を省略し、直ちに

採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

決議案第１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、決議案第１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 報告第３号

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件については、報告書がお手元に配付されて
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おりますので、これをもって御了解をお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 日程第８ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 日程第９ 委員の派遣

報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

総務文教常任委員会、高橋伸典委員長。

〇総務文教常任委員長（高橋伸典議員） 総務文

教常任委員会の視察報告を申し上げます。

１０月１６日、苫小牧市の自主防災組織につい

て、１０月１７日に札幌市のどうぎんカーリング

スタジアムの運営主体と競技団体によるスポーツ

振興について及び夕張市合宿の宿ひまわりの廃校

再活用について、１０月１８日に当別町官民共同

運行コミュニティバスの状況について、それぞれ

行政視察を行いましたので、主な内容について御

報告を申し上げます。

初日は、苫小牧市の自主防災組織についてを学

びました。苫小牧市は、地理的に甚大な危険が指

摘されている地域特性を有しており、災害発生時

における行政の防災活動には限界があることから、

みずからの命はみずから守る必要があることが確

認され、取り組みが進められました。さらに、行

政、消防本部、消防団、町内会連合会で平成２８

年に自主防災組織推進機関を設置し、６０の町内

会が加入し、自主防災組織結成マニュアルの作成、

出前講座、自主防災組織活動助成金制度、自主防

災組織未結成町内会を対象とした説明会及び個別

訪問、全町内会参加型の自主防災組織説明会を年

１回開催するなど、防災意識の向上と未結成町内

会の組織立ち上げの機運の醸成を図っております。

サポート体制としては、自主防災組織立ち上げ

の際、町内会の代表と防災組織の役員の重複方式

の奨励、自主防災組織活動助成金として事業費の

２分の１、上限３万円を助成、組織活動時に防災

資機材セットの貸与、防災出前講座への職員派遣

と防災訓練の企画及び実施への支援、防災訓練資

料及び資機材を貸し出し、訓練への支援を行って

います。

避難行動要援護者支援制度は、平成２８年度か

ら介護保険の要介護者３以上の在宅生活者、身体

障害者１級、２級及び知的障害者療育手帳Ａ、ひ

とり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯を避難行

動要援護者名簿に登録し、対象者に対して情報の

提供の同意確認の後４２の町内会に名簿を提供、

避難支援の個別計画及び共助活動に反映させてい

るとのことでした。

災害はいつ起こるかわからないことから、名寄

市においても自主防災組織の立ち上げ及び避難行

動要援護者名簿を早急に作成することにより、共

助活動の支援が進むことが必要と痛感いたしまし

た。

２日目は、札幌市のどうぎんカーリングスタジ

アムの運営主体と競技団体によるスポーツ振興に

ついて学びました。どうぎんカーリングスタジア

ムは、平成２４年９月に鉄筋コンクリート造２階

建て、シート数５シート、固定席２０８席、車椅

子１６席、総工費１７億 ７００万円で、国内初

の通年型カーリング専用の公共施設として竣工し、

子供や高齢者、障がい者の方でも利用しやすいバ

リアフリー構造となっていることから、年間６万

人に利用されています。また、ネーミング事業と

して ０８７万 ０００円、年間５７７万円の協

賛金を納付し、どうぎんカーリングスタジアムと

してスタートいたしました。

普及振興については、子供向け指導プログラム、
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レベル別カーリングスクール、カーリング教室や

観光客向けカーリング体験の開催をしています。

ジュニアアスリートの育成では、ジュニアカーリ

ングスクールや小学生放課後カーリング体験やウ

インタースポーツを体験してもらい、興味を持っ

てもらえるよう取り組んでいます。生涯スポーツ

の取り組みでは、初心者も定着してもらえるよう

土曜日の夜に一般開放やカーリング協会が６０歳

前後の方の普及を行い、地域のレクリエーション

として利用されていました。

平成３０年の稼働率は９７％であることからも、

施設の有効利用と成果を知ることができました。

名寄市の状況を念頭に置き、競技スポーツと生涯

スポーツ両面における有効利用について見識を深

めることができました。

午後からは夕張を訪問し、合宿の宿ひまわりの

廃校再活用についてを学びました。人口減少と鉱

山廃鉱に伴い閉校となった北海道夕張北高校は、

当初夕張市の宿泊施設ファミリースクールひまわ

りとして使用され、安価で団体合宿の受け入れを

していました。しかし、市の財政破綻に伴い、中

国資本の加森観光グループに経営を移行して現在

に至っております。施設は４階建てで、６人と８

人部屋が４２室と２０人部屋が８室、体育館、武

道場、浴場、食堂等多くの競技に利用できるサッ

カー場等があり、年間３万人の合宿宿泊者があり

ます。その宿泊者に対してスタッフは６人のみで、

フロント、掃除、食事の準備など全員で作業を行

い、運営をしているとのことでありました。民間

資本の導入についても今後参考にすることができ

ました。

最終日に当別町の官民共同運行コミュニティバ

スの状況についてを学びました。当別町では、路

線バス、福祉バスの２路線のほか、医療機関送迎

バスと住民を対象とした地域限定住民送迎バスな

ど、バスの運行にかかわって重複路線や利用者が

限定されている面で課題を抱えていました。そこ

で、平成１７年、当別町バス交通体系調査検討委

員会を設置し、路線や運行形態の検討を行った結

果、従来の取り組みを損なわないよう１路線２０

０円、乗り放題の応援券、病院関係者や大学生や

病院通院者に対して無料チケットの発行をするこ

とで一元化に成功し、翌年から４路線７系統８７

便を４台のバスで行う実証運行を開始しました。

実証運行初年度は、平日８７便、休日３０便の取

り組みを２回のダイヤ改正と路線変更や新規路線

の構築を進め、国土交通省公共交通活性化再生総

合プログラムを実施しました。２年目は、２回目

のダイヤ改正と路線変更、大型スーパーへの新規

路線の構築、地域公共交通活性化協議会の設置を

行いました。平成２０年からは、ＪＲ最終便に合

わせた深夜バスの構築、物流バスの構築やノンス

テップバス導入、バイオディーゼル燃料によるオ

フセットクレジット排出権取引を実施し、平日８

０便、休日２８便の本格運行路線をつくり上げま

した。また、安全性が確認されたことにより、運

行路線内の５カ所に手を挙げてフリー乗降区間も

設置されています。

先進的な市街地区内デマンド型交通を導入した

り、バイオディーゼル燃料、オフセットクレジッ

ト、太陽光発電を設置し、再生可能エネルギー活

用にも努めている状況を学び、過疎化、少子高齢

化の波が急激に訪れる中、地域の可能性と特徴を

生かしつつ、住民の声に応え、決して立ちどまら

ず前進することが重要との言葉に名寄市も利用者

の利便性に配慮した運行を果たすべきと強く感じ

ました。

その中で、当別町は三菱商事の常務顧問をされ

た現町長が町民から首長らしく行政にありがちな

だめだ、だめだと言う議論は認めないという姿勢

を堅持、施策に取り組んでおります。また、私た

ちが行ったときに職員全員が立ち、いらっしゃい

ませ、帰るときはお帰りなさいというふうに言わ

れておりました。全員にそれをするのですかと言

いましたら、住民の方にもやるということで、す

ばらしい姿勢を見てくることができました。



－227－

令和元年１２月２０日（金曜日）第４回１２月定例会・第５号

詳細については、議長に提出しておりますので、

御一読いただくことをお願いし、総務文教常任委

員会の視察報告を終わらせていただきます。あり

がとうございました。

〇議長（東 千春議員） 続いて、市民福祉常任

委員会、高野美枝子委員長。

〇市民福祉常任委員長（高野美枝子議員） 市民

福祉常任委員会の行政視察について報告いたしま

す。

当委員会では、高齢化社会における健康寿命の

延伸についてを調査研究のテーマとし、１１月５

日から８日までの４日間、新潟県妙高市、見附市、

千葉県佐倉市、鴨川市、神奈川県茅ケ崎市の５カ

所の行政視察を行いました。

妙高市では、健康長寿目指せ元気１００歳運動

事業について視察いたしました。基本理念として、

住みなれた地域でともに支え合い、助け合い、自

分らしく暮らし続けることができ、個人の尊厳の

保持と自立した生活ができる地域共生社会の実現

を目指し、日常生活の中でまちぐるみの助け合い、

支え合いの仕組みづくりを行っていました。健康

に対する取り組みでは、平成２５年に元気いきい

き健康条例を制定し、同年に第２回健康寿命をの

ばそう！アワードで厚生労働省から優良賞を受賞

するなど、健康を軸とした交流の拡大を図るため

自然や温泉などの資源を生かした妙高型クアオル

トの拠点となる妙高高原体育館が平成２９年に開

館し、健康保養地プログラムの市民への普及など

取り組みが進められています。

人生１００年時代を迎え、平均寿命に健康寿命

をいかに近づけるかを目的に、社会参加が希薄に

なる７０歳代に的を絞り、参加しやすい同窓会開

催に着眼し、肉体的、社会的、精神的衰えをサポ

ートし、フレイル予防対策に向けて担当職員が市

民とともに汗をかいている状況が顕著に見られま

した。当市において現在進められている地域包括

ケアシステムの推進とフレイル予防に向けて大変

参考になりました。

見附市では、ごみ収集と分別方法について視察

を行いました。名寄地区衛生施設事務組合では、

炭化施設が老朽化し、更新時期を迎えています。

名寄地区でもごみの中間処理施設建設に向けて作

業が進められていますが、高齢者や転勤者がわか

りやすいごみの出し方と分別方法を考える中で、

プラスチックの処理や分別の考え方、機種選定を

進める際の具体的な状況について学ぶことができ

ました。名寄地区においては、炭化センターの運

転管理職員の技術の蓄積を活用し、この地域に適

した機種、運転管理方法とともに、建設費を考え

ることが必要だと感じました。

佐倉市では、可能な限り住みなれた地域で日常

生活が営むことができるよう地域包括ケアシステ

ムの構築、推進を図ることを基本目標に、重点施

策である認知症にやさしい佐倉推進事業について

視察いたしました。推進事業では、認知症の理解

を深めるための普及や啓発、介護者を支えるネッ

トワーク強化、家族の視点を重視した優しい地域

づくりなどを重点的に取り組んでいました。旧町

村のコミュニティーをベースに日常生活圏域を５

つに設定し、それぞれに地域包括支援センターを

設け、地元業者、自治会や地域コミュニティーが

一体となって認知症の取り組みが行われていまし

た。認知症の早期発見、治療、対応と支援を目的

とする認知症の本人や家族と行政や介護関係者、

医療機関の連携を図り、情報共有するさくらパス

の活用や高齢者見守り協力業者ネットワーク事業

など、高齢者を多方面からさりげなく見守ること

が重要であると理解を深めることができました。

本市においても人生の先輩たちが認知症になっ

ても安心してこの地域に住み続けていただくこと

が委員会のテーマでもあり、先進的な取り組みを

学ぶことができました。

鴨川市では、地域包括ケアシステムの構築につ

いて視察いたしました。地域包括支援とはについ

て改めて考える機会となりました。相談支援に対

し縦割りから横断的な相談支援へ、庁舎内の課を
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超えた関係職員の意識改革を行うために、月２回

から４回定期的に勉強会や打ち合わせを実施して

いました。それは、住民の視点に立って相談を受

けとめることと強調され、役所内の壁を取り払う

ことで解決につなげたとのことでした。対象者ご

との個別支援から家族を視点に自立した生活支援

へと意識変化があり、職員間の互いの仕事、役割

の理解による円滑な業務遂行へとつながっていま

す。地域が持つ健康福祉の課題をしっかり分析し、

国の取り組みや制度を把握し、常に住民に寄り添

いながら住民の視点に立つことを重点に置き、待

っているのではなく住民の中へ出かけていく姿勢

を学びました。地域の中で複合的な課題を抱えて

いる要支援者を包括的に相談支援につなげていく

ことの重要性を学ぶことができ、当市に反映でき

るよう努力したいと思います。

茅ヶ崎市では、茅ケ崎基幹型地域包括支援セン

ターについて視察いたしました。茅ケ崎市は、元

来より地域コミュニティーの基盤がしっかりとし

ており、そのため委託型地域包括支援センターを

各地区に設置するに当たって、協議会単位の設置

がスムーズに行われてきたと思われます。また、

各センター単位に福祉の総合的な相談窓口、福祉

相談室が設置され、地域において身近な相談に対

応できる体制が構築されていました。高齢者に

「わたしの覚え書き～希望のわだち～」と題した

エンディングノート的な冊子や認知症ガイドの配

付など高齢化社会に対応した施策の整備が進んで

いました。しかし、高齢化の進行に伴い、包括支

援センターの業務のウエートが高まり、兼務発令

で対応している基幹型の行政職員の事務量の増加

が懸念されました。本市においても、相談件数の

増加や複雑化に対応するため、適正な人員配置を

行っていく必要があると思われます。また、これ

からも地域ネットワークをより充実し、地域住民

のニーズに速やかに対応できる体制の強化が求め

られます。

市民福祉常任委員会の果たすべき役割の先進地

を視察させていただきました。輝く自治体には、

輝く担当者がいました。私たちのテーマ、高齢化

社会における健康寿命の延伸についての調査研究

に全力を尽くしてまいります。

詳細につきましては、議長に提出していますの

で、御一読いただきますようお願いいたします。

以上、市民福祉常任委員会の視察報告といたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 次に、経済建設常任委

員会、山田典幸委員長。

〇経済建設常任委員長（山田典幸議員） 議長よ

り御指名をいただきましたので、令和元年度経済

建設常任委員会の行政視察について御報告申し上

げます。

１１月５日から８日の４日間の日程で滋賀県高

島市、滋賀県守山市、三重県津市、三重県伊賀市

の計４カ所にて行政視察を行いました。

滋賀県高島市では、地域産業を生かした取り組

みとして、高島市マキノ農業公園マキノピックラ

ンドを視察いたしました。マキノピックランドは、

農事組合法人マキノ町果樹生産組合が高島市から

指定管理を受け、複合観光果樹園と都市交流施設

整備による地域活性化を目的として運営している

施設です。果樹園ゾーンは、ブドウ、サクランボ、

リンゴを植栽し、体験する観光果樹園、パークゾ

ーンには地域の農産物や加工品を集積し、観光客

へ直売と地場産品の紹介を行う生産物販売施設と

してフルーツ・ベジタブルハウスを整備し、また

隣接するレストランでは地場産食材を利用した料

理を提供するなど、地域産業を生かした営業展開、

施設整備により年間１３万人から１５万人の来園

があり、地域産業の振興と観光振興による地域経

済の活性化に寄与しています。

高島市は、京阪神への観光客が通過するいわゆ

る通り道に当たり、滋賀県全体で取り組んでいる

琵琶湖を一周する観光周遊圏であるリゾートネッ

クレス構想の一員として、いかに観光客の足をと

めるかが集客増のポイントであるとの説明を受け
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ました。地域産業を生かした取り組みはもちろん

のこと、観光振興の面においても地域一円での観

光ルート構想としての取り組みは、当市を含めた

道北地域の産業と観光の振興策においても参考と

なることが多くありました。

滋賀県守山市では、中心市街地活性化推進の取

り組みについて視察を行いました。京阪神都市圏

のベッドタウンとして人口が増加し続けている守

山市では、のどかな田園都市をまちづくりの基本

理念として掲げており、都市と田園地帯が調和し

た土地利用を推進しています。

守山市の第１期中心市街地活性化基本計画にお

いて行政が半歩先を歩み、民間がそれに続き、に

ぎわいの小規模連鎖を生み出すことを目的に３つ

の取り組みが行われました。１つ目に、文化を生

かす取り組みとして中心市街地に交流プラザの整

備、教育施設、小学校と幼稚園の合築、中心市街

地交流駐車場の整備などを行い、２つ目に水と緑

を生かす取り組みとして水辺遊歩道ネットワーク

の整備、あまが池親水緑地の整備、３つ目に歴史

を生かす取り組みとして歴史文化まちづくり館の

整備、中山道守山宿街なみの修景などを行いまし

た。特徴的な事項として、中心市街地活性化の連

携推進体制として行政、商工会議所、まちづくり

会社、文化体育振興事業団の４団体が月に１度連

絡会議を開催し、情報共有と事業の取り組み連携

を積極的に行っており、まちづくり会社のゼネラ

ルマネジャーが実質的なブレーンとなり、行政と

民間のパイプ役となっているとのことでした。ま

た、明確な中心市街地活性化区域の設定とコンセ

プトにより、中心市街地にテナントと分譲マンシ

ョンが併設されたビルの建設による人の流れづく

りや歴史や文化を生かした町並み形成と案内表示

の充実による回遊性のある歩行空間の整備が行わ

れておりました。今後の当市における立地適正化

計画の推進、コンパクトシティー化に向けての取

り組みにおいて、計画の連携推進体制や明確なコ

ンセプトに基づくまちづくりの重要性などを改め

て認識した先進事例でありました。

三重県津市においては、城山クラインガルテン

を視察いたしました。クラインガルテンは、ドイ

ツ語で小さな庭という意味で、滞在しながら農作

業が行える滞在型市民農園です。１９９０年代、

城山地区が荒廃し、野生動物のすみかになってい

たことを心配した住民が旧美杉村役場に相談し、

クラインガルテンの将来性に目を向け、整備に向

けた会合を重ね、地域の同意を得て、地域住民９

人の共同出資で１９９８年より運営が開始されま

した。利用区画数は２７区画で、現在１９区画の

利用となっており、特に大阪、名古屋方面からの

利用者が多く、別荘としての利用や年間３００日

滞在する人までさまざまとのことで、中には会社

の職員研修としての利用もあるとのことです。農

機具や軽トラックなどの貸し出しが行われており、

農家から直接の指導も受けられるとのことでした。

グリーン・ツーリズムとしての取り組みについ

ては、地元のグリーン・ツーリズム推進委員会は

都市との交流活動やクラインガルテンを拠点とし

た自然観察会や田舎暮らし体験を実施しておりま

す。また、名古屋産業大学との協定に基づき、イ

ンターンシップの受け入れ及びインターン中の宿

泊棟無料提供を行っているとのことでした。

利用者同士や地域住民との交流については、夏

祭りや餅つきなどを行っており、当初は運営者が

企画をしていたものが現在は利用者が企画から準

備まで行うようになっています。

農業を生かした田舎暮らしやグリーン・ツーリ

ズムの取り組み、都市と農村の総合交流、遊休地

の活用など、立地条件や環境に違いはあるものの、

当市としての今後の取り組みに参考となる施設で

ありました。

三重県伊賀市では、古民家等を活用した中心市

街地活性化の取り組みについて視察を行いました。

人口減少に伴う空き家の増加により、中心市街地

の空洞化が進行していた伊賀市においては、歴史

的風致維持向上計画、伊賀市立地適正化計画、古
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民家等再生活用指針等に基づき、忍者の里伊賀に

代表される町家や長屋、武家屋敷などの歴史的資

源と古民家などを生かしたまちづくりを進め、中

心市街地のにぎわいと移住者、観光客の増加を目

指すことを目的として各種事業が推進されており

ます。また、それらの計画と連動する空き家対策

包括連携ネットワーク事業を関係７団体と協定締

結し、データベース化された空き家活用カルテは

移住定住活用型と地域活性型に分けられ、古民家

等再生活用計画の具体策として活用され、地域ご

との特性を生かしたゾーニングに合わせて整備方

針を定めています。特徴的な取り組み内容として、

分散点在する古民家を再生活用した分散型ホテル

に滞在する伊賀流ステイ城下町ホテル化事業を新

たな観光の概念として、ホテル周辺には同じく古

民家を活用した体験施設やレストラン、カフェ、

ギャラリーなどを配置し、顧客ターゲットをメー

ンターゲットとしてインバウンドを含む観光客、

サブターゲットとしてリモートワーカーの移住や

企業誘致とし、観光振興と中心市街地活性化、移

住促進を推進しています。

伊賀市の取り組みから地域の特色や歴史的、文

化的価値のあるものを洗い出し、まちづくりのグ

ランドデザインを多面的に模索していくことの重

要性を改めて認識したと同時に、今後の名寄市の

中心市街地活性化を含めたまちづくりを進めてい

く上で大変参考となる事例でありました。

以上、経済建設常任委員会の行政視察報告とい

たします。

〇議長（東 千春議員） 以上で委員の派遣報告

を終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和元年第４回定例会を閉

会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 ２時４８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 倉 澤 宏

署名議員 今 村 芳 彦
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質 問 通 告 表 （一般質問）

令和元年第４回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 東 川 孝 義 １ 王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に関する対応について

（Ｐ ３８） (1) 生産品集約の発表を受けてからの対応について

(2) 製紙業界の現状と動向について

(3) 今後の対応について

２ スポーツ交流イノベーション事業推進に向けて

(1) 組織体制について

(2) 事業期間の主な取り組みについて

(3) 事業に関わる庁内外との横断的連携について

２ 今 村 芳 彦 １ 不祥事に対するマネジメントについて

（Ｐ ４８） (1) 名寄市に対するマイナスイメージの払拭について

(2) 市政執行における市民との関わりについて

２ 働きたい若者向けの就業支援について

(1) 平時からの骨太な就業対策について

(2) 大規模企業等の撤退に関する対応策について

３ スポーツにおける新しい流れを求めて

(1) ｅスポーツの推進について

(2) 名寄市立大学でのスポーツ関連教育について

３ 遠 藤 隆 男 １ 若年性認知症への支援・理解について

（Ｐ ６０） (1) 認知症の現状と今後の推移について

(2) 若年性認知症への支援について

(3) 介護施設の整備状況と課題等について

(4) 若年性認知症への理解の促進について

２ 成年後見制度について

(1) 成年後見センターの支援体制及び現状と課題について

(2) 成年後見制度の課題対策及び考え方について

令 和 元 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会
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４ 倉 澤 宏 １ 令和２年度予算編成について

（Ｐ ６８） (1) 予算要求額における上限の設定について

(2) 今年度予算から見る事業の選択と集中について

(3) 市民ニーズの的確な把握について

２ 公共施設の整備計画及び管理状況について

(1) 老朽化施設の整備計画について

(2) 既存施設の維持保全に関する診断について

(3) 未使用施設の維持管理と今後について

３ 労働人口減少下における人材の確保について

(1) 現状の認識と分析について

(2) 人材確保困難職種対策について

(3) 人材育成対策について

５ 五十嵐 千 絵 １ 地域で取り組む部活動のこれからについて

（Ｐ ７９） (1) 市内各中学校における部活動の現状と課題について

(2) 市内各団体や少年団との連携について

(3) 地域で支える部活動運営のこれからについて

２ 子ども・子育て支援について

(1) 子育て世代の労働実態について

(2) 保健センターの役割について

(3) 子ども・子育てに関する情報の取得について

６ 佐久間 誠 １ 市政運営におけるコンプライアンスの推進について

（Ｐ ９２） (1) 行動指針の確立に向けた考え方について

(2) 高い規範意識の保持をどのように醸成するか

(3) 市民への誠実・公正な対応の徹底について

２ 大雨・洪水からの被害を防ぐために

(1) 北海道が管理する河川に関して

① 忠烈布貯水池下流の忠烈布川改修計画について

② 本市に関わる排水路・橋・頭首工（取水堰）など関連構造物に

ついて

③ 本市に対する会議等への参加案内について

④ 北海道管理河川等の本市としての調査について

(2) 環境アセスメント等に関する市の関わりについて

３ 道路の安全確保について

(1) 狭隘な道路の安全対策について

令 和 元 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会



－233－

令 和 元 年 第 ４ 回 １ ２ 月 定 例 会

① 幅員が狭く通行者に危険な道路の改善策について

② 大型化する農業用機械に支障のある路肩の雑木等の処理につい

て

７ 塩 田 昌 彦 １ 介護事業に関わる名寄市の実情と対応について

（Ｐ１０２） (1) 介護保険法に基づく事務の権限委譲について

(2) 介護サービスの基盤について

(3) 介護給付適正化事業の推進について

２ なよろ市立天文台「きたすばる」開台から１０年を迎えて

(1) 天文台設置に関する当初の目的達成について

(2) 教育における天文台の役割について

(3) 天文台が果たす観光への役割について

(4) 今後の天文台が担う方向性について

３ 行財政改革について

(1) 人口減少が加速する中、職員の定員適正化に向けた取り組みにつ

いて

８ 三 浦 勝 秀 １ 中心市街地活性化について

（Ｐ１１４） (1) コミュニティスペースの拡充について

(2) 街並み整備事業について

(3) 民間事業による賑わい創出について

２ 観光事業について

(1) 市内事業者との連携による機運醸成について

(2) 観光事業における組織体制について

(3) 情報発信について

９ 富 岡 達 彦 １ 男女共同参画と性の多様性の認知について

（Ｐ１２４） (1) 男女共同参画社会の実現に向けたこれまでの取り組みとこれから

について

(2) 各種ハラスメントの対策について

(3) ＳＯＧＩ（性の多様性）の認知と包摂的な取り組みについて

(4) パートナーシップ宣誓制度について

２ ＪＲ宗谷本線の維持存続について

(1) 宗谷本線の存在意義について

(2) 宗谷本線の利便性向上策について

(3) 宗谷本線の利用促進策とマイレール意識向上について
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３ 移住促進について

(1) 移住促進事業の成果と課題について

１０ 高 橋 伸 典 １ 骨髄バンクドナー登録について

（Ｐ１４０） (1) 血液がんの患者数、造血幹細胞移植数、ドナー登録数の現状につ

いて

(2) ドナー休暇制度の取得実績について

(3) ドナー休業助成制度の検討について

(4) ワクチン再接種への助成について

２ 安心な除排雪体制について

(1) 本年の除排雪体制の考え方と対応について

(2) 雪堆積場の確保について

(3) 積み上げ・カット除排雪の対応について

(4) 高齢者の安心安全な除雪対応について

３ 空き家対策について

(1) 空き家バンクの現状と課題について

(2) 取り組みと計画推進状況について

４ 雇用と住環境整備について

(1) 現状と課題について

１１ 高 野 美枝子 １ 王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に関する対応について

（Ｐ１５１） (1) 市民の不安解消に向けて

(2) 今後における新たな取り組みについて

(3) 市民への情報提供について

２ 教育行政について

(1) 教職員の働き方改革について

(2) コミュニティ・スクールについて

(3) 情報機器の利活用について

３ 臨時・非常勤職員の今後のあり方について

(1) 臨時・非常勤職員の状況について

(2) 会計年度任用職員について

(3) 人材確保について

１２ 山 崎 真由美 １ ふるさと名寄の歴史をつむぐ取り組みについて

（Ｐ１６２） (1) 開拓１２０周年を節目とした事業展開について

(2) 歴史をつなぐ取り組みについて
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(3) 史跡及び記念碑の点検について

２ 農業分野における労働力確保策について

(1) 労働力確保に向けた取り組みの現状と受け入れ体制について

(2) 農福連携による労働力確保について

３ スポーツを核としたまちづくりについて

(1) 行政とＮスポーツコミッションの連携について

(2) 広く市民を巻き込んだ事業展開について

(3) スポーツと多分野の連携による相乗効果について

１３ 川 村 幸 栄 １ 名寄市の今後について

（Ｐ１７４） (1) 冬季スポーツの取り組みにかかわって

(2) 福祉の充実したまちづくりにかかわって

(3) 地域経済の維持、活性化にかかわって

２ 名寄市史編纂について

(1) 名寄市史編纂の考えについて
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令和元年第４回名寄市議会定例会議決結果表

令和元年１１月２６日～令和元年１２月２０日 ２５日間

本会議時間数 １８時間３９分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市基幹相談支援センター条例の制定につ 元.11.26 ― 元.12.20
第 １ 号

いて 市 民 福 祉 常 任 委 ― 閉 会 中 審 査 決 定

消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う ― ― 元.11.26
第 ２ 号

関係条例の整備に関する条例の制定について ― ― 原 案 可 決

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適 ― ― 元.11.26

第 ３ 号 正化等を図るための関係条例の整理に関する ― ― 原 案 可 決

条例の制定について

会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例 ― ― 元.11.26
第 ４ 号

の整理に関する条例の制定について ― ― 原 案 可 決

公益的法人等への名寄市職員の派遣等に関す ― ― 元.11.26
第 ５ 号

る条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 元.11.26
第 ６ 号 名寄市公民館条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（名寄市北国雪国 ― ― 元.11.26
第 ７ 号

ふるさと交流館） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（駅前交流プラザ ― ― 元.11.26
第 ８ 号

「よろーな」） ― ― 原 案 可 決

指定管理者の指定について（名寄市風連米乾 ― ― 元.11.26
第 ９ 号

燥調製施設） ― ― 原 案 可 決

― ― 元.11.26
第 １ ０ 号 指定管理者の指定について（名寄市牧場）

― ― 原 案 可 決

令和元年度名寄市一般会計補正予算（第６ ― ― 元.11.26
第 １ １ 号

号） ― ― 原 案 可 決

令和元年度名寄市国民健康保険特別会計補正 ― ― 元.11.26
第 １ ２ 号

予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

令和元年度名寄市介護保険特別会計補正予算 ― ― 元.11.26
第 １ ３ 号

（第３号） ― ― 原 案 可 決

令和元年度名寄市下水道事業特別会計補正予 ― ― 元.11.26
第 １ ４ 号

算（第１号） ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

令和元年度名寄市個別排水処理施設整備事業 ― ― 元.1１.26
第 １ ５ 号

特別会計補正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

令和元年度名寄市後期高齢者医療特別会計補 ― ― 元.11.26
第 １ ６ 号

正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

令和元年度名寄市立大学特別会計補正予算 ― ― 元.11.26
第 １ ７ 号

（第２号） ― ― 原 案 可 決

― ― 元.11.26
第 １ ８ 号 名寄市議会基本条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に ― ― 元.11.26
第 １ ９ 号

関する条例の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市特別職の職員の給与に関する条例の一 ― ― 元.11.26
第 ２ ０ 号

部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市教育委員会教育長の給与、勤務時間そ ― ― 元.11.26

第 ２ １ 号 の他の勤務条件に関する条例の一部改正につ ― ― 原 案 可 決

いて

名寄市職員の給与に関する条例の一部改正に ― ― 元.11.26
第 ２ ２ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

名寄市都市計画マスタープランを定めること ― ― 元.12.20
第 ２ ３ 号

について ― ― 原 案 可 決

― ― 元.12.20
第 ２ ４ 号 名寄市立地適正化計画を定めることについて

― ― 原 案 可 決

令和元年度名寄市一般会計補正予算（第７ 元.11.26 元.12.16 元.12.20
第 ２ ５ 号

号） 名寄振興公社あり方特別 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

特別職の職員の給与の特例に関する条例の制 ― ― 元.12.20
第 ２ ６ 号

定について ― ― 原 案 可 決

報 告 ― ― 元.11.26
専決処分した事件の報告について

第 １ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 元.11.26
専決処分した事件の報告について

第 ２ 号 ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 元.12.20
例月現金出納検査報告について

第 ３ 号 ― ― 報 告 済

意 見 書 案 ― ― 元.12.20
被災者生活再建支援法の改正を求める意見書

第 １ 号 ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

意 見 書 案 地域医療を守り公立病院等の維持・存続を求 ― ― 元.12.20

第 ２ 号 める意見書 ― ― 原 案 可 決

決 議 案 王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約の ― ― 元.12.20

第 １ 号 再考を求める決議 ― ― 原 案 可 決

― ― 元.12.20
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

― ― 元.12.20
委員の派遣報告

― ― 報 告 済
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